
令和元年 12 月 

亀 山 市 議 会

定 例 会 会 議 録



－１－ 

質 疑 内 容  （通告要旨） 

【１１月２９日】 

１ 岡本公秀（新和会） １４～１７ページ 

議案第１１９号 亀山市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について 

１ 「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改めるが、その違いについて 

２ 「意思能力を有しない者」との判断は、誰がどのように行うのか。また、その際に、成年

後見人は同席し、意見を述べることができるのか 

３ 「意思能力を有しない者」と判断することは困難ではないのか 

４ 印鑑の登録や証明は、全ての経済活動の基礎となる手続であるが、成年被後見人の権利の

制限は今後も緩和されるのか 

２ 福沢美由紀（日本共産党） １７～２０ページ 

議案第１１９号 亀山市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について 

１ 条例改正に至った背景について 

２ 条例改正の内容と運用について 

３ 亀山市における成年後見人制度の活用について 



－２－ 

質 疑 内 容  （通告要旨） 

 

【１２月９日】 

 
 

１ 鈴木達夫（大樹） ３５～４５ページ 

 

議案第９２号 令和元年度亀山市一般会計補正予算（第４号）について 

 １ 第６款 農林水産業費、第１項 農林水産業費、第５目 農地費、ため池ハザードマップ

作成事業の増額補正について及び第２表 繰越明許費補正 追加 第６款 農林水産業費、

第１項 農林水産業費、ため池ハザードマップ作成事業について 

 （１）事業の趣旨と背景について 

 （２）事業内容と財源について 

 （３）今後の対応と整備計画について 

 
 

２ 森 英之（結） ４５～５３ページ 

 

議案第８９号 亀山市職員給与条例の一部改正について 

 １ 人事院勧告の内容について 

 ２ 住居手当の改定について 

議案第９１号 亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 １ 病床数削減の目的について 

 ２ 今後の病院事業への影響について 

議案第９２号 令和元年度亀山市一般会計補正予算（第４号）について 

 １ 第８款 土木費、第５項 住宅費、第１目 住宅管理費、市営住宅管理費の減額補正につ

いて 

 ２ 第９款 消防費、第１項 消防費、第１目 常備消防費、庁舎管理費の増額補正について 

議案第１１６号 指定管理者の指定について 

 １ 指定管理者選定の理由について 

議案第１１７号 工事請負契約の変更について 

 １ 契約金額の変更理由について 

 ２ 工期への影響について 

 
 

３ 櫻井清蔵（勇政） ５３～６１ページ 

 

議案第９２号 令和元年度亀山市一般会計補正予算（第４号）について 

 １ 第３款 民生費、第２項 児童福祉費、第１目 児童福祉総務費、放課後児童クラブ運営

費の増額補正について 

 ２ 第８款 土木費、第５項 住宅費、第１目 住宅管理費、市営住宅管理費の減額補正につ

いて 
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議案第１１７号 工事請負契約の変更について 

 １ 西野公園野球場整備改修工事の変更内容について 

 
 

４ 中島雅代（スクラム） ６１～７０ページ 

 

議案第９１号 亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 １ 病床等の変更による市民への影響について 

 ２ 経営への影響について 

議案第９２号 令和元年度亀山市一般会計補正予算（第４号）について 

 １ 第３款 民生費、第２項 児童福祉費、第１目 児童福祉総務費、放課後児童クラブ運営

費の増額補正について 

 ２ 第６款 農林水産業費、第１項 農林水産業費、第４目 畜産業費、畜産・酪農収益力強

化整備等特別対策事業の減額補正について 

議案第９６号から第１１５号まで 指定管理者の指定について 

 １ 指定管理者の評価について 

 
 

５ 服部孝規（日本共産党） ７０～８０ページ 

 

議案第８８号 亀山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について 

 １ 一般職の任期付職員について 

議案第８９号 亀山市職員給与条例の一部改正について 

 １ 人事院勧告制度について 

 ２ 今回の勧告の内容について 

議案第９６号から議案第１１６号まで 指定管理者の指定について 

 １ 昨年９月議会の答弁について 

 ２ ２０１７年の議会総務委員会の提言について 

 
 

６ 草川卓也（結） ８０～９０ページ 

 

議案第９１号 亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 １ 地域包括ケア病床について 

 （１）実施内容と実績について 

 （２）病床変更数の根拠について 

 （３）どのような効果を期待するのか 

 （４）他の医療業務に与える影響について 

 （５）地域包括ケア病床を更に充実させるためには何が必要か 

議案第９２号 令和元年度亀山市一般会計補正予算（第４号）について 

 １ 第３款 民生費、第２項 児童福祉費、第１目 児童福祉総務費、放課後児童クラブ運営

費の増額補正について 
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 ２ 第６款 農林水産業費、第１項 農林水産業費、第３目 農業振興費、有害鳥獣対策事業

の増額補正について 

 ３ 第６款 農林水産業費、第１項 農林水産業費、第５目 農地費、ため池ハザードマップ

作成事業の増額補正について 

 
 

７ 福沢美由紀（日本共産党） ９０～１０１ページ 

 

議案第９０号 亀山市国民健康保険税条例の一部改正について 

 １ 改正の内容と影響について 

 ２ 該当する世帯の所得や滞納状況について 

議案第９１号 亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 １ 改正の内容について 

 ２ 職員体制等への影響について 

 ３ 地域医療構想との整合性と今後について 

議案第９２号 令和元年度亀山市一般会計補正予算（第４号）について 

 １ 第６款 農林水産業費、第１項 農林水産業費、第３目 農業振興費、有害鳥獣対策事業

の増額補正について 

 
 



－５－ 

質 問 内 容 （通告要旨） 

 

【１２月１０日】 

 
 

１ 鈴木達夫（大樹） １０４～１１６ページ 

 

亀山駅周辺整備事業について 

 １ 戦略プロジェクトの１つである「ＪＲ亀山駅周辺拠点力向上プロジェクト」の進捗につい

て 

 ２ 都市マスタープランの「複合都市機能集積地の形成」について 

 ３ 亀山市立図書館整備事業との関連について 

第３次亀山市行財政改革大綱について 

 １ 第２次亀山市行財政改革大綱の検証について 

 ２ 第３次亀山市行財政改革大綱中間案に対する議会からの意見の反映について 

 ３ このたびの改定で新たな視点を加えて、今後６年間どのように行政運営に取り組もうとし

ているのか 

 
 

２ 森 英之（結） １１７～１２８ページ 

 

令和２年度 行政経営の重点方針について 

 １ 組織・機構の活性化と働き方改革の実現について 

 （１）亀山市職員の組織・機構が部・室制から部・課・グループ制に移行したことによる効果

と課題について 

 （２）定員適正化計画について 

ア 育児休業中の職員の定員除外について 

イ ６０歳以上の再任用職員の配置について 

ウ 今年度の募集人員について 

亀山市の持続可能性について 

 １ 地域力フロー指標と地域力ストック指標にみる亀山市の持続可能性について 

教職員の働き方改革について 

 １ 教職員の勤務時間上限の設定について 

 ２ 変形労働時間制の導入について 

 
 

３ 尾崎邦洋（勇政） １２８～１４０ページ 

 

災害への備えについて 

 １ 災害備蓄品の備蓄状況について 

 ２ 避難所の設備について 

 （１）空調について 



－６－ 

 （２）非常電源について 

 ３ 要支援者について 

 （１）定義について 

 （２）人数について 

 （３）名簿の作成について 

 （４）個別計画について 

 ４ 罹災証明書の発行について 

 ５ 新規採用職員の防災研修について 

行政組織について 

 １ 平成３０年４月から、企画部門、財政部門及び人事部門を「総合政策部」に統合したこと

の評価について 

 
 

４ 中島雅代（スクラム） １４０～１５５ページ 

 

災害時における避難所について 

 １ 避難所の開設について 

 ２ 避難所の運営について 

 ３ 避難所開設時の教職員の職務について 

 ４ 災害時の市職員の職務について 

多胎児支援について 

 １ 多胎児支援の現状について 

 ２ 今後の支援策について 

 
 

５ 中﨑孝彦（新和会） １５５～１６３ページ 

 

防災について 

 １ 要支援者の避難について 

 （１）市内の要支援者の人数について 

 （２）名簿の更新について 

 （３）個別計画の策定について 

 ２ 避難所の環境整備について 

 （１）指定避難所の空調設備の整備計画について 

 （２）災害時の非常電源について 

 （３）防災計画や避難所運営に関する指針・マニュアル策定への女性職員の参画について 

 （４）乳幼児や女性等に配慮した対応について 

 ３ 福祉施設の避難計画について 

 （１）市内の土砂災害警戒区域や河川の浸水想定区域に高齢者施設は存在するのか。また、存

在する場合、施設の避難計画は策定されているのか 

 ４ 避難情報について 



－７－ 

 （１）避難勧告や避難指示が「避難行動」につながっていないことについて 

 
 

６ 服部孝規（日本共産党） １６３～１７７ページ 

 

亀山駅周辺整備事業について 

 １ 再開発事業の施工予定者選定公募型プロポーザルの結果について 

 ２ 現在の進捗状況について 

 ３ 今後の事業の見通しについて 

市の水道施設の浸水対策について 

 １ １０月の台風１９号による各地の被害状況から浮かび上がった亀山市が講ずべき対策は何

かについて 

 ２ 洪水ハザードマップで浸水想定区域内にある水道施設の浸水対策について 

 ３ 浸水により水道施設が機能しなくなった場合の対策について 

 ４ 亀山市新水道ビジョンで対策は十分なのかについて 

 
 

７ 森 美和子（公明党） １７７～１８８ページ 

 

安全・安心なまちづくりの推進について 

 １ 犯罪被害者等基本法に規定されている犯罪被害者等への支援に関する市の責務について 

 （１）相談及び情報提供について 

 （２）経済的な支援について 

 （３）保健・医療・福祉サービスの提供について 

 （４）ＳＮＳを通じた犯罪から子どもを守るための対策について 

 （５）条例制定の考え方について 

 ２ 高齢ドライバーによる事故防止のための安全装置等の設置補助について 

 （１）近年の免許返納者の動向について 

 （２）高齢者の移動手段の確保と認知症予防の観点から、安全装置等の補助制度の導入につい

て 

 
 



－８－ 

質 問 内 容 （通告要旨） 

 

【１２月１１日】 

 
 

１ 草川卓也（結） １９０～２０３ページ 

 

令和２年度行政経営の重点方針に掲げられた「亀山版ＳＤＧｓ」について 

 １ 「亀山版ＳＤＧｓ」に対する市長の想いについて 

 ２ 「亀山版ＳＤＧｓ」の確立について 

 （１）２０３０年ビジョンの策定について 

 （２）総合計画はじめ各種計画への反映について 

 （３）推進体制の構築について 

 （４）目標と指標の設定について 

多様な地域交通を１つの移動サービスに統合する「亀山版ＭａａＳ」の必要性について 

 １ 誰もが行きたいところへ手軽に移動できる地域交通の形成について 

 （１）乗合タクシー「のりかめさん」の実績について 

 （２）「定額タクシー」「移送支援サービス」など多様な地域交通の検討について 

 （３）ＡＩを活用した配車・予約システムを備える「亀山版ＭａａＳ」の検討について 

激甚化・頻発化する豪雨災害への対策について 

 １ 防災マップ・洪水ハザードマップについて 

 （１）各地域における避難所について 

 （２）「内水ハザードマップ」について 

 ２ 鈴鹿川水系の洪水浸水想定区域に位置する地域の災害対策と国・県との連携について 

 
 

２ 櫻井清蔵（勇政） ２０３～２１３ページ 

 

令和２年度の予算編成について 

 １ 櫻井市長は、平成２１年の市長選挙のマニフェストにおいて、市長任期は最長３期１２年

に制限するとして市長に当選され、本年１０月の議会全員協議会において令和２年度の予

算編成方針及び行政経営の重点方針が示された。公約の任期最終年度である令和２年度の

予算編成に対する市長の思いを知りたい 

亀山市自治会連合会について 

 １ 亀山市自治会連合会の現状と今後について 

 （１）市内の自治会数について 

 （２）自治会連合会への加入状況について 

 （３）自治会連合会を脱会する自治会があると聞き及んでいるが、脱会した自治会の数とその

要因を知りたい 

 （４）脱会した自治会に対して、市長としてどのように対応していくのか 

市道市場阪東線について 



－９－ 

 １ 去る９月定例会でも質問したが、市道市場阪東線の改良に向けた進捗状況について 

 ２ 令和２年度の予算計上について 

乗合タクシー制度とタクシー券交付事業について 

 １ タクシー券の交付は、議会の決議により、今年度は継続されたが、現行の乗合タクシー制

度は、運行内容や利用状況、市民の事業に対する理解度はまだまだ不十分である。タクシ

ー券の交付については、乗合タクシー制度が利便性の高い制度として定着するまで、来年

度も引き続き継続すべきであると思うが市長の考えを知りたい 

亀山駅周辺整備事業について 

 １ １１月２７日に開催された亀山駅周辺整備事業特別委員会の内容を検証する 

 
 

３ 今岡翔平（スクラム） ２１４～２２５ページ 

 

不妊治療への助成について 

 １ 亀山市は人口の自然増と社会増のどちらにも力を入れていくという前提について 

 ２ 不妊治療の助成が人口増につながる有効な施策であることについて 

 ３ 県内他市町の制度との違いについて 

 ４ 助成を申請する際のフローについて 

 ５ 対応する職員体制について 

防犯カメラの設置について 

 １ 市内の防犯カメラの設置数と設置目的について 

 ２ 市が主体となって防犯カメラを設置する責任や必要性について 

 
 

４ 福沢美由紀（日本共産党） ２２６～２３７ページ 

 

幼児教育・保育の無償化について 

 １ 給食費（副食費）の実費徴収をしない選択について 

 ２ 教育・保育現場での影響について 

加齢性難聴にかかる補聴器購入に対する公的助成について 

 １ 障害者総合支援法に基づく補助制度について 

 ２ 加齢性難聴について 

 ３ 補聴器購入に対し、公的助成をすることの効果・影響について 

学校給食で提供されているパンの安全性について 

 １ 流通ルート及び国産小麦と輸入小麦の比率について 

 ２ 輸入小麦から検出される農薬グリホサートについて 

 ３ 農薬検出検査の必要性について 

 ４ 国産小麦１００％のパンの提供について 

 
 

５ 前田 稔（スクラム） ２３８～２４８ページ 

 



－１０－ 

亀山駅周辺整備事業について 

 １ 計画通りに進んでいるのか。当初の計画から変更になった部分は 

 ２ 当初の約５４億円から約７１億円にまで予算が増えたのはなぜか 

 ３ 権利変換等事業の進捗状況について 

亀山市鈴鹿川等源流域の自然環境と歴史的資源を守り継ぐ条例制定後の状況について 

 １ 具体的な事業内容について 

 ２ 事業の地元への説明について 

医療センターについて 

 １ 病院事業に地方公営企業法を全部適用してどのように変わったのか 

 ２ 全部適用による効果について 

 
 

６ 豊田恵理 ２４８～２６２ページ 

 

児童虐待について 

 １ 亀山市の現状について 

 （１）窓口について 

 （２）傾向について 

 ２ 虐待を発見した場合の対応について 

 ３ 各種機関との連携体制について 
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●議事日程（第１号）

令和元年１１月２９日（金）午前１０時 開会及び開議 

第  １ 会議録署名議員の指名 

第  ２ 会期の決定 

第  ３ 諸報告 

第  ４ 現況報告 

第  ５ 議案第１１９号 亀山市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について 

第  ６ 議案第 ８７号 亀山市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について

第  ７ 議案第 ８８号 亀山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について

第  ８ 議案第 ８９号 亀山市職員給与条例の一部改正について

第  ９ 議案第 ９０号 亀山市国民健康保険税条例の一部改正について

第 １０ 議案第 ９１号 亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について

第 １１ 議案第 ９２号 令和元年度亀山市一般会計補正予算（第４号）について

第 １２ 議案第 ９３号 令和元年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて

第 １３ 議案第 ９４号 令和元年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて

第 １４ 議案第 ９５号 令和元年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて

第 １５ 議案第 ９６号 指定管理者の指定について

第 １６ 議案第 ９７号 指定管理者の指定について

第 １７ 議案第 ９８号 指定管理者の指定について

第 １８ 議案第 ９９号 指定管理者の指定について

第 １９ 議案第１００号 指定管理者の指定について

第 ２０ 議案第１０１号 指定管理者の指定について

第 ２１ 議案第１０２号 指定管理者の指定について

第 ２２ 議案第１０３号 指定管理者の指定について

第 ２３ 議案第１０４号 指定管理者の指定について

第 ２４ 議案第１０５号 指定管理者の指定について

第 ２５ 議案第１０６号 指定管理者の指定について

第 ２６ 議案第１０７号 指定管理者の指定について

第 ２７ 議案第１０８号 指定管理者の指定について

第 ２８ 議案第１０９号 指定管理者の指定について

第 ２９ 議案第１１０号 指定管理者の指定について

第 ３０ 議案第１１１号 指定管理者の指定について

第 ３１ 議案第１１２号 指定管理者の指定について

第 ３２ 議案第１１３号 指定管理者の指定について

第 ３３ 議案第１１４号 指定管理者の指定について



－２－ 

第 ３４ 議案第１１５号 指定管理者の指定について 

第 ３５ 議案第１１６号 指定管理者の指定について 

第 ３６ 議案第１１７号 工事請負契約の変更について 

第 ３７ 議案第１１８号 市道路線の認定について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（１８名） 

   １番     草 川 卓 也 君       ２番     中 島 雅 代 君 

   ３番     森   英 之 君       ４番     今 岡 翔 平 君 

   ５番     新   秀 隆 君       ６番     尾 崎 邦 洋 君 

   ７番     中 﨑 孝 彦 君       ８番     豊 田 恵 理 君 

   ９番     福 沢 美由紀 君      １０番     森   美和子 君 

  １１番     鈴 木 達 夫 君      １２番     岡 本 公 秀 君 

  １３番     伊 藤 彦太郎 君      １４番     前 田 耕 一 君 

  １５番     前 田   稔 君      １６番     服 部 孝 規 君 

  １７番     小 坂 直 親 君      １８番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  西 口 昌 利 君 

総 合 政 策 部 長  山 本 伸 治 君    生 活 文 化 部 長  佐久間 利 夫 君 

健 康 福 祉 部 長  井 分 信 次 君    産 業 建 設 部 長  大 澤 哲 也 君 

上 下 水 道 部 長  宮 﨑 哲 二 君    危 機 管 理 監  服 部 政 徳 君 

                       生活文化部次長兼 
総合政策部次長  落 合   浩 君              青 木 正 彦 君 
                       関 支 所 長 

健康福祉部次長  伊 藤 早 苗 君    産業建設部次長  亀 渕 輝 男 君 

生活文化部参事  深 水 隆 司 君    生活文化部参事  谷 口 広 幸 君 

健康福祉部参事  豊 田 達 也 君    産業建設部参事  久 野 友 彦 君 

産業建設部参事  草 川 保 重 君    会 計 管 理 者  渡 邉 知 子 君 

消 防 長  平 松 敏 幸 君    消 防 部 長  豊 田 邦 敏 君 

消 防 署 長  原   博 幸 君    地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君 

地 域 医 療 部 長  古 田 秀 樹 君    教 育 長  服 部   裕 君 

教 育 部 長  草 川 吉 次 君    教育委員会事務局参事  亀 山   隆 君 

監 査 委 員  渡 部   満 君    監査委員事務局長  木 﨑 保 光 君 
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選挙管理委員会 
松 村   大 君 

事 務 局 長 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員

事 務 局 長  草 川 博 昭  書 記  水 越 いづみ 

書 記  村 主 健太郎

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第

（午前１０時００分 開会） 

○議長（小坂直親君）

おはようございます。 

ただいまから令和元年１２月亀山市議会定例会を開会します。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事につきましては、お手元に配付してあります議事日程第１号により取り進めます。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第８４条の規定により、議長において、 

  ６番 尾 崎 邦 洋 議員 

 １４番 前 田 耕 一 議員 

のご両名を指名します。 

次に日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 

今期定例会の会期は、本日から１２月２０日までの２２日間としたいと思います。これにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君）

ご異議なしと認めます。 

会期は、本日から１２月２０日までの２２日間と決定しました。 

次に日程第３、諸報告をします。 

今期定例会の議事説明のため、地方自治法第１２１条の規定に基づき、あらかじめ関係当局の出

席を求めておきましたところ、お手元の配付文書のとおり、それぞれ出席を得ておりますので、ご

了承願います。 

 次に、監査委員から、例月出納検査結果報告書２件が提出されておりますので、ごらんおきくだ

さい。 

次に日程第４、現況報告を行います。 

初めに、市長に市政の現況について報告を求めます。 

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

令和元年１２月亀山市議会定例会の開会に当たり、市政の現況と今後の見通しについてご報告し、
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議員並びに市民の皆様のさらなるご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 初めに、先月、東日本を中心に甚大な被害が発生した台風１９号等の災害によりお亡くなりにな

られました方々に哀悼の意を表しますとともに、被災されました皆様方に衷心よりお見舞い申し上

げます。あわせまして、被災地の一日も早い復旧・復興を祈念いたしております。 

 くしくも、本年は伊勢湾台風の襲来から６０年の節目であります。こうしたスーパー台風による

自然災害は、近年の気候変動の影響により今後も発生が危惧されますことから、本市といたしまし

ても、さらなる防災力・減災力の向上へ決意を新たにしたところであります。とりわけ、あすは東

野公園において令和時代初めてとなる亀山市総合防災訓練を実施し、地域の総合的な防災力の向上

につなげてまいります。 

 さて、我が国の経済につきましては、通商問題をめぐる緊張、中国経済の先行き、消費税率引き

上げ後の消費者マインドの動向や、相次ぐ自然災害の経済に与える影響等に留意する必要もあり、

景気回復への確実性を見通しづらい状況にあります。 

 こうした中、本市におきましては、先月、令和２年度行政経営の重点方針を定めました。その中

で、令和２年度を「知新の年」と位置づけ、「環境・文化施策の推進と亀山版ＳＤＧｓの確立」、

「第３次行財政改革大綱前期実施計画の着実な推進」、「組織・機構の活性化と働き方改革の実

現」の３つを行政経営の重点方針として掲げました。これに基づき、国や県の各分野における具体

的な政策動向等も注視しつつ、新年度に向けた予算編成等の取り組みを順次進めてまいります。 

 ところで、今月１９日には総合保健福祉センターにおきまして、三重県知事との１対１対談が行

われ、地域医療や廃棄物処理政策など４つのテーマについて率直な意見交換を行いました。中でも、

亀山市立医療センターが急性期機能と回復期機能のバランスを考慮し、引き続き地域医療の担い手

として役割を果たす必要性を初め、リニア中央新幹線の早期開業と県内駅設置を見据えた県との連

携などについて情報共有と相互理解を深められたことは大変意義深く、今後もさまざまな分野で県

と連携・協働を図りながら施策推進につなげてまいります。 

 それでは、市政の各部門にわたり、第２次亀山市総合計画の施策の体系に沿ってご説明申し上げ

ます。 

 まず、「快適さを支える生活基盤の向上について」でございますが、都市づくりの推進のうち、

都市づくり戦略推進事業による都市計画道路の見直しにつきましては、今月２０日に亀山市都市計

画審議会から亀山都市計画道路（国道１号線及び関連路線）変更案について答申を受けましたので、

本年度中の都市計画の変更に向け、関係手続を進めてまいります。 

 一方、地籍調査事業につきましては、先月、関町北裏①地区の現地確認調査を実施したところで

ありますが、本年度計画しておりました本町③地区の現地確認調査につきましては、県補助金の活

用ができないことから、翌年度の実施に計画を変更すべく本議会に関係経費の予算補正を提案いた

しております。 

 また、亀山駅周辺整備事業につきましては、亀山駅周辺２ブロック地区市街地再開発組合におい

て、第一種市街地再開発事業の推進のため、権利変換計画作成に向けた権利者協議が進められると

ともに、先月、施工予定者と設計・施工に関する基本協定が締結されたことから、現在、設計等へ

の技術協力を得ながら工事請負契約の締結に向けた協議が進められているところであります。こう

した中、先般、市も当組合の参加組合員として再開発事業に参画し、先月３０日付で当組合の理事
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に副市長が就任いたしましたので、本事業における市の立場が変わる大きな転換点を迎えたことと

なります。そのため、一層庁内の連携を強化するなど、引き続き前期基本計画の戦略プロジェクト、

ＪＲ亀山駅周辺拠点力向上プロジェクトの積極的な推進を図ってまいります。 

次に、上下水道の充実のうち、公共下水道事業につきましては、来年度の生活排水処理アクショ

ンプログラムの見直しに伴い、公共下水道の整備着手が令和８年度以降になる地域の一部を対象に

住民の方へ意向調査を実施しているところであります。 

 次いで、公共交通網の充実のうち、昨年１０月に運行を開始いたしました乗合タクシー、のりか

めさんにつきましては、既に３,０００人を超える方が利用者登録をされ、一部制度の見直しを行

った本年度は、先月末現在で延べ１,１６７人の方にご利用いただいております。 

 また、大規模小売店舗のご協力により、今月から新たに特定目的地停留所を１カ所追加いたしま

した。今後も停留所の新設による利便性の向上や市広報等での周知を図りながら、乗合タクシー制

度のさらなる定着に努めてまいります。 

 次に、安全・安心なまちづくりの推進のうち、農業用ため池のハザードマップにつきましては、

本年度三重県により、市内のため池のうち、既にため池ハザードマップを作成している１３カ所を

除く１１９カ所のため池について浸水想定区域などの調査が実施され、その結果、新たに３１カ所

の防災重点ため池が確認されました。これらの防災重点ため池については、早期にハザードマップ

を作成する必要があり、このたび県の補助事業としても採択されましたので、本議会に関係経費の

予算補正を提案いたしております。 

 一方、消防力の充実強化につきましては、先月１５日に市内の事業所において、災害対応力の強

化を目的に実災害を想定した大規模合同訓練を実施いたしました。当該事業所の自衛消防隊を初め

従業員約１,０００人が参加し、通報・避難訓練に加え情報伝達訓練や消火・救助訓練を行い、亀

山消防署と事業所との連携強化を図ったところであります。 

 また、鈴鹿市と検討を進めてまいりましたはしご自動車の共同整備につきましては、先月１７日

付で連携協約を締結したところであり、引き続き来年度の整備に向け諸準備を進めてまいります。 

 ところで、旧市営若草住宅において、去る７月２０日に続き先月も連続して火災が発生したこと

から、その対応といたしまして、建物解体作業が始まるまでの間、亀山警察署とパトロールを実施

するなど警戒を行ったところであります。 

 なお、先月発生した２件の火災につきましては、亀山警察署と協力しながら出火原因を調査中で

あります。 

次いで、自然との共生につきましては、本年度、国において森林環境譲与税が創設されましたが、

引き続き既存の林野公共予算を確保するよう、先月開催されました近畿中国森林管理局管内国有林

野等所在市町村長連絡協議会において、国に対し要望いたしたところであります。今後も機会を捉

え、国及び県に対し森林・林業関係予算の確保を要望するとともに、間伐により森林の持つ公益的

機能の向上及び森林資源の循環利用を推進してまいります。 

 次に、歴史文化の継承・活用のうち、鈴鹿関跡学術調査事業につきましては、発掘調査において

鈴鹿関の築地塀の存在を示す古代の瓦だまりが確認され、現在、調査成果等を取りまとめていると

ころであります。今後は、国史跡の指定へ向け、年内に三重県教育委員会を通じて文化庁へ具申書

を提出する予定であります。これとあわせて発掘調査現場での説明会を行い、広く市民の方々に調
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査成果をお知らせしてまいりたいと考えております。 

 一方、歴史博物館につきましては、来月１日まで開催の第３３回企画展「えっ、今日から武士じ

ゃない！？」において、江戸時代の亀山の武士が明治という新しい時代に試行錯誤しながら自活・

自立していく様子を展示し、多くの皆様に時代の大きな変化の中での亀山の歴史を知ってもらう機

会を設けております。 

続きまして、「健康で生きがいを持てる暮らしの充実」について、ご説明申し上げます。 

まず、地域福祉力の向上のうち、地域福祉力強化推進事業につきましては、今月１５日にボラン

ティア養成講座を開催し、地域におけるボランティア活動に対する市民意識の醸成を図りました。

この講座の開催を契機として、引き続き地域課題の解決に向け、地域における助け合い・支え合い

活動の促進に取り組んでまいります。 

 また、今月１日には、中央コミュニティセンターにおいて、第１５回亀山市社会福祉大会を開催

し、社会福祉関係団体等の功労者表彰を行うとともに、日本ユニバーサルマナー協会から講師をお

招きし、「ユニバーサルマナーから伝わる ふだんの くらしの しあわせ」と題したご講演をい

ただき、障がいのある方への心遣いなどについて再認識する機会となりました。 

 一方、地域福祉の推進役として活躍いただいております民生委員・児童委員及び主任児童委員に

つきましては、厚生労働大臣からの委嘱状の伝達式を来月３日に開催いたします。このたびの一斉

改選におきまして、前回改選時の約半数の委員が交代されることとなり、定数も４名増加の１０２

名となりました。退任される委員の皆様には、長年にわたる社会福祉へのご尽力に改めて感謝申し

上げますとともに、新たに委嘱されました委員の皆様には、地域住民の相談・支援活動にご協力い

ただき、地域での助け合い・支え合いの担い手として期待をいたすところであります。 

 次に、健康づくり・地域医療の充実のうち、先月１日から開始いたしましたかめやま健康マイレ

ージ事業につきましては、チラシの全戸配布やケーブルテレビ等での告知、地域まちづくり協議会

等での啓発活動などにより、広く本事業の周知を行いました。今後も市民の健康づくりのきっかけ

づくりと、その取り組みの継続を支える環境づくりを図るため、関係部署間で連携を図りながら事

業の促進につなげてまいります。 

 一方、医療センターにつきましては、地域包括ケアシステムを支える病床の充実を図るため、平

成２９年４月に導入した地域包括ケア病床は、昨年４月に４床増床し、現在１９床となっておりま

す。病院全体の病床機能を見直す中で、病床利用率が高く市民のニーズに合致した地域包括ケア病

床をさらに増床してまいりたく、本議会に関係条例の改正を提案いたしております。 

 次いで、高齢者の地域生活支援の充実につきましては、健康都市として健康寿命を延ばすため、

新たにフレイル対策の推進が求められております。一般的に多くの高齢者の方がフレイル状態を経

て要介護状態に進むと考えられておりますので、ふれあいいきいきサロンや老人クラブ活動、食生

活改善推進協議会の取り組みや健康づくり事業などと介護予防事業を一体的に展開していけるよう、

検討しているところでございます。 

 次に、障がい者の自立支援と社会参加の促進につきましては、先月６日、総合保健福祉センター

において、本市を含む県内５市の医師や看護師、福祉・教育に携わる者の参画を得つつ、三重大学

医学部附属病院及び三重病院が中心となり、にじいろネット研究会が開催され、課題の検討や情報

共有を行いました。今後も、医療的ケアを要する重症児・者とその家族が地域で安心して暮らして
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いけるよう、こうした多機関の連携を生かしてまいりたいと考えております。 

 また、来月３日から９日までの障害者週間に合わせて、市広報及びケーブルテレビを活用し、障

がいや障がいのある人への関心や理解が深まるよう啓発を行ってまいります。 

 また、来月１３日及び１４日に亀山市文化会館において開催される三重県障がい者芸術文化祭に

おいて、主催する三重県と連携・協力の上、芸術・文化活動を通じた障がい者の地域社会への参画

を促進してまいります。 

 次いで、スポーツの推進のうち、西野公園運動施設改修事業につきましては、去る８月の工事着

手以降、野球場の既設天然芝等の撤去や防球ネットの設置等を進めており、計画どおり順調に進捗

いたしております。今後は、外野人工芝の敷設やファウルポールの設置等を進め、本年度内の完成

を目指してまいります。 

 なお、土砂運搬距離の変更等に伴う工事請負契約の変更について、本議会に関係議案を提出いた

しております。 

 続きまして、交通拠点性を生かした都市活力の向上について、ご説明申し上げます。 

 まず、企業活動の促進・働く場の充実につきましては、現在、民間産業団地、亀山・関テクノヒ

ルズの新区画１０区画のうち８区画へ５社が進出を決定し、そのうち１社が既に着工され、年内に

はさらに１社が着工予定と伺っております。今後も、高速道路が結節する交通アクセス性やスマー

トインターチェンジに直結する産業団地などの本市の優位性を生かし、開発事業者等と連携を図り

ながら、亀山・関テクノヒルズの残区画への企業誘致を積極的に行ってまいります。 

 次に、地域に根差した商工業の活性化のうち、亀山市プレミアム付商品券の交付につきましては、

先月１日から商品券の販売及び使用を開始いたしておりますが、本市の低所得者における購入引き

かえ券の交付申請割合は、全国平均並みの３５％となっております。そのため、当該申請期限を来

年１月１７日まで延長し、一人でも多くの対象者の方に申請いただけるよう対応を図ったところで

あります。 

 また、空き店舗等の解消による地域のにぎわいの創出を図る空き店舗等活用支援事業につきまし

ては、井田川地区及び関地区における２件の出店に対し補助金の交付決定を行いました。今後も、

亀山商工会議所や金融機関等との連携による創業支援ネットワーク、カメヤマ創業アシストにより

必要な支援を継続的に行うことで、市内での創業を促進してまいります。 

 次いで、農林業の振興のうち、ＣＳＦ「クラシカル・スワイン・フィーバー」（豚コレラ）対策

につきましては、農林水産省がＣＳＦワクチンの接種方針を決め、予防接種推奨地域として三重県

を含む１０県を選定したことにより、市内２カ所の養豚場におきましても、先月２５日・２６日の

２日間で予防接種が完了いたしました。 

 しかしながら、県内においても依然として野生イノシシからＣＳＦの陽性反応が出ておりますの

で、今後も三重県と連携しながら情報共有を図るとともに、予防対策を徹底してまいります。 

 なお、四日市ポーククラスター協議会の中心的な経営体が実施する離乳舎建設に対し補助金を交

付する畜産競争力強化対策整備事業につきましては、当該経営体がＣＳＦの発生リスクを考慮し建

設時期を来年度に見送ることとしたため、本議会に関係経費の予算補正を提案いたしております。 

 また、獣害対策につきましては、今月１３日に関南部地区まちづくり協議会が三重県主催の獣害

につよい集落等優良活動表彰において、耕作放棄地の草刈り、道路沿いの雑木の伐採、有害鳥獣の
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捕獲等の取り組みが優良と認められ、知事表彰を受けられました。今後もこうした取り組みを市の

モデルケースとして、市内の他地域にも広げてまいります。 

 次に、まちづくり観光の推進のうち、亀山７座トレイル整備・活用推進事業につきましては、亀

山７座の山々の自然に触れ合いながら、安全な登山の知識や技術を習得していただくため、本日、

主に初心者を対象に登山講習会を開催し、来月７日には講習会参加者に亀山７座の一つである臼杵

ヶ岳に登山していただく予定であります。今後も継続的に登山講習会を開催し、亀山７座の魅力を

体験いただけるよう取り組んでまいります。 

 また、今月２３日・２４日の両日、ご当地グルメの発信により、市のまちおこしに取り組む市民

団体が兵庫県明石市で開催されました第１１回Ｂ－１グランプリ全国大会へ出場いたしました。全

国５５団体のうち本県からは５団体が出場する中、本市は新たな取り組みとして学校法人享栄学園

及び鈴鹿大学学生ベンチャー企業と連携し、学生による応援隊を結成し出場団体を支援することで、

本市の食の観光資源の発信と知名度向上を図ったところであります。 

 次いで、広域的な交通拠点性の強化につきましては、来月２１日に中日本高速道路株式会社にお

いて建設が進められております新名神高速道路亀山西ジャンクションの名古屋・伊勢ランプウエー

が完成し、同日午前７時から利用が可能となります。本市といたしましては、新名神高速道路と東

名阪自動車道のダブルネットワーク機能がさらに発揮されますので、それらを生かした企業誘致や

交流促進につなげてまいります。 

 また、鈴鹿亀山道路の整備につきましては、三重県により先月２３日から今月２１日まで都市計

画の案及び環境影響評価準備書の縦覧が行われ、また今月１５日には総合保健福祉センターにおい

て当該準備書の説明会が開催されました。当該道路は、高速道路網の利便性向上を初め地域の活性

化、災害時における道路機能の強化の観点から重要な路線でありますことから、引き続き三重県等

と連携し、都市計画決定に向けた取り組みを進めてまいります。 

 続きまして、子育てと子どもの成長を支える環境の充実について、ご説明申し上げます。 

 まず、安心して産み育てられる環境づくりの推進のうち、亀山市子育て世代包括支援センターに

おきましては、授乳相談を初めとして、産前・産後・育児の悩みなどについて助産師による相談事

業を行っております。今後も市民の方々が気軽に相談できるよう取り組んでまいります。 

 また、本年１０月にスタートした幼児教育・保育の無償化につきましては、施設の確認や対象児

の認定等の手続も順調に進み、保育所、幼稚園及び認定こども園などの特定教育・保育施設で９６

８人、子ども・子育て支援新制度へ未移行の幼稚園や認可外保育施設などの特定子ども・子育て支

援施設等で３２１人の合わせて１,２８９人の児童が対象となったところであり、引き続き適切な

対応に努めてまいります。 

 一方、放課後児童クラブ事業につきましては、川崎小学校区において民間事業者により、来年度

の放課後児童クラブ開設に向けた準備が進められております。利用者ニーズが高い学校区での開設

でありますことから、当該事業者に対し開設に向けた支援を行うべく、本議会に関係経費の予算補

正を提案いたしております。 

 ところで、令和２年度から５年間を計画期間とする第２期亀山市子ども・子育て支援事業計画の

策定につきましては、亀山市子ども・子育て会議において協議を行いながら計画立案を進めており、

このほど中間案を取りまとめたところであります。引き続き、具体的な施策を含め計画案を取りま
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とめ、パブリックコメント等を経て本年度内の策定を目指してまいります。 

 続きまして、市民力・地域力の活性化について、ご説明申し上げます。 

 まず、自立した地域まちづくり活動の促進のうち、地域まちづくり協議会支援事業につきまして

は、先月２５日に野村地区コミュニティセンターで平成３０年度の地域活性化支援事業の報告会が

開催され、地域まちづくり協議会相互間の情報共有が図られました。 

 さらに、来年２月１５日には、関文化交流センターにおきまして、地域まちづくり交流会の開催

を予定し、現在準備を進めているところであり、こうした取り組みを通じ、地域まちづくり協議会

活動に対する理解を一層深めていただける機会にしてまいります。 

 次に、市民参画・協働の推進と多様な交流活動の促進のうち、市民活動支援事業につきましては、

先月、市民協働センターにおきまして、市民参画協働事業推進補助金と協働事業提案制度の選定委

員会を公開プレゼンテーションで開催し、来年度の事業計画に対して評価を行い、いずれも採択さ

れたところであります。引き続き、協働についての周知と推進を図ってまいります。 

 一方、市制施行１５周年記念事業につきましては、来年１月１１日の市制記念日において、市民

の皆様とともに市制施行１５周年をお祝いできるよう、市勢要覧の編集や市の歩みの動画の作成な

ど、記念式典の挙行に向け鋭意準備を進めているところであります。 

 次いで、共生社会の推進のうち、人権の尊重につきましては、来月４日から１０日までの人権週

間に合わせて、来月７日には亀山東小学校体育館においてヒューマンフェスタｉｎ亀山を開催いた

します。講演会や中学生による人権作文の発表、高校生等による人権スピーチなどを予定しており、

市民の方々が人権への意識を深めていただく機会にしてまいります。 

 続きまして、行政経営について、ご説明申し上げます。 

 まず、財産・情報の適正な管理・活用のうち、証明書等コンビニ交付事業につきましては、令和

２年２月からの証明書等のコンビニ交付の開始に向け諸準備を進めるとともに、あわせてマイナン

バーカードの取得促進にも努めているところであります。 

 また、本事業の実施に伴い、より便利に証明書等の交付が受けられる環境となりますことから、

令和２年４月の第２日曜日から日曜窓口の受け付け時間を午前８時３０分から正午までに見直すこ

とといたしており、円滑に移行できるよう周知に努めてまいります。 

 また、新庁舎建設の推進につきましては、現在進めております亀山市新庁舎整備基本計画の策定

に向け、先月から市民ワークショップを３回開催し、市民の方々から新庁舎についてさまざまなご

意見等をお聞かせいただいたところであります。これらのご意見も参考としながら、引き続き当該

計画の策定に取り組んでまいります。 

 一方、地区コミュニティセンター、亀山南小学校放課後児童クラブ等につきましては、令和２年

度から指定管理者制度を適用するに当たり、このほど指定管理者選定委員会の意見を踏まえ候補者

を選定いたしましたので、本議会に指定管理者の指定について提案いたしております。 

 ところで、行財政改革につきましては、第３次亀山市行財政改革大綱について計画案の取りまと

めができましたので、先般、亀山市行政改革推進委員会へ諮問し、現在審議が進められております。

今後、当委員会からの答申やパブリックコメント等を経て、本年度内の策定を目指してまいります。 

 なお、学校教育、生涯学習等、教育分野の詳細につきましては、後ほど教育委員会当局からご説

明申し上げます。 
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 最後に、本年８月１１日から１１月１０日までの一般会計及び各特別会計に係る３,０００万円

以上１億５,０００万円未満の工事請負契約は別紙のとおりでございますので、ご高覧賜りたいと

存じます。 

 以上、簡単ではございますが、市政の現況についてのご報告及びご説明を申し上げました。何と

ぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（小坂直親君） 

 市長の現況報告は終わりました。 

 続いて、教育長に教育行政の現況について報告を求めます。 

 服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇） 

 令和元年１２月亀山市議会定例会の開会に当たり、教育行政の現況と今後の見通しについてご報

告し、議員並びに市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 まず、教育に関する国の情勢でありますが、文部科学省は本年８月末に来年度予算の概算要求を

発表いたしました。この概算要求には、新学習指導要領の円滑な実施と学校の働き方改革のための

指導・運営体制を構築し、チームとしての学校を実現することを初めとし、新時代の学びを支える

ＩＣＴ環境整備や先端技術の活用促進、虐待やいじめ・不登校対応における教育相談体制や外国人

児童生徒等への教育の充実、地域ぐるみの学校安全体制の整備や強化等が盛り込まれています。 

 さらに、先月、教職員給与特別措置法の一部を改正する法律案が閣議決定されました。これは、

学校における働き方改革の総合的な取り組みの一環として、公立学校の教師の勤務時間の上限に関

するガイドラインを法的根拠のある指針へ格上げするとともに、休日のまとめ取り推進のため１年

単位の変形労働時間制を自治体が条例に基づき導入できるようにすることを内容としており、今国

会での成立を目指しています。 

 次に、県の情勢でありますが、三重の教育の目指すべき姿とその実現に向けた施策の方向性を示

す三重県教育ビジョンの計画期間が本年度で終了することから、これまでの三重の教育を継続して

一層推進するとともに、新たな教育課題に対応するための指針として次期「三重県教育ビジョン

（仮称）」の中間案が先月に示されました。 

 また、三重県いじめ防止条例の基本理念を踏まえ、社会全体でいじめの問題を克服していくため、

今月、いじめ防止強化月間と合わせてピンクシャツ運動を展開するとともに、県内の小学生から大

人までさまざまな世代が一堂に集まり、今日的ないじめの現状や課題について話し合う三重県いじ

め防止サミットが開催されました。 

 さらに、あすから全国人権・同和教育研究大会三重大会が津市で開催され、全国各地で取り組ま

れている人権教育の実践交流が行われます。 

 それでは、最初に学校教育関係について、ご説明申し上げます。 

 まず、教職員の働き方改革につきましては、国の公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイ

ドラインの策定を受け、本市におきましても勤務時間の上限方針の策定作業に入っております。来

年度からの運用に向け、今後も各校の時間外労働削減に向けた取り組みの進捗状況を把握するとと

もに、組織風土の改善と教職員の意識改革を促してまいります。 

 また、来る１月には、地域とともにある学校づくりの充実に向け、第２回学校運営協議会委員等
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研修会を開催いたします。研修会では、実践発表や情報交換を行い、コミュニティ・スクールにお

ける取り組みのさらなる充実につなげてまいります。 

 次に、学力向上につきましては、改訂から３年目を迎えた亀山市学力向上推進計画の改訂作業を

行っております。校長会や教員代表とともにこれまでの学力向上の取り組みを検証し、児童生徒一

人一人の確かな学力の向上を目指して、課題解決の方策や重点取り組みの設定に向けて議論してお

ります。 

 次いで、教員の研究活動につきましては、先月９日、関小学校と神辺小学校において亀山市教育

委員会指定校研究発表会が開催され、他県・他市からの参加者を含め約４００名の教員が授業づく

りや指導方法の工夫などについて学び合いました。参観した教員は自校での実践に生かすべく、さ

らに研修を積み重ねているところでございます。 

 次に、子供たちの読書に対する関心を高め、多くの本に親しめるよう、かめやま読書チャレンジ

の取り組みを市内保育園・幼稚園・認定こども園・小学校にて今月からスタートしております。こ

れは子供たちへの推薦本を年代別に各３０冊選び、リーフレットとシールを用いて読書記録とする

ものです。 

 なお、かめやま読書チャレンジの実施に当たり、ライオンズクラブ様から図書の寄贈をしていた

だいております。 

 次いで、土曜授業につきましては、本年９月、１０月に、ＰＴＡ連合会や校長会、教職員の代表

を交え、土曜授業検討に係る関係者会議を開催しました。これまでの３年間の土曜授業の実施状況

や教職員の働き方改革の視点を鑑み、来年度以降、土曜日等の休日に教育活動を行う場合は、振り

かえ休日を伴うものといたしました。 

 次に、人権教育につきましては、小・中学生が身の回りの人権課題や差別に気づき、仲間ととも

に解決しようとする実践力の育成を図るため、３中学校区ごとに小中学校人権フォーラムを開催し、

活発な意見交流を行っております。 

 次いで、生徒指導につきましては、去る９月にもいじめに関する調査を実施し、新たに認知され

た事案や未解消事案についての現状を確認したところでございます。これらについては、学校と教

育委員会並びに関係機関が連携を図り、事案解決に向け継続的な取り組みを進めています。現在、

見直しを行っている亀山市いじめ防止基本方針につきましては、今年度内の改訂を目指して作業を

行っているところであります。今後も、いじめの実態を確実に把握するとともに、未然防止と早期

発見に努め、各校でいじめを許さない仲間づくりを進めてまいります。 

 また、不登校児童生徒の対応につきましては、９月末時点の不登校の児童生徒数が昨年度の同時

期と比べて増加傾向にあることから、各校が作成する児童生徒理解教育支援シートを活用し、個々

の状況に応じた適切な支援に努めているところでございます。 

 さらに、国の事業を活用した不登校の未然防止に向けた取り組みを小・中学校間の連携を一層緊

密なものとして進めています。ここでは学校が日々の授業や生活指導のあり方についてのＰＤＣＡ

シートを作成し、子供たちが学校へ来ることが楽しいと感じられるような魅力ある学校づくりを行

っていきます。 

 そのほか、不登校児童生徒の対応については、教職員を対象とした事例検討会を実施するほか、

鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部との連携事業であるつなぐ育ち研修会を開催し、教職員と保護者が
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不登校を含めた子育てについて考える機会を持っています。 

 次に、児童生徒の体育文化活動につきまして、先月開催されました鈴亀地区新人体育大会におき

まして、団体競技、個人競技ともに好成績をおさめる中学生の姿が見られました。部活動ガイドラ

インに沿った活動の中で、今後も多くの生徒が十分に力を発揮できるよう環境の整備等に努めてま

いります。 

 また、今月７日には、市内全ての小中学校が参加する亀山市小中音楽会を開催いたしました。合

唱や楽器演奏で日ごろの練習成果を互いに披露するとともに、プロの演奏家による美しい音色を楽

しむ機会となりました。 

 なお、９月のＮＨＫ全国学校音楽コンクール東海北陸大会に出場した川崎小学校においては、代

表校８校の中で見事銅賞を獲得いたしました。 

 さらに、本年度フラワー・ブラボー・コンクール花壇中央審査におきましては、亀山南小学校が

文部科学大臣賞を受賞するなど、市内４校が入賞いたしました。 

 次に、学校給食においては、先月、亀山西小学校が食育を啓発しながら地産地消の奨励を目的と

する全国学校給食甲子園において、三重県代表に選ばれ表彰を受けました。 

 さらに、今月１５日には鈴鹿農業協同組合及び亀の市様から、学校給食用食材として市内産の米

と野菜を寄贈いただきました。当日は児童と生産者の方々がかめやまっ子給食を一緒に喫食し、児

童には市内産食材への関心と生産者の方々への感謝の気持ちを高める機会となりました。 

 また、学校保健においては、今月２７日に亀山市茶業組合様から小学校等にインフルエンザの予

防用としてうがい用粉末茶を寄贈いただきました。児童にうがいをする習慣が身につき、健康維持

が図れるよう活用してまいります。 

 続きまして、学校施設の整備関係について、ご説明申し上げます。 

 井田川小学校校舎増築・給食室改修事業につきましては、現在、設計業務を進めているところで

あります。このうち給食室につきましては、本年度と来年度の２回に分け工事を実施いたしますが、

本年度実施いたします食器食缶洗浄機置き場拡張工事の設計が完了いたしましたことから、工事契

約締結に係る事務を進め、今月、工事契約を締結いたしました。 

 この工事は、既設の給食室を使用しながら実施いたしますことから、給食調理はもちろん児童の

安全に十分配慮を行いつつ、来年３月の完成に向け取り組んでまいります。 

 続きまして、生涯学習関係について、ご説明申し上げます。 

 まず、地域人材キラリ育成事業につきましては、本年６月より開講いたしました「かめやま人キ

ャンパス」の４講座について本年度予定分がおおむね終了いたしましたことから、有識者の意見や

受講生などの意向も踏まえながら、次年度のカリキュラム編成の検討を進めているところでござい

ます。 

 次に、図書館整備事業につきましては、図書館建築の設計案や管理運営の基本的な方向性、蔵書

計画案を図書館整備推進委員会など、市民の皆様のご意見を踏まえて最終的な調整を図っていると

ころでございます。あわせて、これからの図書館のあり方を視野に入れて、図書館を核としたまち

づくりや、市民みんなで楽しむ読書活動などをテーマとした図書館市民ワークショップを開催して

まいります。 

 次いで、現在の図書館につきましては、先月２６日に図書館ボランティア団体の方々のご協力を
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いただき、第２回図書館まつりを開催いたしました。当日は、「みつけて！あなたのすきな本」を

テーマとして、読み聞かせや人形劇など多様な催しを行い、多くのご来館をいただいたところでご

ざいます。これからもボランティア団体と連携を重ね、市民の読書活動を支える環境づくりを行っ

てまいります。 

 また、先月１日には図書館の新情報システムが稼働いたしました。この新システムは、新図書館

への移行に際しての機能付加を念頭に置くとともに、ＭＹ本棚や読書マラソンなどの新しいサービ

ス提供を開始したところでございます。これら新機能について利用者の方々へ周知を進め、これら

の機能を生かして引き続き市民の読書活動推進に努めてまいります。 

 最後に、教育功労者の表彰につきましては、先月６日、関小学校におきまして、学校運営協議

会・教育協議会関係、社会教育団体関係分野等でご尽力をいただきました方々、個人５１名と９団

体を対象に表彰式を開催いたしました。受賞されました方々のこれまでの活動に対し感謝と敬意を

表するとともに、本市の教育に対しまして、引き続きご支援を賜りたいとお願い申し上げたところ

でございます。 

 以上、教育行政の現況についてのご報告及びご説明を申し上げました。何とぞよろしくご審議賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長（小坂直親君） 

 教育長の現況報告は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午前１０時５３分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１１時０３分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に日程第５、議案第１１９号を議題とします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 それでは、ただいま上程いただきました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げたいと存

じます。 

 議案第１１９号亀山市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正についてでございますが、成

年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が令和

元年１２月１４日から施行されることに伴い、印鑑登録証明事務処理要領が改正されたことから、

所要の改正を行うものでございます。 

 改正内容は、まず１つ目といたしまして、印鑑の登録を受けることができない者のうち「成年被

後見人」を「意思能力を有しない者」に改めます。 

 ２つ目といたしまして、その他要領の改正に伴う規定の整理を行います。 

 なお、施行日は令和元年１２月１４日といたします。 

 以上、簡単ではございますが、議会にご提案申し上げております議案の説明といたします。何と
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ぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（小坂直親君） 

 市長の提案理由の説明は終わりました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第１１９号につきましては、本日提案されます議案と切り離

して先議することにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 議案第１１９号については、先議することに決定しました。 

 これより議案第１１９号に対する質疑を行います。 

 初めに申し上げておきます。 

 質疑は議題となっております事件について、その内容を明確にするため説明を求めるものです。

したがって、自己の意志を述べるのではなく、また議題の範囲を超えたり、一般質問にならないよ

うご注意していただくとともに、発言は簡潔にお願いいたします。 

 次に、通告に従い順次発言を許します。 

 １２番 岡本公秀議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇） 

 おはようございます。 

 新和会の岡本です。 

 それでは、ただいまより議案第１１９号亀山市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正につ

いてに関して質疑を行います。 

 本議案に関係する成年後見制度というのは、病気、その他の理由によって判断力が十分でない人

のかわりに本人の権利、また利益を守る制度であります。この制度を利用しておられる被後見人と

いう方は、昔は一律に被後見人というだけで権利の制限があり、いろいろ制限があるんですけれど

も、例えば、企業の役員にはなれないとか、ずうっと昔は選挙権もなかったり、またいろいろ資格

の要る職業はたくさんありますね、それにもつけない。また、養子縁組もできないとか、生命保険

の契約ができないとか社会活動がかなり制限されていると、そういう状況でいろんなことにおいて

門前払いされていたという状況でありました。 

 しかし、最近は国においても権利の制限を緩和しようという動きがあり、この前の９月の亀山市

議会におきましても、市の職員とか消防団員、もう以前は一律にだめという話だったんですが、そ

ういった方面に進む道も開かれるというようなことが議案で上がってきておりました。 

 そうして、今回は印鑑登録及び証明を受けることが、以前のように門前払いじゃなくて可能とな

る条例改正案が本条例案であります。 

 そこで、このことに関して質疑を行います。 

 まず、今回の条例改正案に書かれております「成年被後見人」という言葉を改め、「意思能力を

有しない者」というふうに規定をされておるわけですが、この両者の違いについてご説明をお願い

いたします。 
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○議長（小坂直親君） 

 １２番 岡本公秀議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 佐久間生活文化部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 条例では印鑑の登録に関しまして、成年被後見人については、先ほど議員がおっしゃいましたと

おり、これまで被後見人であることのみをもって一律に排除される規定となっておりましたが、改

正後は個別に審査を行い、必要な能力の有無を判断するように改めるものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 岡本議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇） 

 この「成年被後見人」と「意思能力を有しない者」との言葉の違いといいますか、意味合いの違

いというのは、やはりこうやって条例に規定してある以上はもうちょっとわかりやすく説明という

のはできませんか。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 条例に基づきまして、本人に申請の意思があるかどうかとかを総合的に判断をさせていただくと

いうことでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 岡本議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇） 

 なかなかわかったようなわからんような答弁でございますけれども、全体像を見て判断をしたい

というのがこの言葉のニュアンスの違いということですかね。 

 次に、成年被後見人という人には、家庭裁判所によって任命をされました後見人という方がつい

ておられて、それには登記もしてあるわけですね。だから非常にわかりやすいわけですけれども、

今回の「意思能力を有しない者」という、こんな言葉がある以上はそれを判定せなあきませんわね。

書かれている以上は。この判定に関してお伺いしたいんですが、一体これは誰がそういう判定行為

を行うのか。また、それは１人でやるのか、複数人が合議するのかとか、判定するほうに、例えば

何らかの専門職的な資格が要るとか、そこら辺の規定はどうなっているのか。実際の運用なんかも

わからんもんで、ご説明をお願いいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 印鑑の登録を申請しようとする方自身に意思能力があるかどうかを判断するに当たりまして、資

格云々の必要はございませんが、職員が状況に応じまして対応し、確認させていただくことになり

ます。その際、成年被後見人の場合、成年後見人が同席して意見を述べることが可能であると認識

しております。 

 なお、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に合わせまして総務省から通知が出ており、意思能
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力を有しない者は印鑑の登録を受けられないが、成年被後見人から印鑑の登録の申請を受けた場合

において、法定代理人が同行しており、かつ当該成年被後見人本人による申請があるときは、当該

成年被後見人は意思能力を有する者として印鑑の登録の申請を受け付けることとして差し支えない

とされておりますことから、そのような場合には意思能力を有する者として判断し、印鑑の登録の

申請を受け付けるように考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君）

岡本議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇）

本条例案には余り細かい運用のことは書いていないんですけれども、一応市の職員が対応すると。 

 ただ、裁判所によって任命された後見人という方がおられますので、その後見人が同道して同席

してこられたら印鑑登録というのは拒否することはないと。 

ただ、問題は１人で来られたときはどうするかというのがちょっと判断に困るんですけど、やっ

ぱり１人で来られたら、それはすぐに認めることはできないと考えてもいいわけですか。 

○議長（小坂直親君）

佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇）

 条例に基づきまして審査を行います。先ほど申しましたとおり、申請が本人の意思に基づくもの

か確認するなど必要な審査を行いまして、あと国からの通知も勘案しまして個々に判断させていた

だくことになろうかと思います。 

○議長（小坂直親君）

岡本議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇）

 そうすると、この条例案には「意思能力を有しない者」というふうに書いてあって、それを判定

するということは私は普通の人間にはなかなかできない、困難なことではあると思うんですけれど

も、先ほどの説明を聞いていますと、後見人が同道とかそういうことを鑑みて対処するということ

で、そういう困難なことを担当者が全て自分の責任においてやるという形では実際の運用はないと

思うんですけれども、それでいいわけですか。 

○議長（小坂直親君）

佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇）

 先ほど申しました国からの通知とか、あと判断に迷うようなことがございましたら、国・県など

に助言を求めるなどして適切に対応してまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君）

岡本議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇）

 今回の条例にせよ、９月議会での条例案の改正にせよ、私はぽんとレッテルを張って判こを押し

て一律にだめよとかそういうふうなことじゃなくて、こういうふうにやはり状況を総合的に判断す

るのが大事だと思うんですよね。 
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 それで、今回の議題に上がっております印鑑登録とか印鑑証明というのは、多くの市民が当然や

っている、ほとんどやっておると思うんですけれども、あらゆる経済活動のもとといいますか、何

かあると印鑑証明をつけよとか、自動車を買うにも印鑑証明とかいろんな話になるわけですけれど

も、そういうふうな重要な経済活動に関する手続なんですが、今後これからもこういう被後見人の

権利の制限というものがどんどん緩和されていくんじゃなかろうかと私は思うんですけれども、そ

の緩和というのがこれからも継続的に続いていくと考えられますか。ちょっと先のことですけど、

教えていただきたい。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 成年後見制度は成年後見人が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為を行

ったり、本人が行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、認知症、知的障

がい、その他の精神上の障がいがあることにより判断能力が十分でない方々を保護して支援する制

度でございます。 

 今回、成年被後見人の人権尊重の観点から、国において１８０余りの法律について整備が行われ

まして、成年被後見人を一律に排除する規定から、それぞれの制度ごとに必要な能力の有無を判断

する規定へと適正化が図られたところで、今後も判断能力が十分でない方々を支える重要な手段と

して成年後見制度の利用がされやすい方向へと進んでいくものと認識しております。 

○議長（小坂直親君） 

 岡本議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇） 

 そういった方々がこれからも自分たちの有利なようといいますか、権利がきちっと守られるよう

に社会体制が進むということを私も希望いたしまして質疑を終了いたします。どうもありがとうご

ざいました。 

○議長（小坂直親君） 

 １２番 岡本公秀議員の質疑が終わりました。 

 次に、９番 福沢美由紀議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 日本共産党の福沢美由紀です。 

 議案第１１９号について、私も１点質疑させていただきます。 

 この条例改正、先ほどもご説明がありましたように、この成年後見人を利用しているだけで一律

にその資格を排除するという規定を１９０近く、百八十幾つだったかの法律から一括して排除され

たということで、今までにもいろんな条例改正であるとか、規定の改正であるとか、本当に庁内で

されてきて、今後もあるのかもしれないですし、こういう機会でありますので１点確認しておきた

いなと思うんですけれども、改めまして今回の条例改正に至りました背景についてお伺いしたいと

思います。 

○議長（小坂直親君） 

 ９番 福沢美由紀議員の質疑に対する答弁を求めます。 
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 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 成年後見制度は認知症、知的障がい、その他精神上の障がいがあることにより、財産の管理、ま

たは日常生活等に支障がある方を支える重要な手段であるにもかかわらず、必ずしもこれまで十分

な利用がされてきませんでした。そのため、平成２８年４月に成立しました成年後見制度の利用の

促進に関する法律を受けまして、国において法制上の措置等についての検討が行われ、本年６月、

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公

布されたところでございます。 

 この法律により成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差

別されないよう成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する規定等を設けている各制

度につきまして所要の手続規定が整備されたことに伴いまして、国の印鑑登録証明事務処理要領も

改正されましたことから、今回、市の条例につきましても所要の改正を行うものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 背景をお伺いしました。 

 そして、今回この印鑑登録ということ、大きい資産、動産・不動産、かなり重要なところで使う

登録ですけれども、これについての改正なわけですけれども、この条例改正の具体的な内容と運用

の仕方が今までとどのように変わってくるのかというのをわかりやすくご説明ください。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 条例改正の内容でございますが、印鑑の登録を受けることができない者のうち、「成年被後見

人」を「意思能力を有しない者」に改めまして、成年被後見人を一律に排除する規定から、必要な

能力の有無を判断する規定へと改正するものでございます。 

 運用につきましては、個別に審査を行いまして、必要な能力を有するか判断することにはなりま

すが、例えば先ほど申しましたとおり、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正とあわせて出されて

おります総務省の通知におきまして、意思能力を有しない者は印鑑の登録を受けられないが、成年

被後見人から印鑑登録の申請を受けた場合において、法定代理人が同行しており、かつ当該成年被

後見人による申請があるときには、当該成年被後見人は意思能力を有する者として印鑑の登録の申

請を受け付けることとして差し支えないとされておりますことから、そのような場合には意思能力

を有する者として判断し、印鑑の登録の申請を受け付けるように考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 成年後見人がついていらした場合は、割と問題なく登録がされるというような言い方だったと思

います、今の後半。 

 問題は、成年被後見人の方が単独で来られた場合、今、審査をされるとおっしゃったんですけれ
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ども、例えば普通に来られた方が入り口で用紙を書かれて窓口に行くという流れとは違う、例えば

別室に行くとか、そういう違う流れが考えられるということなんでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 通常の場合は今と同じような形で対応すると思いますが、場合によっては、状況によって別室に

入るということもあるかもわかりません。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 手続をしている中で、疑問や課題があるのかなということを感じられたときにということであれ

ば、今までほかの方に対応していたのと余り変わりないのかなと。丁寧に真摯に対応していただく

中でしていってもらうのかなというふうに受けとめました。 

 それで、この亀山市における成年後見人をお使いの方の人数をまずお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 市内に住所を有します成年被後見人につきましては、現在３３人となっております。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 精神の手帳であるとか、認知症がどんどんふえている中で、３３人というのは本当に少ない数だ

と思います。先ほどご答弁の中でもおっしゃったように、この成年後見制度というのが十分に活用

されていない中での条例改正であると認識します。 

 だから、今後いろんな庁内全体で、先ほどおっしゃったように成年後見制度がより活用できるよ

うな方向を本当に全自治体が見ていかなくてはいけないのかなということを感じましたが、これか

らも印鑑登録というのは割と大きな登録でありますので、この条例改正を通しまして、この後見制

度の活用ということについて、方向性、見込み、また対応についてご見解がありましたら最後にお

伺いしておきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 亀山市では、成年被後見人等に係る権利の制限に関しまして、これまでも９月議会でとか、亀山

市職員給与条例とか亀山市消防団条例など、さまざまな分野にわたります必要な例規の改正を行っ

てまいりました。 

 また、一方で市民と地域の持つ力を生かした地域福祉のネットワークを強化するとともに、とも

に支え合う共助の機能を高めつつ、多様な人々が心身ともに健やかな日々を過ごせる共生の地域社

会の構築を目指して取り組んでいるところでございます。 
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 国におきましても、成年後見制度を利用する必要のある方がより適切に制度を利用できるよう国

の成年後見制度利用促進専門家会議等でも活発に議論されておりますことから、今後も成年被後見

人に対する施策が進められ、誰もが相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向けて進んで

いくものと認識しておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 ありがとうございました。 

 おっしゃっていただきましたように、障がいがある方の本人の残存能力の活用や自己決定の尊重

などの理念のもと、本人の財産と権利を守るためと始まったこの成年後見制度の利用が促進されま

すようにということを私も望みまして、それになぜ利用ができないかというところはきっといろん

な理由があると思いますので、庁内で善処しながら活用を推進していただきたいということを最後

に申し上げまして私の質疑とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 ９番 福沢美由紀議員の質疑は終わりました。 

 以上で予定しておりました通告による質疑を終結します。 

 続いて、ただいま議題となっております議案第１１９号については、お手元に配付してあります

付託議案の一覧表のとおり教育民生委員会にその審査を付託します。 

 

       付 託 議 案 一 覧 表 

 

   教育民生委員会 

 

議案第１１９号 亀山市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について 

 

○議長（小坂直親君） 

 委員会開催のため、暫時休憩いたします。 

（午前１１時３１分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは、先ほど教育民生委員会にその審査を付託しました議案第１１９号を議題とします。 

 教育民生委員会委員長から委員会における審査の経過と結果について報告を求めます。 

 

 

 

教育民生委員会審査報告書 
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 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。 

 

記 

 議案第１１９号 亀山市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について     原案可決 

 

 令和元年１１月２９日 

 

                       教育民生委員会委員長 今 岡 翔 平    

 

亀山市議会議長 小 坂 直 親 様 

 

 

 

○議長（小坂直親君） 

 今岡翔平教育民生委員会委員長。 

○４番（今岡翔平君登壇） 

 ただいまから、教育民生委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 先ほどの本会議で付託のありました議案の審査に当たるため当委員会を開催いたしました。 

 まず、担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。 

 議案第１１９号亀山市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正については、成年被後見人等

の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が令和元年１２月１

４日から施行されることに伴い、印鑑登録証明事務処理要領が改正されたことから所要の改正を行

うものです。 

 審査の過程では、条例改正の背景となっている成年後見制度の活用が進まない理由について質疑

があり、これについてはこれまで法律等で一律に資格が取れない等の状況であったこと、制度の広

報が足りなかったこと、また費用がかかることが理由であるとの答弁でありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 

 以上、教育民生委員会の審査報告といたします。 

○議長（小坂直親君） 

 教育民生委員会委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ないようですので、委員長報告に対する質疑を終結します。 

 次に、議案第１１９号について討論を行いますが、通告はありませんので討論を終結し、議案第
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１１９号について起立により採決を行います。 

 採決に先立って、この際お諮りします。 

 起立採決の際、着席している場合は、その議案に対して反対とみなすこととしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 起立採決により、着席している場合は反対とみなすことにします。 

 それでは、議案第１１９号亀山市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について、起立に

より採決を行います。 

 本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、議案第１１９号亀山市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正については、原

案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、日程第６、議案第８７号から日程第３７、議案第１１８号までの３２件を一括議題としま

す。 

 市長に上程各案に対する提案理由の説明を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 それでは、ただいま上程いただきました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げたいと存

じます。 

 まず、議案第８７号亀山市固定資産評価審査委員会条例の一部改正についてでございますが、情

報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率

化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律に

より行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律が改正され、公布の日から起算して９

月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることに伴い、所要の改正を行うもので

ございます。 

 改正内容は、本条例で引用する行政手続オンライン化法の題名が情報通信技術を活用した行政の

推進等に関する法律に改められ、行政手続オンライン化法第３条第１項において規定されていた書

面等により行うこととしている申請等を電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる

とする規定が、デジタル行政推進法第６条第１項において改めて規定されたことから、関係する条

項の整理を行うことといたします。 

 なお、施行日は、デジタル手続法の施行の日といたします。 

 次に、議案第８８号亀山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてでござ
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いますが、令和元年８月７日の人事院勧告に鑑みた国の一般職の任期付職員の給与改定の取り扱い

に準じ、市の一般職の任期付職員の給与を改定するため、所要の改正を行うものでございます。 

 改正内容は、まず１つ目といたしまして、特定任期付職員について、１号給の給料月額を１,０

００円引き上げます。 

 ２つ目といたしまして、特定任期付職員の令和元年度の期末手当について、１２月期の支給月数

を０.０５月引き上げます。 

 ３つ目といたしまして、特定任期付職員の令和２年度以降の期末手当について、６月期の支給月

数を０.０２５月引き上げ、１２月期の支給月数を０.０２５月引き下げます。 

 なお、施行日は公布の日とし、給料月額の引き上げについては平成３１年４月１日から、期末手

当の引き上げについては令和元年１２月１日から適用することといたします。 

 ただし、第２条関係の施行日につきましては、令和２年４月１日といたします。 

 次に、議案第８９号亀山市職員給与条例の一部改正についてでございますが、令和元年８月７日

の人事院勧告に鑑みた国の一般職に属する職員の給与改定の取り扱いに準じ、市の一般職に属する

職員の給与を改定するため、所要の改正を行うものでございます。 

 改正内容は、まず１つ目といたしまして、一般職の職員の令和元年度の勤勉手当について、１２

月期の支給月数を０.０５月引き上げます。 

 ２つ目といたしまして、給料月額を一定水準、平均で０.１％でありますが、引き上げます。 

 ３つ目といたしまして、住居手当の支給対象となる家賃の額の下限を１万２,０００円から１万

６,０００円に引き上げ、住居手当の額の上限を２万７,０００円から２万８,０００円に引き上げ

ることなどにより、低い家賃を負担する職員の住居手当の額を引き下げ、高い家賃を負担する職員

の住居手当の額を引き上げます。 

 ４つ目といたしまして、一般職の職員の令和２年度以降の勤勉手当について、６月期の支給月数

を０.０２５月引き上げ、１２月期の支給月数を０.０２５月引き下げます。 

 なお、施行日は公布の日とし、給料表の改定については平成３１年４月１日から、勤勉手当の支

給割合の改定については令和元年１２月１日から適用することといたします。 

 ただし、住居手当の改定及び勤勉手当の支給割合の改定の施行日は、令和２年４月１日といたし

ます。 

 また、住居手当の額が月額２,０００円を超える減額となる職員について、令和３年３月３１日

までの間、減額する額が月額２,０００円を超えないようにする経過措置を設けることといたしま

す。 

 次に、議案第９０号亀山市国民健康保険税条例の一部改正についてでございますが、地方税法施

行令等の一部を改正する政令により地方税法施行令が改正され、平成３１年４月１日から国民健康

保険税の基礎課税額の課税限度額が引き上げられたため、所要の改正を行うものでございます。 

 改正内容は、国民健康保険税の基礎課税額（医療分）の課税限度額を「５８万円」から「６１万

円」に改めます。 

 なお、施行日は令和２年４月１日とし、令和２年度以後の年度分の国民健康保険税について適用

することといたします。 

 次に、議案第９１号亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正についてでございますが、
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地域包括ケアシステムを支える病床の充実を図るため、平成２９年４月に開設した地域包括ケア病

床、現在１９床でありますが、これにつきましては平成３０年度の稼働率が９２.２％と高く、今

後もますます同病床の需要は増加していくことが見込まれます。 

 このことから、令和２年４月から地域包括ケア病床を新たに８床増床し、計２７床とするため、

現在の一般病床の６人部屋２室（１２床）を厚生労働大臣が定める設置基準に適合させるために、

４人部屋２室（８床）に改修します。 

 また、これにあわせて現在の化学療法室を一般病床の２人部屋１室（２床）に改修いたします。

これらに伴い、合計病床数に変更が生じるため所要の改正を行うものでございます。 

 改正内容は、病床数を「９２床」から２床減らし、「９０床」といたします。 

 なお、施行日は令和２年４月１日といたします。 

 続きまして、議案第９２号令和元年度亀山市一般会計補正予算（第４号）についてでございます

が、補正額は歳入歳出それぞれ２億３,９４９万５,０００円を追加し、補正後の予算総額を２０６

億２,９６９万２,０００円といたしております。 

 最初に、繰越明許費補正につきましては、ため池ハザードマップ作成事業及び消防費の庁舎管理

費について、事業の進捗状況等から判断し、年度内の完成が見込めないことから繰越明許費の追加

をいたしております。 

 次に、債務負担行為補正につきましては、令和２年度からの契約事業者の選定を行うため、各種

検診業務委託料など計５事業を追加するほか、事業費の増額により南鹿島線整備事業における限度

額の変更をいたしております。 

 続いて、歳出の主な補正内容をご説明申し上げます。 

 歳出全般にわたりまして、人事院勧告に基づく給与改定等に伴う人件費について補正を行ってお

ります。 

 総務費につきましては、法人市民税などの過年度還付金を増額するほか、個人番号カードの交付

に係る体制を整えるための経費を計上いたしております。 

 民生費につきましては、介護給付費等の増加に伴い、障がい者及び心身障がい児の自立支援事業

を増額するとともに、民設民営の新たに支援対象となる放課後児童クラブの設置に係る補助金を計

上いたしております。 

 衛生費につきましては、子育て世代包括支援事業の制度改正に伴い、システム改修に係る経費を

計上するほか、溶融処理施設の管理費における消耗品費などの経費を増額いたしております。 

 農林水産業費につきましては、ＣＳＦ、旧の名称を豚コレラでありますが、この問題の発生によ

り豚舎整備事業が来年度に延期となったことから施設整備に係る補助金を減額するほか、防災重点

ため池３１カ所のハザードマップ作成に係る経費を計上いたしております。 

 土木費につきましては、地籍調査事業における国の事業費配分の決定により事業費を減額するほ

か、用途廃止した市営住宅の解体工事費について、対象戸数の減及び入札差金を減額いたしており

ます。 

 消防費につきましては、消防庁舎の屋上防水工事費を計上し、教育費につきましては、小学校・

中学校への空調機設置に伴う光熱水費を増額いたしております。 

 一方、歳入でございますが、国庫支出金につきましては、障がい者自立支援給付費負担金を増額
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するほか、生活保護のシステム改修に係る経費の財源として生活保護適正実施推進事業費補助金を

計上いたしております。 

 県支出金につきましては、障がい者自立支援給付費負担金を増額するほか、ため池ハザードマッ

プ作成に係る財源として団体営かんがい排水事業費補助金を計上し、また豚舎整備事業の延期によ

り畜産施設等整備事業費補助金を減額いたしております。 

 繰入金につきましては、財政調整基金からの繰り入れを減額し、繰越金につきましては前年度繰

越金を全額計上いたしております。 

 次に、議案第９３号令和元年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）についてで

ございますが、補正額は歳入歳出それぞれ１億４,４３４万５,０００円を追加し、補正後の予算総

額を４５億９,２９５万３,０００円といたしております。 

 主な補正内容は、制度改正によるシステム改修に係る経費を追加し、執行見込みにより保険給付

費を増減いたしております。 

また、債務負担行為として、健康づくりのてびき発行事業を追加いたしております。 

 次に、議案第９４号令和元年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）について

でございますが、補正額は歳入歳出それぞれ５,４０１万５,０００円を追加し、補正後の予算総額

を１０億８８１万５,０００円といたしております。 

主な補正内容は、後期高齢者医療広域連合納付金を増額するほか、平成３０年度決算の精算に伴

う一般会計繰出金を計上いたしております。 

 次に、議案第９５号令和元年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）についてで

ございますが、補正額は歳入歳出それぞれ５０万円を減額し、補正後の予算総額を４億９,２８０

万円といたしております。 

主な補正内容は、前年度繰越金を計上するほか、消費税を減額いたしております。 

以上が今回提案いたしました一般会計補正予算及び特別会計補正予算の主な内容でございます。 

なお、詳細につきましては、副市長から説明いたしますのでよろしくご審議賜りますようお願い

を申し上げます。 

 続きまして、議案第９６号から議案第１１６号までの指定管理者の指定についてでございますが、

指定管理者に公の施設の管理を行わせるため、その指定について、地方自治法第２４４条の２第６

項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

公の施設の指定管理者となる団体でございますが、議案第９６号から議案第１１５号までの地区

コミュニティセンター１９施設、鈴鹿馬子唄会館及び亀山市関町北部ふれあい交流センターにつき

ましては各地区の地域まちづくり協議会を、議案第１１６号の亀山南小学校区放課後児童クラブに

つきましては、亀山南小学校区学童保育所スマイル運営委員会をそれぞれ指定管理者といたします。 

 なお、地区コミュニティセンター、鈴鹿馬子唄会館及び亀山市関町北部ふれあい交流センターの

指定管理者を指定する期間は、令和２年４月１日から令和５年３月３１日までの３年間でございま

す。 

 また、亀山南小学校区放課後児童クラブの指定管理者を指定する期間は、令和２年４月１日から

令和６年３月３１日までの４年間でございます。 

続きまして、議案第１１７号工事請負契約の変更についてでございますが、西野公園野球場整備
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改修工事につきまして、令和元年１１月１３日付で契約の変更について仮契約いたしましたので、

地方自治法第９６条第１項第５号及び亀山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 

 元契約でございますが、契約の方法は条件つき一般競争入札、事後審査型で、契約の金額は１億

６,８８５万円、契約の相手方は亀山市田村町１９９５番地３１、白川建設株式会社代表取締役 

服部 清でございまして、変更の内容は契約金額の変更で、変更後は１億７,０５０万２,２００円

とするものでございます。 

 契約金額の変更は、土砂運搬の処分地決定により運搬距離が変更になったこと等による増額でご

ざいます。 

 続きまして、議案第１１８号市道路線の認定についてでございますが、開発行為により設置され

た新規路線である川合４３号線の路線の認定について、道路法第８条第２項の規定により議会の議

決を求めるものでございます。 

 以上、議会にご提案申し上げております議案の説明といたします。何とぞよろしくご審議賜りま

すようお願い申し上げます。 

○議長（小坂直親君） 

 市長の提案理由の説明は終わりました。 

 次に、副市長に令和元年度各会計補正予算についての補足説明を求めます。 

 西口副市長。 

○副市長（西口昌利君登壇） 

 それでは、まず議案第９２号令和元年度亀山市一般会計補正予算（第４号）について、補足説明

をさせていただきます。 

 補正予算書の４ページをごらんください。 

 第２表 繰越明許費補正でございますが、ため池ハザードマップ作成事業及び消防費、庁舎管理

費について、事業費の計上に伴いそれぞれ年度内に完成が見込めないことから追加をいたすもので

ございます。 

 次の第３表 債務負担行為補正でございますが、令和２年度からの契約事業者の選定を行うため、

各種検診業務委託料など５事業について追加をいたし、南鹿島線整備事業について事業費の増額を

行うことから変更いたすものでございます。 

 次に、予算に関する説明書をごらんいただきながら、順次説明をさせていただきます。 

 まず、今回の補正予算におきましては、人件費の補正を歳出の各費目で行っておりますが、個々

の説明は省略させていただき、給与費明細書においてご説明をいたします。 

 ４４ページをごらんください。 

 上段の２．一般職の（１）総括の比較欄でございますが、給料で３０８万５,０００円の減額、

職員手当で７,５０８万円の増額、共済費で４４０万２,０００円の増額により、合計では７,６３

９万７,０００円の増額といたしております。 

 中段の（２）給料及び職員手当の増減額の明細でございますが、給料につきましては、人事院勧

告に伴う給与改定により２３３万５,０００円の増額、また職員の異動による減及び育児休業者の

増等により５４２万円の減額となり、合計３０８万５,０００円の減額をいたしております。 
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 次に、職員手当につきましては、人事院勧告等に伴う期末勤勉手当の増額８１３万９,０００円

及び勧奨退職者等の増による退職手当の増額６,１０１万９,０００円などにより、合計７,５０８

万円の増額をいたしております。 

 次に歳出でございますが、１５ページをごらんください。 

 中段の第２款総務費の一般職員人件費、退職手当４,００４万１,０００円につきましては、勧奨

及び自己都合による退職者の退職手当を計上いたしております。 

 次に、１７ページをごらんください。 

 上段の市税還付金等、過年度税過納還付金８００万円につきましては、法人市民税の決算などに

伴い、既に納付された予定納税等の還付金の増により予算に不足が生じましたことから増額をいた

しております。 

 次に、２１ページをごらんください。 

 上段の第３款民生費、障がい者支援事業の自立支援事業５,５３０万円につきましては、利用者

の増加等により補装具給付費や介護給付費等などを増額いたしております。 

 次の地域生活支援事業５５５万円につきましては、利用者の増加による移動支援事業委託料、日

常生活用具給付費などを増額いたしております。 

 次に、２３ページをごらんください。 

 上段の児童福祉一般事業、一般事業の過年度国庫支出金返還金２２１万３,０００円につきまし

ては、平成３０年度子ども・子育て支援交付金などに係る返還金を、次の過年度県支出金返還金１

９９万１,０００円につきましては、平成３０年度地域子ども・子育て支援事業費補助金などに係

る返還金を計上いたしております。 

 １つ飛びまして、放課後児童クラブ運営費６２０万円につきましては、新年度から井田川小学校

区と川崎小学校区において、新たに支援対象となる民設民営の放課後児童クラブ２施設に対しまし

て、施設の改修に要する費用及び備品購入に係る費用に対する補助金を計上いたしております。 

 次に、中段の保育所費の一般管理費１,８９６万円につきましては、保育士の配置において、正

規職員の育児休業等による欠員対応として非常勤職員を追加で任用したことなどにより、臨時雇賃

金を増額いたしております。 

 次に、下段の心身障がい児支援事業の自立支援事業２,４６０万円につきましては、利用者の増

加等により介護給付費等などを増額いたしております。 

 次の２５ページ上段の地域生活支援事業２６０万円につきましては、利用者の増加による地域活

動支援事業委託料を増額いたしております。 

 下段の生活保護事業の一般管理費、システム修正委託料５２２万円につきましては、制度改正に

よる進学準備給付金創設に係るシステム修正費を計上し、過年度国庫支出金返還金６,４４７万９,

０００円につきましては、平成３０年度生活保護費国庫負担金の精算による返還金を計上いたして

おります。 

 次に、２７ページをごらんください。 

 上段の第４款衛生費の子育て世代包括支援事業１３２万円につきましては、制度改正による母子

保健情報の電子化を行うためのシステム改修費を計上いたしております。 

 中段の斎場管理費の施設管理費、光熱水費１６０万円につきましては、電気料金の燃料費調達単
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価の変動等によって、次の修繕料１００万円につきましては、当初見込んでいなかった浄化槽の修

繕など緊急修繕が増加したことによってそれぞれ増額し、次の施設管理等委託料７０４万７,００

０円の減額につきましては、入札差金の減額をいたしております。 

 次に、下段の溶融処理施設管理費の施設管理費、消耗品費７４０万円につきましては、コークス

の単価の高騰によって、次の光熱水費４１０万円につきましては電気料金の燃料費調達単価の変動

によってそれぞれ増額いたしております。 

 次に、２９ページをごらんください。 

 上段の第６款農林水産業費、農業集落排水事業、繰出金６２３万８,０００円の減額につきまし

ては、農業集落排水事業特別会計における補正予算において、前年度繰越金の計上等によって一般

会計からの繰出金の減額をいたしております。 

 中段の有害鳥獣対策事業、報償費１００万円につきましては、ＣＳＦ（豚コレラ）対策により、

下半期における有害鳥獣特別捕獲業務を実施する経費として、次の鳥獣被害防止対策推進協議会補

助金１５８万５,０００円につきましては、同協議会が実施する侵入防止策設置に対する補助金と

してそれぞれ増額いたしております。 

 次の畜産業対策事業、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業６,３２３万円の減額につきま

しては、ＣＳＦ問題により豚舎整備事業が来年度に延期になったことから減額をいたしております。 

 下段の農村地域防災減災事業、ため池ハザードマップ作成事業１,２７０万円につきましては、

市内に登録されている農業用ため池２３２カ所のうち、新たな基準で指定された防災重点ため池３

１カ所について、県の補助事業として採択されたことからハザードマップ作成に係る経費を計上い

たしております。 

 次に、３３ページをごらんください。 

 中段の第８款土木費、地籍調査事業９２８万２,０００円の減額につきましては、国の事業費配

分の減により委託料等の事業費を減額いたしております。 

 次に、３５ページをごらんください。 

 下段の市営住宅管理費の施設管理費２,０００万円の減額につきましては、市営住宅の取り壊し

において、当初予定していた戸数が減少したこと及び入札差金によって減額をいたしております。 

 次に、３７ページをごらんください。 

 上段の第９款消防費、庁舎管理費２,３９０万円につきましては、消防庁舎屋上防水改修工事及

び消防団幹部室の内装修繕に係る経費を計上いたしております。 

 次に、３９ページをごらんください。 

 上段の第１０款教育費、小学校の施設管理費、光熱水費７００万円につきましては、今年度７月

に設置した普通教室等への空調機により電気代が増加したこと、修繕料３００万円につきましては、

当初見込んでいなかった既設の空調機等の緊急修繕が増加したことから、それぞれ増額いたしてお

ります。 

 中段の中学校の施設管理費２６０万円につきましても、空調機に係る電気代を増加いたしており

ます。 

 次に、４１ページをごらんください。 

 下段の共生社会推進事業、国際化推進事業１１６万２,０００円につきましては、外国人の受け
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入れ環境の整備に係る事業として、在留外国人の一元的相談窓口を設置するものであり、タブレッ

ト端末の購入及び映像通訳、電話通訳システムの導入を図るための経費を計上いたしております。 

 次に、４３ページをごらんください。 

 上段の青少年健全育成費５万円につきましては、亀山げんき会からの寄附金を財源にイベント等

に使用する簡易テントを購入する経費を計上いたしております。 

 続きまして、歳入の主なものについてご説明申し上げます。 

 戻っていただきまして、９ページをごらんください。 

 上段の第１５款国庫支出金、障がい者自立支援給付費負担金３,７９５万円及び障がい者医療費

負担金２００万円につきましては、支援事業費の増加により増額をいたしております。 

 次の過年度国庫負担金精算金２１８万１,０００円につきましては、平成３０年度障がい児通所

給付費等国庫負担金などの精算金を計上いたしております。 

 中段の障がい者地域生活支援事業費等補助金４０７万５,０００円につきましては、生活支援事

業の増加により、１つ飛びまして生活保護適正事業推進事業費補助金３１９万６,０００円につき

ましては、制度改正によるシステム修正に係る財源として計上いたしております。 

 下段の第１６款県支出金、障がい者自立支援給付費負担金１,９９７万５,０００円につきまして

は、支援事業費の増加により国に準じて計上いたしております。 

 次に、１１ページをごらんください。 

 上段の地域生活支援事業費補助金２０３万７,０００円につきましては、障がい者の生活支援事

業費の増加に伴い、国に準じて計上いたしております。 

 １つ飛びまして、団体営かんがい排水事業費補助金１,２７０万円につきましては、ため池ハザ

ードマップ作成に係る財源として補助率１０分の１０の補助金を計上し、畜産施設等整備事業費補

助金６,３２３万円の減額につきましては、ＣＳＦ問題により豚舎整備事業を延期したことによる

減額でございます。 

 次の地籍調査補助金９２６万４,０００円の減額につきましては、国の事業費配分の決定により

減額いたしております。 

 下段の第１９款繰入金、財政調整基金繰入金でございますが、今回の補正による前年度繰入金の

計上などから財源調整を行い、２億１８３万円を減額いたしました。 

 次に、１３ページをごらんください。 

 上段の後期高齢者医療事業特別会計繰入金２,６１５万７,０００円につきましては、同特別会計

から平成３０年度決算による繰越金の全額を一般会計に繰り入れるため計上いたしております。 

 中段の第２０款繰越金、前年度繰越金につきましては３億９,９３５万９,０００円を計上いたし

ており、これにより前年度繰越金５億８２２万８,０００円の全額を計上いたしたところでござい

ます。 

 続きまして、議案第９３号令和元年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて、ご説明申し上げます。 

 ４８ページをごらんください。 

 下段の第２表 債務負担行為補正でございますが、令和２年度からの契約事業者の選定を行うた

め、健康づくりのてびき発行事業について追加をいたしております。 
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 次に、５５ページをごらんください。 

 歳出でございますが、上段の第１款総務費、一般管理費１１７万５,０００円につきましては、

制度改正による国保情報集約システムとの資格情報連携等への対応として、システム改修に要する

経費を計上いたしております。 

 中段の第２款保険給付費、一般被保険者療養給付費１億４,０２６万５,０００円の増額から、次

の５７ページ下段の退職被保険者等高額療養費２０１万２,０００円の減額につきましては、それ

ぞれ執行見込みにより計上いたしております。 

 次に、歳入でございますが、５３ページに戻っていただきまして、上段の第３款県支出金、普通

交付金１億４,３１７万円につきましては、歳出で計上いたしました保険給付費の財源として計上

いたしております。 

 中段の第７款国庫支出金、国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金１１７万５,０００円に

つきましては、制度改正によるシステム改修に要する経費の財源として計上いたしております。 

 続きまして、議案第９４号令和元年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて、ご説明申し上げます。 

 ６７ページをごらんください。 

 歳出でございますが、上段の第２款後期高齢者医療広域連合納付金、保険料等負担金２,７８５

万８,０００円につきましては、歳入で補正をいたしております保険料の増額分について、広域連

合への納付金を計上いたしております。 

 下段の第３款諸支出金、一般会計繰出金２,６１５万７,０００円につきましては、前年度繰越金

を財源として前年度決算の精算に伴う一般会計への繰出金を計上いたしております。 

 次に、歳入でございますが、６５ページに戻っていただきまして、上段の第１款後期高齢者医療

保険料、特別徴収保険料現年分２,１０２万１,０００円、次の普通徴収保険料現年分６８３万７,

０００円につきましては、被保険者の増加により増額計上いたしております。 

 下段の第５款繰越金でございますが、前年度繰越金の全額である２,６１５万７,０００円を計上

いたしました。 

 最後になりますが、続きまして議案第９５号令和元年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予

算（第１号）について、ご説明申し上げます。 

 ７７ページをごらんください。 

 歳出でございますが、第１款事業費、一般管理費５０万円の減額につきましては、消費税の納付

額が確定したことから減額いたしております。 

 次に歳入でございますが、７５ページに戻っていただきまして、上段の第２款使用料及び手数料、

農業集落排水施設使用料１５０万円の減額につきましては、接続件数が見込みより少なかったこと

などから減額いたしております。 

 次の第５款繰入金、一般会計繰入金６２３万８,０００円の減額につきましては、前年度繰越金

の計上などにより、一般会計からの繰入金を減額するものでございます。 

 下段の第７款繰越金でございますが、前年度繰越金の全額である７２３万８,０００円を計上い

たしております。 

 以上で補正予算の補足説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ
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ます。 

○議長（小坂直親君） 

 副市長の補足説明は終わりました。 

 以上で上程各案に対する提案説明は終わりました。 

 お諮りします。 

 本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 そのように決定しました。 

 続いてお諮りします。 

 あす３０日から１２月８日までの９日間は、議案精査のため休会したいと思います。これにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 あす３０日から１２月８日までの９日間は、休会することに決定しました。 

 次の会議は１２月９日午前１０時から開き、上程各案に対する質疑を行います。 

 本日はこれにて散会します。 

（午後 １時４２分 散会） 
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●議事日程（第２号） 

 令和元年１２月９日（月）午前１０時 開議 

第  １ 上程各案に対する質疑 

     議案第 ８７号 亀山市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

     議案第 ８８号 亀山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について 

     議案第 ８９号 亀山市職員給与条例の一部改正について 

     議案第 ９０号 亀山市国民健康保険税条例の一部改正について 

     議案第 ９１号 亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

     議案第 ９２号 令和元年度亀山市一般会計補正予算（第４号）について 

     議案第 ９３号 令和元年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

     議案第 ９４号 令和元年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

     議案第 ９５号 令和元年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

     議案第 ９６号 指定管理者の指定について 

     議案第 ９７号 指定管理者の指定について 

     議案第 ９８号 指定管理者の指定について 

     議案第 ９９号 指定管理者の指定について 

     議案第１００号 指定管理者の指定について 

     議案第１０１号 指定管理者の指定について 

     議案第１０２号 指定管理者の指定について 

     議案第１０３号 指定管理者の指定について 

     議案第１０４号 指定管理者の指定について 

     議案第１０５号 指定管理者の指定について 

     議案第１０６号 指定管理者の指定について 

     議案第１０７号 指定管理者の指定について 

     議案第１０８号 指定管理者の指定について 

     議案第１０９号 指定管理者の指定について 

     議案第１１０号 指定管理者の指定について 

     議案第１１１号 指定管理者の指定について 

     議案第１１２号 指定管理者の指定について 

     議案第１１３号 指定管理者の指定について 

     議案第１１４号 指定管理者の指定について 

     議案第１１５号 指定管理者の指定について 

     議案第１１６号 指定管理者の指定について 

     議案第１１７号 工事請負契約の変更について 

     議案第１１８号 市道路線の認定について 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（１８名） 

   １番     草 川 卓 也 君       ２番     中 島 雅 代 君 

   ３番     森   英 之 君       ４番     今 岡 翔 平 君 

   ５番     新   秀 隆 君       ６番     尾 崎 邦 洋 君 

   ７番     中 﨑 孝 彦 君       ８番     豊 田 恵 理 君 

   ９番     福 沢 美由紀 君      １０番     森   美和子 君 

  １１番     鈴 木 達 夫 君      １２番     岡 本 公 秀 君 

  １３番     伊 藤 彦太郎 君      １４番     前 田 耕 一 君 

  １５番     前 田   稔 君      １６番     服 部 孝 規 君 

  １７番     小 坂 直 親 君      １８番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  西 口 昌 利 君 

総 合 政 策 部 長  山 本 伸 治 君    生 活 文 化 部 長  佐久間 利 夫 君 

健 康 福 祉 部 長  井 分 信 次 君    産 業 建 設 部 長  大 澤 哲 也 君 

上 下 水 道 部 長  宮 﨑 哲 二 君    危 機 管 理 監  服 部 政 徳 君 

                       生活文化部次長兼 
総合政策部次長  落 合   浩 君              青 木 正 彦 君 
                       関 支 所 長 

健康福祉部次長  伊 藤 早 苗 君    産業建設部次長  亀 渕 輝 男 君 

生活文化部参事  深 水 隆 司 君    生活文化部参事  谷 口 広 幸 君 

健康福祉部参事  豊 田 達 也 君    産業建設部参事  久 野 友 彦 君 

産業建設部参事  草 川 保 重 君    会 計 管 理 者  渡 邉 知 子 君 

消 防 長  平 松 敏 幸 君    消 防 部 長  豊 田 邦 敏 君 

消 防 署 長  原   博 幸 君    地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君 

地 域 医 療 部 長  古 田 秀 樹 君    教 育 長  服 部   裕 君 

教 育 部 長  草 川 吉 次 君    監 査 委 員  渡 部   満 君 

                       選挙管理委員会 
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●事務局職員 
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事 務 局 長  草 川 博 昭  書 記  水 越 いづみ 

書  記  村 主 健太郎 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第

（午前１０時００分 開議） 

○議長（小坂直親君）

おはようございます。 

ただいまから本日の会議を開きます。 

本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第２号により取り進めます。 

日程第１、上程各案に対する質疑を行います。 

初めに申し上げておきます。 

質疑は、議題となっております事件について、その内容を明確にするため説明を求めるものです。

したがって、自己の意見を述べることなく、また議題の範囲を超えたり、一般質問にならないよう

ご注意いただくとともに、発言は簡潔にお願いいたします。 

通告に従い、順次発言を許します。 

１１番 鈴木達夫議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇）

おはようございます。 

大樹の鈴木でございます。 

議案質疑の１番目でありますが、大きな議案でもなく、予算補正の一部を捉えてやらせていただ

きます。 

 しかし、近年高まってまいりました災害対応に対する必要性、この亀山の本気度というか、ある

いは、これからさらに本気、本腰を入れていく覚悟があるかという確認をしたく質疑をさせていた

だきます。

 それでは、議案第９２号令和元年度亀山市一般会計補正予算（第４号）についてのうち、農林水

産業費のうち農村地域防災減災事業として、ため池ハザードマップ作成事業１,２７０万がうたっ

てあります。これについて質疑をします。 

 まず１番目、事業の趣旨と背景についてという項でございますが、今回の市長による現況報告の

中では、本年度、三重県より市内のため池のうち、既にため池ハザードマップを作成している１３

カ所を除く１１９カ所のため池について浸水想定区域などの調査が実施され、その結果、新たに３

１カ所の防災重点ため池が確認されたと。これらのため池については早期にハザードマップを作成

する必要があるから、このたび県の補助金をいただいて、採択されて予算補正をするというもので

ございますが、まず２つ質疑をします。 

 既に指定されている１３カ所に加え、新たに１１９カ所のため池を調査したとのことでございま

す。それでは、亀山市には農業用ため池が一体幾つぐらいあるのかというのと、もう一つは３０年

６月から７月にかけて広島豪雨、あるいは岡山豪雨の後、この防災重点ため池の基準が変わったと

思うんです。どう変わったかも含めて、この事業の内容と背景を簡単に説明をお願いします。 

○議長（小坂直親君）
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 １１番 鈴木達夫議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 大澤産業建設部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 おはようございます。 

 まず、市内の農業用ため池の数でございますけれども、平成２５年度、２６年度に実施をしてお

りますため池一斉点検調査によりまして、現在２３２カ所の池を確認しております。 

 次に、平成３０年７月豪雨の後で、防災重点ため池の基準が変更になっておりますけれども、ま

ずは変更前でありますが、下流に住宅や公共施設などが存在し、施設が決壊した場合に影響を与え

るおそれがあること、２つ目に堤高が１０メートル以上であること、３つ目に貯水量が１０万立米

以上であること、以上３つのいずれかに該当するかということが選定基準とされておったところで

ございます。 

 平成３０年の変更でありますけれども、雨量による基準ではございませんでして、新たに決壊し

た場合の浸水想定区域に家屋や公共施設が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池としてお

りまして、具体的な基準といたしましては４点ございまして、まずため池から１００メートル未満

の浸水区域内に家屋、公共施設があるもの。２点目としまして、ため池から１００メートルから５

００メートルの浸水区域内に家屋、公共施設があり、かつ貯水量が１,０００立米以上のもの。３

つ目に、ため池から５００メートル以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が５,

０００立米以上のもの。４つ目に、地形条件、家屋等の位置関係、維持管理の状況から都道府県及

び市町村が必要と認めるものの４点に変更されたところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 ２３２カ所の農業用ため池が亀山には存在するということは確認できました。 

 ちょっとびっくりしたのが雨量が多い少ないではなく、堤体の高さとか貯水量とか、あるいは距

離により民家や公共施設があるかと、人的被害がある、そういう視点であるということなんですけ

れども、２９年に３件マップをつくりました三寺の京丸池、下庄の北山池、川合の長妻池、そして

新基準の３０年１１月１３日以降、改めて１０カ所についてマップを追加したわけですけれども、

なぜ１０カ所を選定されたとき、今回追加された３１カ所の防災重点ため池は想定というか、発見

されていなかったんですか。何か基準が変わったんですか。１１月１３日以降、基準が改めて変わ

ったんですか。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 先ほどご答弁申し上げました基準につきましては、変更はございません。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 基準が変わっていなくて、なぜ今度３１カ所追加されたか。 
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 その時点で、先ほど言われた堤体の高さとか貯水量とか距離なんかを十分そのときに、今回指定

された３１カ所は基準が変わっていないとしたら、その時点で十分わかっていたことじゃないかと

いうことなんです。 

 それとも、ハザードマップを作成する予算が、あと１０カ所ぐらいしか残っていないからという

ことでそんたくしたというか、総合的な判断をしたのか、お願いします。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 まず、見直し前の基準で防災重点ため池としております１４池につきましては、平成２９年度に、

先ほどご紹介いただきましたとおり、３つの池についてハザードマップを作成しております。 

 そして、平成３０年度に残りの池についてハザードマップ作成の予定をしておりましたけれども、

防災重点ため池の基準が見直されましたことで、再度、三重県及び三重県土地改良連合会と協議を

いたしまして、特に危険度の高いと思われます１０の池について、防災重点ため池としてハザード

マップを作成しております。 

 今回、新たに防災重点ため池の確認がされました３１の池につきましては、今年度、三重県の調

査の結果、確認されたものでございますので、平成３０年度当時には想定をしてございませんでし

た。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 そうしますと、今回新たに選定された３１カ所については、おおむね以前選定された１３カ所よ

り浸水等の被害は少ないという判断をしてもよろしいんでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 先ほどもご答弁させていただきましたけれども、防災重点ため池の基準が見直されました際に、

危険度の高いため池を新たに選定しておりますので、今回の３１の池につきましては、先に選定を

いたしました１３の池よりは浸水被害は少ないと考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 ３１については、前回選定された１３よりも被害が少ない。これは公式発言として議事録に残る

んですが、いいんですね。これは、県も国も確認をした中での答弁として判断してよろしいですか。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 国・県には確認をしておりませんけれども、本年度、調査をした結果、最終的には確定をするも

のでございますけれども、考え方といたしましては、１３の池を先に危険度の高いものから選定し
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たということで、今回選定した３１については浸水被害は少ないものと考えておるところでござい

ます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 それでは、事業内容と財源についてという項に入ります。 

 冒頭、紹介した現況報告のとおり、１１９カ所のため池について浸水想定区域など調査が実施さ

れ、そのうち３１カ所の防災重点ため池が確認されたということなんですけれども、もう調査は実

施され、完了したと。言ってみれば、この事業はハザードマップ作成のみの事業という認識でよろ

しいでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 本年度、三重県が三重県土地改良事業団体連合会に依頼した調査におきましては、市が提供いた

しましたため池一斉点検の調査資料や、必要な箇所の現地調査に基づいて、決壊した場合に下流へ

の影響があり、危険なため池であると判断をされます３１の池について、防災重点ため池の確認を

したところでございます。したがいまして、ハザードマップ作成事業でありますけれども、今回の

県の調査では作成をしておりません。浸水想定区域図の作成、さらに詳細な現地調査も行いまして、

ハザードマップを作成するというものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 マップをつくるだけでなく、詳細な調査が必要であると。この詳細な現地調査というのは何なの

かなと。先ほど、１００メートル以内に民家や公共施設があるか、あるいは１,０００立米の貯水

量の池はその範囲が５００メートル、５,０００立米はその範囲が５００メートルと、それが新た

な基準、それだけなんですね。既存のため池の台帳の資料、あるいは現地確認だけで済むんじゃな

いですか。例えば、保水力があるか、そんな地質調査までやるのでしょうか、詳細な現地調査とい

うのは。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 地質調査につきましては、また後で実施をしていくというようなものでございまして、２５年、

２６年度のため池一斉点検ですね。これに基づいて台帳等をつくっておりますけれども、その貯水

量につきまして、やはり再度、現地調査も含め確認をするというところが今回も必要であると、そ

のように考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 
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 貯水量については、今回ハザードマップの３１カ所を指定するときに、既に確認はされていない

のですか、１１９カ所について。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 １１９カ所につきましては、全て現地で貯水量を確認したというわけではございません。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 詳細な現地調査も含めて１,２７０万かかるといいながら、その一番は貯水量であると先ほどお

答えになって、この１１９カ所を選定したときにはもう貯水量は確認できているという、ちょっと

食い違いがありませんか。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 あくまで今回の調査につきましては、まずは浸水想定区域図の作成をするというのが事業の主な

ものでございまして、必要であれば、さらに現地調査も行うというものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 ２９年、３０年のハザードマップ事業、これらの事業費は全額委託なんですけれども、幾ら要し

て、あるいは委託先ですね。先ほど何とかとおっしゃいましたけど、確認をしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 まず、ため池ハザードマップの作成事業でありますけれども、国の補助１０分の１０で実施をい

たしますので市の負担というのはないところでございまして、２９年度の事業費でございますけれ

ども、ハザードマップ３池に作成をしておりまして、これが１４９万４００円でございまして、１

つの池当たりにしますと４９万６,８００円ということになってまいります。 

 平成３０年度に作成をしております１０の池につきましては、４７１万９６０円で作成をしてお

りまして、１つの池当たりにしますと４７万１,０９６円ということになっております。 

 また、委託先につきましては、いずれも三重県土地改良事業団体連合会でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 マップをつくるだけで１,２００万。だけといったらあれですけど、部長は詳細な調査といいま

すけれども、１,２７０万は高いなということと、もう一つは答弁の中で市の負担はないというん

ですけど、我々は一定の収入から控除を引いた１割を県市民税で徴収されているんですね。言って
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みれば、市民税が６割、県税が４割だと思うんですけど、何か国の負担だ、県の負担だというと、

ちょっとそのチェック体制が優しくなってしまうような気がします。この水土里ネットみえ、三重

県土地改良事業団体連合会、この組織についてもまたチェックもしたいと思うんですけれども、そ

れでは本題に移ります。 

 マップをつくるだけでは、実質的な防災・減災にはならない、これを言いたいと思います。 

 私はこの機会に、広島を中心とした３０年７月の山津波、あるいはため池の崩壊の映像を何度も

見ました。東日本大震災の藤沼池ですか。ここでは、これが決壊をして多くの方が亡くなっていま

すし、昨年の７月の広島、岡山でも死者が出ております。本当にけたたましい土砂が流れて民家を

襲い、人命を奪った、非常に悲惨な地獄のような風景でした。２９年より始めたこのため池に対す

る防災事業、１３カ所を指定したんですね。今のところ、その１３カ所のうち堤体の耐震とか、あ

るいは整備が完了した事業があるんですか。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 既にため池ハザードマップの作成をいたしました防災重点ため池１３池のうち、これまで耐震診

断を実施いたしまして、現在耐震工事の実施をしておりますのは、川合町の長妻池のみでございま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 川合町の長妻池を、完了したわけじゃないですね、まだ途中ですね。長妻池のみについて確認し

ますが、これは耐震診断、あるいはその後の整備に幾らかかって、市の負担はどのぐらいかお答え

ください。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 長妻池に要した費用でありますけれども、まず平成２８年度に耐震調査を、これは地質調査、堤

等の液状化の検討、安定計算による解析等でございますけれども、平成２８年度に行っておりまし

て、事業費は４９６万８,０００円、国の１０分の１０の補助で実施をしております。 

 次に、平成２９年度に、その耐震調査の結果、計画安全率を下回るということから、県営事業に

よる耐震工事の実施に向けて耐震事業実施計画書の作成を行っておりまして、この事業費が９０７

万２,０００円で、こちらも１０分の１０の補助で実施をしております。 

 平成３０年度でございますけれども、県営のため池整備事業といたしまして詳細設計を行ってお

りまして、その際、事業費１,５００万円で、市負担は事業費の１０分の１ということで１５０万

円を負担しております。 

 今年度、工事の着手をしていただいておりまして、堤体の本体工事は本年度で完了予定というこ

とでございまして、事業費につきましては前年度からの繰り越しを含めまして９,７００万円、市

の負担は１０分１で９７０万円の予定をしておるところでございます。 
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 なお、令和２年度、来年度につきましては、堤体の工事のために撤去をいたしております外周フ

ェンス等の設置工事が残るだけというふうに伺っておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 長妻池で整備９,７００万、１割の市の負担でできると。その前のもろもろのこれはいわば１億

以上かけて、ほとんど１０分の９以上のものが事業費補助されるという確認をしたんですけれども、

それでは１３カ所のうち長妻池の整備が完了され、１２カ所についてもほぼ市の１割の負担で耐震

診断、耐震事業ができるのか。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 耐震診断につきましては、１０分の１０の補助ということでございまして市の負担はございませ

んけれども、耐震工事並びに詳細設計につきましては、長妻池と同じように県営事業でございまし

たら、市負担については１割ということになってまいります。 

 しかしながら、本事業の補助対象となります地域、こちらは原則といたしまして農振農用地区域

内の区域とされておりますので、地域外のため池につきましては補助の対象外となるところでござ

います。したがいまして、市単独事業ということになってくるかと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 市の負担が１割弱でできる整備事業は農振農用地に限ってということなんですけれども、今、残

りの１２のうち農振農用地以外のため池は幾つぐらいあるのでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 １２のうち６つでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 そこで、農振農用地以外で、極めて危険で喫緊に対応しなければいけない一つの例として、関の

新池について例を出して確認をしたいと思いますが、画像を出していただけますか。 

 小さくてわかりにくいんですけれども、画面の左の上のほうに新池というものがあります。関中

学校、あるいは関文化交流センターの北西に約６００メートルから８００メートルに位置する１０

ヘクタールくらいのため池かなと思います。堤高の高さは１３.７メートルありますが、崩壊した

場合に３分後には関文化交流センターの西の数十メートル、２階の軒下までつかる５メートルの浸

水地域でございます。避難所は黄色いので示されていますが、避難所の関小学校、老人福祉センタ

ー、アスレにしても、このように浸水の予想がされている地域なんですね。 
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 それで、このため池ハザードマップの冒頭では、地域の方にこんな呼びかけをしているんですね。

このため池ハザードマップを目につく場所に置いて、日ごろから防災に関心を持ちましょう。避難

所への経路を確認し、いざというときは落ちついて行動しましょうというものなんですね。 

 何の耐震整備もしていないこの新池、崩壊して大人の腰までつかるところに住まれている方に、

３分で１階の軒下２メートルまでつかる関文化交流センターに避難しろというマップを、日ごろ目

につく冷蔵庫の横でも張っておけみたいなことが書いてあるんですけど、私はこんなの張りません

よ、こんなマップは。より危険な避難所があるマップを張れと言っても、私は張りません、もう病

気になりそうですからね、これは。本当にこれは市民に投げかける言葉じゃないんです。行政がや

はり関心、市長が関心を持ってマップをつくらなきゃいかんですよ。 

 それで、ほかにも私がマップを見る限り、この関地区なら城山池、ここもひどいですよ。それか

ら、亀山地区なら長田池とか和田池、これらも全て農振農用地以外なんです。いわゆる１０分の９

が国・県が持つ仕事じゃなくて、いわゆる自分の亀山市の市単でやらなければいけないことなんで

すね。これをこれからどう対応、整備していくかということの質問は一番最後なんですけれども、

まず、この総括をしてもらいたいんです。喫緊な対応が迫られている１３カ所のため池について、

２９年から始めて３年目を迎えようとしている。それで、長妻池すら完了していない。この現状を

どう考えているか。おくれているという認識はないのか。少なくとも２９年、３０年度に認定した

１３カ所の耐震診断や整備については、既に三、四カ所ぐらいは予算どりをして進める、本年度進

めなければいけなかった。これは非常に後手に回っている、そういうような反省はないのか総括を

していただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 防災重点ため池のこれに関する国の方針でありますけれども、まずはハザードマップを作成する

ということになっておりまして、今回のため池ハザードマップの作成につきましても、県に補助の

要望を上げておりましたところ、本年度の予算で採択をいただいて、１年前倒しで実施をさせてい

ただくことができるようになったところでございます。 

 しかしながら、既にマップを作成済みの１３の池のうち、長妻池を除きます残り１２のため池に

つきましても早急な対応が必要ということは認識しております。そのうち補助対象となります農振

農用地区域内の６つのため池につきましては、国の補助金を活用して来年度に耐震調査を実施すべ

く県に要望しておるところでございまして、予算確保に努めてまいりたいと考えておるところであ

ります。 

 一方、さきに申し上げました農振農用地区域外のため池につきましては、まずは危険度を下げる

ための対応ということで、ため池の管理者の方に水の管理を行っていただいて、平常時の貯水量を

減らしていく、あるいは池全体の貯水量を減らす工事とか、危険度を下げる対応について検討を進

めてまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 
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 質疑、質問をよく聞いていただきたい。今後どうするかということについてはこの次の項で言う

けれども、ここ１年半、この対応がおくれていたという認識はありませんかという、それを聞きた

かった。おくれている認識はないのか。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 平成３０年度の基準の見直しにおきまして、防災重点ため池の数が大きく増加するということで

ございまして、国の基本的な考え方といたしましては、そのため池が決壊した場合の影響度に応じ

まして優先順位をつけて、段階的な対策を実施していくということでございまして、それがハザー

ドマップの作成、耐震診断、それから耐震調査、耐震工事と段階的に進めていくということでござ

いまして、おくれていると言われましたけれども、そのような認識、国の方針に基づいて進めさせ

ていただいておるというところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 まず、国の要綱には、マップはつくらなければならないと書いていないんですよ。いわゆる好ま

しい程度です。 

 答えを聞いておりますと、マップ、マップと、マップをつくれば対策になるかといったら、なら

ないんです。１３あるものの危険度の高いため池に対してほとんど手がついていない中で、また新

たに段階的にやっていかなければいけないというのはわかりますけれども、やはり私はここ１年の

防災重点ため池については少し間があきすぎた、危機感がないというふうに思います。 

 それでは、先ほども今後のことを答弁いただいたんです。残り１２のうち６つは、いわゆる国の

補助の中で耐震、あるいは整備がしかけられるけれども、あとの６つの農振農用地以外については、

ここが肝心で、もう一度確認したいんですけれども、私は最も危険度の高い６つの、いわゆる農振

農用地以外のため池についてはどう手当てしていくのか、確認の意味でもう一度答弁をお願いしま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 現時点では、補助対象となります６つのため池について、優先的にといいますか、先に進めてい

くということでございまして、農振農用地区域外のため池につきましては、先ほどもご答弁申し上

げましたように、危険度を下げるための対応について、まずは検討を進めてまいりたいと考えてお

るところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 対象外は何ですか、危険度を下げるための検討と。これは具体的にはどういうことなんでしょう

か。 
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○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 現在、それぞれのため池につきましては水利組合等の管理者の方がお見えになりますので、水の

要らない時期につきましては、ため池の管理者の方に水の管理を行っていただいて、平常時の貯水

量を減らす取り組み。これについては既に台風前とか、やっていただいておる水利組合等もござい

ますけれども、それをこれからもしっかりお願いをしていくということ。あるいは、ため池の耐震

工事全体でいきますと事業費が非常に大きくかかりますので、それ以外の工事で、ため池自体の貯

水量を減らす工事等も補助制度でございますので、そういう工事等も含めて危険度を下げていくと

いうふうに考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 農振農用地以外のため池、補助対象にならないため池は、あくまでも管理者、常に水を減らす状

態にするような、そのぐらいしか対応ができないということですね。そういうことですか。ほかに

ないんですか。 

 あるいは、国の農業水路等長寿命化・防災減災事業の要綱によれば、ため池の廃止と。いわゆる、

これがリスク除去の項にうたわれているんですけれども、そんな研究をされているんでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 先ほど少し触れさせていただきましたけれども、地域リスクの除去といたしまして、堤体の開削

等によりましてため池の貯水機能を廃止するという事業がございまして、この事業要件といたしま

しては、まずは防災重点ため池でありますけれども、施設が決壊した場合の想定被害額が５００万

円以上であるということが要件になっております。そのような事業があるということは承知してお

るところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 この案件についてはほかの議員も質疑をされるみたいですので、この程度にとどめたいと思いま

すが、先日も東野公園で市の主催による防災訓練も行われました。さまざまな場面場面で、どなた

もおっしゃるんです。自助、共助、公助ということを口々にするんですね。それで各地域、市もそ

うなんですけれども、いろんな防災訓練をされてきて、必死になっていろんなことをやってきて、

中には少しマンネリ化しているなという意見もあります。逆に、マンネリこそ、これが訓練だとい

う議論もあるでしょう。 

 そんな中で、地域の、特に自治会長を初めとする役員の方は本当にこれからどんな防災訓練をし

たらいいか、もう暗中模索の状態になっていると思います。もちろん、この訓練をしながら、日々

そういうことを意識しながら、マップを張りながら防災意識を高めるのはいいですよ。 
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 だけど、自助、共助、公助といいますけど、我々が考えなければいけないのは、公として、公の

立場としてどう対応しているか、公の責任をいま一度やはり考えなければいけない。私は、このハ

ザードマップの事業をずうっと追いながらいろいろと考えたんですけれども、やはりいま一度、公

としての責任みたいなものをみんなで共有をしていくと、その時期かなということを思いながら質

問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 １１番 鈴木達夫議員の質疑は終わりました。 

 次に、３番 森 英之議員。 

○３番（森 英之君登壇） 

 会派結の森 英之でございます。 

 私は１１月に新しく会派結を草川卓也議員と結成させていただきました。 

 その目的としまして、大きく３つございまして、交通の結節点である亀山市の拠点性を生かした

都市活力向上、それから社会、環境、経済を結び、持続可能な社会を実現する。それから、３点目

としましては、市民、行政、民間企業等、あらゆるステークホルダーを結び協働すると。 

 この３点について、いわゆるＳＤＧＳ、持続可能な社会実現ということを軸とした考え方として

組ませていただいたというところであります。市長の行政経営方針にも亀山版ＳＤＧＳの確立とい

うのがございましたけれども、そのあたり、今後も議論されていくというふうに思っているところ

であります。 

 それでは、５つの議案に対して質疑させていただきたいと思います。 

 まず、議案第８９号亀山市職員給与条例の一部改正についてでございます。 

 こちら人事院勧告に鑑みてという内容に、目的になっていると思いますけれども、少しその人事

院勧告の内容ということを、この給与条例改正についてというところの観点からお聞かせいただけ

ますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 ３番 森 英之議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 今回の人事院勧告の内容につきましては主に３点ございますが、まず１点目として、民間給与と

の格差を埋めるため、初任給及び若年層の給料月額を平均で０.１％引き上げるものでございます。 

 ２点目として、ボーナスを０.０５月分引き上げ、民間の支給状況等を踏まえ、勤勉手当に配分

するものでございます。 

 ３点目として、住居手当の支給対象となる家賃月額の下限を４,０００円引き上げ、その原資を

用いて手当額の上限を１,０００円引き上げるものでございます。 

 なお、本市におきましては、これまでからも民間の給与水準を上回る場合だけでなく、下回る場

合も同様に人事院勧告を尊重した国家公務員の給与体系に準拠してきたところでございますので、

今回も同様の考え方により市職員給与条例の改正を提案するものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 



－４６－ 

○３番（森 英之君登壇） 

 職員の給与改善というところになってくると思うんですけれども、もう一つ、住居手当の改定の

ところです。住居手当の改定の今回の内容と、この目的といいますか、今の情勢に合わせてという

ことかと思いますが、そのあたりを聞かせていただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 特に住居手当について、少し詳細に改正内容をご答弁申し上げます。 

 住居手当は、職員みずからが居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている場合に支給する

もので、現行では家賃額が月１万２,０００円を超えると支給対象となりますが、今回の改正では、

これを月１万６,０００円に引き上げるものでございます。 

 また、現行では住居手当の支給月額の上限は現在２万７,０００円でございますが、これを１,０

００円引き上げ２万８,０００円といたすものでございます。 

 なお、この改正により住居手当が２,０００円を超えて減額となる職員に対しましては、１年間

の経過措置を設けることといたしております。 

 また、住居手当が改正をされた目的といたしましては、今回、下限となる額が１万２,０００円

ということを１万６,０００円に引き上げるということで、まず下限の額が現行よりも少し低いの

ではないかという指摘でありますと同時に、上限で支給される額が２万７,０００円から１,０００

円引き上げるということで、これを１,０００円引き上げる原資を、この下限に使われるものの原

資を用いて上限を１,０００円引き上げて２万８,０００円にいたすと、そのような改正内容でござ

います。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○３番（森 英之君登壇） 

 この住居手当改定で２,０００円以上の減額の対象になる方がどれほど見えるのか、把握されて

いると思いますのでお聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 今回、この改正により対象となる職員数は９１人ございます。この中で、住居手当が減額になる

職員は５８人、増額になる職員は３２人、据え置かれる職員が１人ということで、減額の率が約６

５％、増額の率が約３５％ということになっております。 

 また、この５８人の中で２,０００円以上の金額になるというのは、今ちょっと２,０００円以上

になるかどうかという数字は持ち合わせておりませんが、この５８人の中で２,０００円が対象に

なってくるものが存在するというところで把握をしているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○３番（森 英之君登壇） 
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 その給与の改善というところに関しましては、職員の全員の方が対象になってくるということか

と思いますので、そのあたりの改善とそこの住居手当の内容を含めて、これは亀山市職員組合のほ

うとはきっちり協議は終えているのかということをお聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 今回の人事院勧告に伴う改正につきましては、議員ご指摘のとおり給与月額とボーナスにつきま

しては増額の要素でありまして、住居手当のみ減額と増額が混在する改正でございます。 

 特に、この住居手当の改正につきましては、自治労三重県本部並びに市職員組合とまず協議をさ

せていただいたところでございます。その後に、市職員給与条例の改正内容が確定した時点で、再

度市職員組合と協議をさせていただき、改正内容について合意を得て本条例案を提出いたしたとこ

ろでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○３番（森 英之君登壇） 

 いわゆる民間でいいますと、労使交渉というような形で給与改善等が行われるというところで一

つ折衝があったという理解はしておるんですが、その際に、やはりこの給与改定の内容、改善とと

もに、これからのいわゆる方針といいますか、これから市の職員の方に、やっぱり行政にとっては

なくてはならない方々ですから、その行政方針等もきっちりその場で説明をしていただいていると

思いますが、さらにこういう場を生かして、さらに市の職員の方にこれからの取り組む内容を理解

いただく、そういう場にしていただきたいというふうに思いますので、その要望をさせていただき

たいと思います。 

 続いての質問に移らせていただきます。 

 議案第９１号亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正についてということで、まず１点

目として、この病床数削減の目的をお聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 古田地域医療部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 今回の病床数削減につきましては、地域包括ケア病床を増床する上で、厚生労働省が定める設置

基準に適合させるため、現在の病院全体の病床数を調整した結果、１室６床の配置を１室４床の配

置に２部屋変更することによるものでございます。 

 鈴亀区域地域医療構想において、医療センターは急性期機能を確保するほか、回復期機能の確保

を検討することとされておりますので、今回の地域包括ケア病床への変更は急性期病床から、今後、

病床数の不足が予想されている回復期病床への変更という点で、この地域医療構想にも合致してい

るものと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○３番（森 英之君登壇） 
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 地域包括医療の観点から、これからの病院事業を見ても、その目的に合致しているということか

と思いますが、今後の病院事業への影響についてというところについてはどのようにお考えか、お

聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 現在稼働中の地域包括ケア病床につきましては、昨年度、平成３０年度の稼働率が９２.２％と

一般病床と比較して非常に高い稼働率でございます。今後、ますます需要が高まっていくものと考

えております。 

 地域包括ケア病床への変更は、そういうことからも市民ニーズに応えるものであり、同時に病床

稼働率の高い病床を増床することで、急性期と回復期のバランスが向上し、また病院全体として病

床利用も高まることから、経営にも寄与するものと考えております。 

 なお、今回の病床数削減による一般病床入院患者への影響についてでございますが、近年の病床

利用率を見ましても、２床削減することによる入院への影響はないものと考えておるところでござ

います。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○３番（森 英之君登壇） 

 病床は減るということではありますけれども、そこの地域包括ケア病床というのは慢性期医療と

いう観点からも非常にニーズが高いということ。 

 それから、化学療法室を改修したということの中で、減少ということも食いとめているというよ

うな措置もされていることは理解をしているところであります。 

 ９月定例会の最終日でしたか、いわゆる４２４の公立病院の改編というものが大きく出て、この

亀山の医療センターも対象になるということで、非常に市民の方も不安に思っておられるというこ

とであります。私としましては、やはり地域医療としてこの医療センターは必要なものと思ってお

りますので、その観点からもこれからも市民の方にしっかり理解をいただくということと、私も前

回の定例会で質問させていただきましたが、極力赤字を圧縮といいますか、負担の軽減に努めてい

ただいて、今後もこの医療センターの役割をきっちり担っていただくように要望させていただきた

いというふうに思います。 

 それでは、次の議案のほうに移らせていただきます。 

 議案第９２号令和元年度亀山市一般会計補正予算（第４号）についてという中身で、２点聞かせ

ていただきたいと思います。 

 第８款の土木費、第５項住宅費、第１目住宅管理費の施設管理費の減額補正についてでございま

す。これは２,０００万円の減額補正ということになってございますが、そちらの金額、減額とい

うのはなかなかないというふうに私も認識をしておりますが、今回の減額が必要になったというと

ころの内容についてお聞かせください。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤産業建設部長。 
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○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 今回の市営住宅管理費の減額補正につきましては、本年３月及び６月議会におきまして用途廃止

を行っております旧市営住宅の解体工事の完成及び契約が調いましたことによります精査をすると

いうものでございまして、当初、亀田住宅４戸、野村住宅２戸、若草住宅９戸、新所住宅３戸、城

山住宅１２戸の５住宅で、計３０戸の解体工事を予算４,２００万円で予定をしておりましたけれ

ども、城山住宅で今回入居者１名の方が住みかえが整いませんでしたことから、解体戸数が城山住

宅では１２戸から８戸になったこと。 

 また、亀田住宅では、当初見込んでおりましたアスベストが検出のほうをされなかったというこ

と、さらには工事全体で入札差金が発生したということが今回の減額の主な理由でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○３番（森 英之君登壇） 

 大きな要因としましては、城山住宅のほうで、そこの退去の準備が整わなかったというところだ

ということをお聞かせいただきました。 

 その市営住宅もやはり古くなってきますと非常に問題になってきますし、その辺を含めてその準

備はされていたと思いますが、１名の方がなかなか準備が整わないということでございました。し

っかりとこれからも粘り強く対応いただいて、速やかに解体が進むように働きかけのほうをよろし

くお願いしたいというふうに思います。 

 それから、続いての第９款消防費、第１項消防費、第１目の常備消防費として、庁舎管理費の増

額補正２,３９０万円ということでございます。こちらの内容についてお聞かせいただけますでし

ょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田消防部長。 

○消防部長（豊田邦敏君登壇） 

 平成９年４月に竣工しました消防庁舎の屋上のアスファルト防水につきましては、当該工法の耐

用年数が１５年から２５年とされており、近年、劣化により建物内部への雨水の浸入があり、２階

の一部雨漏りが発生している状態となっております。このことから、令和２年度当初予算に所要額

を要求する予定でしたが、去る１０月の豪雨において発生した雨漏りにより２階の天井が一部破損

する事態が発生しました。そのため、１２月補正で対応することとなったものでございます。 

 なお、補正予算の議決をいただいた後、速やかに事業が進められるよう諸準備を進めております

が、年度内にできないことも想定し、繰越明許費補正として追加させていただいております。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○３番（森 英之君登壇） 

 そこの屋上の雨漏り対策といいますか、そういうことでということで聞かせていただきました。 

 現在１２月というところのタイミングで２,３９０万の非常に大きい金額というところの中では、

一般競争の工事入札をされるという理解でよろしかったですか。それもお聞かせいただけますでし

ょうか。 



－５０－ 

○議長（小坂直親君） 

 豊田部長。 

○消防部長（豊田邦敏君登壇） 

 議員のおっしゃられたとおりでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○３番（森 英之君登壇） 

 金額も大きいものでございますので、一般競争入札工事をきっちり進めていただいて、もし今年

度の中でということが難しいようであれば、繰越明許費に明記されているとおり繰り越しをすると

いう理解をさせていただきました。ありがとうございました。 

 続きまして、議案第１１６号指定管理者の指定についてというところの内容について聞かせてい

ただきたいと思います。 

 この指定管理者の選定の理由についてお聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 現在、亀山南小学校区では、平成２６年６月の開所以来、亀山南小学校区学童保育所スマイル運

営委員会により民設民営にて運営いただいておりますが、新年度からは公設として指定管理者制度

を適用する予定としております。 

 この指定管理者の選定理由につきましては、これまでの運営者の実績や組織を構成する方々が自

治会長や民生児童委員、保護者の代表等であることから、地域に根差した児童の健全育成を支える

ためには、現在の運営者によるクラブ運営が最適であると考えるところでございます。 

 また、同様の団体は亀山南小学校区においてほかに存在しないことから、亀山市放課後児童クラ

ブに係る指定管理者選定委員会の意見を踏まえ、亀山南小学校区学童保育所スマイル運営委員会を

指定管理者候補者として選定するところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○３番（森 英之君登壇） 

 こちらの南小学校の放課後児童クラブの指定管理者ということでは、今までもスマイル運営委員

会にしていただいていたということで、引き続きやってもらうのが最適であるということであろう

かと思います。 

 その中で、この今回の指定管理者の始まりと終わりというタイミングといいますか、ほかの学童

保育、放課後児童クラブの指定管理者の期間と、そこの整合性といいますか、それはどうなってい

るかということを確認させていただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 期間でございますが、南小学校区のスマイルにつきましては、ほかの公設のほうが今年度から５



－５１－ 

年間ということで期間を設けておりますが、そのほかの施設と終わりをそろえるために令和２年度

から、終わりが令和５年度末ということで、４年間の期間としております。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○３番（森 英之君登壇） 

 先回の議案質疑のほうでも述べさせていただいたんですが、４月１日の開設ということで、これ

から準備に入っていく形になると思いますが、その過去の川崎小学校、あるいは昼生小学校の放課

後児童クラブでの開設にいろんな課題があったというふうに聞いておりますので、その開設が速や

かに行われるように、行政側としてきっちり対応していただきたいと、要望させていただきたいと

思います。そちらを要望させていただいて、この質疑を終わらせていただきます。 

 続きまして、議案第１１７号工事請負契約の変更についてということで聞かせていただきたいと

思っています。 

 まず、この契約金額の変更理由についてということでお聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 青木生活文化部次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（青木正彦君登壇） 

 契約金額の変更についてご答弁申し上げます。 

 西野公園野球場整備改修工事に係る変更内容につきましては、主なものとしまして、工事に伴っ

て発生した土砂を処分する場所までの運搬距離が当初設計の８キロメートルより５.２キロメート

ル長くなったことにより運搬費用が増加したこと、また契約後の協議により、当初予定していた薬

剤の散布を削除したことによる工事費の減額のほか、工事を施工していく中で発生する数量の変更

により１６５万２,２００円の増額となったものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○３番（森 英之君登壇） 

 増額が必要になったというところの理由についてお聞かせいただきました。 

 こちらのまず工事請負契約の締結についての議決というところの中では、６月の議会で出された

ということであります。その後、工事が着工されたという認識なんですが、タイミングとしまして、

ここの補正、土砂の捨て場が変更になったというタイミングが９月の定例会に間に合わなかったと

いうところはどうだったのかというところをお聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 青木次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（青木正彦君登壇） 

 当該契約につきましては、６月議会において本工事の契約議決をいただいた後、施設利用の関係

で工事着手が可能となる８月下旬までの間、準備を進めたところでございます。 

 そのような中、残土を処理する場所につきましても、少しでも運搬距離が短くなるような場所を

探した上、８月下旬に場所を決定したところでございます。 

 さらに、その後に生じた他の変更内容をあわせまして、工事請負契約条項に従い、施行後、業者
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との協議を調え、１１月１３日に仮契約に至りましたことから１２月議会へ提出させていただいた

ものとなったものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○３番（森 英之君登壇） 

 そうですね、そういうことであるということは理解させていただきました。 

 やっぱり工事の変更があった場合、金額の大小にかかわらず、大きな変更等、あるいは工事工期

への影響があった場合には、速やかに議会への上程が必要かと思っておりますので、そのあたりを

きっちりやっていただきたいなというふうに思っています。今のご説明でいきますと、今回につき

ましてはきっちり対応されていたということを理解させていただきました。 

 ちょっと質問としては少し前後したところがありますが、工事工期への影響について、もう一度、

改めて影響はないのかどうか確認させていただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 青木次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（青木正彦君登壇） 

 契約金額を変更することによります工期への影響につきましては、現在、当初予定どおり外野舗

装工を進めており、進捗率は１１月末時点で５９.２％となっております。今後は内野舗装工事を

進め、当初予定どおり来年３月１０日の完成に向けて工事を進めており、工期への影響はないもの

でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○３番（森 英之君登壇） 

 工事工期への影響はないということでございました。 

 きょうも西野公園横を、私、通ってまいりましたが、工事が進んでいる状況を少し見させていた

だきました。これから人工芝の敷設に入っていくと思いますけれども、きっちり工事を進めていた

だきたいというふうに思ってございますので、私から要望させていただいて終わらせていただきた

いと思います。 

 以上、少し時間が余りましたが、議案質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 先ほどの大澤部長の答弁について、数字の訂正の申し出がありましたので発言を許します。 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 先ほど、市営住宅管理費の減額補正の理由についてご答弁を申し上げました中で、城山住宅の解

体戸数につきまして、１２戸から８戸になったとご答弁申し上げましたけれども、正しくは１２戸

から４戸でございますので訂正をお願いいたします。申しわけございませんでした。 

○議長（小坂直親君） 

 よろしいですか。 

○３番（森 英之君登壇） 
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 はい、結構です。 

○議長（小坂直親君） 

 ３番 森 英之議員の質疑は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午前１１時１１分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１１時２０分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１８番 櫻井清蔵議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 勇政の櫻井でございます。 

 質疑をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 まず、最初に議案第９２号令和元年度亀山市一般会計補正予算（第４号）についてのうちの第３

款民生費、第２項児童福祉費、第１目児童福祉総務費の放課後児童クラブの運営費の増額補正につ

いてですけれども、説明によりますと、川崎小学校に新たに１カ所増設されるという説明でしたけ

れども、これは民間業者を利用されるのか、それについてお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 １８番 櫻井清蔵議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 伊藤健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 川崎小学校区で新たにふえる施設につきましては、議員ご指摘のとおり民間事業者のほうで用意

をしていただいているというところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 先般、教育民生委員会でいただいた資料に基づきますと、平成３０年度は川崎小学校区で１１６

名の児童が対象児童になっておると。令和元年度は１３５名ということで、今、新たに設置される

民間の事業所、そこは川崎小学校から距離はどのぐらいのもので設置されるのか、そこら辺をお願

いします。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 正確な距離ということではないんですけれども、地区内で施設を探していたところ……。 

 住所でよろしかったら住所を。 

（「メーターやないか」の声あり） 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 済みません、距離については、子供の足でですけれども、実際に計測したことはございませんが、
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そんなに遠くはないところでございます。 

（「歩いて１０分とか」の声あり） 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 それぐらいだった思います。それ以内だと思うんですけれども、正確には把握していないところ

です。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 聞き取りのとき私も言わなかったけれども、担当部局としては、川崎小学校から何メーターぐら

いのところのどのような民間業者を使うというのを把握しておいてもらわんことには。 

 例えば、私が聞かせてもらって、川崎小学校からどれだけありますのやと、いやあ、子供が歩い

て１０分程度ぐらいかなというようなことこそ言えませんもんで、やっぱりこういう予算を組むと

き、このような事業所を新たに設置するときはやっぱり場所、それからそこへ入所する子供の人数、

平成３０年は１１６名で、令和元年度は１３５名と、一学童４０人単位だと思うんですわ。１カ所

に移すというんだったら、そのぐらいの距離はある程度押さえておいてもらわんことには、議会に

対する説明不足、市民に対する説明不足、説明等々が十分でないというように思いますがな。それ

は、また教育民生委員会で十分報告できるように、立地場所等々の説明ができるようにしておいて

ください。既存の施設も、このような配置があってこういうような状況ですということは、やっぱ

り把握できるものをつくっておいてもらわないかんと私は思っています。 

 基本的に、今期の年度に昼生小学校の学童、公設でやってもらいました。それで、南小学校区も

三千四、五百万の金を使って公設でしてもらいました。 

 だけど、あくまでもやっぱりこの子供の増加というのは大体予測できるものですから、何でこれ

は民間の事業所を新たに６２０万の補助を出してやるのか。そこら辺のところを、私の持論かわか

りませんけれども、やはり学童は亀山市が見ると、施設は。あくまでも民間に委託することは避け

るべきだということをずうっと言い続けてきておるんですけれども、今回また民間に補助金を出し

て委託するという根拠は、どうして民間になったのか、教えてください。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 ご指摘の川崎小学校区におきましては、現在、川崎小学校の校舎内に公設の放課後児童クラブ２

支援単位と、敷地外の民設１支援単位で運営いただいております。 

 近年の利用ニーズの高まりと対象児童の増加から、令和２年度は待機児童の発生が見込まれる状

況となってきております。待機児童を発生させないための速やかな対応が求められる中、既に平成

２７年度から同校区で運営実績のある民間事業者から開設についての意向があり、当該事業者が放

課後児童クラブとして利用可能な施設についても、確保のめどが立てられたところです。 

 施設の設置につきましては、地域の事情や特性等を勘案し、公共施設の利用など公的関与を行う

とともに、必要に応じて民間力を活用することという方針で進めてきておりまして、今回も開設に

向けた速やかな対応が可能であることや、初期費用が安価であるという経済性などから、今回、民
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間事業者において開設、運営を進めていただき、支援していこうと考えております。 

 それから、先ほどご指摘いただきました施設までの距離なんですけれども、１キロ弱ということ

で確認させてもらいました。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 そうですな、川崎小学校の改築の折に、校舎敷地内に学童を設置したと、これは公設ですよ。 

 だから極力、学童の立地する場所は校舎内が一番最適だと私は思っています。それを平成２７年

に民間がやっておったやつを結局。そうすると、川崎小学校内でその学童をやっておると。それに

よってあふれた施設なんですかな、これは２７年に、どうなんですか。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 校舎内で２支援を運営いただいているわけですけれども、それでは許容できなくて、既にもう民

間事業者のほうで１施設運営していただいている。それも、飽和状況にあるというふうなところで

ございます。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 だから、やっぱり行政の中で、私は子供たちは私たちの宝だと思っています。やっぱりその子供

たちを、民間活力を利用するのも結構なことだけれども、公がやっぱり見ていくと、市が見ていく

と。市というのは、市民みんながその子供たちの放課後を見守っていくと、そういうような政治を

やっぱりしていくべきと私は思います。 

 民間だったら簡単にできるというような安易な、それも一つの方法かわかりませんけれども、や

っぱりこういうような６２０万で安くできるでいいんだというふうなことじゃなしに、やっぱりこ

ういうような放課後児童クラブは市費を使って施設を建てて、そして運営していただくという方向

にやっぱり持っていくべきだと私は思っています。 

 こればかりやっとったら時間がありませんもんで次に行きますけれども、市長にしかとそのこと

を申し述べておきたい。やっぱり民間の力をかりるのも、それは必要かわかりませんけど、やっぱ

り子供たちを見守るためには公設でやっていただきたいと思います。そういうことで、市長に言う

ておきましたので、今後頼みますわ。 

 次は、森君も質問されました土木費の市営住宅の管理費の減額補正。 

 答弁によりますと、当初３０戸を予定しておったのが２０戸だったと。アスベスト対応がなかっ

たということで、当初予算では亀田４戸、野村２戸、それでアスベストを見込んでおったけれども、

アスベストはなかったもんで、そして、亀田、野村については、野村の２戸は９月２４日に契約を

済まされておると。亀田については事情があったと思うんですけれども、２戸しか引っ越しできな

かったと。それで、４６８万の契約でやられたと。 

 敷地内の樹木の伐採等で１３０万、発注見込みというようなことが書いてあるんですけれども、
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これもアスベストがなかったもんで１,０００万ぐらいの減額になったと。当初予算でそのような

ことも対応して見込んでおくのは問題ないと思うんですけれども。 

 次に若草住宅、これが９戸で当初が７００万。若草住宅を９戸解体して１０月１０日に契約して

おるんですけれども、６２７万で契約しておると。これは、いみじくも先般の７月２０日の火災で

３度の火災を起こしておると。 

 だから、その中でやっぱり予算執行上、その予算の執行速度が遅い。もし７月２０日以前にこの

解体をやっておれば３度の火災はなかったよと。周辺の住民に対して、かなり亀山市としてご迷惑

をかけたと、それは真摯にやっぱり反省してもらいたい。 

 それから、次に新所住宅３戸、それから城山住宅１２戸、当初ですな。契約済みが新所住宅３戸、

城山住宅４戸。それで契約額が６８２万ですかな、それで契約されておると。 

 この中で、城山住宅の４戸についてもう少しお聞きしたいんですけれども、この城山住宅の市営

住宅、関町の旧町営住宅ですけれども、底地は民地だと思うんですけれども、その民地の処理はど

ういうふうにされるのか。 

 また、現在、アスベストが抜けて９００万ばかりの減額になると。いろいろな努力をされたと思

うんですけれども、やっぱり老朽化した家屋ですもんで、何で年度内にその部分の対応ができなか

ったのか。やはり私が一番怖いのは火災なんですよ。前回の若草住宅でも、人が住んでいないので

市営住宅での人的被害はなかったんですけれども、近隣の方々は延焼しなくてよかったんですけれ

ども、当然９００万を早期に、１２月に補正するんだったらもう少し努力してもうて、やっぱりと

ことん解体せないかん住宅をなぜ解体できなかったのか。この１２月予算で落とすんだったら、ア

スベスト部分の１,０３２万円、この分だけだったと思うんですよ。残りの分は、やっぱりまだま

だ執行残として残しておいて、その残りの分の執行を図るべきだったと。これを全額２,０００万

の減額をして後年度に送ると。そうすると、今後の後年度のあり方ですな。それをどういうふうに

されるのか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤産業建設部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 まず、城山住宅の民地というご指摘でございますけれども、まだ８戸残ってございますけれども、

全て解体が終わった段階でお返しするような形になると、そのように考えております。 

 また、将来に向けてといいますか、今回執行残で減額しておるけれども、後年度に回しておるの

はというようなことでありますけれども、今回、１名の方が継続されて入居されておりますけれど

も、住みかえの移転のお願いにつきましては継続してお願いをしてきておるところでございます。

お話をご理解いただけましたら、残りの８戸を用途廃止して解体工事となりますけれども、引き続

き入居者の方に対しまして、老朽化も著しいということから、安全な居住の観点からも住みかえは

必要でございますので、引き続きお話をさせていただいてお願いをしていきたいと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 答弁の中で、なぜアスベストの１,０３２万の減額について私は、亀田と野村かな、亀田はまだ
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２戸残っておるんですけれども、それはやむを得やんと思うんですけれども、減額の根拠は。残り

の９００万弱の残金をなぜ１２月に落としてしまうんだと、努力をするのは当然ですよ。だけど、

城山住宅だって、私も大体城山住宅の構造はわかっていますけれども、残った１２戸のうち４戸は

前の国道沿いですよ。その２列目に８戸は並んでおるんですよ。それで、解体の仕方によっては、

東側の４戸は解体ができたはずなんです。 

 確かに１名の方、最初は快諾してもらっていたらしいですけれども、退去ができなかったという

ことですけれども、やはりそのような努力をするんやったら、今年度中にこの予算を執行するため

の努力をするんだったら、残りの９００万のお金は残しておくべきだと私は思うの。それがなぜで

きなかったかということを聞いておるの。 

 亀田住宅でも、なぜ２戸残ったのか。そこら辺の予算を組んだ段階では、ある程度了解をしても

うた中で、この４,２００万の予算を組んでおると思うんですけれども、やっぱりこの２戸につい

ても年度末、恐らく出納閉鎖は５月３１日ですけれども、それまで鋭意努力したものをやっぱり残

予算として残しておくべきだと思いますわな、そのようなお考えは。言うてもしようがないで、も

う早いこと落とせと。確かに議会からも不用額は早いところ落とせというようなことを言うていま

すよ。 

 だけど、これは必要なお金なんですよ、解体に。それをあえて１２月に落とされたという根拠が

わからんで教えてくださいと言っておるの。努力してもあかんのやったら、この年度のここの解体

は不可能なのかどうかという判断をされてこの減額をされたのか、そのどっちかですよ。それを聞

かせてくださいと言っておるの、わかっていますか。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 今回、城山住宅手前の部分の４戸だけの解体を既にもう発注をさせていただいております。残り

の部分につきましては、１名の方とお話ができ次第、再度、今回は減額させていただきましたけれ

ども、再度予算計上をさせていただいて、その時点で解体をさせていただきたいと思っております。 

 亀田住宅につきましても、２戸残りましたのは、お住まいの方がまだ住みかえのほうがご了承い

ただいていないというようなことでありますので、そちらにつきましても住みかえが完了した後に

再度予算計上をさせていただくと、そのような考え方で今回は減額をさせていただきました。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 亀田住宅と城山住宅の８戸のうち１戸は入居してみえると。亀田住宅は入居されてみえますので、

火のもとのほうは大丈夫だという認識を持っています、私は。 

 だけど、若草住宅、これは皆さんもご存じだと思うんですけれども、前も話題に出させてもうた

けど、誰も住んでみえないからこのような火災が起こるわけですわな、住んでいないから。今も、

火災の原因すらもまだわかっておらん。恐らく、この場で言わせてもうていいかどうかわかりませ

んけど、特定はできやんけれども、悪さをするために火をつけられたのではないかというあれがあ

るんです。 
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 だから、城山住宅は８戸のうち７戸は住んでみえないんです。私が怖いのは、今住んでみえる方

が、退去には同意いただいていないかわからんけれども、あそこは国道沿いにありますもんで、魔

が差して若草住宅と同じような状況になってもうては、入居してみえる方にもご迷惑をかけるし、

やっぱり早急に壊すべきものは壊していただきたいと思います。そうせんことには、住んでみえる

ところはいいですわ、亀田についてはね。 

 もう一遍言いますよ。城山住宅は８戸のうち１戸が入居されておる。残り、その方の東側、両サ

イドに東側に５戸かな、西側２戸かな、それは誰も住んでみえないんですよ。そこに、またつけ火

でもあったら入居されておる方も気の毒ですから、そこら辺はやっぱり十分考慮した中で、早急に

やっていただきたいと。それはご理解していただけましたかな。 

 後年度というと、大体どれぐらいをめどに予算を組まれるのか、そこをちょっとお考えがあった

ら教えてください。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤産業建設部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 現時点でいつとは申し上げることはできませんけれども、早い段階で解体できるように、しっか

りお話のほうをさせていただきたいと思っております。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 できましたら、城山住宅はもう両サイドで４戸、もう全て壊してください。それが一番いい、今

後何かあったときに要らんことを思わんでもいいようにしておいてください。私も夜中に消防で出

ていくのはかなわんですからな、ほんまに。 

 次に移らせてもらいます。 

 議案第１１７号工事請負契約の変更について、西野公園の整備改修工事について。 

 今回は計画変更の議案が出ております。説明によりますと、森君も聞かれたんですけれども、土

砂の運搬のところが８キロから１３.２キロ、５.２キロふえたと、だからこれが増額の主な理由だ

という副市長の提案理由の説明もありましたけれども、このいただいた資料の中で、そのほかに内

野の舗装工、外野の舗装工、ワーニングの舗装、排水施設工、それからスクラップの処理、それか

ら給水設備工、構造物撤去工というんかな。かなりの項目について工事変更がされておるんですけ

れども、各項目についてどんな金額になったのか。それで、累積したお金が百六十何万になってお

るんですけれども、その点をどういうふうに変更があったのか、ちょっとお教え願えませんでしょ

うかな。 

○議長（小坂直親君） 

 青木生活文化部次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（青木正彦君登壇） 

 今回の西野公園野球場整備改修工事の変更の内容でございますが、主な内訳といたしまして、設

計委託ベースで工種別に１,０００円単位でご答弁申し上げます。 

 増額変更の主な内容につきましては、土砂を処分する場所までの運搬距離が８キロから１３.２
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キロ、５.２キロ長くなったことを含む土工で１７２万５,０００円の増額、薬剤の散布を削除した

ことを含みます舗装工で１２７万８,０００円の減額、暗渠排水管の敷設延長によります排水施設

工で１４万６,０００円の増額、バックネット延長を確保するため防球ネットの追加によります附

帯施設工で２５万８,０００円の増額、掘削した際、既設水道管の著しい老朽化が見られたことに

よります給水設備の追加によります施設整備工で１５万２,０００円の増額、ほか構造物撤去工で

５万７,０００円の増額となり、直接工事費といたしまして１０６万円の増額となったところでご

ざいます。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 ありがとうございます。 

 各項目について、ちょっと聞かせていただいたんですけれども、土砂運搬の距離がふえたという

ことで１７２万５,０００円がふえたと。だけど、薬剤散布等で１２７万の減額とか、ほかに排水

工１４万と。 

 そのような中で、この契約の中の変更内容の概要という資料があります。そこで、ナンバー１．

土砂運搬距離の変更に伴う増１７１万１,０００円、ナンバー２．設計照査等による変更に伴う減

７０万８,０００円、減額ですな。３．上記変更に伴う諸経費の増４９万９,０００円と、こういう

ふうに書いて小計で１５０万２,０００円、消費税相当額で１５万２００円、総額１６５万２,２０

０円の増というふうにうたってあります。 

 それで、ちょっと教えてほしいんですけれども、今回の増額は消費税抜きで１５０万の増額で、

上記変更に伴う諸経費の増４９万９,０００円。経費がべらぼうに積んであると思うんですけれど

も、この４９万９,０００円の経費ですな。それの根拠、事業全体の増に見合う増なのか、変更に

伴う経費の増だと思っておるんですけれども、変更が１００万で経費が５０万というのはちょっと

私は、この表に基づくんでしょう。ちょっと理解ができやんのですよ。ほかの方はどうか知りませ

んけれども、各項目によっていろいろ増とか減とか説明をいただきました。だけれども、土砂の搬

入は３,０９０立米。内野の舗装工とか外野の舗装工とか、減額もあれば増額も、数量もふえてい

ますけれども、この経費の積算の仕方。距離が長くなったで、運搬距離が長くなったと。基本的に

この中で、先ほどの答弁にもあったけれども、工事請負契約条項に基づいて変更をやってきておる

と。その都度にね。８キロメーターが１３.２キロメーターになったと。これによって変更が出た

けれども、この諸経費の増４９万９,０００円、これはどういうふうに私は理解させてもうていい

かちょっと教えてください。 

○議長（小坂直親君） 

 青木次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（青木正彦君登壇） 

 今回の増額となりました契約の諸経費につきましては、共通仮設費、現場管理費などでそれぞれ

構成する経費費目などを積み上げ、工事目的物の施工に間接的に係る費用として計上するものでご

ざいます。 

 先ほど工事変更内容の概要で議員申されましたように、上記変更に伴う諸経費の増が４９万９,
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０００円となっております。 

 設計ベースで申し上げますと、この直接工事費が先ほど申しましたように１０６万円の増額とな

っております。諸経費が設計ベースで申し上げますと５２万７,０００円となります。率にいたし

ますと４９.７％となります。これが今回増額させていただいた設計ベースでの諸経費の金額でご

ざいます。 

 そして、これを例えば当初の設計額で申し上げますと、当初の直接工事費が１億１４８万１,０

００円でございます。それに対しまして諸経費、間接工事費とも申しますが、６,０６５万４,００

０円となっております、５９.７％でございます。このように、いわゆる諸経費、間接経費とも申

しますが、これにつきましては、先ほども申しましたように現場管理費、一般管理費及び定率の共

通仮設費等を合わせまして直接工事費の当初の設計で約６０％、今回の増額につきましては約５

０％という割合の諸経費となっているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 もう一遍確認しますけれども、亀山市は１億の仕事を出すのに６,０００万の諸経費を出してお

るということですかな。 

○議長（小坂直親君） 

 青木次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（青木正彦君登壇） 

 積算の段階、設計の段階でございますけれども、当初設計の段階で１億１,０００万余りに対し

まして諸経費は約６,０００万。いわゆるその諸経費、間接工事費とも申しますが、先ほども申し

ましたように、この諸経費、間接工事費につきましては、現場管理費、一般管理費及び定率の共通

仮設費というものがございますので、これらのそれぞれ構成する経費費目などを積み上げ、工事目

的物の施工に間接的に係る経費として計上をさせていただいているものというふうに認識しておる

ところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 私も長いことやっていますけれども、大体事業費の中で、私もちょっとそこまで調べていなかっ

たもので、これ以上質問も前へ進むことはできませんけれども、１億の事業に６,０００万の諸経

費というのは余りにもという思いを持っております。私もいろいろな事業を手がけていますけれど

も、大体事務事業経費というんですか、どれだけ高くても十七、八％でいくようにしています、私

の事業はね、市の事業じゃなしに。その五十何％を見ていくような事業が行われているとしたら、

ちょっともう一遍このことを掘り下げて、別の機会にやっていきたいと思っています。もう少し勉

強せんことには、これ以上私も質問を続けられませんもんで、一遍それなりにほかの民間、私の知

り合いのコンサルもおりますからちょっと一遍聞いて、その辺を勉強して再度この場に立てたら立

って質問させてもらいたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 
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 １８番 櫻井清蔵議員の質疑は終わりました。 

 会議の途中ですが、午後１時まで休憩いたします。 

（午前１１時５８分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 なお、亀山 隆教育委員会事務局参事は、都合により午後から欠席する旨の通知に接しておりま

すので、ご了承願います。 

 次に、２番 中島雅代議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 スクラムの中島雅代でございます。 

 通告に従いまして、議案質疑をさせていただきます。 

 今回は、議案第９１号亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について、議案第９２号

令和元年度亀山市一般会計補正予算（第４号）について、議案第９６号から第１１５号までの指定

管理者の指定についてでございます。 

 まずは病院事業、病床等の変更による市民への影響についてでございます。 

 こちらは地域包括ケアシステムについて、いつまでも住みなれた地域や自宅で日常生活ができる

ように、医療や介護、生活支援などの分野で効率よく一体的にサポートをする仕組みのことだと認

識をしておりますが、今回はこの地域包括ケアシステムの充実を図るために、医療センターで入院

している患者さんが退院後にスムーズにご自宅での生活に復帰できるよう、リハビリなどに対応す

る地域包括ケア病床を現在の１９床から８床ふやして２７床にすること、そして厚生労働大臣が定

める設置基準に合わせるために、一般病床の６人部屋２室１２床を４人部屋２室８床に改修、さら

にこれにあわせて現在ある化学療法室を一般病床の２人部屋１室２床にして、病床数を現在の９２

床から９０床にするという議案です。 

 簡単にまとめると、地域包括ケア病床をふやして化学療法室をなくし、一般病床を減らすという

ことだと理解をいたしました。 

 まずは、今回なくなるこの化学療法室というのはどのような役割を持つ部屋なのか、お伺いをい

たします。 

○議長（小坂直親君） 

 ２番 中島雅代議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 古田地域医療部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 今回、東病棟にございます化学療法室を２床の一般病床に変更させていただく提案を出させてい

ただいたところです。 

 化学療法室とは、外来の患者に対して抗がん剤等の薬剤を投与するための今は部屋となっており

ます。抗がん剤の投与は、一般的に５時間程度と長時間を要するものでございますので、そうした

患者の療養環境を整えるための部屋でございます。利用頻度といたしましては、平成３０年度１年
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間の実績で延べ４９人の方に利用をしていただいております。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 １年間で４９人の利用があったということなんですけれども、この部屋は今後なくなっても問題

はないのでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 化学療法室を今回２床の一般病床として登録することにより、現在のような抗がん剤の投与も含

めてですので、化学療法室ではなくなりますけれども、そのまま化学療法をする部屋としても利用

をしていく予定でございます。 

 また、今の化学療法室につきましては、東病棟のナースステーションと直結をしておりますので、

東病棟におけるＩＣＵとしての役割も果たすことができ、多機能で使っていける病室になるという

ふうに考えております。 

 また、その病室が埋まったことによりまして、化学療法がその病室でできなくなった場合には、

移動が可能な化学療法用のベッドでございますので、他の病室でありましたり、外来の診察室であ

りましたりを利用して、化学療法を行ってまいるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 それでは、この地域包括ケア病床というのは、稼働率が９２.２％ということなんですけれども、

一般病床の稼働率のほうをお伺いしてもよろしいでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 一般病床につきましては、現在７３床ございます。まず、平均在院日数で申し上げますと、平成

３０年度の実績で、平均で１７.８日、一般病床はご利用いただいております。それに対しまして、

地域包括ケア病床は２５.６日利用をしていただいております。 

 稼働率でございますけれども、先ほど議員申されましたように、地域包括ケア病床は９２％程度

稼働しております。一般病床につきましては、おおむね７０％から７５％程度の稼働率というふう

になっております。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 一般病床で１７.８日の利用ということなんですけれども、では平均の入院日数ということでよ

ろしいですか。 

○議長（小坂直親君） 
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 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 先ほどお答えさせていただいたのが、一般病床と地域包括ケア病床に分けての平均の入院日数で

ございますので、お一人の方が平均して大体この一般病床ですと１６日から１７日、地域包括ケア

病床ですと２５日から２６日入院されているということでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 そうですね。地域包括ケア病床、リハビリなどに使われる病床だと認識しているんですけれども、

リハビリには時間がかかると思いますので、一般病床のほうが入院期間は短くて、一般的に考えて

次々と新しい患者さんを入れていったほうが経営的にはよいのではないかと思いますけれども、一

般病床を数を減らすということですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 先ほど議員申されましたように、医療センターにおける一般病床の入院料は、一般的に出来高算

定としております。ですので、薬をどれだけ使った、検査をどれだけしたということによって金額

は変わってまいります。それに対しまして地域包括ケア病床は包括ですので、どんな検査をしても、

どんな薬を使っても、１日当たりの入院料は変わらないという形になっております。 

 一般病床の入院料は、まず１４日以内の入院、３０日以内の入院、それ以上の入院ということで

入院の基本料金が変わってまいります。１５日目からの入院につきましては、最初の初日からの入

院料と比較して約２０％減額されます。また、３０日以降の入院につきましては、さらに１０％が

減額されるような、これは診療報酬というものですけれども、減額されることになります。ですの

で、地域包括ケア病床、それに比較して、先ほど申し上げましたように包括ですので、医療費は変

わらない状態が最大で６０日間ということの定額になっております。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 ただいまの説明で、一般病床では段階的に、病院側でいえば収入が変わってくる。地域包括ケア

病床では一定であるということだったんですけれども、一般病床の収入とケア病床の収入、比べて

どのような、どのあたりになるのかなということなんですけれども、よろしいでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 比べてみますと、先ほど申し上げたように一般病床のほうは出来高ですので、どんな検査をする

か、どんな薬を使うかによって医療費は全く変わってまいります。ただ、一般的に入院の基本料金

だけを比較しますと、一番最初に、先ほど申し上げましたように、１５日目から医療費は下がるん

ですけれども、１日目から１４日目までの金額と比較すると、地域包括ケア病床はそれよりは少し
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お安い金額になってこようかと思います。ただ、１５日目以降と比較すると、地域包括ケア病床の

ほうが少しお高くなってくるものと考えています。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 ありがとうございます。 

 市民にとっては地域包括ケア病床がふえることで、しっかり在宅復帰に向けて治療ですとかリハ

ビリができる環境がふえますし、病院にとっても稼働率が高くて、固定した収入が入って収入が安

定する、いいことばかりのような気がしますけれども、何かデメリットというか、ほかの面という

ものはございますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 先ほど議員言われましたように、病院にとっては地域包括ケア病床は、経営面から見ても非常に

有効な手段だというふうに考えております。ただ、市民の目から見ると、やっぱり医療費の面から

見ると、先ほど申し上げましたように６０日間ずうっと変わらない医療費をご負担いただく必要が

ございます。最大６０日の入院ですので。そういう面で見ると、一般病床に入院していると、入院

料金は１５日目、あるいは３１日目と下がっていくものが、地域包括ケア病床は下がらないという

面が、市民の皆様からすると少しデメリットかなというふうに考えています。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 ありがとうございます。 

 市民によりよい病院になるための変更だとは思いますので、市民が安心して利用できるような運

営をお願いしたいと思います。 

 続きまして、補正予算の中から、放課後児童クラブの運営費についてでございますけれども、提

案理由の中では、民設民営の新たに支援対象となる放課後児童クラブの設置に係る補助金というこ

とでした。川崎小学校の放課後児童クラブの背景につきましては、午前中に櫻井議員の質疑の中で

お伺いいたしましたけれども、ほかの部分で今の段階でわかる詳細のほうをお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 放課後児童クラブ運営費の放課後児童健全育成事業費補助金の６２０万円の増額につきましては、

まず川崎小学校区において民間事業者により来年度のクラブ開設に向けた準備が進められており、

利用者ニーズの高い学校区の開設でありますことから、当該事業者に対し、開設に向けた支援とし

て施設改修費５００万円と備品購入費６０万円について補正予算を計上したものでございます。 

 また、井田川小学校区において、今年度から民間事業者により放課後児童クラブの運営をしてい
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ただいておりますが、来年度からその補助基準を満たし、支援の対象と見込めることから備品購入

費６０万円の補正予算を計上したものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 こちら、民設民営ということでございますけれども、市内の学校に通う子供たちがかかわること

でございますので、地域の皆様方のご協力やご理解は必要不可欠かと思います。施設そのものの安

全性はもちろんですけれども、周辺の安全性ですとか環境、それから交通の状況なども、地域の方

のほうがよく知っていらっしゃいますし、地域の方が納得できるように、運営者とともに子供たち

が安心・安全に通えるように配慮していただきたいと思うんですけれども、市のほうでそういった

配慮をしていただくということは可能かどうかをお伺いいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 施設の整備にかかわりまして、民間事業者とともに地域の方のご理解やご協力もいろいろ伺いな

がら、関与できる範囲で十分支援をしていきたい、子供たちの安心・安全にとりましてしっかりと

協議していきたいと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 次に、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業についてでございます。 

 こちら、ＣＳＦ、旧名称豚コレラ問題の発生により来年度に延期となったとのことでございます

けれども、事業内容についてお伺いします。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤産業建設部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業の事業内容でございますが、亀山市、鈴鹿市、四日市

市等の北勢地域に住所を有します養豚生産者を中心に設立された四日市ポーククラスター協議会に

対しまして、その協議会が策定をいたしました畜産クラスター計画に基づきまして実施をされます

畜舎建設事業に対する補助金を交付するという事業でございます。 

 具体的には、協議会の中心的な経営体であります市内の養豚生産者が、規模拡大と衛生管理の整

った養豚経営を実践していくというために、離乳豚舎の新設を行うものでございまして、国からの

補助金を県・市を通じまして協議会に交付をして、さらに協議会を通じて養豚生産者に交付をされ

るという事業でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 
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 済みません。畜産クラスター計画についてもう少しわかりやすく説明をしていただくことはでき

ますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 畜産クラスター計画でありますけれども、先ほども少し触れさせていただきましたけれども、畜

産農家と、またその飼料、餌の会社、さらに三重県の四日市畜産公社等で構成する四日市ポークク

ラスター協議会でありますけれども、そこが立てる計画でございまして、まず飼養規模の拡大等と

いうことで、特に輸入豚肉との競合を避けていくということで、高品質のブランド豚肉の生産、ま

た経営規模の拡大や飼養、衛生管理の改善によりまして、低コスト化などによります生産基盤の強

化をいたしまして、経営を存続していくというようなことが重要になってきておる中で、三重クリ

ーンポークとかさくらポークのブランド力、生産力向上を図りまして、安全・安心でおいしい豚肉

供給を継続、発展的に努めていくという目的でございまして、それぞれその中で取り組みの主体と

いうことで豚舎等の整備を図っていくと、そのような計画がクラスター計画でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 ありがとうございます。 

 それでは、その事業が延期になった背景というのをお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 事業が延期になった背景、今回、減額補正となった背景でありますけれども、ＣＳＦ、クラシカ

ルスワインフィーバー、この略でありますけれども、豚コレラでありますが、これが県内に７月に

発生をいたしまして、それを受けまして来年度に事業の実施を延期するということになりましたこ

とから、本年度の予算につきましてはその全額を減額するというものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 では、その原因になりました豚コレラ問題というのは、今はどのような現状になっているのでし

ょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 現状でありますけれども、先ほども少し触れましたけれども、本年の７月に県内ではいなべ市で、

養豚農場ではいなべ市で発生をいたしましたけれども、それ以降これまで養豚農場での発生はござ

いません。そのような中で、本年９月に農林水産省で地域限定での豚への直接のワクチンの接種を

決定されまして、１１月初旬には、市内２つの養豚場がございますけれども、この２つの養豚場を
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含む県内の全７４の施設におきまして、初回のワクチン接種が完了いたしております。 

 県において、新たに生まれた豚とか県外から持ち込まれた豚、これを対象にワクチン接種を継続

して実施をしておるところでございまして、また半年後に改めて母豚にワクチン接種が実施される

ということになっております。 

 一方で野生イノシシのＣＳＦ感染予防対策でございますけれども、経口ワクチン散布を実施して

おりますものの、県の北勢部では依然としてＣＳＦの陽性反応のイノシシが確認をされておるとい

うようなところで、この１２月２日現在の数字でありますけれども、累計では３０頭がこれまで確

認をされております。 

 県において、年が明けて１月に２期目の経口ワクチン散布を予定しておりまして、本市におきま

しても実施されると、そのような予定と伺っておるところでございます。 

 こうした現状の中で、本市ではＣＳＦの連絡会議を適時開催いたしまして、ＣＳＦの現状、また

経口ワクチン散布のスケジュール等、庁内での情報共有を図るとともに、発生時の庁内体制の整備

等を協議するなど、有事に備えておるというようなところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 養豚場のほうではワクチンのほうの接種がされたと、野生のイノシシのほうではまだちょっと問

題が残ったままのような気がしますけれども、これはもうこのまま来年度には確実に実施をされる

ということは決まっているのでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 この事業の実施でありますけれども、来年度でやるということでありますけれども、事業の実施

主体におきましては、豚へのワクチン接種は決定となって実施されておるということで、それが決

まるまでは実施時期は不確定な状況でございましたけれども、ワクチン接種がされたことから、来

年度実施を決定されておるところでございまして、現状の状況が今後大きく変化しない限りは、来

年度実施されるというものに見込んでおるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 では、また情報収集のほう、情報提供のほうもよろしくお願いしたいと思います。 

 最後になりますけれども、指定管理者の指定についてでございます。 

 こちら、２０地区のまちづくり協議会が指定管理者となる各コミュニティセンターなどの指定管

理者の指定についての議案でございますが、まず、まちづくり協議会、現在全部で２２地区ござい

ますが、今回２０地区のみの議案である理由のほうをお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間生活文化部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 
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 今回、指定管理者の指定の議案として提出しておりますのは、それぞれ地域まちづくり協議会の

活動拠点として地区コミュニティセンターと鈴鹿馬子唄会館、関町北部ふれあい交流センターでご

ざいまして、２０の地域まちづくり協議会を指定管理者として提案しております。 

 まちづくり協議会の拠点施設のうち、指定管理を行っていない２カ所につきましては、一つは関

文化交流センターでございまして、関宿まちづくり協議会の活動拠点でございますが、１階には多

目的ホール、２階にロビー、料理教室、和室、３階には研修室、会議室、図書室などがある複合的

な施設でございますので、直営で管理・運営を行っているものでございます。 

 もう一つは林業総合センターでございまして、加太地区まちづくり協議会の拠点施設でございま

すが、ここは産業振興課所管の施設でありまして、行政機関の加太出張所や鈴鹿森林組合の事務所

を含む施設でございまして、現時点では指定管理者の制度の導入は難しいと考えているものでござ

います。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 それでは、今回指定する期間が３年間ということなんですけれども、３年間とする理由をお伺い

したいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 指定管理の期間を３年間といたしましたのは、コミュニティセンター等の指定管理料自体がほぼ

実際に施設を運営する上で必要になる光熱水費や人件費などの維持管理経費のみでございますので、

例えば電気料金の変動とか賃金の上昇など、期間中の経済情勢の変化にも対応できるように、ほか

の施設よりも短目に期間を設定しているものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 では、各コミュニティセンターの指定管理を始めてから、それぞれの指定管理、同じ指定管理者

でしょうか。同じであれば、何回目の更新になりますでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 市では、多様化する市民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理運営に民

間の能力を活用しまして、市民サービスの向上や経費の削減を図ることを目的に、平成１８年度か

ら地区コミュニティセンターを含めまして指定管理者制度を導入しております。 

 地区コミュニティセンター等につきましては、地域まちづくり協議会の活動拠点でございますの

で、当初からその地区の地域まちづくり協議会に管理・運営を行っていただいているところでござ

います。 

 何回目かということでございますが、当初から指定管理者制度、当初と申しますのは１８年です
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けど、１８年から指定管理者制度を導入している地区コミュニティセンターにつきましては、今回

は４回目の更新でありますが、２１年度から指定管理をしております鈴鹿馬子唄会館は３回目の更

新、２９年度から指定管理を行っております関南部地区コミュニティセンターと関町北部ふれあい

交流センターにつきましては初めての更新でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 ありがとうございます。 

 更新するに当たりまして、当然一定の基準に基づいて評価をして、それをクリアした後に更新と

いうことになるとは思いますけれども、具体的な評価項目はございますでしょうか。あるようでし

たら評価内容のほうをお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 指定管理の評価を行うために施設のほうに職員が出向きまして、モニタリング、実地調査でござ

いますが、それを年１回実施しておるところでございます。内容といたしましては、職員配置など、

実施体制の状況とか施設の維持管理状況、サービス向上への取り組み状況、防犯・防災対策への取

り組み状況、個人情報等措置状況、経理の執行管理状況、市への報告体制状況、環境対策への取り

組み状況の８項目につきましてモニタリングを行って評価に反映しているところでございます。 

 一部のコミュニティセンターで若干節電の周知がされていないとか、そういうことがございまし

たんですが、どこも高い評価で、ほとんど差がつかないような状況でございました。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 その評価というものは、一般に公表はしていらっしゃいますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 指定管理者から受けるその年度の事業内容の報告と、先ほど申し上げましたモニタリングの結果

を踏まえまして、事業内容を評価しまして、市のホームページで公表しておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 先ほどの評価項目の中に、サービス向上への取り組み、そういう項目もあったということなんで

すけれども、そういう取り組みですとか、また評価ですとか、各コミュニティそれぞれ取り組んで

いるものが違うと思うんですけど、そういうものを共有したりとか、そういうことはございますで

しょうか。 

○議長（小坂直親君） 
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 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 地域まちづくり協議会の代表者さんと施設の職員さんを対象にしまして、年１回の会計事務とか

労務管理等につきまして指定管理者研修を行っておるところでございますが、そのことによりまし

て、各まちづくり協議会の職員さん同士で交流が図られまして、日々の業務運営の方法などにつき

まして平素から頻繁に情報交換が行われておると伺っておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 地域としっかり情報共有、それから情報交換、連携をとっていただきまして、さらに地域同士の

横のつながりも強化していっていただければ亀山市全体の利益ともなると思いますので、ぜひとも

よろしくお願いしたいと思います。 

 以上で、私からの質疑を終わります。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 先ほどの古田地域医療部長の答弁について訂正の申し出がありましたので、発言を許可します。 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 先ほど私、地域包括ケア病床以外に一般病床の稼働率をおおむね７０％から７５％というふうに

ご答弁させていただきましたが、済みません、それは西病棟のみの数字でございました。東病棟の

一般病床を加えた一般病床の稼働率は、最新の数字で６４.６％でございます。申しわけありませ

んでした。 

○議長（小坂直親君） 

 ２番 中島雅代議員の質疑は終わりました。 

 次に、１６番 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 通告に従い質疑をします。 

 まず、議案第８８号亀山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてです。 

 この改正は、人事院勧告に準じた一般職の任期付職員の給与の改定ということであります。 

 まず、一般職の任期付職員とはどういう職員なのかをお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 １６番 服部孝規議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 任期付職員とは、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づき、市の条例で

定めることにより、高度の専門的な知識、経験、またはすぐれた識見を一定の期間活用して遂行す

ることが特に必要とされる業務に従事させる場合や、公務の能率的な運営を確保するために必要で

ある場合に、任期を定めて任用する職員のことでございます。 

 任期付職員には、高度の専門的な知識、経験、またはすぐれた識見を有する者を一定の期間任用
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する特定任期付職員と、一定の期間内に終了することが見込まれる業務、または一定の期間内に限

り業務量の増加が見込まれる業務に任用する特定業務等従事任期付職員、この２つがありまして、

この特定業務等従事任期付職員につきましては、短時間勤務で採用することも可能としておるとこ

ろでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 ２種類あるということと、それから高度な専門的な知識、経験、またはすぐれた識見を有する者

を一定期間任期を決めて採用するというような答弁でした。 

 それで、この一般職の任期付職員が現在亀山市で採用されているのかどうか、それから採用され

ているとすれば、どんな部署で仕事をしてみえるのか、さらに給与はどれぐらいで勤務時間はどう

なっているのかについてお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 令和元年１２月１日現在で任用しております任期付職員は１名ございます。これは、特定業務等

従事任期付職員としまして、週１日の短時間勤務として採用しておるところでございます。 

 任期付職員を任用した目的は、国民健康保険事業を安定的に運営できるよう、国民健康保険税の

収納率の向上を図るため、弁護士資格を有する者を採用し、国民健康保険税の徴収体制の充実を図

るものでございます。 

 現在、生活文化部市民課国民健康保険グループに在籍をしておりまして、主に国民健康保険税の

徴収及び滞納整理業務、並びに市の債権管理、債権回収に係る指導・助言などの業務を行っている

ところでございます。 

 この職員は、亀山市の一般職の任期付職員の採用等に関する条例に規定する給料表６級、３１万

５,１００円を適用しておりますが、週１回の短時間勤務でございますので、実際には月１３万円

程度の支給となっております。勤務時間につきましては１日７時間４５分ということで、一般職と

同様の勤務時間というふうになっております。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 弁護士さんで、主に国保の滞納整理ということで、月１３万円程度ということですね。週１回の

勤務ということです。 

 これは弁護士さんですけれども、どこの弁護士さんですか。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 津市の楠井法律事務所でございます。 

○議長（小坂直親君） 
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 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 楠井弁護士事務所ということですけれども、ここは市の顧問弁護士をやっておるということであ

ります。市は法律顧問報酬として、今年度の予算でいえば１２６万円を計上しております。その顧

問弁護士の事務所の弁護士をまた別立てで一般職の任期付職員として採用して給料を払う。月額１

３万円も払っておるという、これは二重取りではないのかと私は思うわけですよ。十分顧問弁護士

の仕事の一つとしてやっていただいたらそれで済むんではないかと思う。わざわざこんな別立てで

任期付職員を採用する必要があるのかと、こういうふうに思うんですが、その点、顧問弁護士の報

酬に含まれるのではないか、この点について見解をお聞きしたい。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 まず、市が委嘱しております顧問弁護士の業務内容といたしましては、法律相談、法律問題の鑑

定、または簡単な法的文書の作成等が業務となっているところでございます。一方で、今回任用し

ております任期付職員につきましては、国民健康保険税の収納率の向上及び滞納者の生活再建を目

的として任用しているところでございまして、これにより徴収体制の強化と収納支援業務との連携

強化を図ることができ、徴収額の増加も見込まれているところでございます。 

 また、国民健康保険税の滞納者は、生活困窮や多重債務などの問題も抱えているケースもござい

ますので、弁護士が対応することによって、未収金の回収だけでなく、破産、個人再生、生活保護

等について法律の専門家としてのアドバイスも可能となりますので、滞納者の生活支援につなげる

こともできるものと考えております。したがいまして、今回の任期付職員と顧問弁護士につきまし

ては、基本的に業務に差があると、そのように認識をしておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 違うということですけれども、やっぱりこれはひっくるめて顧問弁護士に支払うとか、それから

どうしても別にするんだったら、いわゆる顧問弁護士と別の法律事務所から頼むとか、やっぱり何

らかしないと非常に紛らわしいというふうに思います。その点、今後考えていただきたいと思いま

す。 

 次に移ります。 

 議案第８９号亀山市職員給与条例の一部改正についてであります。 

 ８月の人勧で改正ということですけれども、まず最初に、毎度のことですけれども、人事院勧告

というのはどういう制度なのかを確認したいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 人事院勧告制度についてでございますが、国家公務員はその地位の特殊性と職務の公共性から、

団体協約締結権や争議権が認められていないなど、労働基本権の制約を受けており、民間企業のよ
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うに団体交渉によって給与や勤務時間を決定することはできないものでございます。そのため、労

働基本権制約の代償措置として、独立機関である人事院が社会の一般の情勢に適応した適正な給与

を確保するため必要な改定について、国会と内閣に対し同時に勧告を行い、それに基づいて国家公

務員の給与改定がなされる仕組みでございます。この勧告が人事院勧告でございまして、民間企業

従業員と国家公務員の給与水準の均衡を図ることを基本に行われるものでございます。 

 また、地方公務員の給与は地方公務員法第２４条により、国家公務員や民間企業の従事者の給与

などを考慮して定める旨が規定されているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 丁寧に説明いただきました。簡単に言うと、労働基本権が制約されているということの代償措置

としてあるんだということですね。私は特に大事やと思うのは、対象はあくまでも国家公務員であ

るということですわね。地方公務員はこの勧告の対象外だという問題であります。ただし、そうで

はあっても、各自治体、本当にほとんどの自治体がこれに準じて給与条例を改正しているというの

が実態であろうと思います。 

 そこで、まず月額の改正、これが初任給と若年層の引き上げということにとどまったということ

でありますけれども、私はやっぱり３０代半ば以降の職員の改定も必要ではないかというふうに思

います。この間、給与制度の総合的な見直しというのがあって、給料水準が下げられたこともあり

ますし、やっぱり中高年層の生活改善も必要ではないかと思うんですが、その点について、なぜ若

年層と初任給だけだったのかをお聞かせください。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 今回の人事院勧告のポイントは、民間給与との格差を埋めるため、これは議員ご指摘ございまし

たが、初任給及び若年層の給料月額を引き上げるという内容でございます。特に民間企業との比較

で、若年層の給与に開きが生じているとの調査結果が出たところでございます。そのような理由か

ら、３０代後半までの職員が在職する号俸について所要の勧告が行われたものと認識をしていると

ころでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 後で述べますけれども、これはあくまでも民間の企業と国家公務員との関係でそういうことが起

こったということであって、必ずしも亀山市の中でそういうことが実態としてあるということでは

私はないと思いますね。この辺が一つの問題点だと思うんですけれども、それは後で述べることに

して、次に住居手当について移っていきたいと思います。 

 先ほども質疑ありましたけれども、下限を引き上げ上限も上げるという、こういうことになって

おります。聞いておりますと、どうも増額よりも減額のほうが多いということですけれども、この

点について再度答弁を求めたいと思います。 
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○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 当市における住居手当の支給実態としましては、今回の改正により手当が減額となる職員が増額

となる職員より多く存在するというところでございます。これにつきましては、午前中、森議員に

もご答弁させていただきましたように、減額となる職員が５８人で、全体で６５％、増額となる職

員が全体で３２人、３５％、増減がない人が１人ということで、全体で９１人ということになって

おります。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 減額が５８人で６５％、増額が３２人で３５％ということで、減額のほうが多いということです

ね。やっぱり一つ考えなきゃならんのは、確かに家賃の高い都市部ではこういう改正は必要なんだ

ろうと思いますけれども、果たして亀山のような家賃が比較的安い地方都市でこういう改正が必要

なんだろうかというふうに思うわけです。やっぱりこういうことをやっていくと、地域間格差が拡

大するんではないかというふうに思います。もう少し亀山の実態に合わせた改正というのはできな

いのか。都市部でこうだから地方都市でもこれをやりますということでは、かえって問題が出てこ

ないのかということなんですけれども、その点について見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 今回の住居手当に係る家賃の状況につきましては、議員ご指摘のとおり、都市部と地方では状況

は異なるものと認識をしておりまして、逆に都市部であれば今のその増額と減額は逆転現象が起こ

る都市もあるのではないかというふうに認識をしております。 

 しかしながら、本市は都道府県や政令市のように人事委員会が設置をされておりません。このこ

とから独自で民間企業の給与実態調査をすることも、独自の制度を設けることも現実的にはできな

い状況でございます。先ほど、国家公務員と民間企業の差の調査のことを触れられましたが、従業

員５０人に対して１万２,５００社、全体で５５万人余りの実態調査を国家公務員と民間企業で比

較いたしますので、それに基づいて我々は人事院勧告に準拠して、国家公務員の給与に準拠して地

方公務員の給与を決定しておるというところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 そんな大がかりなことやらなくても、最近ので、例えば亀山市の家賃の動向を調べれば、果たし

てこういう形で国に合わせてやる必要があるかどうかぐらいは出てくるんではないかと。だから独

自に考えるということを視点として、とにかく国が人勧で変えたから地方もそれに思考停止で準ず

るというやり方は、やはり考える必要があるんではないかというふうに思います。 

 次に、一時金の問題に入ります。 
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 今回も勤勉手当なんですね。一時金というのは勤勉手当と期末手当というふうにあります。やっ

ぱり勤勉手当というものはどうしても成績主義的なものが入ってきますので、こういう意味で月額

の補填と、ボーナスってよく言われます、月々の給料を補填するというふうに言われますので、そ

ういう性格からいえば、生活給の原則に基づく期末手当に配分すべきだと私は思うんですが、その

点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 一時金に係る人事院の考え方といたしましては、これも議員からございましたように、民間の支

給状況を踏まえ、勤務実績に応じた給与を推進するため、人事評価が反映される勤務手当に配分さ

れたものというふうに認識をしております。ここで本市の一時金の率でございますが、期末手当で

２.６カ月、これは０.０５カ月が改正されたとして勤勉手当で１.９カ月、合計で４.５カ月という

ことになっておりますので、まだこの状態においても期末手当の支給率は高いと、そのような認識

もしておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 期末手当の割合をやっぱりきちっと確保するということが大事だろうというふうに思います。 

 もう一点、再任用職員のことについてお聞きしたい。 

 今回、その改善がありませんでした。同一労働同一賃金の観点からすれば、ここにもやっぱり改

正が及ぶべきだろうと思うんですが、その点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 議員ご指摘のように、再任用職員につきましては、まず月齢級の引き上げがございませんでした。

これにつきましては、初任給の引き上げと３０歳代半ばまでの職員が在職する号俸について今回改

正をされましたので、我々も含め、これ以上の年齢の職員については給料の改定がなされませんで

したので、再任用職員についても同様の考え方であろうかと、そのように推察をするところでござ

います。 

 また、一時金につきましては、人事院からは具体的な見解は示されておりませんが、そもそも人

事院には６０歳以上の給与カーブにつきましては極力抑制したいというような考え方がございます

ので、そのようなことから再任用職員については今回改正に至らなかったものと、これも推察され

るところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 この点についても、亀山市として必要があるんならやっぱり改善を図るという、そういう独自性、

柔軟さが要るんではないかというふうに私は思います。 
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 こうやってずうっと改正内容を見てきたんですけれども、やっぱり人事院勧告というのはあくま

でも国家公務員を対象にしたもので、それをそのまま地方へはめるということは、かえって問題が

生じるんではないかと私は思うんですね。 

 例えば、国家公務員と地方公務員がどれぐらい違うかということなんですけれども、まず採用の

仕方が違います。それから適用される給料表が違います。昇給・昇格の仕方が違います。職員構成

が全く異なりますという、こういうことがあって、本当に似ているようで似ていないんですよね。

もっと具体的に言うと、採用については国家公務員は大卒者を対象にキャリアと呼ばれる総合職と

いう職種と、それから高卒者を対象にしたノンキャリア、一般職という、こういうふうにもう採用

の時点から分けております。だから、当然そこから先、昇給・昇格も全く異なるわけですよね。ノ

ンキャリアの役職の上限は課長補佐クラスというふうに言われております。 

 こういうふうな国家公務員の問題があって、一方で、じゃあ亀山市はどうかというと、亀山市は

事務職、技術職という職種の区分はありますけれども、市職員として同じ試験で採用されるという

ことですね。そのまま昇給・昇格をしていきますけれども、採用時に給料が大卒の人は高卒の方よ

りも４号俸上位ということだけで、あとそれ以降は全く同じ扱いをするわけですよね。だから、そ

ういう意味ではもう全く違うということがあります。 

 それから、給料表についても、国は１級から１０級まで全てを使って運用しておりますけれども、

亀山市は１級から８級までしか使っていません。これも随分違います。さらに数も全く違うんです

ね。国家公務員は約５８万人と言われている。そのうちで人事院勧告の対象になるのが２７万５,

０００人というふうに国のほうで出されております。やっぱりこれだけ大きな組織の職員構成と、

亀山市の正規職員５００人ですよね。こういう中の職員構成を全く一緒だというふうに見て、人事

院勧告をはめようとするのは、私は無理があるんじゃないかというふうに思います。やっぱりこれ

ぐらい違いのあるものを地方公務員にはめるということ自体が無理があるんではないか。下手にや

るとかえっていびつなことになるんではないかということですね。だから、国は国なりの考えがあ

っていびつなところを是正するために勧告をするんですが、例えば地方ではいびつになっていない

ところをいらうために、かえっていびつになるというような、そんなことだって起こるんではない

かと思うんですよね。やっぱりもっとその市独自で、さっき人事委員会がないと言われましたけれ

ども、できるところについては独自の判断をしていくというような考え方を持つべきだと思うんで

すが、その点についての見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 ただいま議員から、国家公務員と地方公務員のさまざまな違いをお示しいただきましたが、まさ

にそれは全く事実だというふうに思っております。その上で、国家公務員と地方公務員を比較する

のに、国の給与を１００と置いたラスパイレス指数というものがございまして、国の給与と地方公

務員の給与がどの程度均衡が図られておるかという、これをラスパイレス指数の中で判断していく、

それも一つの考え方であろうかというふうに思っております。 

 そういった意味で、今現在、亀山市のラスパイレス指数につきましては１００を若干超えたよう

な数字ということでございますので、国の給与と地方公務員、亀山市の給与というのは一定均衡が
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保たれているものと、そのように認識もしておるところでございます。 

 しかしながら、さまざまな制度につきましては、今後地方の実態等も勘案して考えていくべきと

ころもあると思いますので、そういった全ての給与体系につきましては、基本はやはり国家公務員、

人事院勧告、こういったものに準拠していくということでございますが、その中でさまざまな制度

については総合的に考えていきたいと、このように考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 今、ラスパイレス指数というものを出されました、これは私、困った物差しやと思っています。

実態を反映していないんですよ。というのは、ずうっと私もこういう人事院勧告を実施せいという

立場でかかわってきたあれがありますので言わせてもらいますけれども、国のほうで、例えば１つ

６級の１０号俸というのを取り出しますわね。そこに在職する職員が３,０００人いると、また何

せ何十万の国家公務員ですから、そうすると一つのそういうところを取り出しても、何千人とおる

わけですよね。そこにその給料額を掛けて、亀山市は６級の１０号俸に、例えば一人だけ職員がい

たとする。それも一緒に、何千人と一人を一緒というふうにみなして計算をするわけですよね。だ

から、これは本当に実態を反映するのかというと、反映しないだろうというふうに思うんですよね。

職員構成が全く違うし、それからそういうようなことも違う中で、ラスパイレスだけでこれが同じ

だとかどうという問題はないだろうと思う。 

 また、もっと言うならば、一緒でなきゃならんのかという問題ですよ。地域のいろんな経済状況

やとかいろんなことがありますので、何も国家公務員と同じでなければならんという理屈はないと

思うんですよ。だから、地域の住民が理解をし、それからいわゆる労働組合との話もちゃんとでき

て、そういうものであれば、市独自というのか、地域それぞれで決めていい問題だろうと思うんで

すよ。こういう点は国の全体の問題ですけれども、国が決めたらそれを地方もイコールするという、

こういう決め方自体が私はもうそろそろ変えるべき時代に来ているんやないかなあと、地方分権と

言われる時代の中でそんなことを思っております。そんな意見だけ言わせていただきます。 

 最後に、議案第９６号から１１６号までの指定管理者の指定についてお伺いしたいと思います。 

 この議案は、１８の各地区コミュニティセンターと鈴鹿馬子唄会館、北部ふれあい交流センター

及び南小学校の学童保育所ということであります。 

 これまでもずっと言ってきましたけれども、収益性がなくて、非公募の特定の団体にしか対象に

ならないような指定管理者制度の適用は改めるべきだというふうに言ってまいりました。この前の

昨年の９月議会でもこの点、同じ問題をただしました。市はそのときに、平成３０年度、３１年度

において個々の指定管理施設のみならず、指定管理者制度の全般的なあり方について検証していく

というふうに答弁をされました。 

 それで、最初にお聞きしたいのは、この３０年度、３１年度、今年度ですよね、どんな検証をし

てきたのか、今回の提案でその検証が反映されているのかどうかお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 落合総合政策部次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 
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 個々の指定管理施設の検証と、指定管理者制度の全般的なあり方、この２つについて検証を３０

と３１年度、令和元年度について行うということでございます。 

 そしてまず、個々の指定管理施設の検証につきましては、本年２月に総合政策部が施設の所管部

署と施設の各指定管理者の両者に対しまして、個々にですけれども、時間帯を設けてヒアリングを

実施しました。ヒアリングのポイントとしましては、施設の所管部署に対しては現行の指定管理者

制度は適正であるのか、また直営に戻した場合はどうなるのか、こういうようなことをヒアリング

しました。 

 そしてまた、指定管理者に対しましては、現行の指定管理者制度におけるメリット・デメリット

はどんなものであるのかとか、施設利用者の満足度を高める効率的な運営はどういうことをしてい

るのかとか、そういうようなことを聞き取りさせていただきました。 

 そのヒアリングの結果としましては、両者、所管部署と指定管理者の間で定期的に連絡協議会を

開催しておりまして、情報を共有したりしておりまして、十分に連携が図られておりまして、良好

な信頼関係のもと、特段の問題もなく指定管理者制度が機能しているという検証結果でありました。

個々の施設についてはそういう検証結果でありました。 

 一方、指定管理者制度の全般的なあり方につきましては、全般的ですので、市長を委員長とする

行財政改革統括管理委員会におきまして、総務委員会の所管事務調査の提言も踏まえた上で検証さ

れまして、結論としまして、指定管理者による運営については、諸課題はあるといたしましても、

全体として指定管理者制度の目的である市民サービスの向上と経費の削減がおおむね達成されてお

るということで、そういう評価の中で全般についても現行制度の運用を継続していくというふうに

決定されて、このような状況の中、今回の選定議案も提出させていただいたというものでございま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 長々と答弁されました。それって議会に示されていますか、検証結果という形で。 

○議長（小坂直親君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 総務委員会からの提言が３つございまして、そのうちモニタリングの見直しという、指定管理者

の評価項目や評価点の、今現在全ての指定管理施設が一緒ですもので、それらを各施設に応じたよ

うな評価点をつくる、このモニタリングの見直し、それが今まだちょっとできておりませんでした

ので、これを３つまとめて出させていただこうと思っていますので、３月議会には提出させていた

だくということで、今回までにはまだ出てはおりません。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 今言ったようなことが提案の理由の中に入ってこなあかんのですよ。つまり、３０年度、３１年

度でいろんなことをヒアリングもし、いろんなことをやりました。その結果、妥当だという判断が
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出たということで議案の提案をしているわけですから、少なくともその範囲のところは、今答弁さ

れたようなことが資料として出てこないとおかしいというんですわ、私は。何もないんですよ。今

初めてこうやって質問して答弁もらったんですよ。だから、そういうことなしにこういう議案が出

されているということが私は問題だというふうに言っております。だから、ぜひこれは出していた

だきたいと思います。現時点でわかっている範囲でね。 

 それから、もうちょっと先に言われましたけれども、議会が総務委員会で提言をしました。この

とき私、総務委員会の委員でしたんで、そのときにもやっぱり競争のない非公募は廃止すると、特

に学童保育所や地区コミュニティセンター、こういうところについては収益性がないんだから、直

営もしくは業務委託に管理方法を改めるという提言をさせてもらいました。先ほど聞き取りされた

と言いますけれども、結局その指定管理でしかずうっとやってこなかった人に聞いてもわからない

んですよ。例えば、業務委託と比較ができるかといったらできないんですよ。だから、今ある指定

管理で特に問題がなかったと、これで済ますわけですけれども、もし業務委託にすれば、こっちの

ほうがもっといいんやなあとわかるかもわかりません。だから、今やっている指定管理だけをずう

っと経験してきた人に聞くだけでは私は足らない。要するにもとをただしてくれと言っておる。だ

から、指定管理でなくてもできるんではないか、むしろそのほうがいいんではないかということを

議会のほうは提案しているんであって、今の指定管理者制度の検証だけではだめやというところな

んですよ。もっとほかのやり方、直営でやるとか、それから業務委託であるとか、これとの比較で

どうなんだという議論をやってもらわないことには、やっぱり答えは出てこないだろうというふう

に思います。 

 そんなことで、この提言も生かされたのかどうか、今回の提案の中で、さっきモニタリングのこ

とを言われましたけれども、その点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 もちろん総務委員会からの提言３つ、十分こっちのほうも理事者側も考慮いたしまして、まず根

本的に見直すいい機会であったと認識しております。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 よくわかりません。要するに今回議案に出してきたのは検証した結果、妥当だというふうに言わ

れて、そもそもの問題はどうやといったら検討の余地はあるんやと、こう言われるんですよね。前

回もそんな感じの答弁でした。市長に聞いたときもそうでしたね。今回の指定管理の議案を出すに

当たっての検証結果は妥当だということを言いながら、それじゃあそもそも指定管理者制度はどう

なんやということについては今後も検討していきたいと言われるんですよ。だから、その検討をし

た上で今回提案をすべきやないかということが私は言いたかったんですけど、その辺がもう何かお

かしくなっている。 

 一遍市長に聞きます。要するに根本的な見直しが必要だということは、それはやっぱり要るとい

うことですね。その点お聞きしたい。 
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○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 平成１８年度からこの公の施設を直営で運営するのか、もしくは指定管理者制度、あるいは業務

委託、この形で運営するのか、どちらが市民サービスの向上や行政運営上の効率につながるのかと、

こういう視点から指定管理者制度を導入いたしました。 

 この制度自体の諸課題、個々には幾つかあるんだろうとこう思っておりますが、総合的に判断い

たしますと全体としてこの指定管理者制度の目的であるサービスの向上、それから経費の節減等は

おおむね達成ができておるというふうに理解をいたしておりますし、その意味でこの制度を継続し

ていくというのは合理性があるという判断のもとに今回決定をし、条例提案をさせていただいてお

るところであります。 

 議会からご指摘をいただいております３点のこの要望につきまして、当然しっかり私どもも認識

をさせていただいた上で、議論をしながら今後に生かしていくという立場でございますし、モニタ

リングの見直しにつきましては、３月議会にぜひ間に合う形で全体としての考え方を整理させてい

ただきたいと考えています。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

 簡潔に。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 １点だけ、経費の節減ということを言われました。これはほかのところで言ったことがあるんで

すけど、収益性のないところで経費の節減をしようと思うと、どうしても大半が人件費なんで、人

件費の削減に行かざるを得ないんですよ。だから、収益性のないところで経費の削減をするという

ことは人件費に行くということで、やっぱりこれは私は問題であろうということだけ申し上げて、

質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 １６番 服部孝規議員の質疑は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午後 ２時１０分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ２時２０分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１番 草川卓也議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 会派結の草川卓也でございます。 

 午前中、森 英之議員からも説明ありましたが、新会派結成に当たりまして「結」と書いて「ゆ

い」という会派名をつけましたのは、３つの結びつきを重視するという理念でございます。説明が

ありましたけれども、１つに交通の結節点としての「結」、そして第２に環境・文化・経済それぞ
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れの分野の「結」、そして協働という人の心の「結」、これら３つの「結」を大切にしてつなぐ政

治に務め、なお一層市民の声に応える政治、これを展開していきたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 それでは、議案第９１号亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正についてということで、

地域包括ケア病床について伺ってまいりたいと思います。 

 地域包括ケア病床とは、急性期の治療を終了し、病状が安定した患者に対して、在宅復帰に向け

た効率的な医療、看護、リハビリ、退院支援などを提供するための病床と認識しております。経過

観察が必要な方や在宅復帰に不安のある方、積極的なリハビリが必要な方に寄り添って、地域や関

連する施設との連携を大切にしながら在宅復帰へのかけ橋となる存在だと認識しております。 

 在宅復帰へのかけ橋といいましても、もう少し細かく分けますと、１つに急性期からのリハビリ

等の受け入れ、専門用語でポストアキュートといいます。そして第２に、在宅など、いわゆる地域

で療養されている方々からの入院が必要になった方の受け入れ、これをサブアキュートといって、

この２つに分けられると認識しております。 

 そして、この地域包括ケア病床の稼働率は９２.２％と高く、今後も需要増加が見込めるという

ことで今回８床ふやし、計２７床にする改正案に至ったと理解しております。 

 そこでまず、実施内容と実績ということでございますが、これまで亀山市の地域包括ケアシステ

ムを支える上で、地域包括ケア病床が果たしてきた役割と実績について伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 １番 草川卓也議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 古田地域医療部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 地域包括ケア病床は、先ほど議員からもご紹介がありましたように地域包括ケアシステムを支え

る病床といたしまして、平成２９年４月にまず１５床を開設いたしました。その後、平成３０年４

月に４床増床し、さらに来年４月に８床増床することによりまして合計２７床とするものでござい

ます。 

 この地域包括ケア病床は、ご紹介いただきましたように主に病状が安定した患者がスムーズに退

院し、在宅復帰できるように、専門スタッフによるリハビリや在宅復帰支援を行っており、最長で

６０日間入院が可能であることから、開設以来高い病床稼働率を維持しておるところでございます。 

 亀山の地域包括ケア病床の開設による効果でございますが、当院がまずかめやまホームケアネッ

トという在宅医療の連携のシステムの後方支援病院になっております。このことから、当市の地域

包括ケアシステムを構築するに当たって、重要な役割を果たしているものと考えております。 

 なお、地域包括ケア病床を開設するに当たり、国の基準を満たすために当院全体の病床数は減少

することになりましたが、病床全体の稼働率の上昇にもつながっておりますので、健全な病院経営

にも寄与しているものと考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 それでは、先ほどちょっと専門用語を使いましたけれども、急性期からのリハビリ等の受け入れ、
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いわゆるポストアキュートと言われる部分と、在宅など地域から入院が必要になった地域療養をさ

れている方が入院されるという受け入れ、サブアキュート、それぞれの実績を教えてください。 

○議長（小坂直親君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 最新の情報で先月１１月の現状でございますけれども、１１月中に地域包括ケア病床に入院され

た方は１６名お見えになります。そのうちちょうど半数の８名の方がご自宅から直接の入院の方で

ございます。残りの半数の方が病院内、ですので医療センターの西病棟でありましたり東病棟の一

般病床からの転床ということになっております。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 ８名自宅からで、そしてもう８名病院内からの受け入れということで理解いたしましたが、ほか

の病院からの受け入れというものは先月はなかったと。 

 これまで実績としては、細かい数値、ないかもしれないですけれども、そういった受け入れを行

っているのかどうかということに関して伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 他の病院からの受け入れでございますが、パーセンテージ、割合にして４.２％ですので、ごく

少数となってございます。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 ほかの病院からの受け入れは少数ということでしたが、自宅からの受け入れと病院内からの受け

入れが半々というのは、これはとてもいい数字なのかなあと思います。やっぱり病院内だけで完結

させるのではなく、地域で完結という方向に動くのが地域包括ケアであり、この地域包括ケア病床

の役割だと思っておりますので、この割合というのはとても好ましいのではないかなあと思います。 

 それでは、次に病床数変更の根拠についてでございます。 

 今回、地域包括ケア病床の増床数８とした根拠について伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 今回、地域包括ケア病床は８床増床をさせていただきます。それはどうしてかというご質問やと

思います。 

 まず、地域包括ケア病床は当院の東病棟に設置をしております。現在１９床でございます。東病

棟のほうで一般の急性期病床の６人部屋が現在４部屋ですので、２４床ございます。そのうちの２

室につきましては、６人部屋が２室、１２床につきましては、今のまま一般病床で残させていただ
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こうと思います。それは、眼科の白内障の手術に対応するために男性の部屋と女性の部屋という形

で１室ずつ。ですので、残ったあとの２室を今回地域包括ケア病床に変更させていただこうという

ふうに計画をいたしました。ただ、２室合計で４床減ってまいります、６人部屋を４人部屋にする

関係で。４床の減少というのは非常に急でもありますので、今回は化学療法に使用している病室を

２つの病床として登録して、全体の病床数の減少を２にとどめたところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 病床全体を調整していただいた結果だと理解させていただきましたけれども、この地域包括ケア

病床に欠かすことができないのがリハビリの施設であるかと思います。増床によって今回の８床ふ

えることによって、リハビリ施設のキャパシティーの面では問題はないのか、一応確認させていた

だきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 地域包括ケア病床には、専従のリハビリ職員、今は理学療法士がついておりますが、１名ござい

ます。ただ、その１名で今１９床のリハビリが対応できるかというととてもできませんので、今の

リハビリの職員、理学療法士、作業療法士全員で取り組んでおります。あと、８床増床することに

よりまして、多分１人当たりのリハビリの職員ができる、専門で言うと単位数と申しますが、その

単位数の限界がございますので、多分この８床ふえることによってぎりぎりまでの線になってこよ

うかと思います。ですので、来年度以降、そのリハビリの状況を見ながら、リハビリ職員の増強と

いうことをまた考えていかなければならないのかなあとは思っております。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 人員の面、ちょっとこの後でも質問させていただこうと思っておりましたが、そのリハビリとい

うところに影響が出てくると思いますので、人員の面、常により質の高い医療、リハビリを提供す

るためにぜひ意識していただければと思います。 

 次に、期待される効果について伺いますが、まず今回の増床に伴いまして８床ふえるということ

でありますので、ちょうど１年前、この議会で森 美和子議員から質問があったと思いますけれど

も、医療的ケア児のレスパイトケアというところに関して、このレスパイトケアに対する見通しに

関してはいかがでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 ちょうど１年前に森 美和子議員からもご質問いただいたと思います、医療的ケア児の問題でご

ざいます。 

 当院の内科医は、そのほとんどが総合診療医でございます。ですので、基本的には小児科の診療
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もできる医者でございます。ところが、こういう形でレスパイト的な入院ということになりますと、

やはり病棟の管理は主が看護師でございます。現在は、看護師がその小児の、特に医療を必要とさ

れる小児の方のケアというものは非常にまだまだ知識も何もない状態でございますので、今のとこ

ろは少し現状としては厳しいのかなあというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 看護師の皆様の面で、現状はなかなか難しいということでございましたけれども、ちょっとこの

次の医療業務に与える影響についてというところに移らせていただきますけれども、今回この地域

包括ケア病床をふやすことによりまして、病院スタッフの業務負担の増加というところをまず伺い

たいのと、やはり影響が及ぶのが看護師とリハビリのスタッフではないかなあと考えております。

リハビリのスタッフに関しては先ほど答弁いただきましたけれども、そういった医療的ケア児のレ

スパイトケアだとか、そういった地域包括ケア病床のサービスをより充実させていただくためにそ

ういった必要なスタッフの増加、そういったことに関してはどういった検討がされているのか伺い

たいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 地域包括ケア病床を増床することによる影響でございますが、まず看護体制で申し上げますと、

医療センターは西病棟、東病棟全てが患者１０人に対して１人の看護師を配置する１０対１の看護

配置基準を適用しております。もともとこの地域包括ケア病床と申しますのは、患者１３人に対し

て１人の看護師、１３対１の看護配置基準でいいわけです。そこに対してもともと１０対１ですの

で、１０人に対して１人の看護師の配置をずっと続けておりますので、看護体制自体は、地域包括

ケア病床がふえても今のままの体制で十分対応できておるというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 となると、なかなかその医療的ケア児のレスパイトケアの受け入れとなると難しい、そのために

看護師をふやすというのは難しいということなのかなと認識いたしました。 

 次に、今回の増床に伴います医療機関における福祉の専門職、いわば病院と地域をつなぐ連携役

を担う医療ソーシャルワーカーというものがありますけれども、医療ソーシャルワーカーの役割と

いうものが今後ますます大きくなってくるのではないかなと思います。その医療ソーシャルワーカ

ーの医療センターでの現状について伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 医療ソーシャルワーカーでございますが、現在、地域医療部地域医療課の中に地域連携グループ

というグループを置いております。その地域連携グループのグループリーダー、このグループリー
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ダーはもともと医療センターの看護師でございますが、社会福祉士の資格も持っており、その者が

中心になって、今現在、退院支援でありますとか地域との連絡体制でありますとかを構築しており

ます。あともう一人、その看護師とは別に社会福祉士資格を持った看護師がもう一名おるんですけ

ど、その看護師は今は別の職場になっております。ですので、今そのグループリーダーの下にもう

一名副看護師長を置いて、２名の体制でその地域連携グループを運営しておりますので、今現在は

充実した体制になっておるものというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 医療センター、これからますます地域との連携というところが私は大切かなと考えております。

自宅で療養されている方だとかそういった地域の施設で療養されている方で、入院が必要になった

場合の受け入れ、そういったところを今後さらに連携していくために、どういった連携というもの

が考えられるのでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 先ほど申し上げました地域連携グループのグループリーダーが中心になって、昨年度、市内の特

別養護老人ホームを中心とする施設と直接連絡がとれる体制を構築いたしております。ですので、

日中は外来の看護師、夜間は当直の看護師が直通電話を所持しておりまして、そういう施設からの

連絡体制に直接対応しておるような現状でございます。毎月大体３件から４件、そういうところに

電話があって、当院を受診していただいておるということになっております。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 それでは次、地域包括ケア病床をさらに充実・発展させるために何が必要かというところであり

ますけれども、先ほどからちょっと申し上げているように、地域との連携というものを強調してお

りますけれども、もう少し細かく見ていくと、私は総合診療専門医の存在、これが地域包括ケア病

床の充実・発展に欠かせないのではないかと考えておりますが、そちらに関して認識を伺いたいと

思います。 

○議長（小坂直親君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 先ほども少し申し上げましたが、医療センターの内科の医師のほとんどが総合診療科の医師でご

ざいます。ですので、先ほど申し上げましたように、例えば小児科であったり、あるいは体の部位

に限らずどこでも診療できるような状態の医師がそろっております。ですので、こういうふうな、

特に今、地域包括ケア病床には高齢の方がたくさんご入院されておりますけれども、どこが悪いと

いうんじゃなくて体全体を診られる医者が担当しておるということに関しましては、非常にうちの

病院としての特徴かなというふうに考えております。 
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○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 その中で、厚生労働省が公表しました再編・統合について特に議論が必要とする４２４の公立病

院に医療センターが含まれているという、この現状によって、今後そういった医師の確保に影響が

出るのではないかなあと懸念しております。この地域包括ケア病床をさらに充実させるために、そ

ういった医師が必要だという認識でございますが、今後、医師確保のためにどういった取り組みを

進めていきますか。 

○議長（小坂直親君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 ９月に突然発表されました厚生労働省からの４２４の病院に当医療センターが入ったことにつき

ましては、さまざまなところからいろんなご意見をいただきました。つい先日は、病院内に設置し

てありますご意見箱に、もう医療センターは潰れるのという９０歳前後のおばあちゃまからのご意

見もいただいたところでございます。あの発表の後、すぐに市長からもコメントを出させていただ

いたように、当院といたしましては、今までの取り組みをそのまま引き続き続けていくことにより

まして、この地域医療をきちんと担っていくというふうなことに変わりはございません。 

 医師確保ということでしたけれども、非常に医師確保は厳しい現状がずっと続いております。市

長にも三重大学の医学部のほうへ行っていただいて、いろいろと教授に会っていただいてお願いを

してもうておりますけれども、なかなかやはりすぐに医師をふやすことは難しい現状です。その上、

ちょっと今、先ほど申し上げました総合診療科につきましても、三重大学のちょっと不安定な状態

が続いておりますので、ことしは去年と比べて今現在、総合診療科の医師も１名少ない現状になっ

ておりますので、そういうところも来年度に向けてきちんと対応していかなければならない点だと

いうふうに思っております。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 では、最後に統括官に伺いたいと思います。 

 地域包括ケア病床は、この地域包括ケアシステムを支えてきたと最初に私申し上げましたけれど

も、医療センターが地域連携の中で、そういったシステムを支えるあらゆる施策の中心に、この地

域包括ケア病床の整備というものが１つあると考えています。この病床の増床によって、医療セン

ターは市民に必要とされる地域医療を実現することができるという、その重要な施策の一つだとい

う確信であったり、その意気込みというものがございましたら一言いただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤地域医療統括官。 

○地域医療統括官（伊藤誠一君登壇） 

 地域包括ケア病床の病床変更につきましては、今回の厚労省の発表以前に当センター、あるいは

方向性検討委員会等で検討した結果、先駆けてそういう取り組みをしてまいりました。これについ
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ては、以前から急性期と回復期のバランスのとれた病院を目指すと、こういう考え方について、地

域の医療を考える地域医療調整会議、鈴鹿・亀山地区地域医療調整会議というのがございます。そ

の中でも非常に評価をいただいておりまして、例えば中央であったり回生であったり総合病院、大

きな病院との連携をとる中で、非常に大切な病院であると、亀山医療センターを守るんやというよ

うな、この間会議で意見をいただいておるようなことでございます。 

 そういうことからいって、我々の取り組みは決して間違っていないと。今後もこの取り組みを続

けることによって市民ニーズに応えていく、それが経営改善にもつながると確信しておりますので、

頑張ってまいりたいと思っております。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 地域包括ケアの中で、市民の健康寿命を延ばすための地域医療といいますか、そういった地域と

の連携でこそ医療センターは生きてくると思っておりますので、ぜひ取り組みを進めていただきた

いと思います。 

 では、続いて議案第９２号令和元年度亀山市一般会計補正予算（第４号）についてでございます。 

 １つ、済みません、項目飛ばします。第６款農林水産業費、第１項農林水産業費、第３目農業振

興費、有害鳥獣対策事業の増額補正についてでございます。 

 まず、この事業の概要について伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤産業建設部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 今回の補正の概要ということでございますけれども、有害鳥獣対策事業、そのうちのまず報償費

でありますけれども、こちらにつきましては、鹿、イノシシ等の有害鳥獣の特別捕獲に対して支給

をします報償費でございます。本年度は１１月から翌年の３月につきましても継続して有害鳥獣特

別捕獲を実施していくということになりましたことから、その間の捕獲頭数を見込んで補正をする

ものでございます。 

 次に、もう一点、鳥獣被害防止対策推進協議会の補助金の補正１５８万５,０００円の増額補正

でございますけれども、こちらにつきましては関町の新所観音沖におきまして、鹿、イノシシの侵

入を防止するための延長１,２００メートルのワイヤーメッシュ柵設置に係る補助金でございまし

て、国の鳥獣被害防止対策事業を活用いたしまして、国の補助が５５％、残り４５％の８割が市、

２割を受益者が負担をするというような形で設置をいたします。 

 今回、事業主体であります鳥獣被害防止対策推進協議会に市の負担分を補助するために１５８万

５,０００円を増額補正するものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 ちょっと時間の関係で、有害駆除のところに特化して伺いたいと思います。 

 豚コレラの影響で狩猟禁止の状態、現状だと３年間続くとされたままでございますが、狩猟によ
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る鳥獣捕獲数が減少していくということで、農業などへの獣害被害が増加するのではないかと、

常々そういった獣害に悩まされている地域の皆様はとても懸念を持っております。この狩猟とは別

で、禁猟期間でも認められている有害鳥獣駆除でありますが、今回のこの報償費増額によって、禁

猟による狩猟数、捕獲数の減少を一定数カバーすることができるのか、その見通しについて伺いた

いと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 最終の捕獲数量を見込みまして補正をさせていただいたわけでございますけれども、今回実績と

いたしまして１１月に１４０頭という、例年にないイノシシの捕獲もしていただいておりまして、

さらに鹿につきましてはことし１１月から３月の間は、県の指定管理鳥獣捕獲ということで有害で

対応してまいりますので、例年猟も含めた数については最終的には駆除ができるものと考えておる

ところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 来年以降もこういった禁猟の期間が続くということでもしなれば、今回の有害鳥獣対策事業、増

額となりましたけれども、これを踏まえた額というものを来年度以降も考えていただきたいなと思

います。ニュースでも最近やっておりましたけれども、東京都足立区の河川敷や道路でイノシシが

あらわれて、まさか東京２３区でと報道されておりましたけれども、当然ながら亀山市においても

これは他人事ではないと思います。私の住んでいる地域では、一歩一歩住宅地までイノシシの足音

が聞こえてくるようなもので、中にはもう民家の軒先までイノシシがあらわれたと、そういった大

きな恐怖を感じている、そういった住民もいらっしゃいます。亀山市でも、いつ町中にイノシシが

あらわれて住民の生活を脅かすか。子供や高齢者初め市民が仮に襲われるような事態になってから

では遅いと思いますので、今まで大きな混乱が出ていないのは、こういった有害駆除に対する猟友

会の皆様の尽力はもちろんですが、この有害鳥獣対策事業によるところが大きいのではないかなと

考えます。 

 そこで、来年度もこういった狩猟禁止の状況が継続された場合、今回のこの有害鳥獣対策事業の

報償費について、補正を含めた予算、来年度も予算計上していくべきだと私は考えますけれども、

見解を伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 ＣＳＦ対策でありますけれども、今後数年間続くと言われておる中で、来年度も狩猟が禁止とな

る可能性は高いものと考えてございまして、有害鳥獣特別捕獲、来年度１年間実施する予定とした

予算を現在見込んでおるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 
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○１番（草川卓也君登壇） 

 では、引き続きまして、ため池ハザードマップ作成事業の増額補正についてに移りたいと思いま

す。 

 午前中、鈴木議員から質問がございました。新しく３１の防災重点ため池が指定されたわけでご

ざいますが、そのハザードマップを作成するということですが、完成した暁にはそのハザードマッ

プをどのように活用するのか、その方針を伺うとともに、答弁者がかわるかもしれませんが、防災

重点ため池のハザードマップ、これは来年度更新される予定の防災マップに反映されるという認識

でよかったかどうか、こちらも確認させてください。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 ため池ハザードマップでありますけれども、３１の池につきまして、来年１０月までにハザード

マップを作成する予定でございます。これについては１９枚ということになってまいります。 

 どのように活用していくのかというところでありますけれども、このため池ハザードマップにつ

きましては、ため池が大雨や地震の発生に伴い決壊した場合に想定される浸水区域、到達時間、浸

水深を色別で表示をするとともに避難場所についても記載をするなど、情報をわかりやすく地域の

住民の方に提供することを目的に作成する地図でございまして、地域の住民の方々が、浸水が想定

される区域や避難場所を事前に把握をしていただきまして、自主的な避難や危険回避行動ができる

ように浸水エリアとなっている関係する自治会を対象として配付をさせていただきまして、日ごろ

の防災意識を高めてまいりたいと考えておるところでございます。 

 それと、防災マップへの反映ということでありますけれども、市全体の防災マップにつきまして

は、防災安全課におきまして来年度策定予定ということでございますけれども、そのマップに反映

できるよう、ため池ハザードマップの作成を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 午前中の鈴木議員の質疑に対する答弁で、平成３０年にハザードマップが作成された１３の防災

重点ため池について特に災害危険性が高いということ、そしてまた補助対象となる農振農用地にあ

る６つの防災重点ため池は、今後整備計画を策定する上で優先されると確認させていただきました

が、この６つのため池について、どのため池なのかということをまず確認させていただきたいのと、

この６つの防災重点ため池のうち、さらに優先的に整備計画を策定するため池というのはどのよう

な基準で選ばれるのか、その選定基準について伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 来年度、県に耐震調査事業として要望しております６つの池でありますけれども、中庄町の桑原

池、下庄町の長田池、三寺町の京丸池、三寺町の鹿丸池、下庄町の美泥池、下庄町の北山池、以上

の６つについて、県と事前協議を行いまして要望済みであるというところでございまして、今後の
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優先順位でありますけれども、この６つの池につきましては、その耐震調査の結果が出て、それか

ら判断していくということになるかと思っています。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 耐震がやはり選定基準として大きいのかなと認識いたしましたが、今回このハザードマップの作

成、これに関してはこの６つの防災重点ため池と当然違うものですが、そのハザードマップ作成と

同時に、そういった耐震点検というものを行っていくということはできなかったのか、そういった

検討が行われたのかどうかということを伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 午前中の鈴木議員にもご答弁させていただきましたけれども、国においてもハザードマップを作

成して、それから段階的に対策を進めていくということになってございますので、私どももそのよ

うに段階的に進めておるというところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 その国の方針で段階的にということでございますけれども、やはり災害というのは命にかかわる

ことなので、それは国に言われたからではなくて、市としての判断というものをぜひ示していただ

きたいなと思います。そしてこの６つの重点ため池、そして昨年作成された１３の重点ため池、こ

れに関して農林事業の補助対象というものがどうしても優先されていくということで６つ上げてい

ただきましたけれども、それはそれで当然進めていただきたいんですけれども、その一方で、やは

り農林事業だから優先ではなく、災害事業として、災害対策として本当に必要なものはどれかとい

う視点が絶対に必要だと思います。なので、市単独の事業になるから災害対策としての優先度を後

回しにするのではなく、災害対策として優先すべき危険が差し迫っているため池があれば、たとえ

市単独でも整備を優先すべきだと。であるからこそ、その耐震点検というものは早く行わなければ

ならないということを強く申し上げて、時間となりましたので終わらせていただきます。ありがと

うございました。 

○議長（小坂直親君） 

 １番 草川卓也議員の質疑は終わりました。 

 次に、９番 福沢美由紀議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 日本共産党の福沢美由紀でございます。 

 通告に従い質疑をさせていただきます。 

 まず第１点目、議案第９０号亀山市国民健康保険税条例の一部改正について、この改正について

内容をまずお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 
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 ９番 福沢美由紀議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 佐久間生活文化部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 今回の条例改正につきましては、地方税法施行令等の一部を改正する政令によりまして地方税法

施行令が改正されまして、平成３１年４月１日から国民健康保険税の基礎課税額の賦課限度額が引

き上げられましたので所要の改正を行うものでございます。 

 改正の内容でございますが、国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額を５８万円から６１万円

に改めるもので、この改正によりまして後期高齢者支援金等課税額１９万円と、介護納付金課税額

１６万円を合わせた国民健康保険税の課税額は、合計で限度額は９３万円から９６万円になるもの

でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 ９３万円から９６万円になる、この対象となる世帯の数と影響額をお聞かせ願います。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 改正の影響でございますが、まず対象となる世帯につきましては４６世帯でございます。その改

正の影響で、税収の増は１４０万円の増となる見込みでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 この対象になる世帯についてお伺いしたいんですけれども、どれぐらいの所得の方がこれに当た

ってくるのか、多い世帯、その４６世帯の中で１人、２人世帯が多いのかもしれませんけれども、

一番目安になるところでお聞かせ願いたいなと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 全国的にも亀山市の場合もそうなんですが、国保の場合は１人世帯、２人世帯で約９割を占めて

おりますので、２人世帯の場合で申し上げますと、所得としては８４８万円、給与収入といたしま

すと１,０６８万円ぐらいが限度額ということになります。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 この８４８万円以上になると、大体この２人世帯の場合だと引き上げに当たってくるという解釈

でよろしいですか。それだけお聞きします。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間部長。 



－９２－ 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 その所得８４８万円以上に該当しますと、それ以上保険税は頭打ちになるということでございま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 この頭打ちになる額が、国保じゃない他の保険と比べまして、国保の場合低いのではないかなあ

と私思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 おっしゃるとおり、例えば協会けんぽの場合と比べますと、その額は実際ちょっとここでは申し

上げないんですが、大分国保のほうが限度額は低いと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 ありがとうございます。 

 毎年毎年、休むときもありますけど結構上がってきていると思うんですけれども、これに対する

苦情があるですとか、滞納状況などが変化してきたということはありますか。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 課税限度額の引き上げによりまして、これまで滞納になったりとか苦情をいただいたということ

はございません。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 ありがとうございました。 

 次の質疑に移りたいと思います。 

 議案第９１号亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正についてです。これも朝から何人

も質疑されてきましたので、できるだけ重ならない部分でお聞きしていこうとは思いますが、まず、

この改正の理由についてお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 古田地域医療部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 今回の地域包括ケア病床を増床する理由でございますけれども、やはり何度も申し上げておりま

すように非常に市民のニーズが高い病床となっております。その理由といたしましては、まず入院

期間が最長６０日間とれるということ。それと、先ほどちょっと申し上げましたが、病院入院料も
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包括である、だから変わらないということ。リハビリ等によりまして在宅復帰が容易になってこよ

うという、そういう点で非常にニーズが高い病床でございます。その結果、９０％を超える病床稼

働率にもなってきております。そういう病床をふやすことによりまして、病院の経営にもプラス要

因になることは確かでございますけれども、ますます地域包括ケアシステムへの病院が担う役割等

も重要になってまいりますので、市民ニーズに応えていくためにもふやしていくべきと思い、今回

の改正とさせていただいたところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 市民ニーズに応えての改正だという理由でした。 

 あえて確認をしていきたいと思います。 

 午前中の答弁にも、たしか地域医療構想と合致しているんだというご答弁がありましたので、地

域医療構想ということになりますと、病床削減目標というのが各県で持たれております。こういう

目標を達成するがための病床削減ではないんですねということをちょっと確認しておきたいと思い

ます。 

○議長（小坂直親君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 たしかに三重県地域医療構想、平成２９年の３月に策定されたものですけれども、その中では、

県全体としては病床削減の目的数を設定しております。ところが、当市が入っている鈴鹿・亀山地

域におきましては、２０２５年に向けての病床削減数というのはもう削減しなくてもよい状態まで

になってきております。ただ、やはり一般的に言う急性期病床から回復期病床への病床機能はやは

り変更していくべきという形になっておりますので、今のところ地域医療構想の中ではそういう役

割分担になっております。ただ、当院におきましては、先ほどちょっと統括官から草川議員への答

弁にもありましたように、非常にその調整会議の中で応援をしていただけるようなメッセージも頂

戴しておりますので、今後も地域医療の担い手として頑張ってまいりたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 よくわかりました。 

 あともう一つ、１点確認です。改正の理由の中の確認ですが、西病棟、東病棟それぞれに一般病

床があるわけですけれども、一般病床と地域包括病床とのバランスということが先ほどもお話にあ

りましたけれども、例えば一般病床がフルに使っているのに、それを削ってまで削減するというこ

とになると、また話が違ってくるんだろうなあと思います。全体での稼働率みたいなことを先ほど

おっしゃられましたが、東にも一定あるし西もあるという中で、それぞれの稼働率、全体の稼働率

をお示しくださいますか。その上で、そういう無理な削減ではないということをお示しいただきた

いと思います。 

○議長（小坂直親君） 
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 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 一般病床の稼働率につきましては、西病棟が平成２９年度実績で７５.９％、３０年度実績で７

４％でございます。ですので、西病棟の一般病床につきましては、まあまあ４分の１ほどはあいて

いる状況でございます。 

 東病棟にも一般病床がございます。東病棟の一般病床の稼働率は約５５％程度でございますので、

東病棟の一般病床は、まあまあ病床数は少ないですけれども、半数程度はあいているような現状で

ございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 東の一般病床も、少ないながらも５５％ぐらいということであいているということで、合理性も

あるというか、地域包括病床にする意味もあるんだなということは理解いたしました。 

 次に、この職員体制について伺っていきたいと思います。 

 この地域包括病床の要件として、リハビリの職員を雇用しなくちゃいけないということなんです

けれども、先ほど草川議員の答弁の中で、今４人おられる、この地域包括病床に対しては１人だけ

ど全体として市の中で４人おられるということでした。これからやっぱりリハビリの対象となって

くる方がふえてくることが想定されますので、今のリハビリに対応している職員の内訳と今後につ

いてお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 先ほど草川議員のときも少しご答弁させていただきましたが、当院のリハビリの職員につきまし

ては、理学療法士と作業療法士合わせて４名ございます。１名は非常勤の職員になっております。

その非常勤の職員は、基本的には訪問リハビリという形で院外へ出て在宅を訪問してのリハビリを

行っております。その理学療法士のうちの１名は、地域包括ケア病床の専従という形で張りついて

おります。ただ、１名で１９名のリハビリはとてもとてもできませんので、全員体制で今取り組ん

でおります。今後８床増床して、全員が全員リハビリが必要な患者様ではないかもわかりませんけ

れども、そうなってきた場合は、例えば今外に出ておる訪問リハビリの職員もその病床のリハビリ

を担当して少し手助けをしてもらわないと、できていかない状況にもなってこようかとは思います。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 地域包括ケア病床がふえるということで、リハビリが大変になってくることは簡単に推察される

ことでありますので、今のご答弁ですと、枠は変えずに中の勤務の配置などで何とか対応していき

たいというふうに聞かせていただいたんですが、やはり地域に行ってリハビリをするというのも大

事な仕事ですし、ニーズもあると思いますので、ぜひとも人をふやすということも考えていただき

たい。そしてＯＴ、作業療法士が１人で理学療法士が３人ということですが、やはり作業療法士の
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する仕事の深さというか範囲というのは、本当に日常生活をする上で広いと思いますし、今いらっ

しゃらない言語聴覚士、ＳＴについても本当にいろんな仕事をしてくださいますので、やはりこの

亀山の医療センターの特徴として、こうやって地域包括病床をふやしていくのなら、こういうとこ

ろが豊かですよというのも一つのいい売りになると思いますので、ぜひともこれは考えていただき

たいなということを先ほどの答弁で考えさせていただきました。 

 それから３点目に移りますが、地域医療構想との整合性と今後についてということを上げました。

朝からも地域医療構想という言葉が何回か出ていますが、先に申し上げておきますと、私は日本共

産党としては、この地域医療構想というやり方で医療を考えていくということには反対をしており

ます。要は高齢化のピークに当たります２０２５年までに３３万床ですか、ベッド数を削減する。

ベッド数を削減するということで各都道府県に構想をつくらせているんですけれども、特に救急や

集中治療を行う高度急性期や急性期のベッド数を減らすということを言われています。 

 一方、軽症とされている患者さんはどんどん在宅化していくということも言われています。先ほ

ど言われたみたいに病院の中の急性期から回復期への移動みたいなことも言われているという中で、

こういうやり方をして、じゃあ一番受け皿になっていく地域で本当に医療が受けられるのか、介護

が受けられるのか、障がいのある方は暮らせるのかというと、そういうことが整っていない中でど

んどん削減していくということに対しては、非常に反対な思いではありますが、この地域医療構想

というものの視点でちょっとお伺いしていきたいと思います。 

 この急性期のベッドを削減するということの目的がありますので、亀山の医療センターも結構救

急車の受け入れを半分ぐらいしているのかな、何かたくさんしていただいていると聞いています。

これ以上急性期に対応するベッド数を削減していくおつもりなのかどうか、これについてまずお伺

いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 先ほど申し上げましたように、医療センター西病棟は全て急性期病床になっております。４６床

ございます。地域包括ケア病床につきましては全て東病棟に設置をいたしております。これにより

まして、今回の議案がお認めいただければ、東病棟での地域包括ケア病床２７床になります。です

ので、東病棟のほとんどが地域包括ケア病床ということになってまいります。これ以上、地域包括

ケア病床まだまだふやすのかということやとは思いますけれども、当然、先ほど言っていただいた

ように、医療センターは亀山市の救急車の約半数をまず１回目として受けさせていただいておりま

すので、そこから発生する入院患者さんのために、やはりある程度の病床というのは急性期として

確保をすべきであろうというふうに考えております。 

 そこから考えますと、やはり西病棟に残した４６床というのは、現状としては今のまま、急性期

のまま残しておくべきなのであろうというふうに考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 西病棟は急性期として残すと。東にも若干６人部屋が２つまだあるんですけれども、個室も３つ
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ある。東についてはもしかしたら、この地域包括病床ということになっていく可能性もあるという

ことですか。 

○議長（小坂直親君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 実は、東病棟の残り、大部屋と言われる今の６人部屋、２室残る形になるんですけれども、それ

を今度地域包括ケア病床に変えようと思うと、超えなければならないものがたくさんあります。例

えば、向かい合った病室になっておりますので、向かい合った病室の場合は、廊下の幅がある程度

以上ないと地域包括ケア病床にはできないという規定がございます。そうなってくると、例えば壁

を外して廊下幅を広げるのかとか、そういうことも検討材料にはなってまいります。今後の検討材

料として、東病棟のあと残り２室については残しておきたいというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 地域医療構想のもう一つの目的、軽症患者の在宅化ということですけれども、そういう意味ばか

りではなく、亀山市はホームケアネットという制度をどんどん進めていまして、それのバックグラ

ウンドの病院として、今医療センターが頑張っていただいているということを先ほどご答弁ありま

した。ほかにも在宅リハをしていることもそうだろうし、訪問看護ステーションを立ち上げてもら

ったのもそうだと思いますけれども、こういうこともしっかりしている中で、地域医療構想という

点で見ると、十分に亀山市としては責任を果たしているんではないかという思いがありますけれど

も、どうでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 地域医療構想ができ上がりましたのは、先ほど申し上げましたように平成２９年３月でございま

す。平成２８年度には医療センターは地方公営企業法の全部適用をして、その年に医療センターア

クションプランというものを作成いたしまして、その中で地域包括ケア病床をつくっていくんだよ、

あるいは訪問看護ステーションをつくっていくんだよという方向性を定めております。ですので、

地域医療構想に先駆けてそういうふうなプランをつくって取り組みを進めております。そのプラン

どおりに今現在地域包括ケア病床をつくり、訪問看護ステーションをつくり、一端では在宅医療の

そういう患者さんの担い手としても役割を果たしておるところというふうに考えておりますので、

やはり今後もこういう方針で進めていきたいというふうに思っております。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 最後の質疑に移りたいと思います。 

 議案第９２号令和元年度亀山市一般会計補正予算（第４号）について、第６款の農林水産業費、

第１項農林水産業費、第３目農業振興費、有害鳥獣対策事業の増額補正について、この内容につい
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てまず伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤産業建設部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 有害鳥獣対策事業の補正の内容でございます。 

 まず報償費でございますが、鹿、イノシシ等の有害鳥獣特別捕獲に対して支給する報償費でござ

います。今年度は、県の北勢地域でＣＳＦが発生したことによりまして、例年１１月から３月まで

実施をされます狩猟が禁止をされたことによりまして、１１月から翌年３月の対応といたしまして、

有害鳥獣特別捕獲を実施していくということになりましたため、捕獲頭数の増を見込みまして補正

をするものでございます。 

 次に、鳥獣被害防止対策推進協議会補助金の補正、こちらもございます。これは、関町新所の観

音沖で、鹿、イノシシの侵入を防止するために延長１,２００メートルのワイヤーメッシュ柵を設

置するということに対する補助金でございまして、この事業は総事業費４６０万円で、国の補助が

５５％、残り４５％の８割を市、２割を受益者が負担をするということになっておりまして、今回、

事業主体であります鳥獣被害防止対策推進協議会に市負担分を補助するために１５８万５,０００

円を増額補正するものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 報償費から聞いていきたいと思います。 

 特別捕獲分ということなんですけれども、これは１１月から３月分までということですけど、イ

ノシシだけについてということですね、この亀山の場合。１頭当たり幾らなのかということが１点。

そして、豚コレラについてワクチンを投与したところとしていないところとあると思うんですけれ

ども、全域なのかどうかということを確認したいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 イノシシ１頭当たりの額でございますけれども、８,０００円でございます。市内全域で同一の

価格でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 今までは、１１月から３月は狩猟期ということで今回のような報償費というのは出してなかった

わけですので、実績がわかりづらいのかなあと思うんです。検査をやっぱりきちんとしていただく

必要があるので、いつもに増してきちっと、見たらとってもらうというような、本当にしっかりと

ってもらわないといけないと思うんですけれども、頭数がすごく多くなることが考えられると思い

ます。喫緊の頭数がもしわかれば、そして見込みについてお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 
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 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 １１月のイノシシの捕獲頭数でありますけれども、１４０頭捕獲しておるということで、例年に

増して猟友会のほうでしっかり捕獲いただいたということでございます。基本的には、秋になって

まいりますとイノシシもだんだん成長して大きくなってまいりますので、捕獲おりに入る数は少な

くなってくるということでお聞きをしておりましたけれども、猟友会のご協力によりまして、見込

みより多く捕獲をいただいたというような状況でございます。 

 それと、最終的に年度末１年間の捕獲頭数でありますけれども、３９０頭ということで、イノシ

シ３９０頭捕獲を見込んでおりますけれども、それ以上に増加するということも、１１月の実績か

ら見ますと考えられる、想定されるところもございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 今までにない緊張感を持ってとっていただいていると思うんですけれども、やっぱり感染防止と

いうことで、いつもと違うやり方をしてもらっていると思います。それについてちょっと伺ってお

きたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 イノシシの今回の有害の捕獲でありますけれども、感染を広げないというために防護服を着用い

ただいておりますし、捕獲した後、周辺の付近の消毒をしていただくと。さらに総合環境センター

まで運んでいただきまして焼却処分を行っておるというところでございます。 

 そのほかのＣＳＦ感染の防止対策としまして、まずは畜産団地の周辺で消石灰の散布をしており

ますし、林道等におきましても登山者の方に消毒用の消石灰を使っていただくということでそのボ

ックスの配置も行っております。こういう対策もしておることによりまして、亀山市におきまして

は、まだＣＳＦに感染したイノシシについては発生していないというところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 次の大型柵の補助について伺っていきたいと思います。 

 まず１点聞いておきたい、確認しておきたいのは、これ以前に坂本で大型柵をされました。そこ

で効果があったということをもって今回の補助になったのかということだけお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 今回のワイヤーメッシュ柵でありますけれども、面積５.１ヘクタールを囲うというものでござ

います。一方、坂本につきましては、もとの事業につきましては同じ事業でありますけれども、平
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成２２年度に、金網と電気の複合柵で延長３,２００メートル、面積は２１ヘクタールを囲うとい

う事業でございまして、当然、金網で広い面積を囲うというこの事業でありますので、効果があっ

たということから、今回事業を実施されるというものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 以前の坂本の大型柵のときと、何か主体が、今回先ほど答弁でもありましたけど、獣害対策推進

協議会が主体であるということだったんですけれども、以前は地域が主体でやっておられたと思う

んですけれども、これは何か変わったんですか、制度が。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 坂本につきましては、当時事業主体、坂本営農組合で実施をしておりますけれども、現在の国の

補助金の交付要綱におきましては、事業主体が協議会ということに定められておりますことから、

鳥獣被害防止対策推進協議会を事業主体として今回実施をするものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 あと済みません、坂本の大型柵と比べて随分安いなというふうに感じたんですけれども、それは

３,２００メートルが今回１,２００というだけなのか、内容的に違うのかというところもお伺いし

たいと思います。どんな柵ですか。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 今回の事業につきましては、柵はワイヤーメッシュ、溶接金網というものでございますので、単

価的には非常に安くなるということと、電気柵、電気の部分については事業に含まれてございませ

んので、その部分の差があらわれておると、そのように認識をしております。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 ワイヤーメッシュはイノシシ、鹿が対象になってくると思うんですけれども、関の新所は猿の被

害はないんでしょうか。これだけでいいんでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 猿に対しましては、既設の電気柵を活用していただきまして、柵の上部に電線を張るということ

で、猿にも対応されるということで伺ってございます。 

○議長（小坂直親君） 
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 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 既設のもので、後に地元で対応されるということをお聞きしました。 

 先ほど、坂本と比べて安いように思うと言いましたが、そのワイヤーメッシュ自体がもし質とか

太さとか何かがもし違うんであれば、そうでなくても効果や手入れのチェックを市でしていただか

ないと、補助金を使っていますのでいけないと思うんですけれども、私も１回、坂本のずっと柵を

歩いてみたことがあるんですけれども、おおむね手入れしていただいてましたけど、やはりしにく

いところとかあって、すごい草が繁茂しているところがある。あそこは電気柵がついているので、

余り草がかかってくると通電がうまいこといかなかったりすると思います。そういうチェックする

体制は市にありますか。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 この柵の管理につきましては地元で管理をしていただくということになりますけれども、その成

果につきましては市のほうでしっかり検証していきたいと、そのように考えておるところでござい

ます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 それで、この大型柵、効果があったからということで今回こうやってできたわけで、予算が立て

られたわけですけれども、ほかに他所のニーズがあるかどうかをお伺いしておきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 現在のところ、ほかの地域から要望はないところでございますけれども、要望がございましたら、

事業採択に向けまして県に対し要望をしっかりしていきたいと思っております。 

 今後も、出前講座などを活用させていただきまして、この事業の紹介も含め、さまざまな獣害対

策を実施していただけますように周知を積極的に行っていきたいと、そのように考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 ちょっと時間がありますので１点確認しておきたいんですけれども、先ほど全体の４６０万の事

業ということで、国が５５、市が４５、４５のうちの２割を受益者負担、全体の多分９％ぐらいに

なるであろうということなんですけれども、この受益者の負担割合というのはどこでも一緒なのか、

今回は何件かあるので多分何件かで割って受益者が負担できると思うんですけれども、その件数に

よってはなかなか負担が難しいところも、いろんなケースがこれからあるのかなと思うので、そこ

のところを確認だけしておきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 
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 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 この地元負担２割と申しますのは、市の農林事業に係る分担金徴収条例、それに基づいた２割と

いうふうに定めておるところでございます。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 終わります。 

○議長（小坂直親君） 

 ９番 福沢美由紀議員の質疑は終わりました。 

 以上で、日程第１に掲げた上程各案に対する質疑を終結します。 

 続いて、ただいま議題となっております議案第８７号から議案第１１８号までの３２件について

は、お手元に配付してあります付託議案一覧表のとおり、それぞれ所管する常任委員会にその審査

を付託します。 

 

       付 託 議 案 一 覧 表 

 

   総務委員会 

 

議案第 ８７号 亀山市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

議案第 ８８号 亀山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について 

議案第 ８９号 亀山市職員給与条例の一部改正について 

 

   教育民生委員会 

 

議案第 ９０号 亀山市国民健康保険税条例の一部改正について 

議案第 ９１号 亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

議案第 ９６号 指定管理者の指定について 

議案第 ９７号 指定管理者の指定について 

議案第 ９８号 指定管理者の指定について 

議案第 ９９号 指定管理者の指定について 

議案第１００号 指定管理者の指定について 

議案第１０１号 指定管理者の指定について 

議案第１０２号 指定管理者の指定について 

議案第１０３号 指定管理者の指定について 

議案第１０４号 指定管理者の指定について 

議案第１０５号 指定管理者の指定について 

議案第１０６号 指定管理者の指定について 

議案第１０７号 指定管理者の指定について 

議案第１０８号 指定管理者の指定について 
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議案第１０９号 指定管理者の指定について 

議案第１１０号 指定管理者の指定について 

議案第１１１号 指定管理者の指定について 

議案第１１２号 指定管理者の指定について 

議案第１１３号 指定管理者の指定について 

議案第１１４号 指定管理者の指定について 

議案第１１５号 指定管理者の指定について 

議案第１１６号 指定管理者の指定について 

議案第１１７号 工事請負契約の変更について 

 

   産業建設委員会 

 

議案第１１８号 市道路線の認定について 

 

   予算決算委員会 

 

議案第 ９２号 令和元年度亀山市一般会計補正予算（第４号）について 

議案第 ９３号 令和元年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）について 

議案第 ９４号 令和元年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）について 

議案第 ９５号 令和元年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について 

 

○議長（小坂直親君） 

 次にお諮りします。 

 本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認め、このように決定しました。 

 あす１０日は午前１０時から会議を開き、市政に関する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会します。 

（午後 ３時３５分 散会） 



令和元年１２月１０日

亀 山 市 議 会 定 例 会 会 議 録 （ 第 ３ 号 ）
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●議事日程（第３号）

令和元年１２月１０日（火）午前１０時 開議 

第  １ 市政に関する一般質問 

───────────────────────────────────── 

●本日の会議に付した事件

議事日程のとおり 

───────────────────────────────────── 

●出席議員（１８名）

１番 草 川 卓 也 君  ２番 中 島 雅 代 君 

３番 森   英 之 君  ４番 今 岡 翔 平 君 

５番 新 秀 隆 君  ６番 尾 崎 邦 洋 君 

７番 中 﨑 孝 彦 君  ８番 豊 田 恵 理 君 
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  １３番 伊 藤 彦太郎 君 １４番 前 田 耕 一 君 

  １５番 前 田   稔 君 １６番 服 部 孝 規 君 

  １７番 小 坂 直 親 君 １８番 櫻 井 清 蔵 君 

───────────────────────────────────── 

●欠席議員（なし）

───────────────────────────────────── 

●会議に出席した説明員職氏名

市      長  櫻 井 義 之 君 副 市 長  西 口 昌 利 君 

総 合 政 策 部 長  山 本 伸 治 君  生 活 文 化 部 長  佐久間 利 夫 君 

健 康 福 祉 部 長  井 分 信 次 君  産 業 建 設 部 長  大 澤 哲 也 君 

上 下 水 道 部 長  宮 﨑 哲 二 君  危 機 管 理 監  服 部 政 徳 君 

生活文化部次長兼 
総合政策部次長  落 合 浩 君 青 木 正 彦 君 

関 支 所 長 

健康福祉部次長  伊 藤 早 苗 君  産業建設部次長  亀 渕 輝 男 君 

生活文化部参事  深 水 隆 司 君  生活文化部参事  谷 口 広 幸 君 

健康福祉部参事  豊 田 達 也 君  産業建設部参事  久 野 友 彦 君 

産業建設部参事  草 川 保 重 君  会 計 管 理 者  渡 邉 知 子 君 

消 防 長 平 松 敏 幸 君  消 防 部 長  豊 田 邦 敏 君 

消 防 署 長  原 博 幸 君  地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君 

地 域 医 療 部 長  古 田 秀 樹 君  教 育 長  服 部 裕 君 

教 育 部 長  草 川 吉 次 君  教育委員会事務局参事  亀 山 隆 君 

監 査 委 員  渡 部 満 君  監査委員事務局長  木 﨑 保 光 君 
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選挙管理委員会 
松 村   大 君 

事 務 局 長 

───────────────────────────────────── 

●事務局職員

事 務 局 長  草 川 博 昭  書 記  水 越 いづみ 

書 記  西 口 幸 伸 

───────────────────────────────────── 

●会議の次第

（午前１０時００分 開議） 

○議長（小坂直親君）

おはようございます。 

ただいまから本日の会議を開きます。 

本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第３号により取り進めます。 

これより日程第１、市政に関する一般質問を行います。 

初めに申し上げておきます。 

質問は通告の範囲を超えないようご注意いただくとともに、質問、答弁はわかりやすく簡潔にお

願いいたします。 

通告に従い、順次発言を許します。 

１１番 鈴木達夫議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇）

おはようございます。大樹の鈴木でございます。 

昨日に引き続き、一般質問をさせていただきます。 

私、大きなテーマで２つ、ちょっと欲張りまして、亀山駅周辺整備事業と第３次亀山市行財政改

革大綱についてという２点を上げさせていただきます。 

 まず、亀山駅周辺整備事業ではございますが、令和の時代に入り、あと２年またいで３年後には、

積年の市民の願いであった駅前周辺の整備が形として実現できるよう、今準備が進められていると

は思いますが、１番目に、戦略プロジェクトの一つであるＪＲ亀山駅周辺拠点向上プロジェクトの

進捗についてという項目を上げます。 

 このプロジェクトの取り組み、総合計画の中には、１つ目は中心的都市拠点の求心力向上という

ことで、公共施設や公共的機能の移転を行うなどを通じて求心力の向上を図るというような書き込

みがあります。当然これは公共施設といいますと、図書館を連想します。 

 それでは、公共的機能の移転とは、もちろん図書館もそうなんですけれども、私のイメージでは、

計画段階である新しい庁舎、これは現実的にはあと７年、８年を要する中で、その機能が充実する

まで庁舎の不充実な機能を果たしていくと、いわゆる補完的な役割を果たしていくと私は理解をし

ています。 

 具体例として、例えば窓口業務の一部であったり、関にある観光業務であったり、協働センター

みらいの補完的な機能、まち協あたりの拠点、あるいはあいあいでの福祉業務の補填等々考えられ

ますが、このプロジェクトとして、この駅前向上プロジェクトとして公共的機能の移転、これをど
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ういうイメージを持っているかお答え願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 １１番 鈴木達夫議員の質問に対する答弁を求めます。 

 大澤産業建設部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 おはようございます。 

 ＪＲ亀山駅周辺拠点力向上プロジェクトでありますけれども、本市の中心的拠点であるＪＲ亀山

駅周辺のにぎわいと都市機能を高めることで、中心的都市拠点の求心力向上を目指すものでござい

まして、民間活力を生かしつつ、公共施設や公共的機能の移転を行うことで、取り組みの推進を図

るものでございます。 

 そこで、これらの取り組みを含めたプロジェクトの推進に係る連携方策の検討や関連業務の連絡

調整を行うために、ＪＲ亀山駅周辺拠点力向上プロジェクトチームを設置いたしまして、さまざま

な角度から検討を行っております。このプロジェクトチームでは、亀山駅周辺の１から４ブロック

において、民間活力を生かした居住環境の確保やにぎわいの創出、道路整備等によります安全性や

利便性の向上について検討をしております。 

 また、駅前広場やアクセス道路の整備による交通ネットワークの強化を図るとともに、多機能型

図書館を目指しております図書館について、図書館内に総合窓口を設けまして、さまざまな情報を

発信するとともに、多目的ホールやグループ学習室を活用した市民活動の場などとしての活用が図

られる施設としまして、現在検討を進めておるというところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 公共的な機能の面では、今の答弁ですと総合窓口の設置、多目的ホールや学習室を利用した市民

活動の場と。もう少し多くの具体的な公共的機能、例えば観光であったり福祉であったり、そうい

うものが例示されたらよかったなあと思います。 

 それでは、プロジェクトの取り組みの２つ目として、都市拠点の機能を暮らしに生かすネットワ

ークの強化の中では、道路や公共交通網などを有機的に連携させることでネットワークの形成を図

るという記載があるんですけれども、私のイメージですと、亀山駅、あるいは図書館を核に井田川

駅、あるいは関、あるいはあいあい、医療センターを連結する新たなバス、あるいは乗合タクシー

等の公共交通についてもさらに、より有機的に、あるいは能動的にといいますか、あるいは戦略的

にこういうものを配置する、にぎわいを創造すると理解をしてよろしいでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 市内の中心市街地の公共交通の現状といたしまして、亀山駅を起点として公共施設を結んでおり

ますまちなか循環バス「さわやか号」の運行を初め、亀山駅を結節点とする地域生活バス３路線、

東部ルート、南部ルート、野登白川地区の自主運行バスのほか、廃止代替路線バス２路線、これは

亀山椋本線、亀山みずほ台線、さらに三重交通の営業路線、バス２路線、亀山国府線、亀山工業団
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地線も周辺地域から市内の中心市街地へ乗り入れをしておるところであります。 

 さらに、一般のタクシーに加えまして、市内全域での乗合タクシーも運行しておりますことから、

中心市街地の公共交通網は一定程度整備をされているものと捉えているところでございます。 

 一方で、亀山駅周辺の整備により、図書館や商業施設を中心とした新たなにぎわいの場が生まれ

ることで、亀山駅周辺への地域公共交通アクセスの充実は必要不可欠であると認識をしております。

今後、多くの方が地域公共交通を利用していただいて亀山駅周辺に来ていただけるよう、鉄道、バ

ス等、本市に係る全ての地域公共交通が一体となって機能して、持続可能な公共交通ネットワーク

の形成を図ってまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 今の答弁ですと、中心市街地への公共交通はもう今既に充実しているんだと、新たな交通政策は

特段考えていないというような答弁ではなかったんですけれども、ちょっともう既に充実している

という認識を受けました。だけど、当然にぎわいをつくり出すと、創造するという意味では、例え

ば、たくさんの人が住まれている市内の北東部からどう人を呼び寄せるかとか、あるいはＪＲを挟

んで南部地区、ちょっと地域接点が薄れがちな南部地区とか関、これとの連携とか、これらを現状

の交通体系にとらわれることなく、どう有機的に戦略的につくっていくかと、この考え方は非常に

重要だと思います。それから、当然ＡＩを活用したいろんな利活用の改善とか、これあたりも当然

議論の中で進めていかなければならないテーマであろうかと思います。 

 今までプロジェクトの２つの取り組みについて質問をしたんですけれども、私、疑問なんですけ

れど、本当にこのプロジェクトの中で議論されているかということで質問を用意したんですけれど

も、今年度、何回このプロジェクト会議を開いてどんな議論をしてきたか、ちょっと教えてくださ

い。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 プロジェクトチームでは、図書館整備計画の整理や商業施設と連携したにぎわいの創出方法を検

討しておりまして、昨年度４回、本年度はこれまで６回の会議を実施しております。 

 検討内容でありますが、チームの会議では、亀山駅周辺におけるにぎわいの創出や居住環境の向

上、交通ネットワークの充実など、亀山駅周辺の１から４ブロック全体の計画についての検討を行

うとともに、にぎわいの創出に向けた図書館と商業施設等の連携や、管理運営における図書館機能

の考え方等について、集中的に時間をかけて検討しておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 私も、このプロジェクトの報告書を資料請求しまして取り寄せたんです。６回の会議に、図書館

管理運営について、図書館整備に係るスケジュール、図書館の管理運営について、亀山駅周辺整備

事業に係る全体計画について、市街地再開発事業の事業計画の変更について、図書館整備に係る詳
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細設計。ほとんどが図書館中心の整備、どちらかというと整備事業の実務者会議といいますかね、

そんな会議にしか見えない。先ほど言いましたいろんなセクション、分野の中で、横串を刺してや

るようなふうに私は思えないんですね。それでも答弁の中では、連携方針の検討や関連業務の連携

調整等々、さまざまな角度から検討しましたというような答弁なんですけどね。 

 ちょっと資料を映していただけますか。非常にこれは見にくいんですけれども、形だけでもいい

ですから見てください。 

 これはプロジェクトですね。１、２、３、４、５、いろいろあるんですけれども、「健都さぷり

プロジェクト」とか、あるいは「そして、親となるまちプロジェクト」、それから真ん中に、全然

見えませんけれども「ＪＲ亀山駅周辺拠点向上プロジェクト」とあるんですね。横串を刺すという

意味で、読めませんけど、右から、地域まちづくり活動への促進とか、子供たちの環境づくり、あ

るいは農林業の振興、この駅前だったら特産品とか発掘、おもしろいと思いますよ。朝市なんかも

おもしろいと思うんですけど、それから、企業活動の促進、若者支援、文化芸術の振興、健康づく

り、公共交通。非常に多くの幅の広い中で、横串を刺してやっていくという約束ではなかったんで

すか。 

 私はこのプロジェクトというのは、上手に機能していけば、非常におもしろいアングルというの

か、視点かと思うんですけど、本当にできていたかということ、この辺を聞きたかったんですけれ

ども。 

 それで、このプロジェクトリーダー、統括をしているのは、今はこれは副市長なんですか。総合

政策部長、どちらでもいいんですけれども、私が見る限り横串を刺して駅前の機能をどういうふう

にするかという議論が少ないように思いますが、その辺の感想をお聞かせください。 

○議長（小坂直親君） 

 西口副市長。 

○副市長（西口昌利君登壇） 

 私も一昨年、ジモトノココロプロジェクトのリーダーをさせていただいておりまして、やはり大

きな目標に対して、その具体論を議論するというプロジェクトが多うございますから、やはり今議

員おっしゃったように、個々具体論のプロジェクトが進んでいくという場合が多うございます。 

 そんなことを前提に少し答弁をさせていただきますが、このＪＲ亀山駅周辺拠点力向上プロジェ

クトにつきましては、ＪＲ亀山駅周辺のにぎわいと都市拠点を高めることで、中心的都市拠点の向

上を目指すための取り組みを進め、持続性を持ち続け、都市の成長力を強化することを目的に定め

たものでございます。 

 このような中、現在は市街地再開発事業を中心とした亀山駅周辺のにぎわい創出を目指し、再開

発ビルに導入する図書館について、整備計画や機能について具体的な検討を行っておるところでご

ざいます。 

 一方で、人口減少、高齢化が進む中、特に本市のような地方都市において、地域の活力を維持す

るとともに、医療・福祉、商業等の政策機能を確保し、高齢者が安心して暮らせるよう地域公共交

通と連携してコンパクトなまちづくりを進めるといいます、コンパクト・プラス・ネットワークと

いうふうに言われておりますが、これを図るためには、市街地再開発事業のみならず、さまざまな

取り組みによりにぎわいの創出を図ることが重要であるというふうに考えておるところでございま
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す。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 私の質問は、プロジェクトの進め方についてどう考えるかという、この駅前だけではないんです

けれども、特にこの駅前整備は第２次総合計画の本当に一丁目一番地の事業なんです。だから、全

庁挙げて、市民がわくわくするような知恵を早く出してくださいよ。市民の方も、僕は楽しみにし

ていると思う。 

 次に、都市マスタープランの複合都市機能集積地の形成についてと、以後は都市マスと言わせて

もらいますが、今回の都市マスの作成時の前後、前の都市マスの評価と都市づくりに向けた主要課

題というところでは、まず、亀山駅前周辺再生のおくれが亀山の活性化に寄与できていない。これ

を一番の理由に上げて、市民アンケートにおいても、ＪＲ亀山駅周辺の再生により市の玄関にふさ

わしい拠点づくりがまちの魅力を向上させる、１番の回答であります。あわせて、この亀山駅周辺

整備事業に対して期待するものというこのアンケートに対しては、鉄道の利便性向上がこれは断ト

ツで１番だったんです。 

 そこで質問しますけれども、図書館、あるいはマンションを中心とした今の整備計画が鉄道の利

便性にどう寄与するのか、見解を聞きたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 草川参事。 

○産業建設部参事（草川保重君登壇） 

 図書館、マンションを中心とした整備計画が鉄道の利便性向上にどう寄与するかというところで

ございますけれども、亀山駅周辺２ブロック地区第一種市街地再開発事業で、亀山駅周辺のにぎわ

いの創出に向け、図書館と商業施設を中心とした整備を今現在進めているところでございます。 

 そのようなことから、今後、駅前の図書館や商業施設などの整備を含めた亀山市都市マスタープ

ランで示しております亀山駅周辺のまちづくりを進めることにより、エリアの魅力を創出し、人が

集い、鉄道等の利用者がふえ、鉄道の増発や乗りかえ、待ち時間の短縮、ＩＣ乗車券利用可能区域

の拡大など、鉄道の利便性向上につながるものと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 １つ確認したいんですけれども、第２ブロック、これは図書館と商業施設を中心とした整備だと

いうことなんですけど、今の段階で私、図書館はわかるんですけれども、商業施設の具体的なイメ

ージというか形というのが全く見えていないんですけれども、今の時点で、当然業者を募るから、

どんな商業施設をイメージしたらいいか、わかっている範囲でお願いします。 

○議長（小坂直親君） 

 草川参事。 

○産業建設部参事（草川保重君登壇） 

 商業施設ということでございますけれども、現在、まだ決定はしておりませんで、まだ探してい
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るというか選定している段階でございますけれども、私どものイメージといたしましては、喫茶店

とか、ちょっと食事ができるようなお店が呼び込めればいいかなというふうに考えているところで

ございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 都市マスタープランの中で、亀山中央都市機能誘導区域が何もこの駅前だけではないんですね。

ずっと行ったエコーとか文化会館、あるいは回生病院、スイミング、そのあたり一体をこの中央都

市機能誘導区域と称していると思うんですけれども、この都市マスの中には、このエリアの課題と

して３つ、４つ書いてあるんですけれども、ちょっと確認させてください。 

 １番目、ＪＲ亀山駅の利用形態や駅周辺の施設の老朽化や魅力低下により、にぎわいがない。 

 ２番目が、空き地、駐車場の増加及び無秩序な都市機能施設の配置、歩行者ネットワークの脆弱

さとなっているんですけれども、１つ、２つ、駅の利用形態がにぎわいを損ねていると、これはど

ういうことかということです。それからもう一つは、現在、無秩序な都市機能施設の配置であると

いう認識はどういうことかということと、３番目に、歩行者ネットワークの脆弱さはどういうこと

で、どう改善をしようとしているのか、この３つをお願いします。 

○議長（小坂直親君） 

 草川参事。 

○産業建設部参事（草川保重君登壇） 

 まず、１つ目の駅の利用形態がにぎわいを損ねているとはどういうことかということでございま

すけれども、現在の亀山駅の利用状況といいますと、朝夕の通勤通学の利用がほとんどであり、日

中の利用が少ない状況であるということ。それとまた、駅前においても商業施設などの人が集まる

場所が少ないというようなところで、利用形態がにぎわいを損ねているというような言葉とさせて

いただいております。 

 また、無秩序な都市機能施設の配置であるとの認識というところでございますけれども、現在の、

今、亀山市都市マスタープランで示しております亀山駅周辺まちづくりのエリアにおいては、土地

利用について用途地域の指定はされておりますけれども、都市機能施設からのつながりという面で

は、やはり弱いところがあるのかなというふうに思っています。そういった観点から、こういうふ

うな言葉とさせていただいております。 

 ３つ目の歩行者ネットワークの脆弱さとはどういうことかということでございますけれども、現

在の歩行者が通行するところを見ますと、歩道がないところとか、歩道があっても狭いところとい

うところで、道路の整備に合わせた歩道の整備というのに委ねているところが非常に多いのかなと

いうふうに感じているところでございます。 

 そういうことから、やはり亀山駅周辺のまちづくりに当たっては、エリアプランの中で車と人の

軸を区分して、歩行者や自転車が安全に通れる、また憩いの場、にぎわいの場となるようにまちづ

くりを検討していきたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 
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○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 ありがとうございました。早急にエリアプランあたりもしっかり構築をしていただきたい。 

 この項の最後なんですけれども、まだ大きな課題が残っているんです。 

 鈴鹿川の堤防が決壊した場合に、洪水浸水想定区域に指定されていることであります。これはど

ういうふうに対応していくか、簡潔にお願いします。 

○議長（小坂直親君） 

 草川参事。 

○産業建設部参事（草川保重君登壇） 

 亀山駅周辺まちづくりのエリアが、一部を除いて鈴鹿川の堤防が決壊した場合の浸水想定区域に

なっております。そのような対策でございますけれども、まず洪水ハザードマップなどを活用した

情報提供や防災の意識の向上、知識の普及を図るとともに、当然、河川堤防の補強などのハード対

策につきまして、関係機関のほうに働きかけをしていくと、早期に整備をしていただくというふう

なところを進めていく。 

 それとまた、遊水機能を持った施設の整備も当然必要かなというふうに思っておりますので、地

域の実情に合った安全対策を検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 大変重要な視点だと思いますので、適切な対応をお願いします。 

 最後に３番目として、亀山市図書館整備事業との関連についてという項ですけれども、いろいろ

用意したんですけれども、２つだけ。 

 ちょっと理屈っぽい質問なんですけれども、この駅前整備、形として、この図書館が駅周辺のに

ぎわい、あるいは交流の創出、まちの活性化の核として位置づけられているんです。一方で、図書

館という特異な、文化とか教育、あるいは生涯学習等の本来の図書館が持つ精神といいますか、魂

といったら大げさかもしれません。この神聖な領域みたいなものが時として失われたり、教育の独

立性みたいなものが行政手段に利用されているというような危惧みたいなものはないのかと。 

 あるいは逆に、このにぎわい、あるいは交流、あるいは活性化と図書館の存在というのは相反す

るものでなく、だからこそ相乗的に図書館の価値が上がるんだと、二者択一ではありませんが、そ

の辺の考え方をできれば教育長にお願いします。 

○議長（小坂直親君） 

 服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇） 

 新しい図書館についてでございますが、多くの方々によって利用されることを目指すのは必然の

ことかと存じております。一方で、ただ単に人が集まっているだけでは真のにぎわい創出にならな

いとも考えております。 

 地域の図書館とは何かを考えたときに、地域づくりの視点から見た集客性と、図書館本来の視点

から見た学び・居場所といった視点は一見すると相反するようにもとれますが、図書館は、本質的

には集客力を生かして、学びを軸に据えて、同じ課題、同じ話題を持った人々が語らい、知恵を出



－１１１－ 

し合える場が求められていると考えております。これらによって、新図書館は地域課題の解決に結

びつくような柔軟性を持った公共施設であるべきと考えます。 

 新図書館は、これまでの図書館の概念を打ち破り、多機能型図書館を目指すことで、読書活動だ

けにとどまらない多面的な展開を図り、一人一人の学びと交流から地域課題解決につなげていく必

要があると考えております。このような展開を図ることにより、多くの皆さんが図書館という場に

主体的に寄り集い、結果として駅前のにぎわい創出につながるものと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 多機能型、あるいは多面性、あるいは柔軟性ということで一定の理解はさせていただきましたが、

いよいよ図書館も実施計画案ができて、金額も含めて詳細設計に入る時期が来ました。教育民生委

員会でも図書館についていろいろ議論をしてきたんですけれども、そんな中で、教育長初め、亀山

参事がシビックプライドという言葉をよく使われる。シビックプライド、市民の誇りというんです

か。これになるよう、あるいはもっと、亀山にあんな図書館があるから亀山に住みたいと、そんな

図書館をつくるんだという趣旨の話を僕は聞いてきたんですね。設計額が公表されて、限られた予

算であっても、市民の方々、本当にシビックプライド、市民の誇りになる、そんなものが共有でき

て、あんな図書館がある亀山市に住みたいと思われる図書館ができるんですか。 

○議長（小坂直親君） 

 服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇） 

 新しい図書館は、亀山市に関するさまざまな情報ステーションとして、年間２３万人の方々が寄

り集えることを目指しております。既に周知のように、新図書館は学びの場からつながる場へとい

う基本理念のもと、３つの基本方針を定めております。 

 １つ目として、子供・青少年の育みを支え、見守る読書活動、２つ目として、知との出会いとそ

の蓄積の場の創出、３つ目としまして、市民の誰もが集える場の創出でございます。 

 これらを実現するために、先ほど申し上げましたように多機能型図書館とし、学びと交流の場を

創出してまいりたいと考えております。 

 図書館が地域社会に果たす役割と可能性を考えたときに、市民が日々の暮らしの中で、学びと交

流による有意義な時間を過ごす居場所となることを目指します。一人一人が研さんを積み、その成

果によって、地域社会のさまざまな課題解決に結びつけていくという多面的な情報を集約し、保

存・発信するための核となることが大切であります。これらの具体的な取り組みを積み重ねていっ

た結果として、クオリティー・オブ・ライフ、ワーク・ライフ・スタディーバランスの実践の場と

なり、中・長期的には、あの図書館があるから亀山で暮らしたいと思えるシビックプライドが醸成

されていくものと確信しているところでございます。 

 教育委員会といたしましては、行くたびに誰かに会える、何かを見つけることができる、そして

居心地のよい場を創出するために、より完成度の高い施設整備に向けて全力を注いでまいります。

あわせて、市民がより集いやすい駅前という利点を生かして、有意義な時間を過ごす居場所創出に

取り組んでいきたいと考えているところでございます。 
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○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 時間もありますので、結びとして、私はこれはどんな駅前の整備ができるんだろうなあ、あるい

は図書館ができるんだろうなあ、どんな機能を持った図書館、駅前ができる、そういう情報を市民

の方と一緒に共有したく、この質問を用意したんですけれども、現実的には権利変換事業とか、あ

るいは事業の大幅な増額、あるいは施工業者選定のためのプロポーザル等々、この手順とか手続等

でまだまだ課題を残して引きずって、この件については、後で論客が控えていますのでしっかり議

論をしていただきたいと思いますが、やはり９月の予算決算委員会で議会からの附帯意見として、

慎重かつ確実な事業推進に努められたいという言葉をこの項の結びにさせていただきます。 

 それでは次に、第３次亀山市行財政改革大綱についてということなんですけれども、時間の制約

もありますので、この問題については予算決算委員会にも資料を提出していただく、あるいは説明

もあるということで、通告の順に概要を質問します。 

 １番、第２次亀山市行財政改革大綱の検証についてということです。 

 現行の第２次行財政改革大綱で大きな４つの目標を上げているんですね。財政運営の改革、行政

運営の改革、組織と人材の改革、そして４番目が協働と連携による改革であります。 

 それぞれの目標に対してどのような検証をしたか、簡単にお願いします。 

○議長（小坂直親君） 

 落合総合政策部次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 ４つの目標について、検証結果を申し上げます。 

 目標１の財政運営の改革につきましては、経常収支比率などの財政指標は比較的健全な状態でご

ざいますが、総人件費は年々増加して、また財政調整基金も年々減少するなど、非常に厳しい財政

状況にございます。さらに、今後１０年以内には新庁舎建設が計画されておりまして、多額の投資

に耐えられる財政的な底力を蓄えておく必要があるといたしております。 

 目標２の行政運営の改革につきましては、公共施設においてはし尿処理施設、公営住宅につきま

しては統廃合が進んではおりますが、その他の施設についても、重複機能の集約による余剰スペー

スを活用して、連鎖的な公共施設の再配置を展開する必要があるということでございます。 

 また、民間活力につきましては、市民要望の高い放課後児童クラブにおいて指定管理者が増加す

るとともに、刈り草コンポスト化センターにおきましては民間運営方式を導入するなどの活用が図

られております。 

 今後におきましても、市民サービスの向上や経費の削減に資するものにつきましては、引き続き

民間活力を活用していく必要があるといたしております。 

 目標３の組織と人材の改革につきましては、職員一人一人が行財政改革の必要性を認識しつつ、

仕事に対するモチベーションを高めていく人材育成が必要であります。また、職場の風土や雰囲気

は職務意欲に大きく影響するとともに、人材育成や能力開発のベースとなるものであることから、

良好な職場風土の定着を図る必要があるといたしております。 

 目標４の協働と連携による改革につきましては、市内全ての地区において地域まちづくり協議会
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が設立されるとともに、市民活動団体と行政が協働で行う事業についても順調に進んでおります。 

 今後におきましては、ともに支え合う共助の基盤の強化を図っていく必要がありまして、特に地

区防災計画の策定を進めるとともに、自主防災組織の強化を図る必要があるといたしております。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 財政運営に関しては、他の市町に比べたらいろんな指数が良好とはいえ、人件費の高騰、財調が

目に見える形で減ってくる。駅前、迎える庁舎、相当なストックが必要だと。行政運営は、し尿処

理場、市営住宅の統廃合、刈り草コンポストを民間に移し、他は余り進んでいないということです

ね。３番目の組織と人材の改革、これは組織改革にする総括は全くなかったなあという思いはしま

した。４番目の協働の関係は、まち協ができたと、良好だと。自主防災会、ハザードマップを使う

と。それはいいんですけど、これはまた委員会でやりますが、いいですか、今から言うことはしっ

かりまた委員会で説明してもらいたいんです。 

 これは、今聞いた総括が、中間案に対して議会に意見を聞くときになぜ提出されなかったのか。

あるいはこの議会を迎えて、前にも、この総括がまだ提出されていない状態というのはどんなもの

か。きのうの指定管理もありますからね。この理由はこの委員会の中できっちり説明してください。

多分、１１月に検証はするという公式発言があったはずですよ。これは委員会でしっかり説明して

ください。 

 ２番目、中間案に対する議会からの意見に対する反映ということなんですけれども、８月に提出

された大綱に対して、議会として９月に共通意見として２件、個別意見として１６件を提出させて

いただきました。 

 数点確認をさせてください。 

 まず、議会からの提案の共通意見として、財政改革とは、単なる生産性の向上やコストダウンを

図るに終始することなく、市民サービスの質の向上や歳入歳出の構造的な改善、働き方等に大きく

寄与するものとなるよう改革の必要性と位置づけに十分議論が必要であり、その上で第３次行財政

改革大綱の策定を進めるべきだというものです。 

 これは議会からの本丸の意見なんですけれども、これに対してはどう考えているか。 

○議長（小坂直親君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 議会からさまざまなご意見をいただきました。 

 本丸の共通事項につきまして、行財政改革の目的といいますのは自治体の人的、財政的負担の軽

減と、市民にとっての利便性向上であると、そのような議会から共通意見もいただいております。

そのことから、行財政改革大綱の改革の目的の中に、市民の利便性向上という文言を新たに追加さ

せていただいたということでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 
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 そもそも行革とは何ぞや、どんな必要性、あるいは立ち位置に立って第３次行財政改革をつくる。

それを市長あるいは議会、そして市民とも共通認識の上に立って、これをつくっていけという提案

をしたんですね。今の答弁ですと、市民の利便性向上という文言を追加しただけですね。 

 これは本当に庁内的にも、あるいは審議委員でどんなに議論をされたのか、行革委員に議会の意

見を本当にぶつけたのか、それすらも僕は疑問なんです。これも委員会でしっかり検証しますので

お願いします。 

 個別意見もさまざまに出ました。例えば、財政に対する危機感が感じられないという意見に対し

て、ペーパーでの回答は、大綱本文において強調します。どんな記述なのかお願いします。 

○議長（小坂直親君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 財政に対する危機感が感じられないという個別意見に対しまして、大綱本文につきまして記載さ

せていただく予定が、長期財政見通しにおきましては、歳出については投資的経費や扶助費の増加

が見込まれること、一方、財源につきましては市税収入では、ピーク時である平成２０年度の約１

４５億円から、令和７年度の約１００億円と４５億円の減収、財政調整基金ではピーク値である平

成２３年度の約４６億円から、令和７年度の約８億円と３８億円の減少となるなど、厳しい財政状

況が見込まれておるということを記載させていただきまして、しかしながら、こういうふうな減少

していく厳しい財政状況でございますけれども、これまでも行財政改革において、さまざまな取り

組みによって何とか乗り切ってまいったというところでございます。今後におきましても、さらな

る行財政改革の取り組みが必要であると考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 その本文をまだ見ていないもんですから、ぱーっと読まれても僕らもかみ砕けない状態なんです。 

 もう一つやります。これも多くの会派、あるいは議員からも出ていました。 

 自治体間の広域連携による歳出のスリム化の具体策を明示すべきであるという個別意見に対して、

ペーパーでいただいた答えですと、実施計画で示しますということなんですけれども、どのような

具体策を考えているか、あるいは大綱の中で示されているか、お願いします。 

○議長（小坂直親君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 自治体間における広域連携についての実施計画に掲げる取り組みとしましては、現在進めており

ますはしご自動車の共同整備、また新たな消防指令業務の共同運用について検討してまいります。 

 さらに、次期一般廃棄物処理施設のあり方について、処理の広域化について検討を行うとともに、

ＡＩ、ＲＰＡ等のＩＣＴ技術について、他自治体の効果的な取り組みの共有などについて検討を行

っていくということでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 
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○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 ここは非常に、自治体間の広域連携というのは、これからの時代は大切な私はキーワードになる

と思うんです。いわゆるＳＤＧｓですね。持続可能な自治体経営の中では、この広域による連携み

たいなものは非常に大切、今の大綱で示されている一つの案として、消防のさらなる連携、それか

ら非常に大切なごみ処理ですね。これはもう計画から実現まで十数年かかる大きなスパンで考えな

きゃいけない。ＩＣＴの利用、先々回の議会の中で、私は「１０年後、君に仕事はあるのか？」と

いう本を紹介させていただいたんですけれども、これはもう１０年後はやはりいろんな証明書や手

続の業務、あるいは税金関係の広域化は確実に進んでいくし、観光、あるいは教育の一部、これあ

たりも非常に変わっていくようなことも拝見をしました。これも委員会でやらせていただきます。 

 最後に、このたびの改定で新たな視点を加えて、今後６年間どのように行政運営に取り組むかと

いう質問を用意しました。第３次の大綱で新たな視点、あるいは特徴的な視点とは何か、答弁をお

願いいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 第３次行財政改革大綱の策定に当たりましては、長期的な財政見通しを踏まえ、新たに今後の人

口減少社会に対応した方策を講じて、行財政運営の強化を進めることにより、人的・財政的負担の

軽減を図ることに主眼を置いております。 

 特に、行政システムの改革におきましては、業務生産性の向上や市民サービスの向上を図るため

に、新たにＩＣＴ技術の活用として、ＡＩ、ＲＰＡ等を積極的に導入していく必要性から、本大綱

における改革の目的を人口減少社会を見据えたスマート自治体への展開とするものであります。 

 また、市の持つ行財政資源は限られていることから、消防指令業務の共同運用のあり方などにつ

いて、自治体間において新たな自治体間連携について検討していくということが新しい要素でござ

います。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 新しい視点というのは、今までの答弁にもあったＩＣＴ技術の活用、ＡＩ、あるいはロボット、

これを積極的に導入していくと、それに対して庁内はどういう体制をとるかと。あるいは、先ほど

の地域間連携、これもスマート自治体をつくるために、これらを新たな視点ということなんですけ

れども、単に庁内体制だけではなくて、市の職員の意識、あるいは働き方を含め、大きく私はこれ

は変わっていくというように思います。 

 この項のまとめとして、私は１３年間議員活動をさせていただいて、第１次の行革、当時は、以

前は行革だけだったんです。今は財政が入ったんですけれどもね。これらが余りにもトップダウン

的な大綱に見えてしようがないんです。よくいう下からのボトムアップ的な、そういう手法、積み

上げられてきた大綱になっていないような気がしてなりません。 

 職員提案的な、昔は１室１改善事業とか、これは今何と言っているのか、僕はわからないんです

けれども、その制度自体も本当に職場の中で、この役所の中で生きているのかなと、余り目に見え
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てこないんです。 

 幸いというか、いみじくも、私はことしの初めかな、昨年かな、今答弁いただいている落合次長

と、それから森 英之議員と、ある提案制度、昔でいうならＱＣサークル、これの発表会を見に行

ったんですね。それで、提案のほとんどが実践され、その細かな提案の積み重ねが大きなコストダ

ウンを生んでいる。それだけじゃなくて、本当に職場環境や働き方に大きく貢献をしている、そん

な場面を見せていただきました。そのサークルの大きさも、いわゆる組織割りでなく、例えば気の

合う仲間、グループ、中には一人サークルといって、もちろん仲間にも協力していただいていろん

な提案をしている。 

 私は、その発表会のエネルギー、活力みたいなものが、ちょっと今の市役所に見えていないんで

す。私、そのエネルギーとか活力こそが行革をなし遂げる大きなマグマだと思っているんです。

近々、大綱が示されてパブリックコメントを迎える時期であっても、この第３次行財政大綱の実施

計画やさまざまな見直しの中で、より自発的な職員の改善提案を吸い上げる仕組み、こういうもの

は再構築できないんですか。これを最後の質問とさせていただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 私、同行させていただきまして、民間のＱＣサークルの発表会を見せていただきまして、民間企

業におけるみずから考えて行動する姿勢という、このボトムアップの姿勢というのに非常に活力を

いただいたと感じております。 

 確かに、行財政改革にはトップダウンも必要です。しかし、議員がおっしゃられたようにボトム

アップも不可欠であると思っております。そして、職員一人一人の意見を、小さくとも一つ一つ積

み重ねていく、ボトムアップする。個人の力、そしてまたそういうボトムアップが活発になる職場、

組織風土、そういうふうなことが醸成されることが行財政改革にとっては重要であると、個人の意

識と組織全体の風土の醸成が必要であると考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 予算決算委員会の中で、さまざまな宿題を与えたと思いますので、ぜひ丁寧な、真摯なご回答を

願いたいと思います。 

 これで終わります。 

○議長（小坂直親君） 

 １１番 鈴木達夫議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午前１０時５５分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午前１１時０５分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 次に、３番 森 英之議員。 

○３番（森 英之君登壇） 

 結の森 英之でございます。 

 一般質問をさせていただきたいと思います。 

 私のほうからは大きく３点、令和２年度行政経営の重点方針について、それから亀山市の持続可

能性について、それから教職員の働き方改革についてという３点について一般質問させていただき

たいと思います。 

 まず、令和２年度の行政経営の重点方針が定められました。令和２年度を知新の年と位置づけ、

環境・文化施策の推進と亀山版ＳＤＧｓの確立、それから第３次行政改革大綱前期実施計画の着実

な推進、それから組織機能の活性化と働き方改革の実現、この３つを行政経営の重点方針と掲げら

れたということであります。 

 そのうち私のほうから、その組織・機構の活性化と働き方改革の実現についてということで、ま

ず質問させていただきたいと思います。 

 亀山市職員の組織機構といいますと、部・室制から現在、部・課・グループ制に移行したという

認識でございます。その移行したことによる効果、あるいは課題について検証されているのか、そ

の点を聞かせていただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 ３番 森 英之議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 平成３０年４月に実施をしました組織機構再編の目的は、第２次総合計画に掲げた施策、事業を

着実に推進する組織体制とするために、それまでの部・室制の２層体制から部・課・グループの３

層体制へと再編するとともに、部・室制における課題でもありました職員のマネジメント能力を育

成、強化する仕組みの構築を図るため、課にグループを置き、新たにグループリーダーの職を設置

いたしたところでございます。 

 現在の３層体制となり、１年８カ月が経過したところでございますが、平成３０年４月以降、新

たにスタートをいたしました第２次総合計画に掲げました施策、事業の着実な推進を図る体制が整

ってきたものと認識をしております。 

 一方で、現在の組織機構の課題につきましては、管理職に対するヒアリングにおいて実態把握と

効果検証を行っているところでございますが、課内での応援体制のあり方でありますとか、各階層

の業務範囲の見直しの必要性が考えられるところであり、今後も継続して検証を行い、組織の活性

化を図ってまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○３番（森 英之君登壇） 

 今ご説明いただきましたけれども、その中で大きな１つとしてマネジメント能力の育成というこ

とがございました。 

 その中で、新しくグループリーダーを置かれたということなんですが、そのグループリーダーの
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皆さんの育成というところでは、どのような効果があらわれていっているのか、そのような認識は

あるのか、お聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 グループリーダーにつきましては、グループの分掌事務の適正な進行管理や改善等について、そ

れぞれリーダーシップを発揮し、事務事業の着実な推進のみならずリーダーとしてマネジメント能

力を強化することもできていると認識しているところでございます。 

 そのため、人材育成面におきましては管理職の養成につながっており、一定の効果が得られてい

るものと認識をしているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○３番（森 英之君登壇） 

 幾つかグループリーダーの育成であったりとか、あるいは第２次総合計画の推進の体制が整った

ということとか、いろんな形で効果が出てきているということでございます。ただ、そこの部・課

の横断的な、事業の中身によってはその対応とか、そういうところが課題ではないかということで

ございました。その課題については、これからも検証していただきながら、柔軟な対応を進めてい

ただきたいというふうに思っています。 

 続いての質問とさせていただきます。定員適正化計画についてでございます。 

 これは、第３次定員適正化計画が終わるに当たって、第４次定員適正化計画が間もなく出される

ということかと認識をしておりますけれども、その中で、私は総務委員会に昨年所属させていただ

いた中でも発言させていただきましたけれども、やはり女性活躍推進の観点から、育児休職中の職

員の方の定員除外というのが、これはもう必要じゃないかというふうに思っています。私は、この

項目について強く申し上げたいところからこのような項目を上げさせていただきましたけれども、

この定員適正化計画を策定するに当たって、このような考えがあるのかお聞かせいただけますでし

ょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 まず、議員ご指摘のとおり、今年度第４次の定員適正化計画を策定すべく、現在準備を進めてお

るところでございまして、来年２月をめどに議会にもお示しをさせていただきたいと、そのように

考えているところでございます。 

 そのような中で、今、育児休業者の職員定数からの除外ということでご提言がございましたが、

現在育児休業を取得しておる職員は恒常的に一定数存在をしておりまして、１２月１日現在で２５

人となっているところでございます。所属職員が育児休業に入りますと、やはり業務に極力支障が

生じないように、その代替として職員を配置している状況にございます。しかしながら、職員数に

は限りがありますことから、業務をより円滑に実施していくためには育児休業職員を補う正規職員

が必要な場合もございます。 
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 このことから、現在、次期定員適正化計画を策定する中で、議員ご提言の育児休業職員の職員定

数からの除外でありますとか、さらには新たに制度設計をいたしました会計年度任用職員の配置状

況、こういったことを十分考慮しながら、今回第４次の基本的な考えでもございます正規職員が真

に必要な職につきましては正規職員を配置していくという、こうした考え方のもと策定を進めてい

るところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○３番（森 英之君登壇） 

 例えば、保育士の方とか特に女性の方が多いですし、非常に課題も多いというのは認識しており

ます。ただし、三重県の中でも幾つかの他市のまちでも、定員の条例の中で既に盛り込まれている

自治体もございます。そのような観点からも、ぜひ女性活躍推進という観点からも適正化計画に盛

り込んでいけるように、今の段階から検討いただきたいというふうに思います。 

 もう一つ、次の質問に移りますが、６０歳以上の方の再任用職員の配置についてであります。 

 これは現在も、民間でも常に６０歳以上の退職を迎えられた方につきましては、本人が希望する

方につきましては再任用職員ということで配置をするということになっています。その中で、やは

りその方々の職場での経験を生かした活躍というところの中では十分に機能を果たしているところ

かと思いますけれども、ある意味、その方々への業務の配置といいますか、マッチングというとこ

ろの課題はやはりあるのかなあというふうに、私としても認識しているところであります。 

 この再任用職員というのは、これからますます増加が見込まれていると思います。この配置につ

いて、どのようにお考えなのかということをお聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 本市では現在、短時間勤務も含め１４人の職員を再任用職員として任用している状況にございま

す。その中には、一般事務職だけではなく、技術職、保育職、消防職、給食調理員などの職種がご

ざいます。再任用職員の配置に当たりましては、当該職員の意向も尊重しながら、適材適所の観点

により現在配置を進めているところでございます。 

 今後も再任用職員は増加していくことが予想されますので、その配置に当たりましては、組織の

活力が失われることなく、個々の能力、経験が十分に生かされるよう配置していくべきものと考え

ております。一例ではございますが、再任用職員は豊富な行政経験を有しておりますので、その経

験を生かし、地域まちづくり協議会への支援の充実等を図ることなども検討してまいりたいという

ふうに考えております。 

 また、一方で、平成３０年に人事院から定年を段階的に６５歳に引き上げるための国家公務員法

の改正について意見の申し出がなされ、本年６月閣議決定をされました骨太方針２０１９において

公務員の定年延長を検討することが上げられておりますので、今後もしっかりとそうした国の情報

収集に努め、適切な対応をしてまいりたいと、そのように考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 
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○３番（森 英之君登壇） 

 情勢としましては、６５歳の定年延長ということも状況としては進みつつある中ではありますけ

れども、まず６０歳を迎えられた方の再任用される方の適正な配置というのは、やはり山本政策部

長もおっしゃいましたけれども、必要かなあというふうに思っています。 

 職員の方、多岐にわたっておりますので、例えば事務職の方でいいますと、素直に定年の後の業

務も入っていけるのかなあと思うんですけれども、例えば消防職の方であると、やはり現場の方が

定年を迎えられると、ある程度体力的な問題もありますので、そういった方の経験を生かしながら

どういうところに配置するとか、いろんなそういう、私１つ例を出させていただきましたけれども、

そういう形で課題も出てくるのかなあと思いますので、これからそういったところも含めた観点か

ら検討いただきたいなあというふうに思っています。 

 また、提言がありました地域まちづくり協議会等で行政とのパイプ役でということが、私も十分

活躍いただける１つではないかなあと思いますので、そのあたりの配置についても検討いただけれ

ばなあというふうに思います。 

 続いての質問に移らせていただきます。今年度の亀山市職員の募集人員についてでございます。 

 事務職が４人、それから技術職の方が１人ということでまず１次募集がなされて、その後２次募

集があったというふうに認識しております。今年度の募集人員の状況について、もう一度確認させ

ていただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 職員募集につきましては、まずこの数年、応募者数が減少傾向にございまして、令和２年度採用

につきましては、募集をいたしました職種のうち、一般事務職と土木技術職については募集予定人

数に合格者人数が達しなかったことから、現在再募集を行っているところでございます。 

 議員ご指摘のとおり、１次募集をさせていただきました段階では事務職は４名程度、土木技術職

は１名程度ということで募集をさせていただきましたが、ご答弁をさせていただきましたとおり合

格者人数に達しなかったことから、再募集として一般事務職２名程度、土木技術職１名程度という

ことで再募集を図ったところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○３番（森 英之君登壇） 

 今般、なかなか公務員の魅力が減っているというとあれですけれども、民間の経営強化もあって

ということかと思いますけれども、その中で技術職の方が１人再募集という形で、やはり技術職の

方もなかなか厳しい状況というのは見てとれるのかなあというふうに思います。 

 その中で、いかに優秀な人材を確保するかという観点が必要かと思っています。やはりこれから

の亀山の魅力を、亀山でこれから行政に携わって亀山を盛り上げていくんだと、そこでしっかり働

くんだという意欲を持った方が来てもらえるように、やはり亀山市としましてももっといろんな魅

力を、いろんな媒体を使って積極的に発信する必要があるのではないかというふうに思っています。

近隣地域でいいますと、例えば津市さんなんかは、非常に現職員の笑顔あふれる、そういったもの
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を入れたような明るい冊子をつくっておられます。そのようなものをつくり込んで、亀山市の魅力

を発信していくというのも大事かなあというふうに思っていますけれども、その点についてはどの

ようにお考えかお聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 公務員試験の応募者は、これまでからも民間企業の求人動向に大きく影響を受けてきたところで

ございます。近年、働き手は売り手市場が続き、民間企業におきましても人材確保に苦慮している

状況にあり、本市におきましても職員応募につきましては年々減少傾向にあるものというふうに考

えております。 

 その中で、特に技術土木職につきましては、県内の高校、大学、そういったところを各訪問いた

しまして、市のＰＲにも努めているところではございますが、なかなか応募がないというのが現状

でございます。 

 そのような中で、優秀な人材を確保するためには、これも議員ございましたが、広い範囲から多

くの応募者を募ることが必要でありますので、職員募集に当たりましては市の魅力を積極的に発信

しながら、例えば今議員ご紹介ありました募集要項、例えば新規採用職員とか、若手の働く者のコ

メントとか意見等を募集要項に載せる、そういった見直しについても考えていかなくてはならない

と思いますし、全体的に新たな募集方法については前向きに検討してまいりたいと、そのように考

えております。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○３番（森 英之君登壇） 

 そうですね。その募集要項、あるいはそういう冊子等に、やはり現場の声を拾い上げるようなも

のを掲載するとか、そういうものにすると、やはり近い、亀山市として魅力あると感じる一つの大

きな視点になるのではないかなと思いますので、そういった観点からも進めていただければという

ふうに思っています。 

 先ほど６０歳以上の方の再任用職員の方も取り上げさせていただきましたが、やはりベテランの

方と若い職員の方の人事交流といいますか、そういう新陳代謝というのは非常に大事かと思ってい

ますので、その観点からも進めていただきますようよろしくお願いいたします。 

 そうしましたら、次の大きな質問に移らせていただきます。 

 亀山市の持続可能性についてということで質問させていただきたいと思います。 

 資料をお見示しいただけますでしょうか。 

 こちら、中部圏社会経済研究所が本年６月に出されておりますものになります。地域力フローと

地域力ストックという指標を使って、持続可能性についてということで数値化されているものであ

ります。 

 この研究では、全国の１,７４１の全基礎自治体を対象としまして、人口変動との関係で地域の

貨幣価値と非貨幣価値の双方から自治体の魅力を評価した地域フロー指標と、地域経済の循環を支

える側と支えられる側の人数構成から自治体の持続可能性を評価する地域力ストック指標の２指標
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を掲載されております。 

 この地域力フローというのは、人の移動から見た、その時点における地域の人を呼び込む魅力の

共通した要因を示しているというものになります。片や、地域力ストックという指標は、人口移動

の蓄積の結果として人口のバランスから見た地域の長期的な持続可能性を示す共通要因ということ

になっています。 

 ここでいいます自治体の魅力という中で、経済規模、所得水準、雇用状況、歳出規模、租税負担

額等の貨幣価値、経済的魅力と、それから自然環境、地域のつながり・きずな、教育、文化・教養、

安心・安全等の非貨幣価値、非経済的魅力とに分けられるということになっています。 

 その資料２ページをお示しいただけますでしょうか。 

 その中で、今回１１７種類の統計データに機械学習の手法を応用して、地域力フローをまず試算

しておるということでございます。その中で、人口移動の観点から自治体の魅力をあらわす指標は、

生活基盤、教育、コミュニティ、住民福祉、女性の活躍の５分野１７指標が選択されるということ

がわかったということであります。さらに、地域の魅力を貨幣価値と非貨幣価値に分けた場合、貨

幣価値は地域の魅力の３割にすぎず、７割が非貨幣価値から構成されることも明らかになったとい

うことでございます。 

 この中で、まずお伺いさせていただきます。亀山市の地域フローの指標が県下で７位という評価

となっております。この順位について、行政運営側としてはどのようにお考えになるのかお聞かせ

いただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 議員からお示しをいただきました民間シンクタンクによります地域力評価の結果につきまして、

まず人を呼び込む自治体の魅力度を示す地域力フロー指標、これが本市では県内７位、全国では３

８９位という結果をいただいております。 

 これにつきましては、算出方法の詳細につきましては公表されておりませんので一概に申し上げ

ることはできませんが、県内の他市町と比較いたしまして、今貨幣価値と申されましたが、経済的

な魅力として、例えば１世帯当たりの年収でありますとか、事業所の新設率などの項目が、あと非

貨幣価値として非経済的な魅力として教育、住民福祉、こういった項目の順位が高かったことがこ

のような結果につながったものと認識をしておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○３番（森 英之君登壇） 

 県内でも、やはりおおむね北部に位置しているところが高い順位を示しているところでございま

す。その中で、現在の人口構成であるとか経済的な視点から、やはり住みやすいという中では北部

の市町が順位の上位を占めたのかなあという認識でございます。 

 今、部長おっしゃいましたけれども、教育というところと住民福祉というところでございますけ

れども、もう一つ、女性活躍が必要ではないかというふうにも言われております。私も先ほどの質

問でも触れさせていただきましたけれども、地域性の問題だけではなくて、その女性活躍という弱
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さが見られるところが少し下位に属しているということもございますので、やはりそこは必要な視

点なのかなあというふうに思ったところであります。 

 続いて、地域力ストックのほうに説明させていただきますけれども、これは地域力ストックとい

う数字でございますけれども、次の資料をお示しいただけますでしょうか。 

 この地域力ストックというのは、自治体の持続可能性の観点から、移住してきた人々が、もとか

らいた人々を含めた地域住民全体のどれだけが地域社会や地域経済の運営に参画し、支えているの

かに着目して開発したのが地域力ストックというふうになっています。地域力ストックは、指標が

２.５あれば持続可能、１.５以上２.５未満であれば準持続可能、１.５未満であれば持続不可能と

いうふうに定義をされております。 

 その中で、２０４５年地域力ストック指標、亀山市におきますと１.５１という、いわゆるぎり

ぎりの準持続可能というふうになっています。これについては行政としてどうお考えなのか、お聞

かせいただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 まず、お示しをいただきました地域力ストック指標でございますが、これにつきましてはその自

治体の人口バランスから見た長期的な持続可能性、それを示す指標であるというふうにまず認識を

しております。そうした中で、本市は県内９位、全国では３７１位という結果であり、今後の推計

値は減少傾向になっており、ご指摘いただきました２０４５年には１.５１ということで、１.５０

すれすれの数値になっておるというふうなところでございます。 

 今後の推計値につきましては、国勢調査を踏まえた統計数値に準じたものでありまして、今後の

人口減少対策が全く考慮されていない推計となっておりますことから、人口減少社会が進行する中

で多くの自治体同様に本市の指標も減少傾向になったものと、そのように考えているところでござ

います。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○３番（森 英之君登壇） 

 おっしゃるとおり、人口減少というのがもう歯どめがきかないという状況の中で、数値化されて

いったものがこの数字だと思います。その中で、やはりこれからは高齢化というのはもう避けて通

れないという中で、１つ提案といいますか、言われておりますのが、やはり高齢者の方の活躍でご

ざいます。地域社会での参画というところですね。それも経済活動に少しでも携わるという人がふ

えるということで経済循環が生まれるということであります。したがって、これからやはり高齢者

の方のそういった地域での活躍が必要になってくるというふうに思っています。 

 その一つが、例えば農福連携であるのかなあというふうに思います。農業と福祉の連携でありま

すね。やはり農業に携わられる方が多い自治体では、この持続可能性の数値が減りにくいというよ

うな状況になっているということでありますので、そこは１つヒントなのかなあというふうに思っ

ているところであります。 

 それから、人口減少の中で１つ言えるのが、生活基盤というのは３割にすぎないということであ
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りますけれども、例えばリニアの誘致でありますね。それがまず実現しますと、リニアインパクト

と言われておりますが、非常に生活基盤としての数字が上がってくるものかと思います。その中で、

人口減少もやはりその利点を生かして最小限に食いとどめて、やはり持続可能性というところの数

値を上げていく、要するに減り方を抑えるといいますか、そういうことが必要ではないかというふ

うに思っていますので、そういった観点からもリニア誘致はしっかり進めていただきたいというふ

うに思っています。それをつけ加えさせていただきまして、この項目の質問を終わらせていただき

ます。 

 今回はこういった質問をさせていただきましたが、またいろんな場面で、こういうシンクタンク

の数字も使いながら議論させていただく必要があるのかなあというふうに思ってございますので、

また場面に応じて議論を深めさせていただきたいなあというふうに思ってございますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 続いての質問に移らせていただきます。教職員の働き方改革についてでございます。 

 これがいわゆる教職員の給与特別措置法の改正かなあというふうに思っています。昨日、第２０

０回臨時国会が閉会をしたところなんですが、そこでこの改正案が可決されたというふうに認識し

ております。 

 その中で、教職員の勤務時間上限の設定ということがあろうかと思います。これについて、この

法案の成立に絡めてご説明いただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 議員ご指摘の教職員給与特別措置法の改正が、先週の１２月４日に成立をいたしました。この主

な改正内容は、教員の勤務時間を年単位で調整する変形労働時間制の導入と、本年１月に策定され

ました公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインの指針への格上げの２点でございま

す。 

 この上限ガイドラインを今回の法改正により法的拘束力のある指針に格上げしたことは、教員の

常態化した長時間労働が極めて深刻な状況にあり、直ちに改善が必要な差し迫った課題であるとい

う認識のもと、教員の時間外労働を法的に抑制することで学校における働き方改革を推進しようと

する国の姿勢のあらわれであると捉えております。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○３番（森 英之君登壇） 

 いわゆる給特法と言われるものなんですけれども、それが昭和４６年に制定されて、それが長々

今まで続いてきたというところでございます。なかなか現状に合わないということの中で、改正案

が出されたということで、その点については一定の評価をさせていただくというところでございま

すが、私として心配なのは、上限時間を決める、年間の時間を、ガイドラインではありますけれど

も決めるというところの中で、これが果たして教職員の時間外勤務の縮減につながるのかというと

ころを非常に危惧しています。給特法の中では、一定の給与月額の４％を教職調整額で支給すると

いうことになって、それがいわゆる長時間労働につながっていると言われておりますけれども、こ
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れが果たして上限時間あるいは年間の時間をガイドラインを策定することによって、そこが果たし

て全てクリアになるのかということに関しては、非常に危惧を持っているところであります。 

 現状、この勤務時間上限の設定についてというところでありますけれども、これが今後どのよう

な方向で教育委員会として学校現場におろしていくのか、あるいはそこについてどのような議論を

経て現場にそのような条項を守れるように持っていこうとしているのか、そこをお聞かせいただけ

ますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 国の上限ガイドラインでは、時間外労働時間の上限を月４５時間、年間３６０時間以内としてお

ります。現在、県におきましても、この上限ガイドラインが間もなく示される予定でございます。

本市におきましては、これら国・県のガイドラインの内容を踏まえながら、今年度中に市のガイド

ラインを策定し、令和２年度からの運用を目指しているところでございます。 

 今年度につきましては、各学校に対し国の上限ガイドラインを周知し、学校ではガイドラインを

意識した時間外労働時間縮減目標を教員一人一人が設定して、働き方の見直しを行っております。

しかしながら、国の上限ガイドラインの遵守は、本市を含めて県内外の学校現場の実情に照らし合

わせますと大変厳しいものでございます。したがいまして、市教育委員会、学校ともに、今後も引

き続き学校が担う役割、業務の見直しを進めるとともに、組織風土の改善と教職員の意識改革に取

り組んで、学校における働き方改革を推進してまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○３番（森 英之君登壇） 

 組織風土の改革と教職員の意識改革ということが、今、答弁の中にありました。私、必ずしも今、

学校現場で組織風土として業務が多忙なので遅くならざるを得ないということもあろうかと思いま

すけれども、決して組織風土の改善が進んでいないというわけではないのかなというふうに思って

います。 

 また、教職員の意識改革、教職員の方も当然今の流れは、少しでも早く帰ってということの意識

は、やはりこの世の中の流れですのでされていると思うんですね。その中で、組織風土の改善とい

うことと教職員の意識改革という、そこの文言だけではなかなか伝わらないですし、そこの改善あ

るいは改革は進まないのではないのかなあというふうに思っています。 

 その中で１つ質問させていただきたいんですけれども、教育委員会の事務局の方がやはりそのよ

うな行政との間に入っていろんな業務を進めていただいていると思います。その教育委員会の事務

局の方が働き方としてどうなっているのかということを、ちょっとお伺いさせていただきたいなと

思います。教育委員会の事務局の方の、今年度のどれぐらいの勤務時間なのか、その辺どういう管

理になっているのかということをお聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 
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 教育委員会事務局の時間外の管理というようなことでございますが、時間外勤務につきましては、

長時間労働を抑制するとともに、労働者が健康を確保しつつ、創造的な能力を発揮しながら効率的

に働くことができる環境を整備するための民間労働法制が改正されております。いわゆる働き方改

革法でございますが、それに伴い市におきましても、職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び規

則の改正がございまして、本年４月から時間外勤務の上限を原則一月において４５時間かつ１年に

ついて３６０時間という時間を定められたところでございます。この改正によりまして、時間外の

管理については所属長は所属職員の時間外勤務に留意し、業務の割り振りの見直しや効率化など、

所属職員の労働時間の管理について、以前より、より厳格にマネジメントを行っておるというよう

な状況でございます。 

 もう一方の時間外でございますが、時間外の削減については市全体の取り組みといたしまして、

特定事業主行動計画にその目標時間を掲げておって、取り組んでおるところでございます。令和元

年度の市全体の目標を４万４,０００時間と設定しておりまして、そのうち教育委員会事務局は２,

４４０時間を目標数値に掲げております。目標２,４４０時間に対して４月から９月までの上半期

の実績でございますが、構成が３課ございまして、それぞれ課のばらつきはありますけれども、教

育委員会事務局全体として２,４４０時間の目標に対して１,２５３時間ということで、率としまし

ては５１.４％というような状況になっておりますので、この率だけを見ますとおおむね適正な進

捗管理ができているのかなというような感想を持っております。 

 なお、昨年度の実績につきまして、年間３６０時間を超過する教育委員会事務局の職員はおりま

せんでした。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○３番（森 英之君登壇） 

 事務局の方の状況を質問させていただいた、その目的といいますか、理由というのは、学校、行

政を取りまとめられている部門の方ですので、やはりそこの方が意識を持ってやっていただかない

と学校現場の教職員の方にはつながっていかないというふうに思っておりますので、あえて聞かせ

ていただいたというところでございます。 

 おおむね進捗としては５１.４％ですので、課によってばらつきはあるものの大体管理はされて

いるということは聞かせていただきました。やはり学校現場と教育委員会というのは連携を持って

教育行政を進めていかなくちゃいけないと思っていますので、教育委員会の方が学校現場のたくさ

んの仕事を持ち込んで残業が多くなるとか、時間外が多くなるとか、逆のことがあってもいけない

と思いますので、やはりそこの信頼関係を築きながらバランスをとっていただく、そのことが必要

かなあというふうに思っています。 

 もう一つ、変形労働時間制というのがございますね。これについても聞かせていただきたいと思

います。 

 これが導入も認められて、これは各自治体に判断を委ねられるということかと認識しております

けれども、その変形労働というのはどういったものになるのかということをお聞かせいただけます

でしょうか。 

○議長（小坂直親君） 
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 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 今国会で成立いたしました教職員給与特別措置法の改正によって、各自治体が条例を制定すれば

教員の勤務時間を年単位で調整する変形労働時間制の導入が可能となりました。この変形労働時間

制の導入は、学校における教員の働き方改革を推進することを目的とし、具体的には学期初めや学

校行事が多い繁忙期には所定勤務時間をふやして、そのかわりに夏休みなどの長期休業中に集中し

て休日を確保するというものでございます。 

 しかしながら、学校現場への変形労働時間制の導入におきましては、繁忙期の平日の長時間労働

が容認され、現在よりも勤務時間が長時間化するなど危惧される点もございます。市教育委員会と

いたしましては、県内各市はもちろん、全国的な導入状況及び導入のメリット・デメリットについ

ても情報収集に努め、その導入につきましては慎重かつ十分に検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○３番（森 英之君登壇） 

 この教職員の方、学校の先生方の変形労働というのは、私は必ずしも実態に合わないといいます

か、そぐわないのではないかというふうに非常に危惧をしているところがあります。といいますの

も、人はやはり目の前のものが忙しかったりすると、変形労働時間を採用していることによって、

後で休めばいいやというようなことになりかねないのではないかというふうに思っています。 

 例えば、時間外のガイドラインも一緒ですね。４５時間、３６０時間も一緒だと思うんですね。

これは、年間４５時間を超えるのは６回まで認められているということだと思いますが、例えば今

月は８０までやってしまったというところの中で、どうしてもそこの６回まで認められているとい

うようなことが人間心理であるようなことが、実際そういうふうに起こってしまうのではないかと

いうふうに危惧をしているところなんですね。ですので、そこはやはり常日ごろから学校現場とし

て管理者の方がきっちり時間外管理していただくのと同時に、やはり月々に多いときにはその翌月

等にはどうしていくのか、きっちり管理していく、あるいは声かけして、そこの業務管理をしてい

く必要があるのではないのかなあというふうに思いますけれども、今回のこの給特法のいろいろな

改正案について、それから各自治体で今後導入していくという観点から、最後に教育長にどのよう

に考えがあって進めていくのか、そこのお考えをちょっとお聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇） 

 教職員給与特別措置法、いわゆる給特法でございますが、教員の勤務対応の特殊性を踏まえて公

立学校の教諭について、時間外勤務手当や休日勤務手当を支給しないかわりに給料月額の４％に相

当する教職調整額を支給することを定めた法律が昭和４６年に制定されております。その４％とい

うのは、当時の時間外勤務の実態調査のもと定められた数字なんですが、今とは雲泥の差がありま

す。したがって、現実とはかけ離れた教職調整額４％になっておるわけでございますが、そういっ

た中、今、働き方改革の一環として今国会で改正されたものは、変形労働時間制の導入ではござい
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ましたが、給特法の改正としては大きな動きであり、部長も申しましたが、教職員の長時間労働が

深刻かつ改善の急務を要していることのあらわれと認識しております。 

 ただ、公立学校の教員のほとんどが県費教職員でございますので、県が条例化するかどうかをま

ず判断されると思います。その後、各市町がそれを導入するかどうかという判断が迫られるかに考

えております。 

 本市におきましては、既に喫緊の課題であると捉えて、昨年８月、総合教育会議で市長とも協議

し、部活動指導員、スクール・サポート・スタッフ等の人的配置を初め、学校閉庁日の拡大、先ほ

ど夏季休業中に休みを移すということがございましたが、学校閉庁日の拡大は既に行っております。

したがいまして、まださまざまな課題があろうかと思います。時間外労働時間の減少は見られるも

のの、いまだ適正な勤務時間には至っていないのが現状でございます。 

 そういったことから、部活動ガイドラインの遵守とか、せんだって土曜授業の見直しとか、給食

公会計化の検討も進めております。それだけでも適正な勤務時間に至るかというと、そう簡単では

ないと思います。 

 先ほど教育委員会事務局の職員のお話もありましたが、生徒指導上、子供が行方不明になった、

私にも夜の１０時、１１時にやっと発見されましたとか、そういった電話は間々あります。いじめ

対応もあります。虐待対応もあります。昨夜は職員が２名、８時に法律相談に出かけております。

だから、計画的に時間外を設定はしているものの、急務を要するものは多々ございます。したがい

まして、根本的に清掃の時間は地域の方々に見守っていただくとか、その清掃の時間は地域の方々

が二、三十人学校の中に入っていただく。その間、教職員は四、五人は監督に回ったとしても、ほ

かの職員は丸つけをしておれるとか、そういった本当の意味での教職員の本来の役割、業務の適正

化を、関係の方々、保護者、地域の方々の深いご理解を得て断行していく、そのぐらいの判断と環

境づくりに向けて、現場とともに教育委員会が一緒に改革を推進してまいりたいと、そういったよ

うな思いを今持っております。 

○３番（森 英之君登壇） 

 長々と答弁いただきました。 

 課題が多いということでございますので、このことは真摯に議論していただきたいと思っていま

す。よろしくお願いします。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 ３番 森 英之議員に質問が終わりました。 

 会議の途中ですが、ここでしばらく休憩します。 

（午前１１時５６分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、６番 尾崎邦洋議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇） 

 勇政の尾崎でございます。 
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 今回は、災害への備えについてと行政組織についての質問をさせていただきます。 

 それでは、災害への備えについての質問からさせていただきます。 

 東日本大震災は本年３月に発生から８年を迎えました。その５年後の２０１６年４月１６日には

熊本県で、現在の震度階級では最高の震度７が４８回も継続していました。東日本大震災での被災

者は、本年３月現在で死亡者が１万５,８９７人、行方不明者が２,５３３人という大惨事になりま

した。 

 この地方では、いつ起きてもおかしくないと想定される南海トラフ巨大地震です。亀山市は海に

面していなく、津波の心配はないと思いますが、理論上最大の液状化危険度予測分布図でも、亀山

市の八、九割は液状化危険度計算対象外となっております。 

 また、マグニチュード９の地震による液状化で全壊となる建物の想定棟数は、亀山市で１０棟と

なっております。三重県下で、菰野町、玉城町、亀山市の３市町が最低水準ですが、あくまでも机

上の数値であり、最悪の事態を想定して備えておくことが大切だという思いで質問させていただき

ます。 

 それでは、通告どおり、災害備蓄品の備蓄状況について質問させていただきます。 

 災害備蓄品については、平成３０年６月議会にも同様の質問をさせていただきましたが、そのと

きの久野管理監のご答弁では、南海トラフ地震での理論上最大クラスで避難者が出ると想定してお

りますのが、三重県が平成２９年の１２月に策定した三重県備蓄調達基本方針によりますと、理論

上最大クラスで２,５００人を想定しており、備蓄は２日分となっているが、亀山市は非常時であ

るので、それに予備を加えて５,０００人と想定しており、５,０００人の３日分の３食を用意して

いるとのことでした。亀山市の備蓄についての基準になる人数は５,０００人でいくのか、それと

も県の理論上の２,５００人でいくのかお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 ６番 尾崎邦洋議員の質問に対する答弁を求めます。 

 服部危機管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 ご答弁させていただきます。 

 本市といたしましては、市の人口全体の１０％の約５,０００人の３日分を目安としております。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇） 

 過去の私の一般質問の中で、家庭での食料、飲料水の備蓄は最低でも１週間から２週間にしたら

どうですかと提案してきましたが、やっと広報「かめやま」１１月１日号の１３ページの防災コラ

ムに、小さな文字で初めて、１週間の食料品、飲料水などを確保できるように心がけましょうと記

載されておりました。 

 最近まで亀山市は、家庭での備蓄は３日分と言ってきたのが１週間の備蓄に変更したのなら、も

う少し大きな文字を使って、家庭での食料品、飲料水の備蓄は１週間と目立つようにしてほしかっ

たと思います。非常に残念です。次の機会があれば、ぜひ大きな文字を使って周知徹底できるよう

お願いして、次の質問に移ります。 



－１３０－ 

 次は、簡易ベッドについての質問をさせていただきます。 

 最近では、避難所で簡易ベッドを準備している市町が出てきておりますが、亀山市はどこで何台

備蓄しているのか、また今後の展開についてもお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 備品についてご答弁させていただきます。 

 大規模災害時の避難所では、さまざまな方が避難生活を送られることとなり、プライバシーの問

題、身体的な問題等さまざまな課題があります。それらの課題対応といたしまして、現在亀山市で

は、避難所生活用の資機材として段ボール間仕切り４０部屋分、段ボールベッド１１床、段ボール

椅子１００脚、簡易トイレ１３４基、毛布４,２００枚等を備蓄して対応することとしております。 

 また、ＮＰＯ法人コメリ災害対策センターやマックスバリュ中部株式会社、松岡建設株式会社、

「５日で５０００枚の約束。プロジェクト実行委員会」等との防災協定により、毛布や石油ストー

ブ等の生活必需品物資や仮設トイレ、畳等の確保に努めることとしております。 

 しかし、災害対応につきましては、これで全てが満足できるというものではありませんので、今

後も定期的な避難生活に必要な資機材の備蓄、防災協定の拡大、または内容強化等を引き続き行い、

大規模災害に備える所存でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇） 

 最近の災害で、避難所でまず何が困るかというと、高齢者の方が大勢避難している場合が多いん

ですけれども、ベッドがないとやっぱり亀山市でも体育館を利用するとかいうふうになるんですけ

れども、天井は高いし、下には運動用の床になっているんですけど、そこで段ボールベッド、それ

らを利用してやらないと、やっぱり高齢者の方については、非常時ですからふわふわした布団の上

でとか、そんなわけにはいかないにしても、やっぱり段ボールベッドぐらいは、亀山市は５,００

０人対象にということを決めて、県は２,５００ですけれども、せめて５,０００の半分ぐらいは、

使わなければそれでいいことなんですけれども、もう一度聞きますが、今後の対応として今ベッド

は１０床というふうに聞いておるんですけれども、これからということは来期の予算でどれぐらい

つけてもらえるか、その辺の見込みをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 議員おっしゃいますように、ベッドは重要だということを認識しております。今現在、段ボール

ベッドは１１床ございますが、次年度も引き続き予算要求をして追加していきたいと考えておると

ころでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇） 
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 県の、南海トラフの地震が来たときは、亀山は２,５００人ぐらいの避難民が出るという想定を

しているんですけれども、１１床ではどうしようもない。やっぱりこれは足りないと思いますんで、

ぜひとも予算をつけていただき、一度でなくてもいいですけど、せめて半分の１,０００床でも、

ぜひともやっていただきたいと思います。 

 次に、医薬品についての質問をさせていただきます。 

 医薬品を備蓄しているようですが、どのような医薬品をどれぐらい、どこに備蓄されているのか、

簡単にお聞かせ願いたいと思います。そんな細かく言わなくても結構ですんで、大体何人分に当た

るかというようなことで教えていただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 医薬品につきましては、市民の皆様それぞれの身体の状況が異なるため、必然的に医薬品の種類

も異なることが考えられます。このような個人によって異なる用品、例えば眼鏡やコンタクト用品、

入れ歯等も同様に、避難所にはほぼ備蓄されていないものに関しましては、個人個人で備蓄するよ

う啓発を行っているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇） 

 医薬品はどれぐらいかという質問なんですけれども、先ほど、個人で眼鏡とか入れ歯とかそうい

う話ですけれども、全く備蓄していないということではないわけですよね。 

 その辺のところ、一般的なもので胃腸薬とかそんなもので、中身はそんなに細かく言ってもらわ

なくてもいいですけれども、全然置いていないということでないんであれば、大体どれぐらいを目

安にしておるかというのを教えていただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 先ほどもご答弁させていただきましたんですけど、医薬品につきましては備蓄してございません。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇） 

 ちょっと前のあれでは医薬品の名前が出てきたように思うんですけど、今回ちょっとそこまで調

べてこなかったんですけれども、たしか医薬品の備蓄はあるというふうに聞いています。何とも言

えませんが。 

 それでは、避難所の設備についての質問に入ります。 

 空調についての質問ですが、地球温暖化の影響を受けて台風も年々大型化しており、直近の１９

号台風やその後の豪雨の影響などで、約３,６００人が避難所生活を余儀なくされたと新聞で知り

ました。 

 亀山市は台風の影響ではそんなに多数の人が避難所生活を送ることはないと思いますが、いつ来
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てもおかしくない南海トラフ地震が起きたときには、かなりの被害を受けると同時に、多数の避難

所生活者も出ると想定できますが、市内の１５カ所の指定避難所で空調設備が整っているのは１カ

所ですけど、残る１４カ所についてはどのような考えを持っておられるのかお聞かせ願いたいと思

います。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 亀山市におきましては、指定避難所として１５施設を指定しております。そのうち、空調設備が

設置されている体育館施設は、西野公園１施設となっております。各避難所における避難者の生活

につきましては、良好な環境にする必要があることは十分認識しているところでございます。しか

しながら、例えば指定避難所の多くを占めている各小・中学校では、普通教室への空調設備が今年

度完了したところでございます。特別教室では以前から空調設備が設置されている教室もあります

が、災害時に避難生活の主たる体育館への空調設備の設置は、財政上の理由等から現状ではなかな

か難しい状況であると考えておるところでございます。 

 一方、指定避難所としては避難者の生活を勘案しますと、高齢者のスペースとか障がい者のスペ

ース、体調を崩された方のスペース、乳幼児のスペース等、さまざまな空間が必要と考えていると

ころでございます。これを一手に体育館のみで対応することは難しいため、避難者の中でも体力的

な弱者が優先的に空調設備が設置されている特別教室等を利用して避難生活できるような検討をす

る必要があろうかと考えております。 

 もちろん、学校施設につきましては、本来、教育を目的とした施設ですので、災害時であっても

なるべく早期に児童・生徒が授業を受けられるように対応する必要があります。そういった中で、

今後は施設管理者と協議を重ねながら、空調設備が設置されている教室をうまく利用しながら、少

しでも避難生活の改善につなげていければと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇） 

 空調設備といっても、冬場ならどこかに石油ストーブとかそういうものを持ち込めばある程度は

防げると思うんですけれども、夏場についてはやっぱりエアコンで冷やさないと、どうしても最近

の暑さというのは４０度を超えるというのが普通のようになってきていますが、その中で体育館の

１５カ所のうちの１つしかないということ、避難所でね。それで、特別教室を使ってということな

んですけれども、災害が起きてから、この南海トラフの地震で避難したとしたら、１日、２日では

恐らく帰れる状態やないんですけれども、小学校の教室とかそういうところを、特別教室なんかを

利用してという話なんですけど、学校の生徒が勉強するようなときに、そんなところに特別教室に

避難所として使えるかどうかというのは、やっぱりもう少し、本当に空調設備がないときに、暑い、

寒いのところで特別教室に入れるということは可能なのかどうなんか、その辺のところをもう一度

教えていただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 
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○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 可能かどうかと申しますと、これからいろいろ各関係機関とも協議をしながら、そういった対応

を解消していきたいというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇） 

 災害はいつ来るかわからないというので質問しているんですけれども、やっぱりこういうことも

今の間に、平時の間にこういうことを詰めてほしいと思う。服部さんはかわられたばかりでお気の

毒なんですけれども、よろしくお願いします。 

 次は、非常電源についての質問です。 

 災害時に備えている発電機の台数と保管場所、使用燃料の備蓄はどこで保管しているのかお聞か

せください。 

 また、発電機の操作ができる市の職員は何人ぐらいいるのか。試運転は、市の職員で年に１度は

行っているのかについてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 まず初めに、非常電源の保管場所ということでお答えさせていただきます。 

 亀山市の指定避難所１５施設につきましては、いずれの施設も設置型の非常発電設備を有してい

ないため、大規模災害時における通常の電源確保ができない場合は、ポータブルの発電機にて対応

を行うこととなります。災害対応の初動期におきましては、各指定避難所の防災倉庫に配備してい

る発電機１７台で対応をするとともに、市内３カ所の防災倉庫にも計３２台が保管されており、市

内の災害状況を確認しつつ、必要な指定避難所へ運搬して対応を行うこととしています。 

 次に、使用燃料の備蓄ということですのでお答えさせていただきます。 

 発電機に必要な燃料は、消防法により備蓄することができませんので、三重県石油協同組合亀山

支部との防災協定により、応急燃料として供給協力を依頼し、確保することとしております。 

 発電機の操作は職員でできるのかといったご質問についてお答えさせていただきます。 

 操作方法につきましては、ポータブルの発電機で一般的なコイルスタータータイプであり、簡易

な操作であり、運んだ職員１人でも対応できるものでございます。 

 市職員で試運転はどうなのかといったご質問でございますが、試運転につきましては、防災倉庫

に保管しているのは防災安全課の職員でエンジンを動かしたりして確認を行っております。また、

水防訓練や防災訓練で使用する際にも試運転を行い、確認しているところでございます。以上でご

ざいます。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇） 

 このポータブルというのは、燃料はガソリンですか。多分ガソリンだと思うんですけれども、こ

のように大災害に遭ったときに普通のスタンドでは、今は地下のタンクに入れてあって電動で上へ
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上げるようになっているんですけど、ドラム缶で持っていくところはないと思うんですよね。それ

で、ポータブルの燃料がガソリンであれば、やっぱりその辺のことも考えて、石油組合ですか、そ

ことよくコンタクトをとって非常時に間に合うような体制をとってもらいたいと思います。 

 それでまた、ポータブルで簡単なものというんですけれども、広い体育館で、これだと照明ぐら

いで、暖房の器具とかそういうのは使えないと思うんですけれども、その辺のところはちょっと説

明していただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 ポータブルタイプの発電機設備の種類でございますが、小型発電機、ガソリン用が２２台、プロ

パンガスが９台、中型の発電機がガソリンですけど１８台ございます。計４９台というふうになっ

ております。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇） 

 災害時に使えるようにお願いしたいと思います。 

 続いて、要支援者についての質問をさせていただきたいと思います。 

 要支援者の定義について、まず災害対策基本法などは市町に自力で避難が難しい要支援者の名簿

作成を義務づけ、自治会や民生委員らと協議して避難の個別計画をつくるよう求めていますが、避

難行動要支援者の定義について、まずお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 議員お尋ねの避難行動要支援者につきましては、災害対策基本法第４９条の１０に規定する避難

行動要支援者名簿の作成において定義づけておりまして、中身を読ませていただきますと、当該市

町村に居住する配慮者のうち、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に、みずか

ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要す

る者とされてございます。 

 同規定に基づきまして、当市といたしましては、亀山市避難行動要支援者名簿の作成に関する要

綱第２条第１項におきまして、名簿に登載する対象者を定めてございます。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇） 

 先ほど、名簿に登載する対象者ということがありましたが、どのような方なのかお聞かせ願いた

いと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 
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 具体的に申し上げますと、介護保険制度による要介護認定の３級から５級の認定を受けられた方、

また身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられた方の中で、判定や等

級の重度の方、またそれ以外の方でみずから登録を希望し、特に支援が必要であると市長が認めら

れた方が、当市における避難行動要支援者と定めてございます。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇） 

 要介護３から５級の認定者ほか、身体障害者手帳とか療育手帳、いろんなこういう等級が重度の

方の登録をするということなんですけれども、避難行動要支援者名簿の登録者数というのは何人か

お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 避難行動要支援者名簿の登録者数でございますが、令和元年７月１日現在で９９４名でございま

す。その中で、各自の個人情報をふだんから地域の自主防災組織の代表者や民生委員、福祉委員な

どの避難支援者に提供することに同意をいただけました方６５３名分の名簿を、関係機関及び地域

支援者に提供しているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇） 

 ９９４名のうちの６５３人が同意をいただき、関係機関及び地域の支援者に提供しているという

ことです。同意を得られた要支援者と、そうでない要支援者の違いというのはどういうことかお聞

かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 同意を得られました要支援者の方の名簿におきましては、地域の支援者にあらかじめ提供いたし

まして、平常時からの防災訓練であったり、また避難訓練などの名簿に活用をしていただいておる

ところでございます。 

 一方、同意をいただけなかった３４１名の要支援者の方につきましては、災害対策基本法第４９

条の１１第３項におきまして、災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、避難行

動要支援者の生命、または身体を災害から保護するための特に必要があると認められるときは、避

難支援等に必要な限度で避難支援等の関係者、その他の者に対しまして名簿の情報を提供できると

されてございまして、この場合におきましては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得

ることを要しないとあることから、大規模な災害が発生するなどの場合においては、関係機関及び

地域の支援者に名簿の情報を提供する運びとなってございます。 

 また、今後におきましてでございますけれども、要支援者名簿の情報提供に同意を得られるよう、

私どもといたしましては要支援者及びそのご家族等にご理解を求めながら、名簿の管理、運用に努
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めてまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇） 

 同意をいただけなかった３４１名の要支援者の方に今後も働きかけていただき、要支援者名簿の

情報提供に同意を得られるようやっていただきたいと思います。 

 次に、名簿の作成についてに入ります。 

 避難行動要支援者名簿の作成についてですが、これはもう先ほど言われたことですね、回答とし

て。もう一度でもいいのでお願いします。 

 避難行動要支援者名簿の作成についてですが、いつごろに作成し、どのように管理、運用してい

るのかお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 避難行動要支援者の名簿につきましては、平成２３年度に整備をいたしました災害時要援護者台

帳を基礎資料といたしまして、災害対策基本法の改正に伴い平成２９年度に避難行動要支援者名簿

に新たに作成の上、平常時から地域の自主防災組織など避難支援者へあらかじめ提供いたしまして、

災害が発生し、また発生するおそれがあるときに、地域の中で要支援者への速やかな支援を行って

いただけるよう、防災安全課とともに連携を図りながら、名簿の管理、運用を図っているところで

ございます。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇） 

 それでは、個別計画について質問させていただきます。 

 個別計画とはどのようなものか。また、現在個別計画が作成されているのか確認させていただき

たいと思います。 

 作成されていなければ、いつごろまでに作成できるのかお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 個別計画の策定につきましては、平成２５年の災害対策基本法の改正に伴い、同年内閣府から示

されました避難行動要支援者の避難行動支援に関する取り組み指針の中で、さらなる避難行動支援

のために取り組むべき事項として周知されていたものでございまして、地域の特性や実情を踏まえ

つつ、要支援者名簿に基づき個別に要支援者と打ち合わせを行いながら、具体的な避難方法等につ

いて要支援者それぞれに定めるべき計画としてございます。 

 現在のところ、その着手には至っていないところではございますが、今後におきまして個別計画

の作成の方法や内容等につきまして関係部署間で協議を進め、問題点等の整理を行ってまいりたい

と思います。 
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 それから、いつごろまでに作成することができるのだということもございましたのでご答弁申し

上げますが、個別計画は、ご承知のように要支援者一世帯一世帯、それぞれ丁寧な対応と申しまし

ょうか、個別に計画をしていく必要がございます。さらに、１度作成した個別計画につきましても、

対象とされる方の状況も変わってまいりますので、随時要支援者の状況に応じて更新も必要かと考

えております。よって、今後におきましてでございますけれども、関係部署間での協議を進めるな

どしまして、地区防災計画というのが災害対策基本法にもございますが、そういったものが相まっ

て個別計画等にも取り組んでいきたいと考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇） 

 いつごろまでに作成できるのかということをお聞きしたんですけれども、具体的ないつごろまで

にということは聞かせてもらえなかったんですけれども、作業としては難しいかもわかりませんけ

れども、ぜひとも着手してやっていただきたいと思います。 

 次に、罹災証明書の発行についてなんですけれども、大規模災害で住宅が壊れた場合、公的な支

援を受けるためには罹災証明が必要ですが、発行までの仕組みをお聞かせ願いたいと思います。 

 また、発行部署と平時での対応職員数もお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 大規模災害時の罹災証明書の発行業務につきましては、地域防災計画に基づき、総務対策部総括

班が行うこととしております。また、罹災証明発行に必要な現地確認、いわゆる全壊、半壊等を判

定する住み家等被害調査業務につきましては、総務対策部の税務班が行うこととなっております。 

 これらの業務につきましても、災害の程度にもよりますが、大規模災害時には市職員のみでは人

員不足に陥る可能性がありますので、被災市区町村応援職員確保システムや防災協定による他の公

共団体への人的支援を求めつつ、対応に当たる所存でございます。 

 罹災証明書発行職員は何人かということでございますが、罹災証明書を発行する職員は、先ほど

もご答弁をさせていただきましたが、総務対策部の総括班の職員１７名で行うこととなっておりま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇） 

 当然、被害の大きさで変わってくると思うんですけれども、対応職員としては現在１７名を充て

ているということになっているわけですね。これ、一部損壊は被災者が被害状況を写して市のほう

へ持っていけば処理されると思うんですけれども、そうすると対応職員も１７人でおれば対応でき

るかもわかりませんけれども、全壊や半壊という場合には職員の方の現地調査が必要でということ

で、対応に非常に時間がかかるということになっているんですけれども、そういう場合はどのよう

な対応をとるのかお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 



－１３８－ 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 罹災証明発行に必要な現地確認、いわゆる全壊、半壊等を判定する住み家等被害調査業務につき

ましては、総務対策部の税務班１９名で対応に当たることとなります。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇） 

 １９人で対応できる場合はいいんですけれども、それ以上の被害が出た場合は、いろんな方を使

って早急に損壊状況等を調べていただくようにお願いしたいと思います。 

 次に、新規採用職員の防災教室についてですが、新規採用職員の防災教育については過去に質問

したように思いますが、ことしも例年どおりのメニューで、所要時間が１時間だったように聞いて

おります。 

 私が定年まで働いていた会社では、入社時研修で安全教育を半日程度行い、その後配属課で安全

教育を行い、教育内容や教育時間を記録し、定年になるまで保存しておりました。確かに、事務職

と製造職では危険性が全く違うと思いますが、市の職員は、近年大型化する台風とか、いつ起きて

もおかしくない南海トラフ地震での災害対策や災害復旧など、重要な役割を果たさなければなりま

せん。そこで、数年前に採用された市の職員の方数人に亀山市地域防災計画書を知っていますかと

質問して、また保管場所を知っていますかと尋ねてみましたら、防災計画書も保管場所も知らない

という答えが返ってきております。この方だけだったかもわかりませんけれども、このようなこと

では教育したとは言えないと思います。覚えていないのは教育しないのと一緒のことだと思います。 

 そこで、入所時には、防災安全課が亀山市地域防災計画書を使って、第１章の総則と第２章、災

害予防、減災対策までをやり、配属部署へ行ってからは配属部署に関係のある安全教育を行うこと

を検討していただきたいと思いまして、このような考え方に同意していただけるかどうか、ぜひと

もお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 同意云々というよりは、ことしの新規職員への研修のあり方についてご答弁させていただきます。 

 本年３月の議会でも答弁させていただいておりますが、防災・減災に関する職員教育につきまし

ては、災害発生時の初動期における即応体制の確立及び応急対処能力の向上を図るため、さまざま

な訓練や教育が必要であると認識しております。 

 このことから、職員の研修といたしましては、指定避難所指定職員に対しての任務や避難所運営

に関する研修を、また災害対策連絡員に対しましては各対策の情報連携を目的とした三重県防災情

報システムを利用した災害情報伝達訓練を、全職員には非常参集伝達訓練や亀山市総合防災訓練へ

の参加など、さまざまな研修や訓練を行っております。 

 また、新規職員採用といたしましては、４月に亀山市地域防災計画や非常参集に関する研修を、

先月の総合防災訓練では訓練支援側とは別に、市民の方々と一緒に市民目線に立って訓練に参加さ

せました。今後も継続的な繰り返しの訓練や研修、またさまざまな状況を想定し、より実践的な訓
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練や研修を検討しつつ、各職員がさまざまな対応の手法を学び、有事の際に災害対応を迅速に行え

るよう引き続き努力してまいります。 

 また、地域防災計画の周知徹底でございますが、亀山市の地域防災計画につきましては、現在、

災害対策本部委員会議の参集者を中心とした各部長級以上の職員及び、有事の際に指定避難所とな

り得る各小・中学校や運動公園、各コミュニティセンター等へは紙ベースで配付し、また市ホーム

ページや町内の情報掲示板にて常時周知しているところでございます。非常勤職員を含めました全

職員が各自で認識、確認できる状況となっております。 

 市職員といたしましては、通常の業務とともに災害対応業務につきましても必須の業務であり、

有事の際には所属する各対策部においての災害対策業務を迅速に行うためにも、その核となる地域

防災計画の取得、熟知につきましては必須事項となります。このことから、先ほどの訓練、研修の

内容と同様となりますが、有事の際に災害対応が迅速に行えるように地域防災計画の内容に関する

研修、各対策部単位で行う対策訓練等、引き続き市職員の地域防災計画に関するさらなる熟知を目

指して努力を重ねてまいりたいと存じます。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇） 

 たまたま聞いた方が、地域防災計画の置き場所もどこかわからないという話だったんですけれど

も、恐らく置いてあるから読みなさいといってもなかなか読めるもんやないし、ふだんの仕事があ

るわけですよね。それで、今きれいにいろいろお話しいただきましたけれども、ぜひとも全職員が、

こういう災害が起きたときに活躍していただくように、災害が来なければ一番いいんですけれども、

そのときの対応がおくれれば、やっぱり市民にとっても信頼性を失うということにもなりますんで、

ぜひとも安全教育、平時で行っていただきたいと思います。 

 それでは最後の質問ですが、行政組織について質問させていただきます。 

 平成３０年の４月から、財務、総務、政策部門をまとめて総合政策部に統合したことの評価につ

いてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 昨年、平成３０年４月の組織機構の再編では、第２次亀山市総合計画に掲げた施策を着実に推進

する組織と、職員のマネジメント能力を育成、強化する仕組みを構築することを基本方針といたし

ておりました。その中で、議員ご指摘の総合政策部の設置をいたしたところでございますが、これ

は企画部門、財政部門及び人事部門を総合政策部として統合をいたしたものでございます。 

 この設置の狙いでありますが、市の財政状況が厳しさを増します中で、第２次亀山市総合計画を

着実に進めていくためにおいて、この政策部門と財政部門とがよりしっかりと連携することで、強

力な政策推進につなげていこうとするものでございました。 

 組織機構の再編から２年目を迎えまして、その総合政策部を設置したことのメリットといたしま

しては、事業決定のスピードが速くなったことが上げられまして、当初の目的でありました強力な

政策の推進につながっているものと考えておるところであります。 
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 一方で、多分議員のご指摘は、例えば政策を余りに重視し過ぎて、人や予算を集中的に配分をし

て行政のバランスを失うことでありますとか、それとは逆に財政面を重要視し過ぎる余り、十分な

政策推進が図られないなどというデメリットのご懸念であろうというふうに拝察をいたします。 

 確かに１部門におきまして政策、人事、財政を所管いたしますと、そうした懸念もあるところで

はございますけれども、現在の２年目となっております総合政策部の体制は、部長と次長がそれぞ

れ役割分担を明確にした上で、その上で政策、人事、財政部門の緊密な連携のもとに部全体の意思

決定を図っておりまして、着実にその施策を進めている状況にあろうかというふうに感じておりま

す。 

 今後におきましても、この政策と財政の健全性との両立を引き続いて図ってまいりますとともに、

人材育成や職場風土の活性化、いわゆる行政経営の３つの視点で行政サービス、それから人、そし

てお金、これの調和の精度をより一層高められるように、この総合政策部の当初の目的の機能を高

めていきたいというふうに考えておるところであります。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇） 

 私の働いていた会社では、人、物、金、この３つをつかんだら自由に動かせるということになる

と思うんですよね。先ほど言いました事業決定が早くなったとか、そういうことはこの３つの部門

を持てばそういうふうにできるかもわかりません。そういうことで、ちょっと県内で調べてみまし

たら、四日市市や津市などの組織図を見ましたら、人事部門だけは別にするとか、財政と総務部関

係というか、人事とかそういうところを分けていることがあるということもありますんで、ぜひと

も今後の展開、スピーディーに運べるかもわかりませんけれども、十分不祥事のないようにお願い

したいと思います。じゃあ、終わります。 

○議長（小坂直親君） 

 ６番 尾崎邦洋議員の質問が終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午後 １時５１分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 ２時０２分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、２番 中島雅代議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 スクラムの中島雅代でございます。 

 通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

 私のほうからも、先ほどの尾崎議員に引き続きとなりますけれども、避難所について取り上げさ

せていただきます。 

 最近では、大型台風ですとか集中豪雨、それから地震も各地で続いておりますので、特別に防災

の日などでなくてもテレビで特集が組まれたり、学校のほうでも防災教育が強化をされていたり、
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地域でも防災訓練を至るところでしております。 

 私も防災士として、さまざまな場面で命を守る行動ですとか、地震や台風の仕組み、それから避

難所での生活についてお話しする機会もあるんですけれども、自分の命を守る自助、これは「自分

を助ける」と書いて「自助」でございます。そして地域で助け合う共助、「共に助ける」と書いて

「共助」です。最近では、共助の前にお隣さん同士で助け合う、「近くで助ける」と書いての「近

助」という言葉もあるそうです。そして、公の助け、公的な助けの「公助」がございます。自助、

共助、近助はイメージがつきやすいんですけれども、公的な助け、公助についてはわからないとこ

ろがたくさんございます。今ではさすがに随分少なくなったとは思いますけれども、避難所に行き

さえすれば行政の人が何でもやってくれるから備えはしなくてもいいんだと思っていらっしゃる方

も中にはいらっしゃるようです。 

 ですので、今回は災害時における公的な助けとはどういうものなのかということを明らかにして、

市民と行政、お互いに協力、協働して危機的状況を乗り越えていけるように質問をさせていただき

たいと思います。 

 まずは避難所の開設についてでございます。 

 自助について説明をするときに、家具の固定ですとか、非常食の準備、避難所まで安全な道を確

保するということは広く言われておりますけれども、そのほとんどが避難所に行くというところま

でで話が終わってしまいます。しかし、当然ながらですけれども、避難所に行くには、誰かがまず

避難所を始めなければなりません。ですので、どういう手順で避難所が開設されるのか、そしてど

のようなときに避難所が開設されるのかという開設条件ですとか、誰が開設をするのか、どうやっ

てその開設されたことを周知されるのかということをご説明お願いします。 

○議長（小坂直親君） 

 ２番 中島雅代議員の質問に対する答弁を求めます。 

 服部危機管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 指定避難所の開設の基準ということでご説明させていただきます。 

 指定避難所の開設につきましては、亀山市地域防災計画に基づき、地震災害及び風水害ともに災

害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に、必要に応じ避難所の全てまたは一部を開

設することとしております。 

 例えば、風水害の場合は、雨量や河川水位情報、土砂災害警戒判定メッシュ情報等を確認し、避

難勧告等の判断・伝達マニュアルにあらかじめ定める判断基準に基づき、災害発生の危険性のある

地域に対し避難情報を発令することとしております。これに伴い、同時に対象地域の指定避難所を

開設することとなります。 

 なお、勤務時間外に市域に震度５強以上の地震が発生し、非常体制を配備する基準となった場合

には、指定避難所の近隣に居住する職員を選任した指定避難所指定職員が指定避難所に直ちに参集

し、即座に避難所の開設を行うこととなっております。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 
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 避難所が開設されたということの周知はどのようになっていますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 職員が広報車等で、その地域地域のところで開設しますよというふうな広報無線を流させていた

だいております。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 十分な周知のほうをお願いしたいと思いますけれども、市内の指定避難所、１５カ所ございます

けれども、この避難所が学校になっている場合ですけれども、避難所となるのは学校の校舎、それ

から体育館、運動場を含む全体という認識でよろしいでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 学校施設を指定避難所として開設する場合の施設のどの部分かということでございますが、亀山

市における指定避難所での避難所の受け入れにつきましては、体育館を基本としておりますが、避

難者の生活を勘案しますと、高齢者のスペース、障がい者のスペース、体調がすぐれない方のスペ

ース、乳幼児のスペースとさまざまな空間が必要となります。これらを一手に体育館のみで対応す

ることは難しいため、他の教室等を利用しつつ、避難者それぞれのニーズに合わせた避難生活がで

きるような検討をする必要があろうかと考えているところでございます。 

 一方では、学校施設につきましては、本来教育を目的とした施設ですので、災害時であってもな

るべく早期に児童・生徒が授業を受けられるように対応する必要があります。そういった中で、施

設管理者と協議を重ねながら使用可能な教室等をうまく利用できるかと考えているところでござい

ます。 

 それと、先ほどは申しわけございませんが、市民への周知ということで、広報車を回すというこ

ともあるんですけど、開設に関する市民の皆様へは、避難情報の発令情報とあわせて、スマートフ

ォンや携帯電話への緊急速報メール、市ホームページ、かめやま・安心メール、ケーブルテレビの

Ｌ字放送や、旧関町区域に設置の同報系防災行政無線にて、市民の皆様を含めました市域に至る方

に対して行っているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 避難所となる、基本的には体育館ということで、配慮の必要のある方には教室などもそのときに

応じて使うこともできるという認識でよろしいでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 
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 教室については、現在そういうふうにはまだ協議等を行っておりませんので、今後詰めていくと

いうことでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 配慮が必要な方がもちろんいらっしゃるというのも災害が起きる前からわかることですので、そ

の辺きちんと決めて、最初から決めておいたほうが、混乱が少なくて済むのではないかと思います。 

 それから、学校にかかわらずですけれども、避難所自体が被災をした場合、その指定避難所が使

えなくなった場合というのは、ほかの避難所との応援体制というか、バックアップというものは、

そういうものはどうなっていますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 大規模災害発生時には、避難所となるべき施設も被災する可能性がございます。避難所開設に当

たりましては、まずその施設が避難所として使用可能であるか。また、応急危険度判定等、安全点

検を行います。使用できないと判断された場合には、避難者の安全確保の状況、避難者数、市域の

被災状況等を市災害対策本部、避難所開設者、施設管理者、避難所運営者等が連携しつつ総合的に

判断して、グラウンドなどへの屋外避難、使用できる建物のみの避難所開設、またはその他の避難

所、近隣の指定避難所等への移動等、その状況に合った対応を行うものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 では、その他の避難場所、例えばコミュニティセンターとかそういったところだと思うんですけ

れども、そこに避難所が移った場合、管理者の方、そこのコミュニティセンターの管理者の方が詰

めていないといけないと思うんですけれども、そのあたりを担当される、地域の方になるのかなと

思うんですけれども、そういう周知というか、そういう情報というのは行っているんでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 避難所には避難所代表者の方もいてもらいますので、そういった、先ほども申しましたけど、避

難所開設者とか施設管理者の方と十分協議しながら対応を図っていきたいと、このように考えてい

ます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 ここまで避難所の開設についてお伺いをしてまいりましたけれども、ここから避難所の運営につ

いて質問していきたいと思います。 

 まず避難所の運営主体というのは誰になるのでしょうか、お伺いします。 
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○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 繰り返しとなりますが、大規模災害時における指定避難所の開設につきましては、基本的には市

職員が行いますが、避難所の運営に関しましては、避難所運営マニュアルに基づき、地域の方々を

中心とした避難所運営組織を立ち上げ、運営することとなっております。 

 現在亀山市では、指定避難所代表者を指定避難所ごとに互選いたしており、有事の際は、代表者

を中心に避難所生活のルール作成、部屋割り、避難者名簿の作成、取材や郵便物の対応のような業

務を行い、運営することとなっております。なお、市職員も開設時には滞在していますので、連携

を図りながら運営していくこととなります。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 市の職員の方、それから地域の方、自主防災ですとか学校の管理者の方が中心になってやってい

くということなんですけれども、地域の方は別ですけれども、市の職員ですとか、学校の管理者は

毎年ずっと同じ方がいらっしゃるというわけではないと思いますし、被災をして運営に携われない

という方も見えると思うんですけれども、先ほどマニュアルという言葉も出てきましたけれども、

これはもう誰でも避難所を運営できるようなマニュアルになっているんでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 誰が見てもわかるようなマニュアルになってございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 では、そのマニュアルも含めてですけれども、大規模災害の際には、ほかの市町から、亀山市以

外のところからも避難者が来るということも予想されます。そういうほかの市町からの避難者につ

いての対応はどのようになっていらっしゃいますでしょうか。人道的には受け入れる必要があると

思いますけれども、そういうこともマニュアルに記載がされていたりとかするんでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 避難所における避難者の受け入れにつきましては、亀山市地域防災計画に基づき、住居が被害を

受け居住の場を失った者、ライフラインが被害を受け通常の生活が困難になった者、避難勧告指示

が発せられた場合等により緊急避難の必要がある者を対象としております。 

 基本的に発災時にその地域にいた方を対象としており、市外からの避難者に関する明確なルール

が定まっていないところです。ただ、市外から避難されてきた方に対しまして、避難所への入所を

お断りすることはありませんので、現状その場合は、災害対策本部と避難所運営者、近隣の他市と
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連携を図りながら対応を行っていく次第でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 市としては、受け入れを断るということはしないということだったんですけど、それは実際に避

難所を運営される方たちにもちゃんと共有をされたものなんでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 先ほどもご答弁させていただきましたんですけど、避難所への入所をお断りすることはありませ

んので、その場合は、災害対策本部と避難所運営者、近隣の他市町と連携を図りながら対応を図っ

てまいりたいというふうに思います。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 では、次に行きまして、運営マニュアルですとか、各地域でも作成をしていると思います。また

は今つくっている途中かと思いますけれども、それは例えば、支援物資の数をどうやって把握する

のかとか、それを市にどうやって伝えるのかとか、それによって物資が来るとして、搬入の場所と

か、地域と学校と行政との共有というのはされているんでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 尾崎議員のほうでもご答弁させていただいたんですけど、食料の一部共有ということですけど、

最低３日以上、１週間分程度の備蓄確保について取り組んでいただけるよう啓発もしておりますし、

１回の食事内容につきましては、自助活動による食料等の確保に取り組んでいただいている市民の

皆様お一人お一人で異なるであろうと思いますので、その辺も含めた形の備蓄として、人口の１

０％、約５,０００人分の３日分を基準として備蓄しているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 その食料をどのように数を把握して、どの場所に、例えば学校のどこに置くのか、保管するのか

という情報の共有みたいなものはされていますか。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 どこに保管という、共有ということでございますが、市内３カ所の防災倉庫、本町防災倉庫、中

央防災倉庫、関防災倉庫がございます。そちらのほうに備蓄、保管しておるところでございます。

このことについては自治会様、自治会長様には周知しているところでございます。各避難所へは、
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ここの備蓄倉庫から配送する等とかになろうかというふうに思います。機材のほうにつきましては、

指定避難所には備蓄というか、配備させていただいているところでございます。 

 数のほうは、今、防災安全課のほうで各避難所についての数は把握しているところでございます。 

（発言する者あり） 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 避難所に来ている方の数ということでよろしいですか。それは市職員が配備されておりますので、

そちらからの連絡で、何人いるかということは把握できるものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 質問の仕方が悪くて済みません。 

 ちょっと話を戻しまして、非常食の話をさせていただきたいと思います。 

 先ほど尾崎議員の質問の中でもおっしゃっていただきましたけれども、人口の１０％程度、５,

０００人分の３食の３日分ということなんですけど、１回の食事内容はどのようなものになります

でしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 先ほどもちょっとご答弁させていただいたんですけど、１回の食事内容につきましては、自助活

動による食料等の確保に取り組んでいただいている市民の皆様お一人お一人で異なるであろうと思

います。一方で市では、先ほども申しましたんですけど、５,０００人の３日分を基準として、市

内３カ所で備蓄をさせていただいているところです。アルファ米や乾パン、やわらかく食べやすさ

を考慮したパン類合わせて約４万５,０００食、飲料用水約４万５,０００リッター等を備蓄してお

ります。 

 １回の食事内容としましては、アルファ米なら１袋、乾パン・菓子パンなら、それぞれ１缶を予

定しているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 アルファ米、それから乾パンという話もありましたけれども、アルファ米、食べるためにはお水

かお湯が必要になるんですけれども、これもまた支給の中身には入ってくるんでしょうか。その場

合、お水でしたらどれくらいの量をいただけるのか、お伺いします。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 その食材に合わせた、できる量の水道水とお湯等を配付することになろうかと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 
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○２番（中島雅代君登壇） 

 例えば、アルファ米、この間の１１月３０日の市の防災訓練の中で配られた試作のものは、大体

１食分で１６０から２００ミリリットルぐらい必要なんですね、つくるのに。例えば、支給される

のが５００ミリのペットボトル１本だと、ちょっと足りないかなと思うんですけれども、例えばそ

ういうことを情報として知っておけば、自分たちで余分に水を用意しておかなきゃいけないんだな

ということもわかりますし、例えば、小さいお子さんのいるご家庭だったら、小さいお子様はふだ

ん食べなれていないものをなかなか食べてくれないということもありますので、そういうものを各

自で用意しておかなきゃいけないんだなということもわかります。そういうことを日ごろから広報

していただくということもできると思います。ですので、市にどんな備蓄があるのかということな

んですけれども、全てとは言いませんけれども、ある程度公表していただくことも必要で、私たち

もそれをちゃんと情報として受け取ることも必要だと思います。 

 また、亀山市内、ペットを飼っていらっしゃる方、たくさんいらっしゃるんですけれども、動物

愛護の観点からは、基本的にペットは同行避難、一緒に避難をする、逃げるというのが原則だとい

う認識をしているんですけれども、各避難所での対応はどうなりますでしょうか。同行避難、一緒

に連れていくという、そういう指針を示していたりはするんでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 ペットについてお答えさせていただきます。 

 大規模災害時におけるペット対策につきましては、飼い主が避難する際に同行避難を行うことを

基本としております。しかし、避難所におきましては、さまざまな避難者が避難生活を送ることと

なるため、アレルギーの問題等から、ペットと避難場所、建物内での同居生活はできないこととな

ります。飼い主の責任が基本となりますが、ケージに入れて、避難所内での指定場所で管理してい

ただく一方で、三重県獣医師会鈴鹿支部や鈴鹿保健所と連携を図り、負傷したペット等の治療、一

時保護、ペットに関する相談等、ペット同行避難に配慮した対応に努める所存でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 今さらっと、ペットを指定の場所に連れていくというお話がありましたけれども、そういう場所

はマニュアルなどでも決めているものなんでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 先ほど申しましたことは、地域防災計画とマニュアルのほうにも明記されておるところでござい

ます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 
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 では次に、避難所が学校になっている場合、教職員の職務内容ですとか、その範囲というものを

お伺いしていきたいと思います。 

 学校の先生などは避難所の本部など、そういう運営のほうにも入っていかれるのでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 避難所開設時の教職員の職務ということでご答弁申し上げます。 

 地域防災計画では、風水害等対策において、指定避難所の開設を決定しますと、現在の生活文化

部職員を避難所開設職員として派遣し、避難所を開設することとしております。しかしながら、そ

の開設に急を要する場合は、施設管理者に避難所開設を要請することとしており、指定避難所が学

校の場合は、学校長に要請をしております。学校長はその要請を受けますと、避難所となる体育館

をあけ、避難所の受け入れを始めることとなります。 

 また、避難所が開設されますと、学校長は施設管理者として施設の利用に対するアドバイスを行

うほか、避難所運営について協力するといった役割を担っております。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 校長先生は運営のほうにも管理者として入られるということなんですけれども、一般の先生方の

役割みたいなものはあるんでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 校長は施設管理者として役割がございますが、一般の教職員については役割はございません。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 役割はないということなんですけれども、学校という場所で先生となると、どうしても頼りたく

なる気持ちが出てくると思うんですけれども、避難所の運営、助けてくださると思うんですけれど

も、研修などそういうことは先生方はしていらっしゃったりするんでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 避難所開設に関する教職員の研修ということでございますが、市の防災安全課が開催する現地研

修に学校長等が施設管理者として参加しております。その研修内容は、避難所となる体育館の落下

物を防ぐための点検、防災倉庫に備蓄された資機材や衛星携帯電話の使用可否の確認など実践に即

して行われ、学校長及び地域の指定避難所代表者、指定職員の３者で共通の認識を持つなど情報共

有を図っております。 

 また、教職員の研修については、直接避難所開設とは関係ございませんが、県教育委員会が開催
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する学校危機管理専門研修会であるとか学校防災リーダー等教職員研修会などの研修に計画的に参

加しておりまして、防災に関する最新の知識・技能の習得、学校防災リーダーとしての役割の習得

などに努めておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 それでは、先ほどから出てきています亀山市地域防災計画ですけれども、この中で、市の各課で

どのような仕事をするかというものは示されてはいるんですけれども、あくまで事務ですとか支援、

それから連絡調整といった書き方がしてあるんですけれども、これについては、まず対象というの

は正規職員のみになるのでしょうか。非常勤職員は対象にはならないのでしょうか、お伺いします。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 正規職員のみの対応でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 それでは、この亀山市地域防災計画ですけれども、発災直後からの職員の動きについて、簡単で

いいのでご説明をいただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 災害発生時の職員間の連絡手段につきましては、まず職員がそれぞれ無事かどうかの安否情報、

また、参集可否の情報につきましては、各職員が非常参集メールにて行い、災害対策本部にて一元

化しているところでございます。 

 また、その後の災害対応につきましては、一般の電話回線等を基本として、各対策部内または対

策部間で情報連絡を図ることとしております。そのほか、防災用携帯電話、衛星携帯電話、防災行

政無線等、さまざまな情報伝達手段を有しているところですが、災害の状況に応じて、使用可能で、

より望ましい手法を判断しながら各対策部間の情報連絡を図ることとしております。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 では、この職員さんの仕事の中で、担当する事務については、誰がどの担当をするですとか、市

内に住居のない職員さんもいらっしゃると思いますけれども、例えば被災されて市役所までたどり

着かないだとか、欠員が出る場合もあると思います。その場合もシミュレーションですとか訓練な

ど、そういうものはしているのでしょうか、お伺いします。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 
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○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 亀山市地域防災計画におきまして、災害時における各対策部の所掌事務を定めているところでご

ざいます。個々人の担当業務まで定めたものではございませんが、したがって、職員本人や、その

家族が被災した等、何らかの理由により職場に参集できない職員がいた場合におきましても、その

時点における参集人員により業務編成を行うとともに、それでも対応が困難な場合は、各対策部間

での横断的かつ柔軟な職員配置を行い対応することとしております。 

 なお、初動期を過ぎますと、被災市区町村応援職員確保システムや災害時相互応援協定等により、

他市町への人員要請により職員の確保を行い、災害対応に努める運びとなっております。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 平時の何もない状態で、災害時に自分がどういう担当をするのかということのシミュレーション

ができていないと、ほかの市町から応援が来たとしてもうまくそれを活用することができないんじ

ゃないかと思うんですけれども、そのあたりはどうでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 その辺につきましては、先ほど尾崎議員にもご答弁させていただいたんですけど、職員の研修

等々でマニュアル等を勉強しながら、各職員熟知していただいているというふうに認識しておりま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 各職員の皆様は、そのマニュアルをきっちり勉強していただかないといけないですね。 

 では、この避難所の開設にかかわる職員の方という方も、それぞれ担当する事務というものはあ

ると思うんですけれども、その分担の中には入ってくるのでしょうか。それとも、その担当の職員

の方は避難所に詰めたままになるのか。それと、その職員の方はいつまで避難所にいることになる

のかということをお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 長期運営になりますと、職員もおるんですけど、あと地元自主防災、今、地区防災等々の計画も

立てておる中で、地域の方に運営していただけることとなろうかと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 ということは、その所属する課が担当する事務については、指定の避難所に行かれる職員であっ

ても担当されるということでよろしいですか。 
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○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 各対策班につきましての職員は職員でおるんですけど、その中の地域の避難所に近い方は、指定

避難所の職員に指名されておりますので、その方らが地域に入って対応する、その中で長期間にな

るとまたいろいろと仕事もございますので、自主防災等々の方と協力しながらやっていくというふ

うな形になります。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 では、もう少しだけ踏み込ませていただいて、担当事務についてですけれども、例えば、税務課、

まちづくり協働課、市民課、文化スポーツ課が避難所の開設、運営及び避難者の受け入れに関する

ことですとか避難所における食料及び生活必需品等の配付に関することを担当をしていますけれど

も、そういった連絡などはどのように対応されますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 そういった職員との連絡につきましては、先ほどもご答弁させていただいたんですけど、防災用

携帯電話とか衛星携帯電話等で、その場その場で機具を使いながら対応を図ってまいりたいという

ふうに考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 そのほかにもたくさん項目ございますので、どの項目に対してもいろんな事態がそれぞれ考えら

れると思うんですけれども、それこそ切りはございませんけれども、準備をしておくということで

防災意識、それから問題意識も高まってまいります。それに、市の職員も、職員であると同時に被

災者でもありますので、そういうことも忘れてはいけないと思います。 

 具体的に市がどのように動くのか、そして市民がどのように動くのかということをお互いに見え

てこないと、不安ですとか不満とかが出てきてしまいますので、幸い津波のおそれがないと言われ

ている亀山市ではございますけれども、大きな災害が起こるとより被害の大きい市町に全国のほう

から支援が割かれてしまって、逆に他市町のほうから避難者がやってくるかもしれません。なので、

準備をしてもし過ぎるということはございません。実際に使える防災計画の策定、それから訓練が

必要だと思います。 

 また、避難所の運営に当たりまして、女性の声を入れていくということは、もう常識にはなって

きておりますけれども、実際に混乱した現場の中で急に女性が声を上げたとしてもなかなか取り上

げられにくいということは容易に想像ができます。計画やマニュアルをつくる段階から、女性の意

見を取り上げる、尊重するという、言ってみれば練習みたいなものが必要だと思いますし、女性の

側からしても意見をちゃんと持ったり発言をするという意識も必要だと思います。市の計画ですと
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か訓練においても、女性のプロジェクトチームをつくるですとか、女性側も意見を言いやすい環境

をつくることも有効ではないかと思います。防災計画、それから防災活動というものは日常生活の

延長でございますので、例えばですけれども、新庁舎の計画、こちらにも女性のチームをつくって

意見を聞く場を持ったりだとか、地域でも女性の意見を聞く機会をつくったり、日常で生きてくる

こともたくさんあると思います。今この防災の機運が高まっている中で、女性の活躍をする場です

とか登用する機会を行政レベル、地域レベルでつくっていただきたいと思いますけれども、市長に

お伺いをしたいと思いますが、女性の声を積極的に取り入れるという点に関して、何か見解のほう

お伺いしてもよろしいでしょうか。全体的に。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 当然、防災のさまざまな視点のみならず、市政各般にわたってその政策決定等々で、例えば、亀

山市の審議会等々への女性の参画率が大体３７％ぐらいでございます。県下１４市の中では、多分、

鈴鹿市さんも高いんですが、この１０年間で４０％を目指して努力をいたしてまいりました。した

がいまして、割と行政の中に、特に政策決定の場に女性の声が入っていくということは極めて重要

だと思っておりますので、市政各般にわたってそのような体制をしっかり今後もとってまいりたい

というふうに思っております。 

 ご質問は、防災につきましても、これは従来からも、例えば、亀山市総合防災会議の中に女性の

枠が少ないんではないかと、こういうご指摘も議会からもいただいておりますが、どうしても関係

機関の長とか、充て職で入っていただいておりますので、そういう面では若干そのような傾向が出

ておりますが、そこにつきましても意見がしっかり反映できるような会議の運営に努めていきたい

というふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 女性の声も取り入れていただきたいと思います。 

 いろんな項目を質問してお伺いしてきましたけれども、私、大まかな計画だけを立てて、あとは

現場で判断をするというのは、ちょっと行き当たりばったりなようにちょっと思えるんですね。な

ので、事前に多くの人の意見を聞いて、しっかり詰めておくべきだと考えております。 

 災害が起きると、なかなか冷静な判断は難しくなってまいります。そうすると、声の大きい一部

の方だけで決められていくということも出てきてしまうと思いますので、全体で事前に、そして具

体的に話し合うことによってコミュニケーションが生まれて、災害時でもそれが生きてきますし、

平時におきましても地域の活性化にもつながっていくと私は思っております。ぜひ具体的な実行の

できる計画の策定を、それから訓練をお願いしたいと思いますけれども、項目の最後になりますけ

れども、市長に防災に対する考え方のほうをお聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 
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 防災に対する考え方をということでありますけれども、ご案内のように、近年、特に全国各地で、

気候の変動の影響もあろうかと思いますが、かなり自然災害が本当に甚大な被害となっております。

これにいかに備えていくのかということは、極めて重要なことであります。防災、これはもう避け

られない、さまざまな自然災害に対してどのような準備をしていくのか、あるいはその被害をいか

に少なくできるのか、このことが極めて重要だと思っております。 

 私どもは、国土強靱化という国の今のさまざまな方策、かつては、いわゆる事後対策ということ

で、ハード対策に重点が置かれてまいりました。東日本大震災以降は、ハード対策のみならず、い

わゆるソフト対策も含めた国土強靱化が極めて重要だと、こういう認識になってきておるところで

ございますが、亀山市としても、そのためにはハード・ソフト両面からの防災・減災の対策が極め

て重要だというふうに思っております。 

 市の総合計画では、市の安全・安心のためのジャンプアップ戦略プロジェクトをしっかり進めて

まいりますが、きょう議員ご指摘をいただいておりますさまざまな実践上の課題等々につきまして

も、これはオール市役所、そして特に、全責任はこのトップにあろうかというふうに思っておりま

すので、しっかり防災・減災が推進できて、市民の皆さんの、特に命にかかわるこの問題につきま

しては、可能な限りの対策と備えをしてまいりたいというふうに考えておるところであります。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 市民の安心・安全のために、どうぞしっかりとよろしくお願いいたします。 

 それでは、次の項目に移らせていただきます。 

 多胎児支援についてでございます。 

 多胎児とは双子や三つ子などの総称でございます。２０１８年１月に、三つ子のうちの１人が虐

待をされて死亡するという悲しい事件が起こりました。背景には、育児の環境ですとか、支援の不

足もあったかと思います。厚生労働省のホームページからなんですけれども、みずほ情報総研株式

会社の調査で、全国的には多胎児の分娩件数、横ばいから減少傾向にあるということです。これは、

全体の出生数も減っておりますので、当然ではありますけれども、母親の年齢別に見ると、出生数

に占める多胎児の割合、母親の年齢が上がるごとにふえていって、母親が３０歳以上だと２％を超

えて、４５歳を超えると５.９５％となるそうです。近年では、結婚する年齢も遅くなって、出産

時の年齢も３０代以上という方もふえてきています。今後はより一層、多胎児への支援に対する必

要性が出てくると思っております。そしてこの多胎児支援について、亀山市における人数ですとか、

増減の傾向、それから支援状況などの現状についてお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 議員お尋ねでございます、現在本市におきましては、母子健康手帳を交付する際に、現在の体調

や妊娠中や出産後にサポートしてくれる人がいるかどうかなど伺いを行いつつ、出産や育児など、

不安なことや困り事の相談に応じている状況でございます。 

 そんな中でも、多胎児を妊娠された、事例的に数値等も申されましたが、妊娠している方にはよ
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り丁寧な対応を心がけておりまして、出産後の赤ちゃんの訪問であったり、その情報を全体につな

げてまいりまして、妊娠中から出産後の継続的な支援を行っているところでございます。 

 それから、数のご質問がございましたのでお答え申し上げますが、多胎児の出産数の市内の状況

といたしましては、赤ちゃん訪問の関係で数値を拾いましたところ、２８年度から３０年度までの

実績ということになりますと、２８年度は１組、平成２９年度は３組、それから平成３０年度は１

組、今年度に入りまして４月から１１月末にかけて３組ございまして、妊娠の届け出の状況等もあ

わせて考えますと、年によっては若干差はございますけれども、ほぼ横ばい状態でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 市内にもやはり、数組ではありますけれどもいらっしゃいます。 

 私も子供２人おりますけれども、私の場合は１人ずつ産んでおります。ですけれども、やっぱり

５年ぐらいは十分な睡眠を確保するのも難しかったなと記憶しておりますし、もちろん子供がいれ

ば日常生活は思うようには進みませんから、ストレスがすごくたまったんですけど、私は。ただ、

双子、三つ子を育てるお母さんの負担というのは、もっと全然比べ物にならないほど大変だと思う

んですね。何組か直接双子のお子さんを持つお母さんとお話しさせていただいたんですけれども、

１時間まとまって寝られないだとか、３０分置きにミルクをあげたり、おむつを交換したり、片方

の子が泣いたら片方の子も起きて泣くみたいな、それに外出もなかなか１人で２人連れていくとい

うのもままならないですし、お風呂に入れることも新生児のうちは１人では難しいです。 

 ３６５日２４時間、お母さんだけで、家庭だけでケアというのは限界があると思います。外部委

託ということも考えられますけれども、費用がかかりますし、なかなか継続することが難しいとお

っしゃっていらっしゃいます。子供たち、将来的にもお金がかかりますし、お母さんが働きに出る

ということも難しいと思うんですけれども、ことしに限らずで結構でございますので、市にそうい

う多胎児に関する相談などはございますでしょうか。大まかな内容で結構ですので、お伺いいたし

ます。 

○議長（小坂直親君） 

 井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 議員るる申されました、私どもへの相談の内容ということでご答弁させていただきます。 

 各ご家庭におきまして相談内容はさまざまでございまして、多胎児の保護者から相談のある特有

の内容といたしましては、議員も紹介されましたように、例えば、２人の子供が同時に泣いちゃっ

たりして授乳についてのご質問や、お２人が同時に授乳のときに泣いたり怒ったりというので、そ

の対応を同時にしなければならないというような問題もございます。それから、病的なことでござ

いますけれども、例えば、湿疹ができたりというのがうつったりしますので、そういった問題、ま

た排便の問題、それから子供に着せる服の枚数であるとか、それから部屋の温度設定など、生活環

境などをどのように考えたらいいのかなど、一般的な相談や、また出産や育児に関しての保護者の

思いを傾聴するなど、保護者からのお話を丁寧にお聞きしながら相談に当たっている現状がござい

ます。 
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○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 お母様方、たくさん相談したいこともあると思うんですけれども、他市町では、多胎児における

行政のサービス、家事の代行サービスですとか、ヘルパーの派遣なんかをしているところもあるん

ですけれども、市として多胎児の子育て支援について、何か支援策はお考えでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 先ほど来答弁させていただいておりますように、多胎児につきましては、妊娠中から単胎児に比

べまして母体への負担も大きくございます。また、出産後数カ月には、特に授乳であったりおむつ

交換、交互に泣くのをあやすなど育児に対する負担や不安も大きいことを承知しているところでご

ざいます。よって、出産後の時期に応じた適切な支援ができるように、多胎児の赤ちゃん訪問には

より多くの時間を割り当てるなど、丁寧な個々の相談を受けているところでございます。具体的に

今、プラスアルファで何かがということではございませんけれども、引き続き保健師ともども、今

後も安心して産み育てられるようなまちの施策を展開していければなと思っております。 

○議長（小坂直親君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 子供１人だけでももちろん大変なんですけれども、特に多胎児ですと、お子様、それから親でも

身体的、精神的、経済的にも困難がたくさんございます。この超少子・高齢化の社会の中で、子供

を産むことがリスクでしかないという状況ではもう何ともなりませんので、今、目の前の問題を放

置せずに未来の希望につなげていきたいと思いますので、どうぞしっかりよろしくお願いいたしま

す。 

 以上で私からの一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 ２番 中島雅代議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午後 ２時５７分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 ３時０７分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、７番 中﨑孝彦議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇） 

 新和会の中﨑でございます。 

 通告に従い、一般質問をさせていただきます。 

 きょうは防災についてお聞きしたいと思います。 
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 私の前にお二方が防災については詳しくご質問をされてみえましたが、私のほうからも防災につ

いて少しお聞きをしたいというふうに思います。 

 近い将来、東海・東南海・南海の３プレート地震や、近年大型台風による自然災害が多発してい

る状況でございます。２０１８年、２０１９年は大型台風が三重県に何度も接近し、また上陸する

など、災害の多い年であったというふうに思っております。幸いにして、本市にあっては大きな被

害もなく、ほっとしているところでございますけれども、自身の命を守るためには、早目早目の避

難が必要不可欠であることは言うまでもございません。 

 まず最初に、尾崎議員も質問されておりましたですが、自力で避難できない要支援者の避難につ

いて聞きたいと思います。 

 まず、尾崎議員がいろいろ質問をされておりましたので、私のほうから、この項につきましては

３点ほどお聞きをしたいというふうに思います。 

 まず、要支援者の名簿作成の件でございますけれども、名簿作成から数年経過しているわけでご

ざいますけれども、名簿の更新というのはどういうふうなことになっておるのか、どうしているの

か、このことについてお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 ７番 中﨑孝彦議員の質問に対する答弁を求めます。 

 井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 議員お尋ねの避難行動要支援者名簿の更新でございますけれども、国の避難行動要支援者の避難

行動支援に関する取り組み指針というのがございまして、それに基づきまして、亀山市避難行動要

支援者名簿の策定等に関する要綱第３条において、おおむね１年ごとに名簿を更新し、正確かつ最

新の内容を保つように努めるものと規定しておりまして、平成２９年度に作成をいたしました要支

援者名簿について、昨年度から本年度にかけて更新作業を行ったところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中﨑議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇） 

 この更新は、転入された方、転出された方、または残念ながらお亡くなりになった方とかいうの

をきちっと把握して、１年ごとにきちっとした名簿を作成するということは重要なことですので、

今後ともよろしくお願いをしたいというふうに思います。 

 それから、尾崎議員の質問にもございました個別計画の作成についてですが、まだ今作成はされ

ていないという答弁をしておりましたが、この個別計画の作成をするには、この計画をつくるとい

うことは、要支援者から聞き取り調査も必要になってくるというふうに思うわけでございますが、

地域が自発的に計画づくりに携わるためには、行政が積極的にＰＲ、呼びかけを行うことが重要と

思いますが、これら周知、そして地域の協力はどのように行っていくのか、このことについてお聞

きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 
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 地区防災計画の中のくだりがありましたり、また私どもの個別計画がありましたり、いろんな形

の中で地域防災を考えていかなければならないと思っております。そういった中で、地域が自発的

に作成していけるような取り組みといたしまして、現在考えておりますのは、平成２５年の災害対

策基本法の改正におきまして、先ほど申し上げました地区防災計画というものが創設されてござい

ます。それに加えまして、地区防災計画とは、一定の地区の居住者等が行う自発的な防災活動に関

する計画でございまして、その策定については、地区の特性等について熟知されている地区の居住

者自身が、地区の実情に即した地域密着型の計画をお考えいただくことが大切でございます。 

 それらを受けまして、現在、市内では６地区において地区防災計画の策定が取り組まれておると

いうのを伺っておりまして、健康福祉部といたしましては、それを置きかえる形で個別計画の策定

を考えております。 

 個別計画の策定に関しましては、地域の防災組織である方、また自治会、それから民生児童委員

等の協力が必要不可欠になってこようかと考えておりますので、これらの協力体制の中で、今後、

個別計画というものに対して積極的に取り組んでいければなと思っております。 

○議長（小坂直親君） 

 中﨑議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇） 

 この個別計画というのは、非常に重要なものだというふうなことは誰しもが認識しているところ

でございますけれども、大変な作業だと思うんですね。しかし、大変な作業だといって、遅くなっ

ては何もならないわけでございますので、これについては至急にでも個別計画の作成に向けて頑張

っていただきたいというふうに思います。 

 そして、もう一点、今現在個別計画というものは本市にはないわけでございますが、そのような

状態の中で災害が発生した場合、要支援者の避難行動支援というのはどのようにするのかお聞きし

たいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 議員おっしゃられますように、個別計画がない状態の中で災害発生ということは想定されており

ます。そういった中で、要支援者の避難行動の支援に対する現在の考え方といたしましては、平成

２９年度に要支援者名簿を地域に配付させていただいた際に、要支援者の行動支援に関し、１つに

は安否確認や避難に関する付き添い、また介助を可能な範囲で行っていただけるように周知徹底を

図っております。そういった中で、自主防災組織や自治会単位におきまして、要支援者の避難支援

について、それぞれの地域で共助の考え方を重きに置いていただく中で、取り組みを一つ一つ考え

ていただければなと思っています。 

○議長（小坂直親君） 

 中﨑議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇） 

 それでは次に、指定避難所の環境整備についてお聞きをしたいというふうに思います。 

 今の環境整備の中で、空調設備の整備とかいろんなことを質問されて、答弁もいただいておるわ
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けですが、私がなぜこの環境整備の中で空調設備を取り上げたかというようなことでございますけ

ど、自然災害というのは、いつどこで起こるかわからないだけに、いろいろと最悪のケースを想定

しながら備えるしかないわけでございますけれども、避難所については一層の配慮が必要であると

いうふうに思っています。これは誰しもが思うことでございますけれども、避難所生活で体調不良、

感染症、持病の悪化などにより亡くなる方が多くあったと聞いておりますが、特に暑い夏や冷え込

む冬の避難生活は想像を絶するものがあるというふうに思っております。 

 ２０１１年３月の東日本大震災では、直接死１万５,８９７人に対して、災害関連死と認定され

た人は３,７０１人、２０１６年の熊本地震では直接死５０人だったのに対し、関連死は２１８人

で、災害で命が助かったのにもかかわらず、その後の避難生活で亡くなられた方が少なからずいた

ということでございます。 

 この尾崎議員の質問に対する答弁もございましたですけれども、この空調設備、そして特に空調

設備のほかに、換気設備の整備計画というのも非常に大切ではないかというふうなことを思ってお

りますので、市長にお聞きしたいと思います。 

 危機管理監からの答弁もございましたが、具体的に踏み込んだ答弁をお願いしたいというふうに

思っておりますが、市長の考え方、今後の整備計画についてお聞きしたいというふうに思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 ご指摘の発災後、とりわけ長期間に及ぶ避難生活の環境整備は大変大切と考えております。 

 また、今お触れいただきました災害関連死と関連いたしまして、避難所における肉体的・精神的

疲労、心のケアや感染症への対応の重要性が指摘をされております。 

 特に、ＴＫＢと言われますが、トイレとキッチン、いわゆる食事とベッドの質・量を確保するこ

とが重要であるという認識をいたしておりまして、これ先ほど来より尾崎議員、中島議員のご質問

にもございましたけれども、現在本市におきましては、さらなる避難所生活用資機材の充実等を目

指して今努力いたしておるところであります。 

 先日の防災訓練におきましても、市民の皆様に簡易トイレや段ボールベッド、ワンタッチ型のパ

ーティション等を作成し、体験使用をいただきましたが、計画的にその改善を図ってまいりたいと

考えております。 

 一方で、ご指摘の避難所の空調設備の導入でありますが、避難所生活の環境改善に有効と考えら

れます。しかしながら、近年の災害におきまして、ご案内のように大規模な停電により長期に及ぶ

電源確保が困難な状況となって、機能しない事態が各地で生じておりました。空調設備の導入も大

切というふうに存じておりますが、まずは、先ほどもありましたが、いわゆる電気を含めたライフ

ラインを第一義として、その確保と早急な復帰を重点とした備えを急がなくてはならんというふう

に考えておるところであります。 

 いずれにいたしましても、議員各位ご指摘のような避難所生活の環境を改善・充実させるという

ことにつきましては、段階的にこの充実を図ってまいりたいというふうに思っておりますが、いわ

ゆる災害関連死の方を出さないという思いで、その備えを高めていきたいというふうに考えており

ます。 
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○議長（小坂直親君） 

 中﨑議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇） 

 今、市長の答弁をいただいたわけですけれども、２０１６年の熊本地震、特に熊本地震ですね。

直接亡くなられたのが５０人、それから関連死の方が２１８人というようなことで、熊本地震の発

災後、特に叫ばれておるのが避難所の環境改善ということが声高に叫ばれたというようなことでご

ざいまして、今も市長が言われましたが、インフラとかいろんなことも言われましたが、まずは指

定避難所に空調設備、そして感染症等々を防ぐためにも換気の設備、これは喫緊の課題だと私は思

っておりますので、ぜひとも整備計画等々検討していただいて、早急にこの整備をお願いしたいと

いうふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、過去の災害では、避難所における女性の着がえ時などの女性ならではのプライバシー保護

の課題が浮き彫りになりまして、防災の政策設計の現場に女性の視点は重要であるという指摘が声

高に叫ばれております。私も防災計画の策定や備蓄、避難所運営に関する指針、マニュアルづくり

には、女性職員の参加が必要だというふうに思っております。人口の半分は女性であります。意思

決定が男性だけで行われていては、女性のニーズや希望が反映されにくいというふうに思っておる

わけでございますけれども、避難所に女性に必要な物資が足りなくても、運営責任者に女性がいな

くては要望が伝わりにくいというふうに思うわけでございますけれども、防災計画や避難所運営に

関する指針、マニュアル策定への女性職員の参加について、現状と今後の対応についてお聞きした

いと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 服部危機管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 議員ご指摘の避難所生活に関する女性のご意見といいますのは、過去の大規模災害の避難所生活

対応から見ても、さまざまな問題が全国的に発生しており、非常に重要であることは十分認識して

おるところでございます。 

 亀山市では、地域防災計画につきましては、国土交通省など指定地方行政機関、防衛省陸上自衛

隊第３３普通科連隊、三重県亀山警察署、日本郵便株式会社や各防災関係機関等で構成された亀山

市防災会議にて作成いただいていますが、委員２５名中、残念ながら現状では女性は１名でござい

ます。 

 また、地域防災計画の市対応箇所の構成については、市の各対策部長を通じて、女性を含めまし

た各職員にて確認し、対応しているところでございます。 

 現状で申しますと、女性の参画につきましては、今後も引き続き改善していく必要があろうかと

考えているところでございます。今後は防災会議の委員につきまして、さらなる女性の参画を求め

ていくほか、来月、関文化交流センター多目的ホールで開催されます研修の中で、「優しい避難所

を目指して」を題材に、女性参画の講話を予定しております。このような機会もさらに広めつつ、

女性職員の参画や意見収集等に努めてまいりたいと存じます。 

○議長（小坂直親君） 

 中﨑議員。 
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○７番（中﨑孝彦君登壇） 

 そういうことで、女性の参画というのは誰しもが認めることだというふうに思いますので、多く

の女性の方の参画を求めていただいて、今言ったようなことが対応できるようによろしくお願いを

したいというふうに思います。 

 次に、乳幼児の授乳、おむつの取りかえ、女性の着がえなど、乳幼児や女性等に配慮した対応と

いうのが、今どういうふうな考えでおるのか、どういう対応をしていくのか、お聞きしたいと思い

ます。 

○議長（小坂直親君） 

 危機管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 先ほどご答弁させていただいたとおり、過去の大規模災害の避難所生活対応から見ても、プライ

バシーの問題、妊産婦への支援と配慮の問題、授乳スペースの問題等、さまざまな問題が全国に発

生しており、乳幼児や女性等に配慮した対応につきましては、非常に重要であることは十分認識し

ているところでございます。 

 亀山市地域防災計画及び避難所運営マニュアルにおきましては、避難所運営に関しまして女性の

参画とともに、避難所生活におけるプライバシーの確保、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室等

の設置、生理用品の確保、女性や子育て家庭のニーズに対する配慮等を明記し、有事の際には対応

を行うこととしております。 

 避難所運営に関しましては、基本的には市と連携を図りながら、地域の方々を中心とした運営を

お願いしているところでございます。 

 現在、各指定避難所代表者を初めとした地域関係者の方々と定期的な避難所の確認を行ったり、

避難所運営ゲームを通じた研修等を行いながら理解を深めていただいておりますが、引き続き避難

所運営について考える場の中で、乳幼児や女性に配慮した対応につきましても一つの課題として考

えいく所存でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中﨑議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇） 

 ひとつよろしくお願いをしたいというふうに思います。 

 次に、福祉施設の避難計画について聞きたいというふうに思います。 

 まず初めに、市内の土砂災害警戒区域や洪水時の浸水想定区域に高齢者施設は亀山市内にはある

のかどうか、お聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 危機管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 施設はございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中﨑議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇） 
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 施設はあるというようなことでございますけれども、その施設というのはどれだけ施設があるん

でございますか。 

○議長（小坂直親君） 

 危機管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 土砂災害警戒区域内の要配慮者施設として、高齢者利用施設の安全の里と華旺寿の２施設を含む

９施設と、また洪水浸水想定区域内の要配慮者施設として５施設ございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中﨑議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇） 

 今、施設の数をお聞きしましたけれども、２０１８年の７月の西日本豪雨では、土砂災害や洪水

の被害に遭った老人ホームなどの孤立が相次ぎ、利用者の逃げおくれが相次ぎ、避難のおくれが問

題になったというようなことでございますけれども、高齢者や障がい児らを対象にした利用施設の

避難確保計画、この策定は２０１７年６月に義務化されているわけでございますけれども、存在す

る施設の避難確保計画は策定されているのかどうかということは確認をされておるのか。これはあ

くまでも市が計画を立てるわけでなくて、施設が計画をつくるというようなものですが、そういう

ことは市としては確認をしているのか。そしてまた、そのときにそういう施設が避難訓練をされた

ときに、市としてどういうふうな形で避難行動に参加をしているのか、その辺のことも聞きたいと

思います。 

○議長（小坂直親君） 

 危機管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 避難確保計画につきましては、土砂災害防止法及び水防法が平成２９年に改正され、地域防災計

画に定められた土砂災害警戒区域内、または洪水浸水想定区域内の高齢者施設を含む要配慮者利用

施設について作成が義務づけがなされております。同時に、計画に基づく避難訓練の実施も義務づ

けられたところでございます。 

 亀山市では、先ほどご答弁いたしました施設は、既に土砂災害警戒区域内の要配慮者施設として、

また洪水浸水想定区域内の要配慮者施設は、いずれの施設におきましても避難確保計画は作成済み

であり、市への提出もいただいているところでございます。 

 また、訓練はということでございますが、計画に基づく避難訓練につきましても、各施設行って

いただいているところでございます。華旺寿等一部の施設につきましては、市職員も参加させてい

ただいた次第でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中﨑議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇） 

 今後もそういう施設とは緊密に連絡調整をしながら対応をしていっていただきたいというふうに

思います。 

 次に、避難情報に関することでお聞きをいたしたいと思います。 
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 今も質問をさせていただきましたが、２０１８年７月の西日本豪雨で、自治体が避難勧告や避難

指示を出しても、危険性というものが住民に対して十分理解されずに、勧告や指示後も多くの住民

が自宅にとどまり、避難のおくれで被害が拡大したということの事例があったわけでございますけ

れども、その後の内閣府や消防庁のアンケートに対して、被災自治体の多くが、避難勧告とか避難

指示が避難行動につながらなかったというふうな回答をしておるということでございます。 

 今紹介した西日本豪雨の被災地の、まさか大丈夫だからという住民意識があったというふうに私

は思っておるわけでございますが、こういう意識というのは、多くの亀山市民にも意識としてある

のではないかというふうな危惧を私は持っておるわけでございますけれども、避難勧告、避難指示

が避難行動につながらなかったと、これは非常に大きな課題でもあり、問題点でもあるというふう

に思っておりますが、この対策についてどのように今から対応していくのか、これは非常に大きな

問題だと思うんですが、その辺のことをお聞きしたいというふうに思います。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 近年の全国的な災害事例を見ますと、議員ご指摘のとおり、自分が被害を受けるとは思わなかっ

た等を理由に、避難行動をとらずに被災された方が見受けられます。一方、河川増水による災害に

つきましては、水位上昇が非常に速い場合もあり、いずれの場合でも避難所へ避難することが正し

いということもなく、ことしの台風１９号の災害では、避難所までの避難中に被災された方も見受

けられました。 

 このような状況から亀山市では、現在、避難情報の発令の際には、単に避難所への避難を促すの

ではなく、その状況に合わせて近くの安全な場所に避難してください、屋内の高いところに避難し

てください等、市民の皆様に適切な避難行動をとっていただくよう呼びかけを行うこととしており

ます。 

 ことし７月１日より、警戒レベルの導入にあわせ、市が発令する避難情報及びその時点に合わせ

た避難行動に関する広報への掲載及び回覧文書の配布をさせていただいたところですが、市民の皆

様一人一人が自分の命を守る適切な避難行動をとっていただくためにも、継続的な啓発、周知徹底

を引き続き行ってまいりたいと存じます。 

○議長（小坂直親君） 

 中﨑議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇） 

 最後に、２０１８年１２月に政府の中央防災会議が示した大雨防災情報の５段階区分について、

皆さんご存じだと思いますが、広報にも掲載をされておりますので、ご存じだと思いますけれども、

少しこれを紹介したいと思います。 

 これは、避難情報をわかりやすくするために、大雨防災の切迫度を５段階に示したものだという

ようなことでございます。 

 ちょっと資料を出してください。 

 中央防災会議が２０１８年に出した５段階区分を亀山市がわかりやすくかみ砕いて、市民がとる

べき行動と亀山市から発令というようなことで、令和元年７月１日号の広報に載せていただいてお
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るやつでございますけれども、ちょっと簡単に説明をさせていただきますと、まず一番下の災害へ

の心構えを高めてくださいというような、市民がとるべき行動というところで書いてありますけれ

ども、その１番には、警報級の大雨が数日中に降ると気象庁が予報を出す場合は１ということで、

災害への心構えを高めてくださいよと市民にも呼びかけるというようなことでございます。 

 ２につきましては、避難に備え、避難先や経路などの避難行動を確認してください。経路などは、

特に歩いていただくとか、何か調べてもらって、大丈夫かどうかという経路の確認でございます。

これは、洪水注意報、大雨注意報や河川の氾濫注意情報が出た場合は２の段階だというようなこと

でございます。 

 ３につきましては、避難準備・高齢者等の避難開始や大雨警報は３でございまして、避難準備と

か高齢者の人が避難を開始してくださいというのが、３番目の３段階目でございます。避難に時間

のかかる高齢者の人などは避難を開始してくださいという、その他の人は避難の準備を進めてくだ

さいというようなことを書いていただいておるということでございます。 

 ４段階は、これは避難指示、緊急ですね、避難勧告、そして避難指示とあわせたものでございま

して、これは速やかに避難勧告とか避難指示には従って、避難所へ避難をしてくださいということ

でございます。 

 ５段階目は、既に災害が発生している状況でございますので、命を守るため最善の行動をとって

くださいよと、災害発生情報でございます。災害発生情報というのは、可能な範囲で亀山市から発

令があるというようなことで、こういう避難情報というのは非常に大切なことだということで思い

ますので、７月の広報「かめやま」でもありますが、こういうことも含めて、避難指示や避難勧告

をされる方の肩を押す、避難所へ行っていただくというようなことを、肩を押す、そういう意味で

もこの避難情報、非常に大事でございますので、５段階別の避難情報のほかに、亀山市としても独

自の避難情報を市民にきめ細かく情報発信をしていただくということだと思っております。 

 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 ７番 中﨑孝彦議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 ３時３８分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 ３時４７分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１６番 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 通告に従い質問します。 

 まず、亀山駅周辺整備事業についてであります。 

 施工予定者選定公募型プロポーザルについては、９月議会でも質問いたしました。その後、１１

月２７日に亀山駅周辺整備事業特別委員会が開かれ、５月２９日に開かれたプレゼンテーションか

ら６カ月もたってからその結果がようやく報告されました。この事業は総額４０億円で、そのほと
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んどが公費で賄われます。この工事は第２ブロックにできる図書館、マンションの建設と、市道亀

山駅前線と駅前広場を整備するという内容であります。プロポーザルは、この事業者を決める重要

なものであります。 

 そこでまず、このプロポーザルの結果、優先交渉権を獲得したのはどこの企業だったのか、まず

お聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 １６番 服部孝規議員の質問に対する答弁を求めます。 

 亀渕産業建設部次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 当初、優先交渉権者となりました企業につきましては、ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 私は、最終どこになったのかということでお聞きしたい。もう一度、じゃあ答弁をお願いします。 

○議長（小坂直親君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 失礼いたしました。 

 株式会社鴻池組名古屋支店でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 私のほうで経過を説明させてもらいますけれども、まず６月に、先ほど答弁ありましたようにＴ

ＳＵＣＨＩＹＡというところが優先交渉権者になったと。ところが、市内の業者と共同企業体を結

成できなかったということで失格になったと。９月に次点であった鴻池組が優先交渉権者となって、

１０月には組合と、それから鴻池・堀田・米倉特定建設工事共同企業体との間で基本協定書が締結

をされて、工事費についての交渉を行い、契約締結に向けた協議が行われているというふうなこと

であります。 

 私はこの経緯の中で非常に疑問なのが、４月２日に評定２００点満点でプロポーザルの実施要綱

を公告して業者に通知をしながら、１９日になって突然１００点を追加して評点３００点満点に変

更しますよという指示を業者に出したという問題であります。 

 そこでお聞きしたいのは、追加した１００点というのは、どんな評価項目だったのかをお聞きし

たいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 答弁を求めます。亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 プレゼンテーションによる評価点でございます。 

○議長（小坂直親君） 
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 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 ２００点に１００点を追加したということで、その１００点はプレゼンテーションの評価という

ことであります。 

 この項目、１００点の評価指標というのがあって、１つは、本事業への取り組みについて十分な

意欲が感じられるか。２つ目は、市街地再開活事業を理解し、組合施工に対する協力姿勢が明確で

あるか。３つ目は、技術提案内容に対する具体性や確実性があるか。４つ目は、工事費の内訳につ

いて信憑性があるか。５つ目が、質問に対する応答が的確であるか。この５つが評価指標として上

げられておりますが、いずれも主観的で客観性のない項目ばかりで、どんなふうにでも評価ができ

るという、ある意味特定の業者を有利にするようなこともできるような、そういう評価項目であろ

うというふうに思います。 

 特別委員会でも意見として出されましたけど、この項目についてもプロポーザルの項目一つずつ

がプレゼンテーションなんだと、だからそれだけ取り出して評価をするのはおかしいんではないか

というような意見であるとか、それからプレゼンテーションの上手下手で業者を決めるわけではな

いと、そんな項目で大きな問題になるようなことではないということとか、それからもう一つ、工

事費等の提案というのがあるわけです、項目として。そこで低価格で提案をした業者ほど高い配点

になるという、そういう仕組みをつくっておきながら、その低価格の信憑性を改めて問うというの

は、非常に矛盾した整合性のないものになっておるというふうに私は思います。 

 そこで、なぜこの１００点を追加しなければならなかったのか、その点についてお聞きしたいと

思います。 

○議長（小坂直親君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 プロポーザルにおけますプレゼンテーションの評価点の追加でございますけれども、ヒアリング

を通じて参加者の事業に対する、先ほど議員申し上げられましたとおり、熱意ややる気、実現性を

確認するために必要であるというふうに組合のほうで判断いたしまして、追加したものでございま

して、これがその理由でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 熱意があるとか何とかいうのは、この評価項目のそのものなんですよね。私が言っているのは、

なぜ１００点を追加しなければならなかったのかということなんですよ。わざわざ４月２日に２０

０点満点で通知を出しておいて、１９日になって突然さらに５割増しですよ、２００点の５割増し

の１００点を追加して、それをまた業者に通知しているわけですよ。なぜこんなことをしなきゃな

らなかったのか、１００点を追加しなきゃならなかったのか、その理由は何なんやと、これを聞い

ておるわけです。 

○議長（小坂直親君） 

 亀渕次長。 
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○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 あくまでも当初２００点でスタートいたしたものでございまして、それが提案の中の質疑等も、

提案前でございますけれども、質疑等があった段階におきまして、組合として適正な審査を行うた

めにプロポーザルの評価としてプレゼンテーションにおける意欲や組合への協力姿勢、提案内容の

確実性、工事費の信憑性、質疑応答への的確性などの評価項目を新たに設定しまして、提案前に評

価点１００点を加点したものでございます。 

 １００点の根拠につきましては、組合の協議の中でこのように決定されたものというふうに考え

ております。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 まだ１０点、２０点の追加ならわかりますよ。１００点なんですよ。つまり２００点でスタート

したやつに５割増しで３００点にしたと。１００点も追加したんです。大きく変わるわけですよ、

これで。だから、そういう意味でこれはやっぱりきちっとしていただきたいと思います。非常に答

えにくいんだろうと思います。 

 この問題について、特別委員会で非常に重要な答弁がありましたので紹介いたします。これは、

なぜ後から１００点追加したんだという委員の質問に対して、こういうふうに答えているんです。 

 その価格についても、先ほど数億円の差があるという中で、信憑性がどうなのかというのは非常

に大きな問題でございまして、本当にこの金額でできるのかできないのか、２５億でできるのか、

３０億円が適正なのか、そこについては非常に疑問点もあるというところもございますので、その

辺についてそういう部分をプロポーザルの中で確認していきたいという部分もありましたので、そ

れを評価点として入ってきたというところもありますと、こういう答弁をされているんですね。こ

れは簡単に言うとどういうことかというと、２つの業者の間で大きな金額の差があると、提案の額

に大きな差が出る。そして、低価格の提案では疑問があるので、それをプロポーザルの中で確認す

るために１００点を追加したと、こういうことなんですよね。ということになると、少なくとも業

者から提案がされていない前の段階で、ある程度、市なり組合は２つの業者の間で工事費について

大きな差が出るということを想定して１００点を追加したのではないかというふうに理解するのが

私は一番自然だと思うんですが、それでいいのかどうかお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 このプロポーザルにつきましては、４月１９日に質疑回答の際に、先ほども申し上げましたけれ

ども、指示事項として評価点の１００点を追加したと思います。 

 提出期限であります５月２３日に２社から技術提案書の提出がございまして、プロポーザルの審

査を５月２９日に選定委員会が行ったというところでございまして、今の価格の差がこの時点では、

まだ追加した時点では全く不明でございまして、それを予想してというふうなことは全くないもの

かなというふうに考えておりまして、最終的に業者２社から出てまいりましたのは５月２３日でご

ざいますので、指示したのは４月１９日というところでございまして、約１カ月近くの誤差があり
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ますので、その日付から見ても、その追加については、先ほども申し上げましたようにプロポーザ

ルでの業者のやる気等、あと熱意、また価格の信憑性等をしっかりと確認していくという意味での

ものだというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 特別委員会の答弁まで否定してもらったら困るんですよ。はっきりと言っているわけですよ。価

格が適正なのか非常に疑問点がある。そういうことなんで、その部分をプロポーザルの中で確認し

ていきたいという部分もあったから１００点追加したと言っているわけですよ、現実に。つまり、

価格について疑問が出ていると、あなたが言われる質疑応答の中で、そうでしょう。ということは、

価格に差が大きく出るということをある程度予測していたんではないかというふうに考えるのが普

通やないですかと、こう聞いているんです。そのことは全く想定はなかったんですか。確かに業者

から出されたのは、４月１９日以降に額が正式に出されています。しかし、それ以前にそういう想

定がされていたんではないかと、こういうことを聞いているんですよ。お答えいただきたい。 

○議長（小坂直親君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 技術提案の時点で価格の信憑性がどれぐらいあるかというところが一番の、今のお話ですと問題

かなというふうに考えております。 

 この技術提案におけます内容といたしましては、基本設計をお金に積算をしていただくと。非常

に概算値に近い価格しか提案できないだろうというところも、確かに確実にそういう部分しか細か

い積算ができないというところがございます。その中で、その積算がどれほど業者の感覚によって

安く点数を上げるという方法もありますし、やはりぎりぎりでできる金額を正直に入れてくるとこ

ろもございますでしょうし、その辺については非常にばらつきがあるのではないかなというのも１

点あるかなというふうな意味でございまして、やはりそういう信憑性の中で確実に価格の比較だけ

でそういうものが、今となってはでございますけれども、できることは難しいんではないかなとい

うふうには当時考えておったという部分もあると思います。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 私は今の答弁、重要だと思うんですよね。 

 いわゆる組合が示した参考の額がありますよね、それのぎりぎり入れる業者もあるであろう。一

方で、やっぱり非常に安く入れる業者もあるだろうということを想定されているわけですよね。だ

から、そういう想定があってやっぱり１００点追加しているということは間違いないだろうという

ふうに思います。 

 ちょっとパネルを見ていただきたい。 

 これは、明らかになった資料からだけですけど、つくったのは。まず上は２００点、当初の２０

０点満点の場合です。それから、下のほうは１００点を追加して３００点満点の場合、こういうふ
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うに２つに分けました。まず、上の２００点満点の場合、はっきり点数が計算できるのが、工事費

等の提案、２つの項目があります。 

 例えば解体などのものと、それから施設建築、この２つあります。７０点、２０点という配点が

されております。全体で９０点ということで、２００点満点の４５％占めています。非常に大きな

ウエートを占めています。これについて、それぞれの業者が出した金額からこの点数がはじき出さ

せるんですけれども、これは公開された数字じゃないですけれども、実際にこれは計算できるんで

すね。そうすると、ＴＳＵＣＨＩＹＡのほうは満点なんです。９０点とっているんですよ。一方、

鴻池組のほうは足しても１１点しかとれていないですよ。つまり、この工事費２つの中で、８０点

近く差がついたということなんですね。しかも、差がついたことだけではなくして、この問題の一

定以上の審査点数がないと、要するに優先交渉権者にしませんという規定がある。その一定の点数

ってどれだけかというと、６割だというんですね。そうすると、２００点満点の場合６割というと

１２０点なんです。 

 鴻池の場合ですけれども、この２つの工事費で１１点しかとれていなくて、残りの７項目全部１

１０点、満点だとして、それで計算して１２１点なんですよ。ということは、１２０点すれすれで、

満点とった場合、辛うじてこの一定の価格以上になる、いわゆる優先交渉権者となれるんです。と

ころが、現実にはないと思うんですよ、満点ということは。だから、これは１２０点を切ったんで

はないかというのは容易にわかるわけですよね。 

 だから、こういうことが想定されたんで１００点足したんではないかというのが私の推測なんで

すよ。だから、ここで１００点を追加しました。そうすると３００点満点になりました。そして、

結果どうなったかというと、鴻池は２０８.３点、それからＴＳＵＣＨＩＹＡは２２２.９点と、両

方とも６割以上ということで、６割が１８０点ですから、両方ともクリアしたわけです。だから、

ＴＳＵＣＨＩＹＡが失格になっても鴻池が次点でなれたというのは、この６割を超えたからですよ。

ところが、もし２００点満点のままだったら、６割超えていないかも。ＴＳＵＣＨＩＹＡが失格す

る、鴻池が６割とれなかった、両方ともだめになる。だから１００点を追加したという、こういう

構図ではないかと、私は公開された資料からですけれども、推測をするわけです。 

 それで、お聞きしたいのは、こういう問題がやはりはっきりしないと、４０億も使う事業でそう

いう疑念が持たれてはやっぱりまずいだろうということなんですよね。だから、こういうことをそ

うではないですよということをはっきりさせるためには、全てこの評点の項目を公開するべきだと

私は思うんですよ。そして、服部さんの言われるような疑念はありませんということを証明したら

いいんですよ。そういう意味で市長にお聞きしますけれども、こういう疑念を払拭するために、全

ての項目について評点を公開すべきだというふうに思いますけど、市長自身はどのようにお考えで

すか。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 この再開発事業における施工予定者の決定に関しては、事業の推進に当たって大変重要な事項と

いうふうに考えます。そのために、再開発組合としては公募を行って広く参加者を募り、第三者を

交えた選定委員会を開き、さまざまな角度からの検討を重ね、より公平な選定プロセスを経て決定
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をされたというふうに考えております。 

 そのような経緯の中で、組合としては、最終決定までは、その細かい内容につきまして非公開と

して審査を進めていたものでございますので、組合での公表以前に審査結果や審査の状況を全て公

開するということにつきましては、組合の意思を重要視し、支持するものでございます。 

 先般の特別委員会におきまして、委員長のほうからもこの組合に対して、市として資料の公開を

求めるようにということで、私どもとしてはこれに対して依頼を申し上げたところでございます。

それに対して組合としてさまざまな、議員のお手元にも配付をされておると思いますけれども、１

２月３日付によりまして、施工予定者選定公募型プロポーザルの評価点、内訳に関する資料提供に

ついて、１点、プロポーザルの優先交渉権者選定に係る評価項目等の評価点の内訳につきましては、

プロポーザルの優先交渉者選定に係る評価項目等の評価点の内訳ついては非公表としており、審査

対象である２社に対しても公表していない状況ということで、この内訳につきましては今後も非公

開とするという取り扱いのお返事をいただいております。 

 なお、プロポーザルの実施要綱内に示されております一定以上の審査点数の基準につきましては、

これにつきましては、その内容につきまして組合のほうから文書で公表をされたというふうに理解

をいたしておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 全く市長としての姿勢がない。私は市長としてどうお考えですかと聞いているわけですよ。組合

の代弁をしてくれと言うておるのと違うんですよ。あなた自身はどうなんや。こういう疑念を持た

れておってもそのままでいいのか、やっぱりこの疑念を晴らす意味では公開が必要ではないかと、

その点を聞いておるんですよ。 

 １０年前に亀中と関中の校舎改築がありました。今、議員各位には手元に行っていますけれども、

そのときに総合評価というやり方をしました。つまり、普通入札ですと金額で全て決まるんですけ

れども、総合評価というのは金額だけでは決めないという、そういう入札方式でやったんですね。

このときに随分いろいろもめました。というのは、金額の高いほうが落札をしたんですね。安いほ

うが落ちたんですよね。だから、これはどういうことやということで、その内容を示せということ

で資料が出てまいりました。そのときに総合評価の、みんな項目別に何点とったかという、業者別

に。しかも、その点数がなぜこの点数なのかと書いてあるんですよ。例えばこうですよ。落札者の

ほうの安全管理、これについては、十分な工夫が見られる、だから６０点だと。もう一つの最低の

入札者については、工夫が見られるという程度だと、十分ではないというんで４０点だと。はっき

り書いてあるんですよ。だから、とった数とその理由まではっきり書いて提示されておるんですよ。

だから、こういうプロポーザルの場合は、そんなに技術的に特別企業秘密になるとか、そういう問

題ではないんですよ。工夫をしてあるのかどうなんか、それは十分なのかどうなんかという程度の

ことで、企業にとっても、僕聞いてみましたけれども、建設業の人に。別に大した特別な、例えば

リニアで特別な工法で掘るとか、違うんやと。普通の建物を建てるんやと。だから、そんなに特別

な提案ってないんですよ。だから、公開を渋ること自体が不思議やというんですよ。だから、そう

いう意味ではぜひやっぱり公開を求めてくださいよ、市長。そうしないと、こういう疑問を引きず
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ったままいきますよ。だから、特定の業者に有利になったんじゃないかということを私は言ってお

るんですよ。そうじゃないというんなら、そのことを示してくださいよ。そのことを求めておきた

いと思います。 

 もう次に移っていきます、時間がありませんので。 

 このプロポーザルだけではなしに、今駅前の問題で大きな問題となっているのは権利変換の問題

があります。これについて聞きたいと思います。 

 この前、権利変換というのは、何度も私も言っていますし、市も言っているのは、全員合意だと、

これがなければだめなんだということをはっきり言っているわけですよね。１１月のこの間の特別

委員会の中でも、もう既に資産評価や補償の額は提示されているということですけれども、現時点

でどこまで進んでいるのか、この点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 権利変換計画認可に向けましては、都市再開発法第６８条に作成が規定されている権利者ごとの

土地物件調書にご同意いただくとともに、従前資産の評価額を各権利者にお示しいたしまして、権

利変換または転出の意向を確認している状況であります。 

 また、建物や営業に対する調査については、今現在１名を除き、調査は実施済みとなっておる状

況でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 提示はしたけれども、具体的にいうと進んでいないということですかね、ほとんどね。 

 １０月２５日、余り変わっていないと思うんですけれども、特別委員会ではこういうふうに言わ

れています。年内に合意を全て取りつけて、権利変換計画を作成、解体工事はできれば年度内に着

手をして、建築工事や土木工事に入るのは来年度になってからというふうな答弁をされております

が、私はこれも無理やと思うんですよ。現時点で全員合意なんて到底できていませんし、それをこ

ういうスケジュールでやるということは私は不可能やと思うんですが、この点について今後のスケ

ジュール、このように進むのかどうか、今どういうふうに考えてみえるのかお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 現在、権利変換計画の認可に向けて鋭意進めておりますが、やはり資産の状況について提示がち

ょっとおくれたというところで、今提示を行った後の１度目、２度目というふうな数回のヒアリン

グを個々に行っているところでございます。 

 先ほども言いましたように、土地物件調書のご同意をいただくというところが重要となりまして、

それに向けて今も鋭意皆さんと協議を行いながら交渉しながら、進めておるような状況でございま

す。 
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 年内にその方向で今現在進めておりますけれども、１０月の特別委員会でお答えさせていただき

ましたとおり、事前補償の部分で年度内に何とかかかれればなあというところで今進んでおりまし

て、４月以降に本格的な解体も可能かなと、権利変換ができればというところでございますけれど

も、その予定で今現在進めておりまして、工事についても来年度に着手を行いたいというふうに考

えております。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 私が聞いている限り、かなりの方が同意できないということを言ってみえます。そういう意味で

は、本当に進まないという今の状況やないかと思うんですよ。だから、そんな年内に合意ができる

なんて到底無理ですし、私は年度内には難しいと思うんですよ、とても。だから、そういう意味で

いくと、本当に事業がこのままいけるのかどうかという際に来ているんじゃないかと思う。工事の

いわゆる正式な契約もまだですわね、工事費についても。だから、工事費が決まらないと業者も動

けないわけですから、そういう意味では、本当にこれもうストップをするような直前のところまで

来ているんじゃないかというふうに思うんですよ。 

 そんな中で、今ちらっと言われました事前補償ですね、これは私はやるべきやないと思いますよ。

事前補償というのは、要するにお金が入るというのが確実になる前に払ってしまうんですよ。そう

したら、後になってから入らなかったときに、その払ったお金はどうするんですか。どうやって回

収するんですか、これ。事前補償してしまいました、しかし収入は予定したように入りませんでし

た、事業がストップしてしまいました。じゃあ払ったお金は返してもらうんですか、どうするんで

すか、これ。そういうことは考えていますか。答えてください。 

○議長（小坂直親君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 事前補償につきましては、都市再開法第８２条におきまして、公共施設の用に供する土地、要は

道路とか広場に係る土地は、当該公共施設を管理する者に帰属すると定められておりまして、公共

施設の用に供する土地の帰属について担保されていることから、実施可能であるというふうに考え

ております。 

 本事業において、地区外へ転出される権利者の転出先の確保や生活再建等への費用として、補償

費の一部を早期に支払うことが可能となるものでございます。このことから、組合において事前補

償を実施することといたしまして、転出を希望される権利者に対しまして、事前補償を含めた補償

の協議をさせていただいておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 そうすると、確認させてください。権利変換ができないような状態になっても、そのお金はちゃ

んと入るんですか。いわゆる事前補償するお金、財源、それは入るんですか。 

○議長（小坂直親君） 
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 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 今現在そのような想定はしておりませんけれども、公共事業で担保がとれておりますので、これ

につきましては、あくまでも最終的には公共事業として国・市が行うものというふうに考えており

ますので、その分については担保されているというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 いや、それは違いますよね。 

 要するに権利変換ができなかったら、いわゆるその建物を壊すこともできないんですよ。道路を

つくることもできないんですよ。だから、予算があっても事業には手がつけられないんですよ。だ

から、そういう事業にお金がつかないわけですから、事業やらないんですから、だからお金がつか

ないということですよ。だから、そういうときにお金がつかないのに先に払ってしまって大丈夫か

と聞いているんですよ。事業がとにかく権利変換ができないことにはスタートしないんですよ。そ

ういう状態の中で、お金が担保できるわけがないということを言っているんですよ、私は。もう一

遍答えてください。 

○議長（小坂直親君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 今現在、組合が施行しております権利変換計画でございますけれども、今おっしゃられるように

権利変換の認可がないとこの事業は進みません。ですから、もしこの認可がおくれるということが

あれば、当然期日については延びていくというふうに考えられます。 

 ただし、この公共事業、先ほども言いましたように、駅前広場、亀山駅前都市計画道路、亀山駅

前線につきましては、公共事業という位置づけもございますので、この組合と調整しながら、その

分については一部おくれる部分があるのか、もしくは今言う再開発が時間をかけて進めなければな

らないのか、その辺の判断は出てくる可能性はございますけれども、最終的には国からのこういう

事業の認可も受けておる事業でございますので、その分粛々と進んでいくというふうに考えており

ます。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 押し問答になるかもわかりませんけど、やっぱりそういう担保ができない中で支出を先にすると

いうのは絶対やめた方がいいと思います。事前補償はやめるべきだということを申し上げておきま

す。 

 これをずうっと聞いてまいりましたけれども、市長、４０億もかかる事業が、少なくとも公開さ

れておる資料だけでも疑問があるわけですよ。それを回収するためには、どうしても情報を全て出

すということがやっぱり最低限の条件やと思いますよ。でないと、信頼関係というのは本当に今損

なわれているんです。市・組合対権利者の間ではね。非常に難しくなっているのはそこなんです。
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信頼関係がどんどんスタートした当時よりも失われているという実態が私はあると見てます。だか

ら、そういう意味でもやっぱりこの問題は、きちっと再度組合に資料を全部出してくれということ

を言っていただきたいと思いますが、市長どうですか。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 法に基づいて、そして亀山市の総合計画に基づいて、この駅前再開発事業が展開を今日までいた

してまいりました。そのプロセスには、今後の展開も含めまして、さまざまな権利関係であったり、

あるいはさまざまな課題を１つずつクリアしながら、今の駅前の再生を果たしていこうという市と

しての基本的な考え方であります。 

 したがいまして、議会との議論、あるいは当然市の行政と組合という別法人との関係、これはし

っかり整理をさせていただいた上で、可能な限りの公の議論、その中で情報提供を私どももさせて

いただきましたし、組合としても努力をされてこられたというふうに思っております。まさに公の

議論でずうっと今日まで積み上げておりますが、今回のいわゆるプロポーザルの点数についての議

会の意向、市としての考え方もお伝えをさせていただいた上で、このような決定をなされてまいり

ました。 

 議員、先ほど推測、ご自身の推測という言い方で表現をされましたけれども、何か組合の活動に

つきまして、今後も当然私どもは理事としてこの１１月から参画をいたしておりますので、この事

業がしっかり前に進んでまいりますように、また信頼関係というのはまさにその基本であろうと思

いますので、その点を十分留意した上で、駅前再開発事業が前に進むように努力をいたしてまいり

たいと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 ぜひ、理事にもなったんだし、大きな声で言ってくださいよ。そうしないと、これは信頼関係も

なくなりますし、事業が進みません。 

 残り１３分になりましたけれども、次の問題に移りたいと思います。 

 きょうは本当に防災関係の質問が目立ちます。今議会１３人一般質問しますけれども、そのうち

６人が防災とか災害対策ということになっています。これはやっぱり１０月の台風１９号、この被

害が他人事ではないと、亀山でもいつ起きるかわからないという思いからであろうというふうに思

います。私も同じように思っております。この問題は、地球温暖化による気候変動というのは大き

な原因だろうということも言われております。 

 そこでまず、市長に聞こうかと思ったんですが、もう時間がありませんので、この最初の問題に

ついては飛ばせていただきます。 

 ちょっと画像を出していただけますか。 

 これは関から神辺にかけての鈴鹿川沿い、この青いのが鈴鹿川ですけれども、右の上のほうにあ

るのは神辺小学校ですね、それからずうっと下がってきて左の下のほうにあるのが関にある消防の

分署です。大体この辺に鈴鹿川の水源地、それからいわゆる浄水場が集中しています。神辺小学校



－１７４－ 

の周辺でいくと、丸や四角がそれなんですけれども、第１、第３、第５というふうな水源地、それ

から浄水場があります。それから、関の消防の周辺には関第２水源地、それから第３水源地、それ

から浄水場というのが固まっております。こんなような形で鈴鹿川沿いに随分重要な水道の施設が

集中をしております。 

 そこでまずお聞きしたいのは、こういう浸水想定区域内、この中で、いわゆるオレンジとか黄色

とかいう色になっておるのが、これは浸水が想定される区域なんです。その区域内にほとんどの水

道の施設があるということを示しているわけですけれども、こういう実態があります。それで、こ

ういう水道施設の浸水対策はどうなっているのかお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 宮﨑上下水道部長。 

○上下水道部長（宮﨑哲二君登壇） 

 上水道施設のうち、水源地や浄水場は河川沿いに多く設置しており、洪水浸水想定区域図の浸水

区域内に設置されている水道施設ですけれども、水源地は複数の井戸から成っていますが、それを

１つとしますと、１４施設ございます。水道施設における自然災害の対策につきましては、財源も

限られていることから、地震対策については計画的に実施しておりますが、浸水対策については具

体的な対策を講じておりません。 

 なお、水源地における取水井戸については、浸水想定区域図に示されています想定される浸水の

深さに対応したものではございませんけれども、一部で盛り土やコンクリートで囲むなどの対策は

行ってあります。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 現状ではほとんど対策はない。盛り土していますけれども、１メートルか１メートルちょっとで

すから、本当にここで想定されておるような浸水が起こったら、もうどっぷりつかってしまいます。

だから、そういう意味では、やっぱり本当に早急にやらなきゃならんだろうというふうに思います。 

 これに大きな財源が要るというのは、そうですよね、大変なお金が要ります。例えば、私はこう

いう事業については、市民全部の生活に関係をする事業なんで、水道事業会計といわずに、市の一

般会計からでも私は負担すべきやないかと、そんなことをしても別に市民は批判しないんではない

かというふうに思うんですが、例えばお隣の鈴鹿市さん、住吉にある配水池をつくるに当たって、

一般会計で国から借金をして３億円のお金をつくって、そのお金でもって、その配水池用の事業に

充てているという、つまり一般会計で借金をして、それを水道事業に回して、そのお金でもって財

源に充てているという、こういう工夫をされているんですね。こういうふうな一般会計で繰り入れ

をする、起債をするとかいうふうな考え方がないのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 水道事業会計の一般会計からの繰り入れは可能性はないのかということでありますが、以前にも

平成２９年１２月議会で服部議員のご質問にもお答えを申し上げましたけれども、本市の場合、総



－１７５－ 

務省の定める地方公営企業繰出基準をもとに、この繰り出しを行ってまいりました。 

 令和元年度の当初予算では、水道事業会計に対し、繰出基準に定められた消火栓の設置管理に関

する経費など５４３万円の繰り出しを一般会計から行っております。その他、公営企業であります

公共下水道事業会計に約５億２,０００万円、公営企業法非適用の農業集落排水事業特別会計の繰

出金は約３億４,７００万円、合わせて８億６,７００万円の多額な繰り出しを一般会計から行って

おるところであります。 

 また、第２次亀山市行財政改革大綱では、特別会計、企業会計の健全化の取り組み項目を掲げ、

独立採算制の基本原則のもとに、収納率の向上などによる収入の増加とコスト意識の徹底により、

経費の削減を図ることで、一般会計からの繰り入れに依存しないような経営の健全化に努めると、

このように掲げ、取り組んでまいったところであります。 

 水道事業会計では、これまでも独立採算制の考えのもとに、健全な経営に努めてまいりましたこ

とから、今後も基本的に一般会計からの繰り入れに依存しないような健全経営を続けてまいりたい

と考えておるところであります。 

 なお、今後想定される風水害に対しましては、水道施設のみならず、きのう、きょうお話ありま

した全市的な施設について適切な対応をとってまいらねばなりません。莫大な各分野の費用と時間

がかかろうかというふうに思っております。 

 そこで、議員今ご紹介いただいております鈴鹿市の事例を挙げられましたけれども、例えば出資

金のような形を含めまして、一般財源や水道事業会計に有利なものにつきましては、財政状況や繰

出基準などとあわせて、その活用を検討・調査してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 今答弁されました。まさに出資金という形で鈴鹿市はやっています。その財源を一般会計の中で

起債をしてという、いわゆる借金をする形でやっているというようなことです。 

 ぜひ、やっぱり平常時の対策とはまた別ですから、独立採算とは別に、これだけ、もう温暖化で

気候変動が激しくなってくると、やっぱりそれぐらいの対策をとらないと対処できないという事態

だろうと思います。 

 それから、これはなぜ重要かというと、いわゆる鈴鹿川沿いのこういう施設が被災をするという

場合、そうすると高台にある家は大丈夫かというと、そうやないですね。断水するんですね。断水

すると、結局その高台の家は被災していなかっても水が来ないという、そういう問題が起こってく

るので、やはりこれは市民全体の問題ということになります。 

 水が来ないということは本当に大変な事態になるんだろうと思います。そこで１つヒントがあっ

たのは、宮城県丸森町、ここの例なんですけれども、あそこも浄水場をやられてしまって断水した

んですよ。それが３週間後でしたが、復旧したんですけれども、その一つの復旧できた要因という

のは、隣の市の水道管と、それから丸森町の水道管を直接つないだんですよ。その市の水道の水を

送ってもらって、丸森町の水を何とかしたという、非常に賢いやり方をしたなと思うんですけれど

も、そこから思うのは、一つの例えば水源が被災したら、ほかの何も被災していなかった水源から

水を回すという、回せる量には限りがあるかわかりませんけど、回すようにすると断水を避けられ
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るんではないかというふうなことを思うんですが、それはループ化というような言い方をしますけ

れども、そういうようなことを考えないのか、お聞きしたいと思います。ループ化について。 

○議長（小坂直親君） 

 宮﨑部長。 

○上下水道部長（宮﨑哲二君登壇） 

 ループ化につきましては、制限別に給水区域を設定し、各戸へ給水しており、隣接している給水

区域の間で、例えば第１水源地の給水区域と第２水源地の給水区域、また第１水源地の給水区域と

第４水源地の給水区域の間で、水の総合融通が可能なループ化を図っているところであります。 

 また、現在、椋川の河川改修に伴う３０６号に係る椋川橋のかけかえにあわせて、第２水源地の

給水区域と第４水源地の給水区域のループ化の準備を進めているところであります。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 一部やられているようですけれども、本当にどこが被災をしてどこが助かるかというのがわから

ない。だから、どこがなっても臨機応変に対応できるようなループ化というのが要るんであろう。

だから、市内全域でここがあかんならこっちを使いますよというようなことが融通し合えるような

ループ化を進めるべきだというふうに思います。 

 最後に、こういうことについて書いてあるのが新水道ビジョンなんですね。ところが、読んでみ

ましたけど、やっぱりちょっとこれでは不十分だというふうに思います。 

 例えば風水害の対策の実施で、具体的に書いてあるのは、水源地の防水対策を進めますと書いて

あるんですよ。これは書いてあるようで書いていないんですよね。防水対策を進めますというだけ

で。だから、具体的に何をいつまでにどうするのかということが要るだろうと思いますし、それか

らそのループ化についてもやっぱり計画的にやらなきゃならないので、そういう意味では、つくっ

たばっかりですけれども、新ビジョンもそういう今の気候変動に合わせた水害の対策とか、そうい

うものに合わせた形で見直す必要があるんじゃないかと私は思うんですが、その点についてお聞き

したいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 宮﨑部長。 

○上下水道部長（宮﨑哲二君登壇） 

 亀山市新水道ビジョンについては、平成３０年度から令和９年度までの１０年間を計画期間とし、

施設整備費はその１０年間で約４０億円を見込んでおり、優先度の高いものから整備を行っており

ますが、社会経済情勢の変化や新たな課題に柔軟に対応するため、期間内であっても必要が生じた

場合は見直しを行うものとしておりますことから、進捗状況の評価と点検を行い、適切な時期に見

直しを行ってまいります。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 ぜひ、状況は本当にどんどん変わっていますので、見直しをやっていただきたいと思います。 
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 最後に、台風１９号、あれで本当に皆さん頭をがんと打たれたからね、そういう思いをしたんだ

ろうと思います。やっぱりこういうことは亀山市では起こらないというふうには言えないんですよ

ね。いつ亀山市で起こってもおかしくないような、そういう気候変動だろうというふうに思います。 

 市民の命と財産を守るという、この問題に関しては、私は市政でやる最優先の課題だというふう

に思いますので、ぜひこれは最優先で財源もつけてやっていただくようにお願いいたしまして、私

の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 １６番 服部孝規議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 ４時３７分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 ４時４７分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめ延長します。 

 次に、１０番 森 美和子議員。 

○１０番（森 美和子君登壇） 

 公明党の森 美和子でございます。 

 本日ラストバッターということで、皆さんお疲れのところだとは思いますが、しっかりと質問を

させていただきたいと思います。 

 また、ちょっと喉を痛めまして、お聞きづらい点がございましたら申しわけありません。 

 それでは、一般質問をさせていただきます。 

 今回、安全・安心なまちづくりの推進について、大きく２点聞かせていただきます。 

 まず、犯罪被害者等基本法に規定された亀山市の果たす役割についてお伺いをしたいと思います。 

 １１月２５日から１２月１日は、犯罪被害者週間でした。犯罪に巻き込まれた人や家族、遺族が

再び平穏に暮らせるよう、社会全体で理解を深めるためなど、犯罪被害者の権利を明記した犯罪被

害者等基本法が成立して１５年を迎えます。今回は、私も含めて、また理事者側の方も含めて、こ

の内容、少し重い内容ではありますが、しっかりと認識を深めたいとの思いから質問をさせていた

だきました。 

 日本の犯罪被害者に対する支援の経緯は、昭和４９年、過激派が仕掛けた爆弾で丸の内の三菱重

工ビルが爆破され、８人が死亡、３８０人が負傷するといった事件をきっかけに、犯罪被害者補償

制度の確立を求める声が高まったことを受け、昭和５５年、犯罪被害者等給付金支給法が制定され

ております。その後、平成７年の地下鉄サリン事件等の無差別殺傷事件を契機に、支給対象の拡大、

給付基礎額の引き上げがなされております。そして平成１６年、犯罪被害者等基本法が制定をされ、

現在、第３次基本計画に沿った取り組みがなされております。 

 法律制定後、全国で条例制定の動きがなされる中で、条例後発県と言われた三重県もやっと条例

制定をされ、ことし４月から施行されております。また、支援機関としては、平成１８年、みえ犯

罪被害者総合支援センターが設立をされ、被害者に寄り添った支援活動をされております。１０月
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にみえ犯罪被害者総合支援センターの仲 律子副理事長に公明党三重県本部にお越しいただき、市

町の犯罪被害者等支援の必要性についてご講演をいただきました。 

 犯罪被害は、ともすれば一部の人の特別な問題と感じられますが、誰もが犯罪被害者になる可能

性があり、誰もが犯罪被害者の家族や親族になるかもしれない。他人事ではないという認識を持た

なければならないことなど、さまざまな観点からご教示をいただきました。 

 市議会では、昨年１２月に中島議員が犯罪被害者支援について質問をされました。その折の答弁

では、条例に関しては各市町の動向を見て研究する。県を中心とした担当者会議に参加をしている。

担当窓口は防災安全課である。この３点は確認できました。 

 １年たって、県は４月に条例施行をしました。また、県内市町の中で四日市が初めて１０月から

条例施行をしております。このように県内の動きも出てきております。 

 亀山市の研究結果についてお伺いをしたいと思います。 

 基本法には、国及び地方公共団体が取り組まなければならない基本的施策が条文化されておりま

す。 

 そこで何点か質問します。 

 まず、相談及び情報の提供等について伺います。済みません、少し長くなりますが、犯罪被害者

の置かれた状況について、まず触れておきたいと思います。ご自身が被害者家族になったと想像し

て聞いてください。 

 犯罪の種別で異なる状況はあると思いますが、例えば殺人事件の被害者の場合、遺体の確認、警

察への捜査協力、葬儀の手配、各種手続と、また深い悲しみの中でやらなければならないことに加

えて、葬儀費用、医療費、清掃費、特に自宅が事件現場の場合、捜査後の清掃まで警察はしてくれ

ません。公判費用、ホテル代、引っ越し代、これは取材などで自宅にいられない場合が多くあると

いうことです。生活費等々、突然高額な経済的負担を強いられます。また、休職や休学、毎日の家

事や育児ができなくなります。精神的苦痛に加えて経済的な苦痛を伴います。さらに、事件発生と

同時に自宅周辺、職場等への過剰なマスコミ取材により、二次被害に陥ります。被害者や家族が承

諾をしていない写真や動画が安易に報道され、外出さえ困難になります。今はネット被害もありま

す。報道が先行し、何が真実で何が事実なのか不安に陥り、被害者を守れなかった自責の念に陥り、

罪悪感に襲われるなど、これは一例にすぎませんが、犯罪被害者や家族は想像を絶する環境に置か

れてしまうということが少しは感じていただけたのではないでしょうか。 

 そこで、市民に対して、犯罪被害に遭った場合の相談窓口についてどのような周知をされている

のか。また、今までに相談があったのかについてお伺いをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 １０番 森 美和子議員の質問に対する答弁を求めます。 

 服部危機管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 周知はどのようにしているのかというご質問ですので、お答えさせていただきます。 

 先ほども議員おっしゃられましたように、市役所内での犯罪被害者等の支援に係る担当窓口は、

防災安全課で対応させていただいております。相談があった場合は、内容をお伺いしまして、三重

県公安委員会が犯罪被害者等早期援助団体として指定している津市にあります公共社団法人みえ犯
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罪被害者総合支援センターと連携して支援をしていくことになります。 

 周知につきましては、防災安全課及び本庁１階掲示板にて随時ポスター及びリーフレット等配布

を行っているところでございます。 

 また、先日の１１月２５日から１２月１日まで実施されました犯罪被害者週間の周知につきまし

ても、ポスター掲示による周知を行ったところでございます。 

 市民への認知度は決して高くはないと思っており、今後につきましては市ホームページ、広報へ

の掲載等により周知を行ってまいりたいと存じます。 

 それと、今まで相談件数はということですけど、今までございません。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇） 

 今まで相談がなかったということで今お聞きをしました。 

 また、先ほど言いました総合支援センターとの連携をしっかりととっていくということも確認を

させていただきました。 

 ただ、初めに申し上げました、今言っていただいた１１月２５日から１２月１日までの犯罪被害

者週間の周知、これは聞き取りの際に確認をさせていただきましたが、防災安全課の入り口のとこ

ろにポスターが張ってあっただけだというふうに聞いております。誰も多分知らないと思います。 

 それで、いろんなところで亀山市がどんな周知を今までされてきたのか調べてみました。そうし

ましたら、平成２１年１２月１６日号の広報「かめやま」に、みえ犯罪被害者総合支援センターに

関して掲載がありました。これは１８年にできておりますので、この掲載がされておりました。以

来、広報では一切触れられておりません。 

 また、市の計画について調べてみました。平成２７年に策定された亀山市人権施策基本方針には、

さまざまな人権問題として犯罪被害者等が明記され、必要な啓発や相談・支援に取り組みますと記

載をされております。これは文化スポーツ課の所管であります。 

 次に、亀山市住生活基本計画、これは平成２１年策定の計画には、住宅セーフティーネットとし

て、災害時の罹災世帯や犯罪被害者が明記されておりますが、今年度からスタートした計画には記

載はされておりません。こんな現状であります。 

 多分、先ほど管理監が言われたように、誰も知らないと思います。この防災安全課が担当窓口と

いうことさえ知らない、こんな支援があるということさえ知らない、それが亀山市の現状だと思い

ます。 

 被害者や家族はどのような支援を求めているのか、平成３０年に三重県で行われた調査では、事

件後に必要な支援として、支援サービスに関する情報提供、それから専門家による精神的なケア、

支援団体の紹介、連携、検察庁へ行くときの付き添い、見舞金の給付など、こういった事柄が高い

水準となっておりました。 

 市として犯罪被害者等に相談された場合、どのような相談体制になっているのか、もう一度お伺

いをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 服部危機管理監。 
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○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 基本的には、先ほどもご答弁させていただきました、公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援セン

ターと連携していくことを考えておりますが、よりよい支援を行っていくためにも、相談内容によ

りまして、三重県や県設置のみえ性暴力被害者支援センターよりこ、三重県警察本部などの関係機

関や民間支援団体などと今まで以上にしっかり連携を密にし、取り組み強化を図ってまいりたいと

存じます。 

 また、市の対応でございますが、被害者の多くは被害後にさまざまな手続が必要となることが考

えられます。その際には、被害者の方に各部署へ足を運んでいただくのではなく、当事者のプライ

バシー等に配慮し、別室において全ての手続を行うワンストップ対応が必要であると考えておりま

す。窓口である防災安全課が中心となり、各関係部署と連携し対応してまいりたいと考えておると

ころでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇） 

 本当にやってくださいね、そのこと。 

 先ほどマスコミで二次被害になると申しましたけど、市の対応によって二次被害になるというこ

ともあると聞いております。だから、しっかりとたらい回しにせずに向き合っていただきたい。ま

た、先ほどもホームページに記載をしていただくというふうに言っていただきましたけど、私もホ

ームページを見ましたら何も載っていなかったので、やっぱり意識が低いというか、これは防災安

全課だけじゃなくて私自身もそうだったんですけど、１５年たっているんで、基本法ができて。だ

から、やっぱりしっかりと、亀山市で相談が一件もなかったといっても、もしかしたらつながらな

くて苦しんでおられる方がいらっしゃったんじゃないか、そんなふうに感じますので、このことは

しっかりとお願いをしたいと思います。 

 次に、経済的な支援についてお伺いをしたいと思います。 

 基本法の第１３条には、給付金の支給に係る制度の充実が地方公共団体に義務づけられておりま

す。先ほども事件の手続の問題や金銭的な問題についてお話ししました。被害者や家族が極限の中

で対応を迫られております。４月から施行しました三重県条例では、都道府県では初めて経済的な

負担の軽減策がうたわれております。具体的には、遺族見舞金６０万円、重傷病見舞金２０万円、

精神療養見舞金５万円が支給されると言われております。 

 また、四日市市も経済的な負担の軽減として、遺族支援金３０万円、重傷病支援金１０万円、ま

たそのほか家事援助費用、一時保育費用、転居費用、家賃補助など、まさにきめ細かに支援をされ

るように条例の中で規定をされております。 

 そこで、亀山市独自の給付金等の考え方についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 服部危機管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 亀山市は、現時点では犯罪被害者に特化した制度や施策はございませんので、取り組み状況をご

説明させていただきます。 
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 亀山市の犯罪被害者等支援に係る取り組み状況でございますが、三重県を中心に犯罪被害者等支

援施策、市町担当者会議が設置されており、年２回ほど開催され、他市町の対応状況等を把握する

ため参加しているところでございます。 

 この会議では、検察庁などの機関の取り組みを研究し、三重県及び他市町との情報共有を図りつ

つ、それぞれの支援体制を行っているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇） 

 亀山市、まだ何もスタートすらしていないので、これから本当にこういうことも考えていかなけ

ればならないのではないかと思います。 

 先日の新聞に、京都アニメーション放火殺人事件というのがありました。６０人を超す死傷者が

出たこの事件で、その負傷者の遺族が京都府や兵庫県、それから静岡県に分散しているため、支援

金をもらえる人ともらえない人がいたと掲載をされておりました。市民がどこで犯罪に巻き込まれ

るかわからない中で、経済的な支援は、私は考えていく必要があると思います。 

 次に、保健・医療・福祉サービスの提供についてお伺いをします。 

 この極限に置かれた被害者家族が日常生活に戻るにも、非常に時間がかかってまいります。仕事

もできない、家事もできない、育児もできない、同じところに住むこともできない、一つ一つのこ

の困り事に細かく対応する必要がございます。そこまでみえ犯罪被害者総合支援センターではやっ

てくれません。 

 もう一つ認識しておかなければならないのが、この一つ一つの事柄も時間の経過に従って支援ニ

ーズが変わってくるということであります。事件後の急性期から安定期、回復期と、支援する内容

が変わってまいります。それには、医療と介護の連携や訪問看護、また社協の生活困窮の対応やＣ

ＳＷなどの取り組みなど、今亀山市にあるさまざまな仕組みや取り組みを活用しなければなりませ

ん。 

 医療や福祉のサービスについて、その認識と、当市でできる具体的な内容についてお伺いをした

いと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 まず、当該問題の認識でございますが、議員るる申されましたように、私どもといたしましては、

犯罪等により被害を受けた方及びその家族、またはご遺族は、生命を奪われる、また家族を失う、

障がいを負わされるといった直接的な被害に加え、周囲の偏見や心ない言動等によりまして心身の

不調、また経済的な損失等の二次の被害や、加害者からの再被害や、再被害を受けるかもしれない

という恐怖、不安等に苦しめられ、心身のケアが重要であるという認識に立ってございます。 

 そういった中で、先ほどご質問を頂戴いたしました、災害被害者等基本法第１４条では、国や地

方公共団体に対し、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により、心身に受けた影響から回復で

きるようにするため、その心身の状況等に応じた親切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供

できるよう必要な施策を講じるものとされております。 
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 先ほど来、防災安全課からも答弁をされておりますように、まず関係機関との連携の中で、県や

他の市町村の状況を注視しながら、犯罪等により被害を受けられた方、ご家族、ご遺族の方に寄り

添い、心身の状況に応じた円滑な支援を行ってまいりたいと考えております。 

 それを具体的に、先ほど事例を申されましたように健康福祉部に置きかえますと、端的に考えま

すのは相談業務からのスタートかと考えております。具体的に申し上げますと、医療費関係であっ

たり、また自立生活支援であったり、究極は生活保護等の福祉サービスの支援が想定されるもので

ございまして、この法律の趣旨に従いまして、市町村、亀山市としての責任を全うしたいと考えて

おります。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇） 

 まず、基本法をしっかりと認識をしていただいて、これは全庁的にお願いをしたいと思います。

さっきの二次被害にならないように、どこの部署に行ったとしても、適切な支援が受けられるよう

にしていただきたいと思います。 

 それで、犯罪被害者等支援に関しては、兵庫県の明石市が非常に先進地として知られております。

一部紹介させていただくと、支援金や貸付金、弁護士による法律相談、臨床心理士による心理相談、

刑事裁判、民事裁判に出る場合の旅費など、被害者やご家族に寄り添った支援の取り組みをしてお

りますので、しっかりと学んでいただきたいと思いますし、先ほど来言っておりますが、防災安全

課、総合窓口になっておりますので、この部署の本当に使命は大きいと私は思っておりますので、

ぜひお願いをしたいと思います。 

 もう一点確認をしておきたいと思います。子供の場合の対応についてお伺いをしたいと思います。 

 自分が直接犯罪被害者でなくても、兄弟や姉妹など家族が被害に遭ったことによって、心に深い

傷ができてしまう場合も考えられます。 

 私、ずっと調べておりましたら、教育委員会の議事録に、服部教育長が以前、犯罪被害者支援に

関して仲先生の講演を聞かれたとありました。このような場合の教育委員会の役割について、教育

長の見解を求めます。 

○議長（小坂直親君） 

 服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇） 

 児童・生徒の家族等が犯罪被害に遭われる場合も十分考えられます。そのような場合、児童・生

徒本人の心理面に十分配慮した慎重な対応が求められるものと考えております。教育委員会といた

しましては、学校と緊密に連携し、当該の児童・生徒あるいは保護者等に十分寄り添った対応が必

要と認識しております。 

 まず、必要に応じてスクールカウンセラー等の派遣を行い、児童心理の専門家の立場から助言を

得ます。そして、必要に応じて子ども支援グループや児童相談所等の関係機関を交えたケース会議

等を開催して、その状況に応じた支援内容を検討してまいります。 

 学校では、周囲の子供たちが当事者に対して偏見を持ったり、心ない言動等を受けたりすること

のないよう、犯罪被害者等の心情を理解する学習や、自分自身が当事者になることも想定した学習
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を、人権学習等を通じて実施することも大切かと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇） 

 ありがとうございます。本当にそのようにお願いをしたいと思います。 

 次に、ＳＮＳを通じた犯罪から子供を守るための対策についてお伺いをしたいと思います。 

 先月、行方不明になっていた大阪市の小学校６年生の女子児童が栃木県小山市で無事発見された

事件が起きました。逮捕された男が大阪市内の公園に女子児童を誘い出し、栃木の自宅まで連れ去

ったというのが概要ではありますが、そのときの連絡手段がツイッターを使っていたことで、マス

コミに大きく取り上げられておりました。 

 ＳＮＳを通じて児童買春や誘拐などの犯罪被害に遭った１８歳未満の子供は、平成２９年には１,

８１３人と過去最高となり、昨年も１,８１１人であったと言われております。子供たちは、ＳＮ

Ｓでつながった相手と面識がなくても、知らない人ではなく知り合いと認識し、警戒を緩めてしま

うのではないでしょうか。まして、相手が犯罪者であるかもしれないという想像力は大人よりも乏

しいと言えます。教育現場でどのような対策が考えられるのか、またされているのかについてお伺

いをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 ＳＮＳを通じた不特定の相手とのやりとりから重大事件に発展するケースが全国的にも続いてお

ります。 

 市内においても、多くの児童・生徒がスマートフォン等を所持、または利用している状況があり

ます。学校では、ＳＮＳやインターネット等に起因するトラブルを未然に防止するための情報モラ

ル教育を全校で実施し、子供たちが情報機器を利用する上での利便性と同時に危険性を知るととも

に、正しい利用方法について、子供の発達段階に応じた資料や教材を用いて指導を行っているとこ

ろでございます。 

 そのほか、日常生活に関する定期的なアンケートや教育相談、また万一トラブルに巻き込まれそ

うになったときに子供たちが相談しやすい窓口の紹介なども行っております。 

 さらに、保護者や市民に対する啓発や協力依頼につきましては、スマートフォン等の使用に関し

て、家庭でのルールづくりやフィルタリング機能の設定など、学校が開催する懇談会や市の広報を

通じて、現状と対応について考える機会を設けております。 

 今回大阪で発生しました小学生の誘拐事件等を受け、改めてＳＮＳやインターネット等の危険性

を教職員が再認識するよう市内各校に注意喚起するとともに、指導資料の提供も行いながら、児

童・生徒の適切な指導を促したところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇） 

 ２９年度の亀山市のスマートフォン等の使用に関する実態調査結果というのは、教育民生委員会
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で３０年の３月１５日にいただいておりまして、この中でも携帯を持ち始める時期が低年齢化して

いるとか、それからフィルタリングをかけているかどうかも本人は全然わからないというような状

態で、それは家庭による状況もあろうかと思いますが、機会を見てこういった危険というのを知ら

せていっていただきたいと思います。 

 最後に、条例制定の考え方についてお伺いをしたいと思います。 

 昨年の時点では、研究するという答弁でありました。以前というか、過去に三重県四日市市で中

学生の女子児童が殺害された事件がありました。そのご家族がつらい思いを抱えた中で、この三重

県内各市町を回られて、犯罪被害者等支援と条例制定について訴えておられると聞いております。

三重県市議会議長会でもお話をされたと聞きました。さらに、亀山市にも直接お越しになり、櫻井

市長にもお会いしたと聞いております。犯罪被害者のご家族の訴えを聞かれて、市長に亀山市にお

ける条例制定について見解を求めたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 深い悲しみやつらい体験から立ち直って、回復に向けて再び歩み出すことができるよう、１５年

前にこの基本法が制定をされて今日を迎えております。そのような中で、三重県が平成３１年４月

１日に、また四日市市でも令和元年１０月４日に犯罪被害者支援条例が施行され、運用がなされて

いる状況でございます。 

 今、議員ご紹介いただきましたが、私自身も平成２５年に朝日町の女子中学生が犠牲となりまし

た事件でのご遺族の方にお会いをして、市役所へお越しをいただきました。直接切実な思いをお伺

いをさせていただいたところであります。 

 その上で本市といたしましても、犯罪被害者へ寄り添う環境づくりというのは大変重要と思って

おりますし、現状は先ほどご指摘のとおりのようなことであります。これをしっかりと体制を整え

ていくということにつきましては、強く認識をさせていただいております。 

 犯罪被害者等支援に係る条例の制定につきまして、先行をされました三重県四日市市の条例制定

後の運用状況等をしっかり見きわめつつ、私どもとしても制定に向けて前向きに検討してまいりた

いというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇） 

 ぜひお願いをしたいと思います。 

 この犯罪被害者支援というのはやっぱり多岐にわたっておりまして、私もちょっとどこの計画に

落とし込んだらいいんだろうと考えてみたんですけど、なかなかそういうところってないんですよ

ね。だからやっぱり条例を制定する必要があるのかなと思います。 

 亀山市は平成２６年に犯罪のない安全で安心なまちづくり条例を施行しております。この条例で

は、犯罪の未然防止のための環境整備を目的に、市民や事業者、地域活動団体等が協力、連携して

いくことになっております。安全・安心なまちづくりの推進には、非常に重要な条例となっており

ます。 
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 ただ、この条例によって、犯罪が起こらないわけではありません。今回、前向きに条例を制定し

ていきたいと市長のほうから言っていただきましたので、ぜひ本当につくっていただいて、担当窓

口をしっかりするということは大事なんですけど、新たなことをする必要はなくて、亀山市ではし

っかりと福祉の連携とかもできていますので、支援の手がしっかりとそこにつながるようにしてい

ただきたいと思います。 

 それで、次に移らせていただきます。 

 高齢ドライバーによる交通事故のための安全装置等の設置補助についてお伺いをしたいと思いま

す。 

 ことし４月、東京池袋で母子が亡くなった暴走事故や、６月に福岡市早良区で発生した多重事故、

また、亀山市内でも先月ブレーキの踏み間違いによる事故など、高齢者の自動車運転による痛まし

い事故が続いております。 

 警察庁の発表では、自動車運転に不安を覚える高齢者などの昨年の相談件数は全国で１１万５,

２４５件に上っております。また、そういった相談をしやすくするため、都道府県警の相談電話に

つながる全国共通短縮ダイヤル「♯８０８０（ハレバレ）」の運用を１１月２２日から始めており

ます。 

 交通事故は運転手に起因するものの割合が約９割を占めると言われ、死亡事故を起こした件数の

うち、脇見運転や前方不注意などの安全運転義務違反によるものが最も多いと言われております。

７５歳以上の高齢者では、アクセルやブレーキの踏み間違いといった操作ミスの割合が特に高くな

っております。 

 こういった事故を受け、近年、高齢者の運転免許返納の動きが活発になっていると聞きますが、

亀山市の現状についてお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 服部危機管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 亀山市の運転免許証自主返納者数でございますが、直近５年間の推移を申しますと、平成２７年

５６人、平成２８年は６３人、平成２９年は１６６人、平成３０年は１３８人、令和元年１０月末

現在でございますが、１８０人であり、平成２９年から運転免許証自主返納者数が急激に増加して

おり、その要因としましては、高齢者運転者対象としての道路交通法が改正されたことが大きな原

因であると伺っております。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇） 

 今管理監がおっしゃったように、本当に２９年からぐっと上がっているということが今の数字で

よくわかりました。 

 都会と違って、公共交通困難地域である亀山市を含む地方では、高齢者が生活のために生活の足

として運転せざるを得ない現状があります。総務省の平成３０年度版情報通信白書では、昨今の核

家族化や過疎化の影響を受けて単独世帯が年々増加し、その割合は２０１９年現在約３５％である

のに対し、２０４０年には４０％に達すると見込まれております。中でも、未婚や離婚のほか、死
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別などの影響も受けやすい６５歳以上の単独世帯数の増加は顕著で、今現在７００万世帯が２０４

０年には９００万世帯に達する見通しであります。 

 当市では、新たな高齢者の移動手段の確保として乗合タクシーが行われております。無料券の配

付などによって当初より登録者や利用者数がふえていると、今回の資料にも、それが提出されてお

りましたけれども、まだまだ普及しているとは言いがたいものであります。また、タクシー券も配

付をしていただいておりますが、存続の声が非常に高くありますが、１年間にわたる移動手段の確

保として１万円でカバーできるとは到底思えません。このように、免許返納したくてもできない状

況も亀山市を含む地方にはあります。 

 一方で、国立長寿医療研究センターの島田裕之センター長によりますと、脳や体を使う車の運転

が認知症のリスクを軽減できる効果があり、高齢者が運転を中止した場合、生活範囲の縮小や心身

機能の低下を招き、運転を継続した高齢者と比べて要介護状態になる危険性が約８倍に上昇するこ

とも明らかになっています。 

 福祉部門として、免許返納によって認知症リスクが高まることの認識について伺いたいと思いま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 先ほど議員申されましたように、高齢者人口の急増とともに認知症患者数は増加しておりまして、

２０２５年には６５歳以上の高齢者の４人に１人が認知症になると言われてございます。 

 現在、市では安全装置等の助成を行っておらないわけでございますけれども、国や県では高齢者

の交通事故防止の対策といたしまして、安全運転サポート車、後づけ安全支援装置の普及促進を実

施するために、購入者への助成を実施する補助制度の創設を検討しておる中で、この動向に注視し

ている状況でもございます。 

 そういった中で、福祉的なことになりますが、今日、免許返納により外出支援が減ることによっ

て認知症リスクが高まるというような言われ方もされてございます。そういった中で、市では認知

症の早期発見を考えておりまして、認知症になっても安心して生き生きと暮らせるまちづくりを目

指して、高齢者を見守る方々に対しまして、例えば認知症サポーター養成講座や認知症サポーター

ステップアップ講座を開講してございます。 

 また、世界アルツハイマー月間に合わせて認知症市民公開講座ｉｎ亀山を開催するなど、市民の

皆様が認知症に関する正しい知識を持って、地域や職域で認知症の人やその家族を見守り、支援し

ていただけるよう普及啓発に努めているところでもございます。 

 また、一方でございますが、平成２９年度より改正をされてございます総合事業、こちらは介護

予防であったり日常生活総合事業のことでございますが、こちらにおきましても介護予防教室、ま

たサロン活動、老人クラブ活動など、高齢者が定期的、日常的に歩いて通うことができる各地域の

通いの場の活用を進めてございまして、開催回数や参加人数は年々増加しているのはご承知のとお

りでございます。今後はより広い地域に通いの場を設けることができるよう、出張介護予防教室等

を開催するなど空白地域の解消に努め、周知をしてまいりたいと考えております。 

 また、本年度より社会福祉協議会に配置をいたしました生活支援コーディネーターも各地区を回
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り、地域の皆様と連携をしていることでございまして、これらを総合的に組み合わせる形で、こう

いった対策を講じてまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇） 

 長々とご答弁いただきましたけど、私が聞きたかったのは、その免許返納によって認知症のリス

クが高まるということが、私が今紹介をさせていただいたこの島田先生によりますと、８倍に上昇

するということを言われておりますので、その認識について伺っただけで、介護予防されていると

か総合事業されているということを言っていただくというような答弁を求めたわけではありません。 

 単純に考えて、免許を返納して運転をしなくなれば生活は一変します。本当は体力が落ちたから

こそ、その移動手段として車を使ったりするんですけど、その手段を失えば家から出てこられなく

なる、また地域社会と隔離をされ、塞ぎ込み、病気の発症、これは想像がつきます。特に男性が多

いと言われております。 

 もちろん認知症によって免許返納はしていただかなければなりません。政府は、国内で販売され

る新車に自動ブレーキの取りつけを２０２１年度から義務づける方針であると聞いております。ま

た、近年、先ほどちょっと部長が触れられましたが、自治体が後づけで踏み間違いを抑制するなど

の安全装置の補助制度などを設けております。調べただけでも全国２８の自治体で行っております。

三重県では志摩市が行っていると聞いております。 

 高齢者の移動手段の確保と認知症予防の観点から、補助制度の導入の考え方についてお伺いをし

たいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 服部危機管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 補助制度についてご答弁させていただきます。 

 先ほども議員おっしゃられましたように、亀山市では高齢者の移動手段の確保として、乗合タク

シー制度が運転免許証自主返納者の利用が図れるように制度化してあるところでございます。 

 衝突被害軽減ブレーキ及びペダル踏み間違い加速抑制装置を後づけした場合の補助金でございま

すが、先ほども議員おっしゃるように、三重県内では志摩市が７０歳以上の人に、衝突被害軽減ブ

レーキ及びペダルの踏み間違い時加速抑制装置搭載の新車の自動車を購入した場合は３万５,００

０円、ペダル踏み間違い時の加速制限装置を後づけした場合、２万円の補助金を交付されておりま

す。 

 国のほうでも、先ほど申されましたように制度化されておりますが、県のほうでも安全運転サポ

ート車、後づけ安全運転支援装置購入者への助成を実施する市町への補助制度の創設を検討されて

いるとも伺っており、本市といたしましても三重県他市町の動向を注視しながら検討してまいりた

いと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇） 
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 他市町の動向を研究しなくても、本当にやっぱり地域の中から大きな声が上がっておりますので、

ぜひ亀山市でも導入するようお願いを申し上げまして、私の一般質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 １０番 森 美和子議員の質問は終わりました。 

 以上で、本日予定しておりました通告による議員の質問は終了しました。 

 次に、お諮りします。 

 質問はまだ終了しておりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ、あすにお願いしたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 そのように決定しました。 

 あす１１日は午前１０時から会議を開き、引き続き市政に関する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでございました。 

（午後 ５時２９分 散会） 
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●議事日程（第４号） 

 令和元年１２月１１日（水）午前１０時 開議 

第  １ 市政に関する一般質問 

───────────────────────────────────── 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

───────────────────────────────────── 

●出席議員（１８名） 

   １番     草 川 卓 也 君       ２番     中 島 雅 代 君 

   ３番     森   英 之 君       ４番     今 岡 翔 平 君 

   ５番     新   秀 隆 君       ６番     尾 崎 邦 洋 君 

   ７番     中 﨑 孝 彦 君       ８番     豊 田 恵 理 君 

   ９番     福 沢 美由紀 君      １０番     森   美和子 君 

  １１番     鈴 木 達 夫 君      １２番     岡 本 公 秀 君 

  １３番     伊 藤 彦太郎 君      １４番     前 田 耕 一 君 

  １５番     前 田   稔 君      １６番     服 部 孝 規 君 

  １７番     小 坂 直 親 君      １８番     櫻 井 清 蔵 君 

───────────────────────────────────── 

●欠席議員（なし） 

───────────────────────────────────── 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  西 口 昌 利 君 

総 合 政 策 部 長  山 本 伸 治 君    生 活 文 化 部 長  佐久間 利 夫 君 

健 康 福 祉 部 長  井 分 信 次 君    産 業 建 設 部 長  大 澤 哲 也 君 

上 下 水 道 部 長  宮 﨑 哲 二 君    危 機 管 理 監  服 部 政 徳 君 

                       生活文化部次長兼 
総合政策部次長  落 合   浩 君              青 木 正 彦 君 
                       関 支 所 長 

健康福祉部次長  伊 藤 早 苗 君    産業建設部次長  亀 渕 輝 男 君 

生活文化部参事  深 水 隆 司 君    生活文化部参事  谷 口 広 幸 君 

健康福祉部参事  豊 田 達 也 君    産業建設部参事  久 野 友 彦 君 

産業建設部参事  草 川 保 重 君    会 計 管 理 者  渡 邉 知 子 君 

消 防 長  平 松 敏 幸 君    消 防 部 長  豊 田 邦 敏 君 

消 防 署 長  原   博 幸 君    地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君 

地 域 医 療 部 長  古 田 秀 樹 君    教 育 長  服 部   裕 君 

教 育 部 長  草 川 吉 次 君    教育委員会事務局参事  亀 山   隆 君 

監 査 委 員  渡 部   満 君    監査委員事務局長  木 﨑 保 光 君 
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選挙管理委員会 
          松 村   大 君 
事 務 局 長 

───────────────────────────────────── 

●事務局職員 

事 務 局 長  草 川 博 昭      書 記  水 越 いづみ 

書 記  村 主 健太郎      書 記  西 口 幸 伸 

書 記  大 川 真梨子 

───────────────────────────────────── 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（小坂直親君） 

 おはようございます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第４号により取り進めます。 

 これより日程第１、市政に関する一般質問を行います。 

 通告に従い、順次発言を許します。 

 １番 草川卓也議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 会派結の草川でございます。 

 通告に従いまして一般質問をとり行います。 

 主なテーマは、亀山版ＳＤＧｓと地域公共交通、また災害対策となります。よろしくお願いいた

します。 

 まずは、令和２年度行政経営の重点方針に掲げられました亀山版ＳＤＧｓについてということで

質問させていただきます。 

 以前、私がソサエティー５.０についての質問をした際、関連してＳＤＧｓについても質問を行

いました。その際にも簡単には説明させていただきましたが、まだまだ定着しているとは言えない

新しい概念でありますので、再度説明を簡単にさせていただきたいと思います。 

 １枚目の資料をごらんください。 

 ＳＤＧｓ、持続可能な開発目標とは、誰一人取り残さない、持続可能で多様性と包摂性のある社

会の実現のため、２０３０年を年限とする１７の国際目標とあります。ＳＤＧｓが掲げる目標は、

先進国、発展途上国を問わずに世界全体の経済、社会、環境という３つの側面を統合した持続可能

な社会づくりを推進するものであります。 

 １７という多様な目標の追求は、日本の各地域における諸課題の解決にも貢献するもので、地方

の持続可能な開発、すなわち地方創生を推進する自治体ＳＤＧｓと言われ、近年広がりを見せてお

ります。多くの自治体が今後直面するであろう少子・高齢化、地域経済の縮小などの難しい局面を

従来とは異なる切り口で突破しようと模索しているところであります。そのための新たなツールと

して、世界中の国や自治体、企業などが取り組んでいるＳＤＧｓの活用に注目が集まっているわけ

でございます。 



－１９１－ 

 ＳＤＧｓに参画するということは、ＳＤＧｓに取り組むあらゆる国や自治体、企業などとパート

ナーになってさまざまな形で連携しながら、おのおのの地域課題に取り組み、持続可能な地域を構

築していくことになります。一方で、目標が多過ぎる、導入方法がわからないなどといった問題点

が指摘されているのも事実であります。 

 再度資料を見ていただきたいんですけれども、１７の目標が真ん中の左側にカラフルなアイコン

とともに記載されております。この資料には記載されていませんが、１７の目標をより具体的な項

目に分けて１６９のターゲットと呼ばれる小目標が設定されています。さらにそれらの目標達成度

を測定するための評価尺度である２３２の指標も提示されています。また、少しこの１７の目標に

目を向けていただければわかるように、貧困をなくそう、飢餓をゼロにといったように、そのまま

ではとても自治体の目標に当てはめることができないような内容であることがわかります。 

 これらＳＤＧｓの国際目標を、地域レベルの課題解決に適用するための翻訳作業が必要になって

きます。亀山市ならではの独自性のあるＳＤＧｓの取り組み、ＳＤＧｓの独自性、独自化が必要で

あります。私はそれが第一義的な亀山版ＳＤＧｓの確立だと思っています。それをどのように行っ

ていくのか、その過程について、今回の質問でできる限り明らかにしたいと思っております。 

 そこで、ＳＤＧｓを市政に取り入れる決断をされた市長の、まずこの亀山版ＳＤＧｓに対する思

いをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 １番 草川卓也議員の質問に対する答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 おはようございます。 

 亀山版ＳＤＧｓに対する市長の思い、考え方についてというお尋ねであります。 

 本市は、平成２２年に亀山市まちづくり基本条例を制定いたしました。そのときに今日のＳＤＧ

ｓの理念にも通じます持続可能性の原則ということ、その概念を９つのまちづくりの基本原則の一

つに掲げまして、本市独自のまちづくりを展開いたしてまいりました。その心は、一旦馬力ではな

くて、将来へ持続的な成長を果たすことの意味、あるいは現在及び将来世代に対する責務を果たそ

うという思いを込めたものでございました。 

 また、第２次総合計画の将来都市像「緑の健都かめやま」には、持続的に発展し続けられる健康

都市でありたいとの思いを込めておりまして、そうした観点からも総合計画に位置づける施策の推

進は、今、議員ご紹介いただきましたＳＤＧｓが掲げるさまざまな目標群の達成にも寄与するもの

と考えております。 

 こうした考え方のもと令和２年度の行政経営の重点方針に、亀山版ＳＤＧｓの確立を掲げまして、

世界水準のこのＳＤＧｓをまさに本市の実情に沿った形に適応させながら、今後の政策展開に活用

してまいりたいと考えるものでございます。具体的には、地域特性や亀山市の事情を考慮した目標、

いわゆるゴールを設定するとともに、産業立地の促進を初めとする経済、そして社会、環境といっ

た３つの側面を統合的に捉えて、それらの調和をもって好循環のシナリオを見出していくことで持

続可能なまちづくりの実現につなげてまいりたいと考えているところでございます。 

 その確立に向けましては、これまでの市の取り組みをＳＤＧｓの視点で検証するとともに第２次
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総合計画後期基本計画を初め、今後策定等を図るべき諸計画において、ＳＤＧｓの視点も踏まえた

計画立案のあり方を検討いたしてまいりたいと考えておるところであります。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 私なりの解釈として、亀山版ＳＤＧｓと言いますと、本当に簡単に言ってしまうと亀山市の真の

豊かさを再発見し、また再構築していくことであると思っております。ＳＤＧｓの国際目標を実現

するために、亀山版ＳＤＧｓがあるのではなく、ＳＤＧｓというのはあくまで羅針盤的な、そうい

ったツールであって、亀山市の真の豊かさを市民全員で共通理解し、実現するために、亀山市独自

の取り組みを策定することが亀山版ＳＤＧｓだと考えております。 

 先ほどから真の豊かさという表現を使っておりますが、ＳＤＧｓの豊かさとは、経済的、物質的

な豊かさだけではなく、多様性であったり、公平性、安心、希望、また感動や生きがい、優しさ、

誇りであったりとか、そういった精神的な豊かさを統合したもので、これは国境、世代を超えて変

わらない人が幸せに生きていくために欠かせない条件であると思っております。そんな真の豊かさ

にあふれるまちをつくり出していくことこそが、持続可能な社会をつくることにほかならないと考

えております。 

 では、もう一度ちょっと市長に１つ伺いたいと思います。 

 そういう真の豊かさについてお話しさせていただきましたけれども、市長の考え、亀山市の真の

豊かさというものについて、一言いただければと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 大変難しいご質問でございますが、亀山市の本当の真の豊かさとは何なのか、そこのところにつ

いては、やはりこのまちが今日まで担ってきた、あるいは育んできた歴史とか、文化とか、人の営

みとか、産業技術でありますとか、こういうものを本当に調和をさせていく風土、あるいは仕組み、

これが、中で５万市民が本当に穏やかに、そして幸福を実感できるような暮らしを継続できるとい

うことであろうかというふうに思います。 

 また、その取り組みが、その世代だけではなくて、本当に将来世代へとしっかり継承され発展が

できるような、そういうまちというのは本当に真の豊かさを持ったまちであろうというふうに思っ

ております。 

 ややもすると時代のいろんな価値観とか時代の変遷の中で、その価値観やライフスタイルが変わ

ってまいりますが、しかし拡大や効率だけを求めるのではなくて、やはり量を求めるだけではなく

て、同時にその質を求めていく、暮らしの質を求めていくような環境を整えていくということが真

の豊かさではないのかな、また５万市民、多様な市民のそれぞれの多様な方がこのまちで幸福を実

感しながら暮らし続けられると、このことが真の豊かさの一つではないかというふうに考えており

ます。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 
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○１番（草川卓也君登壇） 

 ぜひその真の幸福を実感できるまち、そしてそれを継承していけるような、そのために今、亀山

市に最上位計画として総合計画というそういった軸があり、それに基づいてさまざまな計画、さま

ざまな施策が実行されているところだと理解しております。 

 それで、次の話に行きたいんですけれども、亀山市の総合計画、これは２０２５年までの計画と

なっております。一方、先ほどの資料をもう一度ごらんいただきたいのですが、ＳＤＧｓは２０３

０年までの目標でございます。亀山版ＳＤＧｓの確立において私が考える大切なキーワード、この

資料に３つ記載いただいております。２０３０年を期限とした目標であるということ、２つ目が参

画型、すなわち全市民、行政、企業など、あらゆる全ての主体が参加するということ、３つ目が統

合性、社会、経済、環境の３側面を統合的に取り組むということ、この３つが亀山版ＳＤＧｓの確

立には欠かせないと思っております。 

 そこで伺いますが、亀山版ＳＤＧｓを確立するために、２０３０年の亀山市のあるべき姿を示し

た２０３０年ビジョンというものを策定する必要があるのではないかと考えますが、見解を伺いた

いと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 ただいま議員からご紹介いただきました真の豊かさ、幸せを求めるというものは、まさに市の最

上位計画であります第２次総合計画で位置づけた市の将来都市像「緑の健都かめやま」、これは自

然、歴史、産業が調和したまちと、心身ともに健やかな日々を過ごせる人の暮らしを本市の心地よ

さを考えた中で、それらをさらに高め、時代へつなげるため持続的に発展し続ける都市を目指すと

いうものでございまして、まさにＳＤＧｓの考え方と合致するものと考えております。 

 そうした中で、今ご指摘のように、ＳＤＧｓの目標というのは２０３０年でございます。また、

市が策定をいたしました第２次総合計画は９年間の計画でございまして、２０２５年でございます。

そうした中で、５年間の差異がございます。これにつきましては、現在、ＳＤＧｓと関係性の深い

行政計画であります環境基本計画、こういったものの策定も進めておりますが、その目標年次を２

０３０年とする予定でございまして、こうした計画の中でも２０３０年ビジョンに相当するような

考え方が整理できていくものというふうに考えております。 

 そういったことから、議員ご指摘のＳＤＧｓの２０３０年ビジョンを、今現在新たに策定すると

いうところについてはまだ考えていないところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 ＳＤＧｓに関連の深い環境基本計画、これを２０３０年までの計画ということで、そこに可能な

限りそういったビジョンも盛り込める範囲で盛り込むという、そういったご答弁だったと思います。 

 それはぜひ進めていただきたいんですが、先ほども私申し上げました３つの重要な視点で、参画

型ということを上げました。市民全員で亀山市の２０３０年のあるべき姿を共通理解した上で、全

員で行動する、そういったパートナーシップを結ぶというのが亀山版ＳＤＧｓの視点にぜひ欲しい
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なと思っております。 

 具体的にどうしていくのか、どういけばいいのかと申し上げますと、あくまで提案でございます

が、２枚目、３枚目の資料をごらんください。 

 これは滋賀県の事例でございますが、滋賀は基本構想という形式で２０３０年ビジョンを示して

おります。特に強調しているのは、みんなで目指すというところです。みんなの力を合わせ滋賀の

未来をつくっていくための未来ビジョンとされています。まさに先ほど２つ目に上げた参画型で、

行政だけでなく住民一人一人が将来ビジョンを共有し、共同しながら構想を策定したものだと言え

ます。事実、この基本構想審議会を調べてみますと、高校生まで含む、また現場に近いさまざまな

団体の代表が委員に名前を連ねてみんなでつくるという、そういった過程が重視されていると伺っ

ております。 

 そこで、市民の参画、ＳＤＧｓに欠かせないところでありますので、亀山版ＳＤＧｓも同様の手

法、それ以上に直接的に市民の考え、真の豊かさを踏まえた２０３０年ビジョンを策定するという

のが好ましいと思いますが、今後そういったことを検討課題、検討していくという考えはあるのか、

お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 まず、総合計画などの行政計画の策定に当たりましては、これまでからも議会を初め、市民各種

団体、地域経済界など、幅広くご意見等をお聞きし、できる限り計画に反映をしてきたものでござ

います。そうした意味で、今後とも市民、企業、団体、いわゆるステークホルダーとなりますが、

そういった方々の参画も得た中で、計画の策定を進めてまいりたいというふうに考えております。 

 それと、議員ご指摘のＳＤＧｓの２０３０年ビジョンの新たな策定でございますが、先ほど現在

のところは策定を考えていないということでございましたが、そういったＳＤＧｓの考え方を各計

画の中に落とし込んでいくということは非常に重要な視点でありますし、そうした中で、落とし込

んでいく中で、２０３０年ビジョンの策定が必要な場合につきましては、そういったところも検討

してまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 市民の参画というところは今までもやっているというお話、確かにそれは一定程度やられていら

っしゃるということだと思いますが、やはり亀山版ＳＤＧｓと掲げたからには、やっぱりもう一歩

踏み込んだ取り組みまで進めていただければなと思います。 

 ちょっと順番を変えまして、（４）番の目標と指標の設定のところに行きたいと思います。 

 政策に落とし込んでいく、計画に落とし込んでいくというお話をいただいておりますが、その前

にまず、やはり最初に行うべき必要な作業として、これまで亀山市の取り組み、ＳＤＧｓに沿って

評価をするということが必ず必要になると思います。今まで答弁でも幾つかいただいておりますけ

れども、もう少し詳細に今までの取り組みを、ＳＤＧｓに沿って評価していく具体的なターゲット

を番号を上げるなどしてお答えいただければと思います。 
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○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 まず、市が進めます政策の中でＳＤＧｓの取り組み、これをどのように評価していくかというこ

とでございますが、まず前期基本計画の施策・事業につきましては、ＳＤＧｓのゴールやターゲッ

トと照らしまして、それらとの関係性を初め、経済、社会、環境の３つの側面を統合的に捉えた中

で、これが全体最適に向けた市の現状などをきっちりと整理していくという必要があると思います。 

 具体的に申し上げますと、市の総合計画の中には、３０の基本施策、これはＳＤＧｓの中ではゴ

ールというふうに認識をしておりますが、あと１１０の施策の方向、これはターゲット、あと３２

９の個別施策、これもターゲットというふうに認識をしておりますが、こうしたものを個々に評価

することによりまして、ＳＤＧｓの考え方がその中で生きてくると、そのように考えているところ

でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 今、総合計画をうまくＳＤＧｓのゴールとターゲットに当てはめていくことができるということ

だったと思います。 

 では、今後、亀山版ＳＤＧｓが優先して取り組んでいく、そういった政策課題というところをち

ょっと伺いたいんですけれども、この令和２年度行政経営の重点方針には、環境・文化施策の推進

と亀山版ＳＤＧｓの確立という表記だったと思います。将来にわたり亀山版ＳＤＧｓにおける優先

項目としてこの環境・文化施策というものをここに置いたという認識でよろしかったでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 まず、令和２年度行政経営の重点方針につきましては、政策、行財政、組織の３つの側面から構

成をされておりまして、そのうち政策面につきましては、本市の環境施策の基本をなします環境基

本計画の策定など環境施策の推進と、あと令和２年が日本書紀編さん１,３００年の節目の年に当

たるということで、文化に関する各分野を包括的かつ継続的に高めるアクションイヤー「かめやま

文化年２０２０」の展開などを踏まえ、文化施策の推進が行政経営の重点方針に盛り込まれたとこ

ろでございます。 

 また、本格的な人口減少社会の中で、ますます都市自治体においては、持続可能な地域社会の形

成に向けた構想力が求められておりますことから、その対応策といたしまして亀山版ＳＤＧｓの確

立が掲げられたところでもございます。 

 これらの双方間には関連性はございますが、亀山版ＳＤＧｓにおきまして、環境や文化、これが

特に優先されるといった考え方に立つものではないということでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 
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 それでは次、（３）番のところに移りたいと思います。 

 推進体制の構築というところでございます。またちょっと滋賀県の事例なんですけれども、滋賀

ＳＤＧｓ×イノベーションハブという組織が滋賀県のほうでは立ち上げられております。どういっ

たものかといいますと、産業界や金融界、また行政が連携して、そういった社会的課題解決につな

がるイノベーションを創出するとともに、新たなビジネスモデルの発掘、構築を目指すという、そ

ういったものでございます。まさにＳＤＧｓの３本柱である環境、社会、経済の好循環を生む具体

的な取り組みであると思い、亀山市でもこういった横のつながりというものをぜひ亀山版ＳＤＧｓ

の推進とともにつくっていただきたいなと思うんですけれども、こういった市民やもちろん、産業

界、金融界、行政機関などあらゆる利害関係者との連携、いわゆる水平的連携についてはどういっ

た方針を持っていらっしゃいますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 市民や各種団体、経済界、企業など、いわゆるステークホルダーとＳＤＧｓに関する水平的な連

携につきましては、これまでから各種計画の策定時には、審議会等の設置やワークショップの開催

等を通じまして、市民を初め関係団体等から広くご意見をいただいてきたところでございます。 

 また、施策の推進段階におきましても、多様な団体との協働により進めていく考え方でございま

すので、そうした仕組みを生かしながらＳＤＧｓにおきましては、さらにそうした各種関係団体と

の関係を深めまして、水平的な連携につなげてまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 それでは、今度は庁内の話でございますが、この亀山版ＳＤＧｓの確立のために、庁内の推進体

制というのはどのように検討されていらっしゃいますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 ＳＤＧｓを取り入れた庁内の推進体制でございますが、令和４年度にスタートする後期基本計画

につきましては、令和２年、令和３年の２カ年で後期計画の策定を進めてまいりますが、その中で、

当該計画をつくる際に、庁内の策定組織というものを立ち上げる予定になっておりまして、このＳ

ＤＧｓの視点を取り入れた計画策定につきましても、こうした組織を活用することによりましてＳ

ＤＧｓの庁内連携体制の構築も検討してまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 先ほどからパートナーシップの重要性を私のほうで申し上げておりますので、そういったどのよ

うな体制で亀山版ＳＤＧｓというのが庁内で推進されているのか、外部との連携が大切なものであ

りますので、その見える化にぜひ努めていただきたいなと思っております。 
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 また、ＳＤＧｓに取り組むメリット、最大化する方法として、ＳＤＧｓ未来都市という国の施策

がございます。そういったところで先行事例に選ばれることによって、政府による財政支援を受け

て、さらなる施策の推進を行うことができるという、そういった方法があります。いわゆる垂直的

連携といいまして、国・県、ひいてはグローバルレベルでの連携、そういったものについてはどう

いった方針でいらっしゃいますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 国におきましては、平成２８年度にＳＤＧｓの実施方針が策定をされまして、８つの優先課題と

具体的施策が位置づけられ、既に取り組みが展開されております。今、議員からもございました未

来都市、これに対する財政支援、こうしたことも盛り込まれているところでございます。 

 また一方で、県におきましては、先般、来年度から４年間を計画期間とする（仮称）みえ県民力

ビジョン・第三次行動計画、これは県の総合計画に当たるものでございますが、この最終案が取り

まとめられて、その中で新しい概念であるＳＤＧｓの視点も取り入れていく考え方が新たに示され

たところでございます。 

 こうした国・県の考え方や方向性も踏まえながら、亀山版ＳＤＧｓの確立を図っていくことで、

国や県との垂直的連携にもつなげてまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 ちょっと最後のところになりますけれども、総合計画を初め各種計画への反映についてというと

ころ、総合計画やその他各種計画への反映に関しては今までもご答弁の中で触れていただきました。 

 この項目最後の質問になりますが、これまでの質問の中でいろいろとご答弁いただきました。や

はり亀山版ＳＤＧｓという名前が出てきてまだ間もないというところもあって、まだまだこれから

というところもあるのかなという印象を受けておりますが、この亀山版ＳＤＧｓを確立する、これ

からその過程や優先すべき目標などそういったものを詳細にまとめた、いわゆるＳＤＧｓ取り組み

計画、そういった独自計画的なものを、個別計画というものを策定する、そういったお考えはござ

いますでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 亀山版ＳＤＧｓといたしまして、総合計画を初めとしてさまざまな分野にわたる行政計画の策定

時において、それぞれの計画の実情にあわせて柔軟にＳＤＧｓの枠組みや視点を取り入れてまいり

たいと考えているところでございます。 

 あわせて計画策定についての全体的な調整もより適切に行えるよう、仕組み立ててまいりたいと

も考えております。 

 なお、先ほどご指摘がございましたＳＤＧｓの取り組み計画、基本的な計画になるかと思います

が、これにつきましては、ＳＤＧｓの視点を取り入れるに当たっての統一的なまず手順の作成につ
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きまして、その必要性も含めましてさらに検討を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 まだ決まっていないところが多いところだと思いますので、引き続きその施策の経過を見守って

いきたいなと思います。 

 続いて、多様な地域交通を一つのサービスに統合する亀山版ＭａａＳの必要性についてというと

ころで、誰もが行きたいところへ手軽に移動できる地域交通の形成について質問させていただきま

す。 

 まず１つ目、乗合タクシー「のりかめさん」の実績について伺います。これまで乗合タクシー

「のりかめさん」の実績については、今回の提出資料にもございますが、登録者数２,９８０名、

延べ利用者数１,１６７名と聞き及んでおります。おおむね昨年より増加傾向にあるということで

ございますが、現状に基づく令和元年度末の推計値と、あらかじめ設定していた目標値、当初想定

値、これを比較した達成率について伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤産業建設部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 乗合タクシーの目標値の設定でございますけれども、まず登録者数につきましては、運行開始３

年目の目標数値、令和２年度の数値でありますけれども、１,６００人と設定をしたところであり

ます。本年１０月末日現在での登録者数については２,９８０人となっておりまして、目標数値を

既に超えておるというところでございます。 

 次に、延べ利用者数でありますけれども、同じく運行開始３年目の令和２年度の年間の延べ利用

者数を７,２００人と設定しておりまして、本年度はその目標人数の約８０％の５,７００人を目標

としております。本年度１０月までの７カ月間の延べ利用者数は１,１６７人でございまして、現

在の利用状況に基づき、本年度末時点での延べ利用者数を推計いたしますと２,０００人程度とい

うことになります。昨年度半年間の延べ利用者３５２人と比較をいたしますと、大幅に増加はして

おりますものの目標値と比較をいたしますと約３５％程度の実績となる見込みでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 ちょっと年度末推計の達成率が低調であるなと感じますが、その現状で乗合タクシー「のりかめ

さん」が市民に定着したと言えるのかどうか、そこについて見解を伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 乗合タクシーの運行によりまして、バス路線の再編による交通不便地域解消の限界、また運転免

許証返納者の増加への対応などの公共交通の課題への対応ができておるということで、市内地域公

共交通としての環境整備については、確実に充実をしたものと考えておるところであります。 
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 先ほど目標数値のご答弁をさせていただきましたけれども、その目標数値と比較をいたしますと、

利用については低調であるものの、乗合タクシー利用者の約９５％の方が無料体験乗車券を使って

体験乗車もしていただいたおりまして、またその無料体験乗車券を全て使い切った後も継続して利

用されておられる方もお見えになるところでございます。これらのことから、まだまだ利便性など

の改善の余地はあるかと思いますけれども、乗合タクシーを真に必要とされている方に新しい交通

手段として着実に浸透しているものと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 着実に浸透しているということでございますが、実績として達成率のところの数字３５％という

ところがどうしてもやはり定着したとは言い切れない部分かなと思います。ただ、先ほど答弁の冒

頭にありましたけれども、公共交通全体としての取り組みというところ、私はどちらかというとそ

ちらを重視すべきではないかと思います。 

 私の考えですけれども、乗合タクシー「のりかめさん」単独の努力には、私は限界があるんじゃ

ないかなと思っております。なので地域交通一つ一つ点で捉えるのではなく、地域交通全体を面で

捉える仕組みをつくる必要があるのではないかと、私はそれがこの亀山版ＭａａＳであると思って

おります。 

 ＭａａＳの説明は後でいたしますが、まずは乗合タクシーのわかりやすく欠点を補うために公共

交通全体を見て、亀山市に現状足りない地域交通について幾つか提案したいと思います。 

 まず、（２）番のところに移りますが、乗合タクシーの課題点といたしましてよく聞きますのは、

特定目的地から特定目的地までの移動が困難ということ、例えば病院に行って、その後買い物に行

くというときの時間の設定だとか、前日に予約を幾つもしなければいけないだとか、そういったこ

とをよく伺います。 

 ここに１つ提案したいのが、定額タクシーという仕組みであります。他市の事例を見ますと、Ｍ

ａａＳを実践している島根県の大田市というところですが、地域交通の一つとして月額３,３００

円で乗り放題の定額タクシーというのを、一部地域限定でございますが導入しているところがあり

ます。例えば、亀山市であれば中心都市拠点内のみの運行としたり、乗合タクシーの特定目的地間

のみに運行するなど、そういった工夫のしようがあるのではないかなと思います。民間タクシーの

新しい活用ということで気軽に地域交通を使って移動できる、そういった機運も高まるものと思い

ます。 

 現行の地域公共交通計画にこれは合致する内容であり、市と民間タクシー会社との協議で採算が

もしとれると判断されれば実施可能と考えますが、この定額タクシーについての見解をちょっと伺

いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 定額タクシーでありますけれども、まず市内の中心市街地の公共交通の現状ということで、昨日

もご答弁申し上げましたけれども、亀山駅を起点とした公共施設を結ぶ町なか循環バスのさわやか
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号、また結節点といたします地域生活バス路線、さらに廃止代替路線バス２路線、営業路線バス２

路線も周辺地域から市内の中心市街地へ乗り入れをしております。さらにタクシーでありますけど、

一般のタクシーもございまして、それに加えて乗合タクシーも運行しているということで、公共交

通網については一定程度整備をされているものと捉えているところでございます。 

 そのような中で、先ほど議員が申されましたような中心市街地などの地域限定の定額タクシーに

つきましては、地域交通の利便性の向上がさらに図れる一方で、タクシー車両のさらなる確保、ま

た運行形態など交通事業者との協議、そのほかバスと既存交通の公共交通網への影響なども十分考

慮する必要が生じてくると、そのように考えております。利便性だけでなく、このような課題も踏

まえまして研究を行ってまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 では、次の乗合タクシーの課題点として、２つ目に、利用時間帯が短い、特に朝の時間帯にもっ

と使いたいといったことが上げられると思います。それを補う地域交通として提案でございます、

提案といいますか、既に検討を幾つか行われておりますけれども、民間タクシー事業者の方が乗合

タクシーとして稼働できない早朝、夕方以降の時間帯限定という形で、市民による免許証を所有し

ない市民の方を車に乗せる、いわゆる移送支援サービス、そういった仕組みづくりというものがで

きないかと、これは一部のまちづくり協議会などで検討が進められているとも聞き及んでおります。

これは地域公共交通計画に全く想定されていないものでありますので、今後の検討課題となるとこ

ろかもしれませんが、これに関して市の見解を伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 例えば、まち協単位での移送支援サービスでありますけれども、これにつきましては、道路交通

法とか道路運送車両法などの法改正など、国の動向、法改正等も見きわめまして研究のほうを行っ

てまいりたいと考えておるところであります。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 これに関しては、まちづくり協議会などで検討を進められているところでありますので、まちづ

くり協働課などの管轄かもしれませんけれども、これは現状大きな問題点としては、まち協が主体

となって車を所有することができなかったり、また人を乗せて事故を起こした場合の保険の問題だ

とか、そういったさまざまな問題がございます。法整備のところも問題ではありますけれども、市

のほうでもできる限りそういったサポート、まちづくり協議会などが進めているものに関してぜひ

サポートをしていただければと思います。 

 そして、次の課題点でございますが、こちらが本題でありますが、亀山版ＭａａＳの話に行きた

いと思います。 

 前日予約のハードルが高い、そういった乗合タクシーの課題点、また地域公共交通全体として充
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実を図られてきているということでありますが、なかなかその連携がまだまだそれでも不十分では

ないかなと思います。 

 それで、４枚目の資料をごらんいただきたいと思います。 

 先ほどから申し上げているＭａａＳというものでございますが、これはどういったものかといい

ますと、ＡＩを活用した配車予約システムを備えた全ての地域交通を一つのサービスとして統合す

るものであります。出発地と目的地、例えばスマートフォン、もしくは専用の機器などで入力をす

れば、その間の効率のよい移動手段、さまざまな公共交通を組み合わせながら一括してＡＩが提案

して、その場で配車、予約まで対応してくれるというものでございます。まさにこの亀山市が目指

す全ての地域交通が一体となった持続可能な公共交通の形ではないかなと思います。 

 なお、あくまで参考ですが、先ほど例に挙げた島根県大田市のＡＩを活用した配車予約システム

開発などを含めた事業費というのは２,８００万円で、その半額を国が補助するというふうに聞き

及んでおります。持続可能な公共交通を実現する費用として決して安いとは言いませんが、決して

高いというほどのものではないのではないかなと感じました。 

 ぜひ国と連携して推進していただきたいと思いますが、見解を伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 ＭａａＳでありますけれども、ＩＣＴを活用して交通をクラウド化しまして、公共交通か否かに

かかわらず、マイカー以外の全ての交通手段による移動を一つのサービスとして捉えまして、各交

通機関を一体につなぐ新たな概念として次世代の移動サービスであると認識をしておるところでご

ざいます。 

 また、そのＭａａＳの実現によりまして、ＡＩによる移動経路の検索の充実、スマートフォンア

プリによる配車、予約、決済などのほか、多様な分野との連携により、その利便性は確実に向上す

るものと想定をされまして、将来必ず必要になってくるものと認識をしておるものであります。 

 今後、先進地での現在やられております実証実験の事例なども参考にして、国や県の動向等情報

収集も行いながら研究をしてまいりますが、まずはコミュニティバスへの交通系ＩＣカードの導入、

そのほかスマートフォンを活用した乗合タクシーの予約など、現状の市内地域公共交通のＩＣＴ化

による利便性向上について研究を進めまして、取り組みを行ってまいりたいと考えておるところで

ございます。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 コミュニティバスのＩＣカード、乗合タクシーのスマートフォンでの予約、これはもうぜひ進め

てもらいたいと思います。そういったところで、ＭａａＳという取り組みにひもづけることができ

れば、国からの財政支援を得られるというものもありますので、そういったところをぜひ知恵を働

かせて進めていただきたいと思います。 

 ちょっと時間が少なくなってまいりましたが、次に移りたいと思います。 

 次、激甚化、頻発化する豪雨災害の対策についてというところで質問をさせていただきたいと思
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います。 

 避難所関係のところ、少し飛ばしますが、令和２年度に防災マップを改訂するというところで、

各自治会長様のところに避難所意向調査というものが行われていると聞き及んでおります。そこに

記載されておりましたが、指定避難所は市が指定する１５カ所から選択しなければならないという

ことでありましたが、中にはハザードマップの浸水想定区域内に位置する、そういった指定避難所

があるというふうに認識しております。そのような施設は指定避難所としてふさわしいのかどうか

というところ、まず見解を伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 服部危機管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 ふさわしいのかといったことでご答弁させていただきます。 

 亀山市における１５の指定避難所のうち、野登小学校や白川小学校等の６施設が土砂災害警戒区

域の範囲に、神辺小学校の１施設が鈴鹿川の洪水浸水想定区域の範囲に入っているところでござい

ます。 

 まず、土砂災害警戒区域に関する全６施設につきましては、施設全体が区域内というわけではな

く、校舎の一部やグラウンドの一部等が区域の範囲に入っているという状況でございます。また、

先ほど言いました神辺小学校におきましては、校舎が０.３メートル未満、体育館の一部が最大０.

５メートルから１メートルの浸水が見込まれているところでございます。机上の考え方から判断い

たしますと、土砂災害警戒区域外の体育館や校舎等の使用、また神辺小学校におきましては、校舎

２階等を使用すれば風水害時にも指定避難所として使用できるという考え方を持つことができます。 

 ただ、市の考えといたしましては、避難経路、想定避難者数、設備等を勘案しつつ、今回の防災

マップ作成に関する避難所意向調査から始まっている避難所の確認作業を含め、地域の方々、施設

管理者等との意見を交換しながらさらに検討を行っていきたいと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇） 

 ちょっと時間がないので次に行きます。 

 次、内水ハザードマップについてでございます。 

 ことし９月、１０月に猛威を振るった台風で、内水氾濫が全国各地で大きな被害を出したことを

受けて、国土交通省から全ての都道府県と市町村に対して、浸水想定区域を示した内水ハザードマ

ップの作成を進めるようにと通知をしたと、そのように聞き及んでおります。 

 亀山市において、これまで内水氾濫による被害状況について伺いたいのと、そういったハザード

マップの作成、こういったものを検討して市民への周知を行っていくべきだと思いますが、見解と

今後の対応について伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 宮﨑上下水道部長。 

○上下水道部長（宮﨑哲二君登壇） 

 内水氾濫ということで、市街地の雨水排水対策につきましては、上下水道部所管でありますので、
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私から答弁させていただきます。 

 近年の集中豪雨や台風の大型化などによりまして、排水路の排水能力を超える、あるいは河川の

水位上昇に伴い排水できない状況になることで、浸水被害となる内水氾濫については道路冠水が発

生している状況でございます。 

 この１０年間で内水氾濫による住宅等への被害が多くあったのは、平成２４年９月８日の集中豪

雨と同月３０日の台風１７号によるもので、台風１７号では時間雨量７９ミリ、累計雨量２３１ミ

リを記録しております。

住宅被害の状況につきましては、総数で２２件となっており、そのうち内水氾濫によるものは、

能褒野町、田村町などで発生した１１件の床下浸水で、住宅被害以外にも家の庭、駐車場等の冠水

が発生しております。また、新椿世地区では、床上浸水９件、床下浸水２件の被害が発生しており

ますが、その被害につきましては、椋川の氾濫も同時に発生したためその影響もあったと考えてお

ります。 

 内水ハザードマップの作成についてでございますけれども、内水による浸水は河川の堤防の決壊

や河川からあふれた水による浸水よりも発生頻度が高く、緊急かつ効率的に浸水被害を軽減するた

め、内水ハザードマップの作成につきましては調査してまいります。 

 また、内水による浸水被害を軽減するため、近年に浸水した地域において浸水対策の検討に取り

組んでいく予定をしております。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

 内水氾濫の浸水は、河川氾濫による浸水よりも頻度が高く、また発生までの時間が短いと一般的

に言われておりますので、ぜひ周知徹底の対応の取り組みを進めていただきたいと思います。 

 時間になりましたので、項目を余らせましたが、以上で終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

○議長（小坂直親君）

１番 草川卓也議員の質問は終わりました。 

会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午前１０時５１分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午前１１時００分 再開） 

○議長（小坂直親君）

休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、１８番 櫻井清蔵議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

それでは、一般質問をさせていただきたいと思います。 

ちょっと順番を入れかえたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 まず、亀山市自治会連合会のことについて、今、市内全域で２４６の自治会がありまして、自治

会連合会の加入状況をちょっと調べさせてもろうたら、前回、１９５自治会、連合会に加入されて
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おると。加入率が７９.３％と。それで、近年、平成３０年度には１５自治会、令和元年度には１

４自治会、２９の自治会が脱会しております。基本的に従前から２４６の中に未加入の自治会は２

２ありまして、それで近年、この２９の自治会の内訳は、旧関町は２３自治会、旧亀山町は６自治

会あります。ちょっと調べさせてもろうたら、自主防災組織の結成率が８１.７％とあります。に

もかかわらずこの２年間で８０％を切ると、連合自治会に。 

 やっぱり自治会連合会というのは、自治会というのは基本的に２つの大きな役割があると。住民

同士の交流を深めることを目的とした活動、夏祭り、運動会、敬老会など。２つ目が地域の課題解

決に向けた活動、防犯灯の維持管理、清掃活動、リサイクル回収などというのは連合会でやってい

ると。 

 こういうような状況の中で、市長にちょっとお伺いしたい。脱会自治会がこういうふうにふえて

きた中で、どういうふうに今後対応していくのか、市長のお考えをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

１８番 櫻井清蔵議員の質問に対する答弁を求めます。 

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 自治会連合会は、申し上げるまでもなく、いわゆる市にとりまして大変重要なパートナーという

ふうに考えておりますが、地域住民の課題解決に向けてともに取り組んでいく組織であると考えて

おります。さらに、自治会は、地域まちづくり協議会の中核的な組織として欠かせない存在でござ

いまして、その自治会長の活動支援や相互に情報共有を図る自治会連合会の役割はますます重要な

ものとなってきております。 

 そういう中にあって、今、議員ご指摘をいただきました近年の自治会連合会を脱会された自治会

があるということにつきましては、大変危惧をいたしておるところでございます。当然、この自治

会連合会に加入するもしないも自治会ご自身の判断によるものではございますが、近年の脱会を受

けまして、自治会連合会の役員や支部長の皆さんが今後の組織運営や事業活動につきまして、現在、

議論を重ねながら改革を進めていこうということで、その動きをされておるやに伺っております。 

 自治会連合会は、当然任意の組織でございますが、自主的で自立的な活動を促進するため、市と

いたしましても自治会連合会の事務局の支援をさせていただいております。 

 さらに、これも他市では顕在化してまいりましたが、単位自治会自体の加入率の低下であります

とか、役員の高齢化とか、後継者不足などで課題を抱えておられる自治会もございますことから、

これは担当部署のみならず市役所全体で深い問題意識を持って、自主性を尊重した住民の自治を育

み励ますという視点からも、私どもとしてはそのような支援を続けていきたいというふうに考えて

おるところであります。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 基本的に自治会連合会の脱会自治会が多くなったと、だけど自主防災組織に加入しておる自治会

は２０１あるんですわ。そうすると、やはり地域のまちづくり等のことを踏まえた中で、今後もい

ろいろ対応していくというんですけれども、やはりまちづくり協議会の運営のあり方及び連合自治
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会とのあり方等々をもう少しきちっと精査するというようなことをしていかんことには、ますます

まち協のほうの存続が不十分になってきて、まち協でいろいろ敬老会等もやっていただいておるん

ですけれども、いろんな地域の活動を。 

それに対して自治会連合会組織というのは、やっぱり自治会の連携を図ることだと。というのは、

自治会連合会をやることによって防災関係の連携を図るというようなことをやるんですけれども、

やっぱり今申し上げたように自治会組織、それからまちづくり協議会、それから自主防災組織、そ

れをうまく整合した中での行政のあり方、方向性を見据えた中で市政を運営していかんことにはあ

かんと私は思うんですわ。そのことを十分踏まえた中で、今後いろいろ担当部局等々と、やはりそ

れをやるには、市長はこういうような形でやってくれという方針を出されるのが、こういうような

大幅な脱会が出てこんと私は思っています。 

 特に関地区の１３自治会は、私のところの自治会も連合会を外れましたけれども、何もメリット

がないやないかというふうなことで脱会しました。そういう中で、やはりきちっと行政の立場とい

うよりも、市長の立場でこのことをきっちりと踏まえていただきたいと思っております。 

 次に、市場阪東線、私もこれをずうっと追っておるんですけれども、去る９月にも質問をさせて

いただきました。市場阪東線の崩落によっていろいろありました。 

 基本的に旧２５号線ですけれども、これはさっきも言わせてもろうたように、阪神鉄道が開設す

るときの工事道路としてこの道路は設置されました。それで、基本的にこれは、加太地域の、西名

阪国道もあるんですけれども、やはり高齢者等の名阪国道に対する走行が非常に困難であるという

ことで、この改良がされておるんですけれども。 

 ちなみに昔のことですけれども、昭和３１年に関西本線、関－加太間のところでトンネルを越え

た１５０メーターのところで列車事故がありまして、そして、私も子供のときだったんですけれど

も、８名の方が亡くなられたと。これはかなり急ピッチな工事やったもんで、かなりの工事やった

と思うんですけれども、それにあわせてその道路がつくられたと。 

 過去に、かれこれ、年数は忘れたんですけれども、基本的に私が、あそこの坊谷の踏切があるん

ですけれども、坊谷の踏切から大和橋の間で、過去に、近年の３回の崩落及び大和橋の加太寄りの

のり面の崩落、それから金場の谷川の土石流等々で、この土石流は関西本線まで流れていまして、

関西本線は一時休止になったんですけれども、その後、今回の３件の崩落事故があったと。 

 やはり基本的に市場阪東線の早期改良をしていただく方策をせなあかんと思っています。そのこ

とで、来年度に向けて何らかの方策があるのかどうか、これについてお教え願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

久野産業建設部参事。 

○産業建設部参事（久野友彦君登壇）

 市道市場阪東線の未改良区間、約８００メートルの整備につきましては、さまざまな観点から検

討を行いました。この検討を行った結果、未改良区間の拡幅整備につきましては、河川側へ広げる

ことは困難であることから主に山側への拡幅となり、のり面の切土工事が多いことから、工事費用、

長期にわたる工事期間、それと土地所有者から提供いただきます用地の面積が多くなることなど、

それと現状の交通量を勘案しまして、道路整備としての全線拡幅整備よりも、地形の特性から待避

所の設置を行うほうが適正と判断したところでございます。 
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 これに伴いまして、待避所の設置につきましては、現在３カ所ほどの整備を計画しておりまして、

土地所有者へもこの計画を説明し、工法や土地の協力について検討していただいているのが現状で

ございます。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 それでは、全線の改良工事は、かなり経費もかかるし工期もかかると。だけど災害はいつ起こる

かわからんという中で、基本的に来年度の予算にこれが組み込まれるのかどうか、そういうような

協議を既にしておるのか、そこら辺をもう一遍確認したいと思います。 

○議長（小坂直親君）

久野参事。 

○産業建設部参事（久野友彦君登壇）

 さっきも答弁させていただきましたとおり、待避所３カ所を今計画しております。これで１１月

に土地所有者の方に協議をさせていただきまして、工法の説明、そして土地の協力のお願いをさせ

ていただいておるところでございます。土地所有者との合意形成が得られるよう、現在、鋭意交渉

しておるところでございますので、その後をもって着手に入りたいと思っておるところでございま

す。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 基本的に担当部局がそういうふうに動いてみえるんですけれども、市長にお伺いしたい。基本的

に私は、市場阪東線の、暫定的にというとおかしいけれども、３カ所の待避所を設けて交通利便を

図るというんですけれども、それはぜひとも来年度に向けて実施していただきたい。 

 市場阪東線というのは、１つの峠を越えて、かなり曲がりくねった道路です。当然、諸戸林業さ

んもそこで伐採事業もありまして、また搬出トラックも通行すると。非常に、危険と言うとおかし

いけれども、余り道路の形態としてはよくないんです。 

 そこで、もう一遍市長にお願いしたいんですけれども、確かに加太駅からの延伸、関町時代に、

猪本橋ってあるんですけれども、そこからこの坊谷の踏切までは加太市場の圃場整備事業のときに

拡幅事業をやって、それの通行ができます。坊谷のときは、田中亮太さんが県議会議員のときやと

思うんですけれども、坊谷の踏切の改修をやってもろうています。それから、坊谷の踏切を越えた

ところから大和橋の間の根本的な改修工事、これはぜひとも県に要請していただきたい。そうせん

ことには、暫定的に市場阪東線の待避所の改良ができた中で、それは市の単独費でやらんならんで

すけれども、やはり旧２５号線の改良工事は、県の事業として危険箇所の再確認等々を当然わかっ

ておるはずなんです。そういう中で、市長として県に一遍働きかけてほしい。 

 暫定的に、災害が来たで一旦踏切を一方通行にして、加太地域の人に不便を講じるということの

ないように、あの坊谷から大和橋の距離は大体、私の概算では五、六キロやと思っておるんですわ。

五、六キロで危険箇所は、恐らく２キロ弱やと思うんです。そこをやっぱり改良工事することによ

って今後の憂いがないというような工事を、県のほうへ市長から申し出てほしいんですけれども、
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いかがでございますやろう。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 まず前段の市場阪東線につきましては、久野参事のほうからご答弁いたしましたが、用地の交渉

等々で最善を尽くしてまいりたいと思います。 

それから、２５号につきましては、私も平成７年に県議会議員になって、ちょうどあのころにボ

トルネックになっておりました坊谷踏切のいわゆる交通混乱がかなりひどかったということがあり

ましたので、これを、３年ほどかかったと思っておりますが、その努力をして、市場のバイパスよ

りも早くこっちを優先すべきということで、そういう思いを今、久方ぶりに思い出したところであ

りますが、確かに坊谷の踏切から大和橋にかける２５号につきましては、三重県にも崩落等々での

対応はもちろんでありますけれども、これの安全な、そして円滑な交通につきまして要望をいたし

てまいってきておるところでございますし、加太の自治会の皆さんや関係者の皆さん、そして名阪

が、ご案内のようにリフレッシュが入りますとおりの課題ということもありますので、このハード

整備とソフト整備につきまして、亀山市から三重県のほうにその要望を重ねてきておるところでご

ざいますし、今後もしっかりと伝えてまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

えらい失礼しました。市長が県会のときにやられたという仕事を知りませなんだもんでな。 

 何はともあれ市場阪東線の令和２年度の予算、これはぜひとも市場阪東線の改良工事を盛り込ん

でいただきたいというふうに申し述べておきます。 

次に、乗合タクシーの件で、草川君も質問されましたけれども、基本的に、乗合タクシーですけ

れども、それなりに委員会の資料で出していただきました。この資料を見せてもらいましたら、確

かに人数はふえておる、だけど委員会のこの資料に基づくと、私もそれなりにちょっとそれを洗い

出してみたんですよ。そうすると利用者の利用状況について、それは確かに５０％の停留所が、全

体の４３２カ所の中で２１３カ所の４９.３％がゼロやということです。それで利用率からいって

も３０％弱と。ということは、恐らくはこの利用者の中で、無料乗車券を利用された方の数字も出

ています、資料に。ただやはりこのカウントが、その乗合タクシーを、これ便利やなと思った人が、

重複回数で、３回、４回、５回というように乗ってみえた中のカウントがこの総数のあれに出てき

ておるのではないかと、そう思うんですけれども、やはりまだまだこの乗合タクシーに対する利用

者の方の理解度が十分でないと。 

 そこでお伺いしたいんですけれども、さきの議会で、１２月議会やったと思うんですけれども、

３０年１２月２１日、提案者は私がさせていただいたんですけれども、乗合タクシー制度の見直し

とタクシー助成金の存続を求める決議ということで議会で決議をさせていただいた。昨日の答弁で

も免許返上者が年々ふえておるという中で、タクシー助成金を、まだ乗合タクシーは今十分に、こ

の決議に基づいた中で、乗合タクシー制度や地域公共交通、市民の利用しやすい制度となるよう検

証し、早期に見直しを行うことと。もう一点が、タクシー料金助成事業については、乗合タクシー
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制度の見直しが終了し、利便性の高い制度として定着するまでの間は、現行制度を存続するべきで

あるというような決議文を３０年１２月２１日に提出しております。 

 このいろんな資料を分析させてもらいますと、まだまだ十分定着しておらんというふうに思いま

すけれども、そして先ほどの平成２７年から、これもちょっと調べさせてもろうたんですけれども、

交付実績からいうと、平成２７年が５４％、２８年が５３％、平成２９年、３０年はちょっと５

０％を切っておるんですけれども、これはやっぱりタクシー券に対するそれなりの愛着、愛着とい

ったらおかしいけれども、これは便利やなと、時間制限もなしに使えると。乗合タクシーは９時半

から３時半ですか、乗りにくいという中で、この制度が続いておる、まだやるんですけれども。 

 １点、時間ないもんで聞かせてもらいますけれども、市長、令和２年度もこのタクシー券の交付

事業、継続をされるのかどうか確認したいです、市長に。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

７５歳以上の高齢者のタクシー料金助成事業につきましては、新たな公共交通施策として乗合タ

クシーを制度化して、新しい制度への移行を円滑に行うため、乗合タクシー事業を平成３０年１０

月に開始をいたしましたが、その利用状況の推移から、また議会のご意見も含め、平成３１年度に

限り１年間延長をいたしたものでございます。高齢者のタクシー料金助成事業の対象者のほとんど

の方は、乗合タクシー制度を利用して外出していただけることから、当該制度の利用をお願いする

ものでございます。 

 なお、乗合タクシー利用者からのお声といたしまして、ご自身の目的に合わせ利用できるとの喜

びの声や、遠距離を乗車された方や通院のために頻繁に利用される方などから、現行のタクシー券

より実費負担が非常に少なかったという声もいただいているところでございます。また、乗合タク

シーの運行日や利用時間を導入当初より拡大をし、乗合タクシーの利用者の利便性を向上させるな

ど、当該制度を定着させるべく現在取り組んでおるところでございます。 

 なお、障がい者のタクシー料金助成事業につきましては、現行制度を継続することとし、今まで

どおりご利用いただけるものでございます。 

 したがいまして、このような状況を鑑みまして、７５歳以上の高齢者のタクシー料金助成事業に

つきましては、乗合タクシーで使用されるセダン型車両への乗車ができない方につきましては、今

までどおりご利用していただき、乗合タクシーに乗車できる方は、基本的には乗合タクシー制度を

ご利用いただきたいと考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

継続されるのかせんのかを聞いておるんですわ。しないということですか。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

今も申し上げましたように、従来の制度につきまして、平成３１年度に限り１年間延長させてい
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ただいたものでございます。したがいまして、この乗合タクシー制度の今現在ご利用の促進、それ

から定着に向けて進めておるところでございますが、次年度以降につきましては、７５歳以上の高

齢者のタクシー料金助成事業対象者のほとんどの方は乗合タクシー制度を利用して外出をしていた

だけますことから、原則として乗合タクシー制度の利用をお願いするものでございます。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 違うんですよ。令和２年度には、このタクシー券の交付をするのかせんのかだけですのやわ。こ

っち。そんなごたごた言わんとやな。 

 というのは、令和元年、これも資料ですよ、タクシー券の交付状況は３,０１２人、４８.２３％

ですよ。それでやるのかやらんのかですよ。もうどっちか、やるのかやらんのか。ことしは、決議

やったもんで仕方なくしたんだということでしょう。２年度はまだ、草川君からいろんな提案をし

てもろうたんですけれども、やるのかやらんのかですよ。そこだけでよろしいんや。もうほかのこ

とはよろしい、聞いていませんで。 

 乗合タクシー制度は、それならもう完璧に充実したという認識を市長は持っておるのか。利用率

からいくと４０％を切っておるんですよ。そうやけどタクシーの助成金を利用しておる人は５０％

近いんですよ。やっぱりタクシー券に依存をしておる市民の方がたくさん見えると、高齢者の方が。

それで、タクシー券を交付してもらうためには、乗合タクシーの登録者にならんことには交付しま

せんよという条件でやっていますやんか、ことし。だから、登録者数がふえたんですやんか。これ

は別に登録をせんでもタクシー券だけ下さい言うたら、恐らく登録者数はもっと減っておると思う

んですけれども、そういうような条件をつけたからこの登録者数がふえたんですよ。 

 だから、来年もタクシー券の交付をやるのかやらんのか、ここで答えてくれというの、それだけ。

それは市長のよく言う選択と集中、決断。これを一遍、やるのか、やらんのか。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 先ほども申し上げましたが、タクシー料金助成制度において、障がい者の皆さんのタクシー料金

助成制度はそのまま継続いたしますので、ご利用いただけたらと思っております。 

 ７５歳以上の高齢者の皆さんのタクシー料金助成制度につきましては、これを１年延長しました

が、来年度は乗合タクシー制度としてご利用いただくということでございますので、本年限りとい

うことで考えておるところであります。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 ということは、議会の決議は１年こっきりの決議であったと。私も市民の立場で物を言わせても

ろうています。市民の皆さんと、私の知り合いだけかもわからんけれども、ほかの議員さんもよう

けと思うんだけれども、タクシー券の再交付をしてくれという声はようけの私以外の１８名の議員

さんは聞いてみえる。市長がはっきりここでもう来年はなしということですな。わかりました。 



－２１０－ 

 行きましょう、次に。そういうような判断は割に早いのやのう。どうでもいいことはええけれど

も。 

 次、駅前関係でやります。１１月２７日に開催された駅前開発特別委員会の内容ですけれども、

服部君も質問されたけれども、どうも私も２００点プラス１００点、告示が４月２日、そしていろ

んなことをやって４月１９日に通知を、１００点追加したというんですけれども、いろんな流れで、

表でＴＳＵＣＨＩＹＡさんと鴻池さんの出した金額、差額が５億２,０２５万円あるんです。そし

て大きいほうやと。この審査講評の中で、いろんなことがあって書いてあります、これに該当した

と。６月２４日にいろんなことで優先交渉の協議をしております。 

 それで、８月２３日にＪＶを組めと、だけどＪＶをよう組まなんだら優先交渉権者であっても消

滅しますよと言うてＴＳＵＣＨＩＹＡさんが組めなかったということで、鴻池に、次点者に移った

というようなことで、本当にこれは審査委員会の、業務実績、技術協力実績等々の７項目、２００

点、１０点、２０点、３０点、７０点、２０点、３０点、２０点、これの評価に、これは６名の方

が審査委員として入っています。これは副市長もこの審査委員になっておるんですよ。駅前再開発

組合に資料請求したら、会長さんから詳細については説明できやんということを言われたもんでと

いう話ですけれども、この事業に、地元の組合の方々は、確かに用地等の、当然それは用地を出さ

んならんと、開発についてはね。だけど、みんなこれ税金なんですよ、これね。 

 いろいろ答弁聞いていますと、駅前広場とか道路とか橋とかもろもろありますと。建物等々のこ

とについて、なぜこの講評が議会に出されないんですか。それもなぜ市長は、この組合に向けて、

副市長まで出しておるんですよ。組合に議会とやっぱり情報を共有するという姿勢を持ったら、何

が何でも議会に、やっぱり今後の予算もあると思うんです、関係する予算が。そういう予算に関し

てやっぱり審議もせんならん。審議をするときにはどうしても事前に詳細な情報を提供しないこと

には審議はできないということをなぜ組合のほうに強く申し入れられないんですか。それだけ市長

は弱いんですか、組合に対して。何かあるんですか。何もなかったら、そういうような情報は逐一

出すべきではないかと私は思う。それを要請するべきやと。 

 きょうも、どこやらの総理ですけど、出さない、言わない、開かないと何か出ていましたわ。行

政組織の中で、やっぱり議会が求めた資料に対しては、的確に応じなあかんと、そういうふうに私

は思いますけれども、それがなぜできないんですか、市長。お教え願いたい。なぜこんな行為に対

して、優先交渉権者選定の、資料はありますやんかね、これは令和元年１１月２７日に開催された

駅前整備の資料に基づく中で、不明な点がある中で資料請求しておるのに、なぜそれを市長は組合

に対して物が言えんのか、その理由を教えてください。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 きのうも服部議員にもお答えをさせていただきましたけれども、まず、今議員おっしゃられた組

合に対して市として要請すべきことを要請していないということなんですが、さきの特別委員会を

受けまして、市としては１１月２９日に組合に対してその依頼をさせていただいたところでありま

す。それに基づきまして１２月３日に組合として、その考え方が文書で返ってまいりました。それ

は議員お手元に配付をさせていただいておるものでございます。 
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この優先交渉者の選定に当たりましては、参加された事業者より提出された技術提案書をもとに、

組合が設置した選定委員会により適正な審査が行われたところであります。この技術提案書であり

ますが、工事費の提案以外に工事における施工契約や実施方針に加え、施設建築物等の機能や品質

とコストの両面で総合的にすぐれたものを整備するためのＶＥの提案などが記載をされておりまし

て、これらに基づく審査がされた評価項目ごとの評価点を公表することは、各事業者の権利や競争

上の地位その他正当な利害を害するおそれがあるため、組合において非公表とされてきたものでご

ざいます。 

 このようなことから、市といたしましても、非公表の理由等を鑑みまして、組合の決定を尊重し

て非公表が妥当であると考えておるところであります。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

そんなことで議員各位が納得されますかいな。 

 きょう、朝日新聞ですよ、これは安倍晋三さんが出てくるんやけれども、開かない、示さない、

出てこないと、これは桜の会の件ですよ。それから加計のときもそうだったですよ。そのときに書

いてあるんですよ。国会と同じようなことをやっておるんですよ、これ、今。 

審議をするためには、詳細な資料に基づいて私らは審議させていただいておる。というのは、皆

さんの手元に平成２１年、私は長くここにおらせてもらいますので、この資料があるんですけれど

も、平成２１年に、まだ議員になられてみえない方が見えると思って、この関中学校と亀山中学校

の総合評価の資料をみんなに渡しました。このときもかなりいろんな技術の問題、評価の問題、そ

れから点数の配分等々あるんですけれども。 

 やはり議会に、組合の意向に基づいて、そうしたら業者の選定の点数が明らかになると業者に対

して不都合が起こるということを配慮してという、それは個人的な組合としての意向ですよ。だけ

ど、亀山市としての市長の意向として、このことでは議会に対する説明責任が果たせないので、ぜ

ひとも出していただきたいと。そして、その選定委員会には副市長まで出しておるんですよ。 

 確かに１号要件の方が地元の役員さんが３名、それから２号要件で愛知産業大学の教授、それか

ら３号要件で公益財団法人全国市街地再開発協会、それから４号要件で西口副市長と、それは確か

に審査にどんな点をつけたかわかりませんで。審査能力のある方は、私から言ったら、強いて言え

ば２号要件の方と３号要件の方だけですやんか。副市長もそれはこんなことでどこまでのことを理

解してみえるかわかりませんけど。そういうような中でなされた審査やで、ようけやっぱりその資

料を出していただきたいですよ。これは絶対出せんのですか。 

 市長は、やはり晋三さんと一緒で同じ都合の悪いことは出せんというようなお考えなのかどうか、

再度聞きたい。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 組合の決定を尊重いたしてまいりたいと思いますし、その中で、きのうも服部議員にも申し上げ

ましたが、２つの提供資料を要請いたしておりますが、いわゆるプロポーザルの優先交渉者選定に
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係る評価項目ごとの評価点の内訳につきましては、先ほどの理由によって当初から非公表として扱

ってまいりましたので、その扱いをするということでありますし、もう一つプロポーザルの実施要

綱内に示されておる一定以上の審査点数の基準につきましては、その内容につきまして公表をされ

たところであります。 

 いずれにいたしましても、この再開発組合という別法人の意思決定、これを尊重したいと思いま

すし、行政としては、今日までもそうですが、公の議会のさまざまな議論や審議を通じまして、さ

まざまな可能な限りの予算の審議、あるいは事業の進捗の状況につきまして、その詳細をご報告さ

せていただいて、調査をいただいてまいったものでございますが、今回の内容につきましては、そ

の決定を尊重したいと考えております。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 議会の審議権はどうでもいいんやと。というのは、わしも元自民党の代議士の秘書もやっていま

したし、別に自民党をですな、どうこうないけれども、都合の悪いことは多数決でいくと、予算で

も数があれば通ってきたんやと、だから一部があがあ言う何やら１８番がおると。そんなものは議

員であっても、私らの調査する、審議する、その審議の過程のいろんな資料請求、それについては

地権者である、当事者であるその意向に沿うて亀山市は動くということですわな。議会の意向は無

視しても、その地権者からの意向に従うという市長であるということですな。その確認で。 

もっとこれやっておったらあれですけれども、最後に移りたい。 

 いろいろ物申して、今１つの案件について聞かせてもらいました。市長は、この令和２年度の予

算編成について、重点方針を出されました。この市長マニフェストを見ますと、これはあなたが平

成２１年に市長選挙に出馬されたときの全ての未来のためにというマニフェストです。これは、県

議会議員を退職されて、市長選挙に、平成２１年の選挙に臨まれた。その中で、この予算重点方針

を考えて、亀山版ＳＤＧｓ、これを考えられたと。このＳＤＧｓでちょっと私なりに調べた資料が

あるんですけれども、１７項目あるんですけれども、いろいろある、貧困をなくそうとか、飢餓を

ゼロにするとか、３の全ての人に健康と福祉をと、それから４に質の高い教育をみんなにと、住み

続けられるまちづくりをと、１１番目に。１２番目につくる責任、つかう責任と、最後にパートナ

ーシップで目標を達成しようと、これが亀山版ＳＤＧｓ。ほかにもありますに。 

だけどその中で、確かにこの任期の、あなたは私人として、公のカタチとして、こんなことが書

いてあるんですよ。１．公のカタチ、信頼の開かれた市政、市長の任期を最長３期１２年に制限、

約４０億円の市庁舎の建設を一時凍結しますと、これは事業ですから。これは来年もう市長、最終

年度の予算編成です。総決算の予算としてどういうような思いで予算編成に臨まれるか、お聞かせ

願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 新年度の予算編成に対する市長の思いはというお尋ねでございますが、私ども、議員もそうです

が、４年、４年が任期でございます。それをしっかり全うするということであります。 
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 ご案内のように、くしくも令和２年度につきましては、本市の歴史を語る上で外すことのできな

い壬申の乱と鈴鹿関、ヤマトタケルノミコトとオトタチバナヒメについて記された日本書紀の編さ

ん１,３００年に当たる年であり、いま一度古きを温めたいと思います。 

 また一方、少子・高齢社会の進展への対応、社会の成熟化に伴うＩｏＴ、ＡＩ等によるスマート

社会の進化も見込まれた私たち都市自治体には、持続可能な地域社会への構想力が求められている

と考えております。 

 令和２年度の予算編成におきましては、さきに示しました行政経営の重点方針に基づき、現在、

その編成作業を進めておるところでありまして、その基本的な考え方は、このような時代の転換点

にあって、また新市施行から１５年を迎えた本市は、「緑の健都かめやま」の実現を目指す第２次

亀山市総合計画の積極的な展開、新年度スタートする第３次行財政改革大綱による財政健全性の確

保、そしてその両立を目指そうとするものであります。 

 それらを踏まえまして、来る令和２年度を知新の年と位置づけ、環境文化の３つの重点方針に基

づき、全庁挙げた予算編成を進めてまいります。 

 ご案内のように、間もなく新名神高速道路の亀山西ジャンクションの完成が控え、平成６年の施

行命令以来、四半世紀の当事業がここに完成を見るものでございまして、感慨深いものがございま

すが、交通拠点性が一層高まるこの好機を捉えた新たな産業、雇用の創出、将来のリニア等々視野

に入れた本市の持続的成長への歩みを、令和２年度、着実に進めてまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 書いたやつ読んでもろうても、私も読みましたがな。私が聞いておるのは、市長が私人として市

長選挙に２１年に臨まれて、３期１２年を最長とすると、もう来年が最後の年度やと。総括的な予

算を組むのに、その思いを聞いて、そんな第２次総合計画というのを。それで４年ごとにこの改選

がありますでしょう。私も９回選挙をしておるけれども、もう次はやめまっせと言って選挙をやっ

たことはない。次はやめるで頼みますわと言って選挙をしたことがないですわ。ただあなたは、市

民の皆さん方に平成２１年の段階で、市長の任期は３期１２年をめどに宣言すると言うて市長にな

られた。その最終年度に対して、今言われたようなことは聞いてないんです、私。読んだらわかる

んやから。それはいろんな、庁舎を凍結することだって、北東部とかいろんな事業がありましたよ。

だけど、その庁舎建設も１０年後に建てるというようなことを言い出して、それは何やとなるんで

すよ。 

だから、最終年度という意識はないのか、あるのか。それだけもう時間ないですから、確認。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。簡潔に。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 私どもの任期、４年、４年が市民の負託に応える公の責任であろうというふうに思っております。

令和２年度に向けて、しっかりそれを取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君）

１８番 櫻井清蔵議員の質問は終わりました。 
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会議の途中ですが、午後１時まで休憩します。 

（午前１１時５５分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（小坂直親君）

休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、４番 今岡翔平議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

スクラムの今岡です。

通告に従い一般質問をさせていただきます。 

 今回は、不妊治療の助成についてと防犯カメラの設置について、２点テーマを上げさせていただ

きましたが、ちょっと通告と順番を入れかえて、防犯カメラの設置について、先に質問をさせてい

ただきます。 

まず１つ目の項目ですが、市内の防犯カメラの設置数と設置目的についてお伺いをいたします。 

○議長（小坂直親君）

４番 今岡翔平議員の質問に対する答弁を求めます。 

服部危機管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇）

設置数をお答えさせていただきます。 

 市が管理する施設におきましては、各施設の所管部署において監視カメラ、防犯カメラ２４７基

を設置管理しております。市が設置している監視カメラ、防犯カメラの内訳につきましては、保育

園や幼稚園施設に２１基、小学校や中学校施設に１０７基、ＪＲの各無人駅に１０基のほか、公共

施設など１０９基でございます。 

設置目的でございますが、防犯カメラは３つの目的で設置しております。１つ目は、監視してい

ることを示し、心理的に犯罪を抑制する。２つ目、犯罪や異常の発生を早期に発見し、報知する。

３つ目、記録をとることにより、犯罪発生時の参考とする。この３つの目的から設置しているとこ

ろでございます。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

 目的、３つ上げていただきましたけれども、これは前田耕一議員も前の議会で質問されていて、

大体同じ答弁になっていると思うんですが、最近、携帯のほうに届く安心・安全メールで、やっぱ

り不審者情報が届いたりですとか、報道なんかを見ておりますと、多分起こっている事件の件数と

いうのは変わってないのかも、もしくは人口が減っているから少なくなっているかもしれないんで

すけれども、ただ、事件が防犯カメラ、監視カメラによって解決をされたと。最近、やっぱり捜査

情報においても、この３つ目の記録というのがすごく重要になってくるんじゃないかなと思います。

ただ、さっき全部で２４７基設置してあるよということなんですけれども、この数について、ざっ

くり足りているのか足りていないのかどういう認識なのかということと、市がこうやって主体的に
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防犯カメラを設置する責任や必要性についてどう考えているのか、お伺いをいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 ２４７基について、足りているのか足りていないのかというご質問ですけど、最近では増加傾向

にあるスーパーとかコンビニエンスストア及び東町商店街で、施設管理者が施設内の防犯のため設

置管理しており、さらには一部自治会で自治会内の公園等、必要な箇所に設置管理していただいて

いるところもございます。 

 市としてといった意見でございますが、今後、足りていないということも、犯罪もふえておりま

すので、人が集まる公園とか、そういうような都市公園のほうにも設置するようなことも考えてい

かなければならないのかなというふうには考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇） 

 難しいところは、何基つけたら足りるという、例えば極端な話ですけど、１,０００基になった

りとか１万基になったとしても、足りておるのか足りていないのかというのはなかなか難しい話だ

と思いますが、ただ、やっぱり十分な状況ではないと思うんですけれども、一つの指標として市民

の方から防犯カメラを設置してほしいという要望だったり、問い合わせというのはないんでしょう

か。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 市民からの防犯カメラの設置に関する要望ということですが、防犯カメラの設置要望でございま

すが、今年度の通学路交通安全プログラムの危険箇所点検において、１件要望をいただいておりま

す。また、キラリまちづくりトークの折に川崎地区の自治会連合会からも、防犯カメラの設置に対

しての意見も伺っているところではございます。 

○議長（小坂直親君） 

 今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇） 

 要望はあるわけですね、意見もいただいているわけなんですけれども、要望をいただいて、意見

をもらって、つけられないものですかね、市のほうで、お伺いいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 市といたしましては、安心・安全なまちづくりの観点から、最近では増加傾向にあるスーパー、

コンビニ、先ほども申しましたんですけど、いろいろな商店街等々で設置管理していただいている

ところもありますので、現在、亀山市として補助金事業により集落内の防犯対策としては防犯灯の

整備を行っているところでございます。 
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 防犯カメラの設置は、犯罪の抑止、犯罪の発見につながると、大きな効果をもたらしていくこと

は認識させていただいているところでございます。今後は、本市においてもどのように対応してい

くのかを検討してまいりたいと考えております。 

 一方で、監視されているのはいかがかと考えられる方もおられ、賛否両論あろうかと思いますの

で、他市の状況等も参考にしながら検討していく必要があると考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇） 

 聞き方がよくないですね。つまり、予算がないからつけられないということではないんですか。

防犯灯ももちろん大事だと思うんですけれども、カメラをつけられませんかと聞いて、いろいろご

答弁あるわけなんですけれども、これは予算があればつけられるというものではないんですか。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 設置するに当たりまして、いろいろな問題も多々あろうかと思っておりますので、その辺も踏ま

えて勉強していく必要があろうかと、そういうような形で検討という言葉でやらせていただきたい

なあと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇） 

 市民の方だったり自治会から要望をもらって、いろいろな検討という答えになっちゃうわけです

か。何が理由でカメラがつけられないということは言えないんですかね、お伺いいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 昨今の治安情勢の中では、非常に重要な問題ということは受けとめております。現在、先ほども

申しましたんですけど、防犯灯の補助事業を展開しているところで、平成３０年度には４０件の申

請、令和元年、現在なんですけど、３６件に対しましてまずは補助金を交付しているところでござ

いますので、議員おっしゃいます防犯カメラの対応についてですが、他市の状況も踏まえて検討し

てまいりたいと、かように思っておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇） 

 市長にお伺いいたします。 

 これは、もちろん大人もそうなんですけれども、主に子供たちを守るもの、あるいはそういった

犯罪が起こったときに、起こってしまうというのは本当に最悪の事態だと思うんですけれども、そ

ういう記録情報をもとにして、少しでも事件解決につながるというようなツールなんですけれども、

これは設置に関する考え、このカメラについての考え方を一度お伺いしたいんですけど、いかがで
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すかね。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 過去にも同様の質問を議員からいただいた記憶がございますけれども、今おっしゃるように、そ

の防犯カメラが、例えば犯罪の抑止並びに事件が起こった場合の捜査への非常に有効な協力のツー

ルとなると、このことはそのように本当に思っておるところでございます。 

 また、さきに議員が少し触れられた、今の２４７基の亀山市が設置をしておりますその台数が果

たして適正なのかどうなのか、こういう議論もあろうかと思いますし、一方でそれは公共施設であ

りますとか、無人駅でありますとか、ごみの不法投棄なんかの視点から林道への設置を進めてきた

わけでありますが、学校も含めてでありますけれども、それ以外のエリアというのは本当にかなり

市域も広うございますし、一部で商店街とか繁華街、他市の例を見ますとそういうところに地域の

自治会とか振興組合が設置をされておられるケース、あるいはコンビニ等々の店舗が防犯上、それ

を設置されておられるということは承知いたしております。それから、あわせて市内におきまして

も、例えばみずほ台でしたか、みずきが丘、ちょっと定かでありませんが、地域の自治会で１０基

ほど設置をされて、運用されておられる地域もあると伺っております。 

 いずれにいたしましても、私どもはその効果と今後の対応につきまして、先ほど危機管理監が申

しましたけれども、例えば四日市さんのやっておられるような自治会からの要望に対して一定の補

助金を出すような手法がどうなのかとか、他市さんの事例も含めまして、あるいは亀山市の状況も

含めまして少し研究をしてまいりたいというふうに思っております。お話ありました賛否両論あろ

うかと思いますし、全体の広いエリアをどのように、どこまで行政がサポートするのかということ

につきましては、さまざまなご議論があろうかと思いますので、しっかりその点を整理してまいり

たいと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇） 

 市のほうにつけてくださいと言っているだけでも、事態は進んでいかないかなというふうにも思

います。こういう問い合わせってないですかね、例えば私が自分でお金を出すから、カメラのお金

出すよと、そういう場合ってどうやってつけたらいいのというような、つまりもう市民の方が、あ

る意味、業を煮やしてといいますか、自分たちで自主的にカメラをつけるということなんですけれ

ども、そういったことはいかがでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 議員おっしゃいますような、そういった問い合わせはございません。もし、個人で設置される場

合でありますと、設置する場所にもよりますが、個人所有地への設置であれば個人の承諾が必要で

すし、また公道に設置等を考えられている場合では道路管理者等との協議が必要だというふうに考

えております。 
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○議長（小坂直親君） 

 今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇） 

 問い合わせはないということでしたが、恐らく自分の持っている所有地に自分のお金でカメラを

つけているというのが、今の現実なのかなあと。さっき市長の答弁にもありましたけれども、自治

会のほうで自主的にカメラを設置しようという、私が聞いたのはみずきが丘とみどり町と聞いてい

るんですけれども、そういった自治会のほうで自主的にということに関してはいかがですか。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 自主的につけていただくことに対しましては、犯罪の抑止等に鑑みますので、別段問題はないと

思います。先ほども申しましたんですけど、一部自治会で自治会内の公園等、必要な箇所に設置管

理しているところもございますので、そういった面も含めますといいんではないかというふうに考

えております。 

○議長（小坂直親君） 

 今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇） 

 さっき市長の答弁の中にもありましたけど、もし自治会のほうでつけるとなったときに補助金が

検討されるということは、これからあり得る話ですか。 

○議長（小坂直親君） 

 服部管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 先ほども市長も申しましたんですけど、四日市市さんが補助金をやられているということですの

で、そちらのほうも研究しながら、あと他市の状況等も踏まえて研究させていただきたいと思いま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇） 

 やっぱり何か危険な大きな事件が起こってからでは、どの政策に関してももちろん言えることな

のかもしれないですけれども、遅いことになってくるので、先ほどから勉強、研究というようなこ

とを言われていますけれども、自治会のほうでもうつけるという話も、やっぱり喫緊に迫られてそ

ういう対応になっているというようなことを踏まえていただいて、市のほうが主体となって、市が

責任を感じてきちんと設置してもらうというのも、もちろん必要だと思うんですけれども、どうし

ても市だけでやり切れないところ、そうしたらどうしたら防犯カメラを設置していけるんだといっ

たときに、例えば財源に関して自治会であったり、個人の方の場合もあるかもしれないんですけれ

ども、そういった助けをかりたり、実際、ふるさと寄附の使い道で、寄附をされたお金を子供たち

の通学路に設置する防犯カメラに使いますというような明確な設定がされている自治体もありまし

て、それぐらい結構切迫してきている問題であるのかなと思います。 
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 だから、私のほうの質問といたしましては、やはりまだ防犯カメラの設置の充実の必要があるん

ではないかと同時に、充実に当たって市だけで完結するわけではなくて、市民の方に協力を仰げる

部分に関して、積極的に市のほうから働きかけていく必要があるんではないかなということで、こ

の項目を終わらせていきたいと思います。 

 それでは、最初に上げさせていただきました不妊治療への助成のほうに移っていきたいと思いま

す。 

 １番目の項目なんですけれども、私、いつもこういった議論をさせていただいているんですけれ

ども、亀山市は人口の自然増と社会増というところに関して、どちらにも力を入れていくというよ

うな前提だったと思うんですが、以前の議論とその前提というのは変わっていないんでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 平成２８年２月に策定をいたしました亀山市人口ビジョンにおきまして、本市の人口は、出生数

の減少などによりまして、人口減少対策を講じなければ、２０６０年、大分先なんですが、２０６

０年には約４万６,０００人まで減少すると推計をいたしたところでございます。また、同ビジョ

ンでは、こうした推計に対して子育て環境や就労環境の充実を図るとともに、効果的な本市の魅力

発信など、自然減・社会減対策を進めることで、２０６０年においておおむね５万人の総人口の確

保を目指すことといたしております。 

 そのことから、本市におきましては、引き続き自然増、社会増、この両面から人口減少対策に取

り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇） 

 ちょうどきのうなんですけれども、衛藤晟一少子化対策担当相が閣議後の記者会見で、２０１９

年の出生数が８７万人を下回ると、２０１８年は過去最少で９１万８,４００人でしたと、この先

の見通しを立ててみても、出生数というのはさらに減っていくであろうと。亀山市の人口ビジョン

でも、出生数が減っていくということは見通しとして立てられていくんですけれども、まさに深刻

な状態であるというような記者会見があったと言われているんですが、２つ目の項目で、では今回

テーマに上げさせていただいた不妊治療への助成ということなんですけれども、これは人口増につ

ながる有効な施策になるんでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 本市におきましては、亀山市不妊治療費助成交付要綱を定め、不妊治療を受けたご夫婦に対しま

して経済的な負担の軽減を図り、少子化対策に寄与することを目的に不妊治療費の助成を行ってい

るところでございます。これによりまして、経済的な面からも、より不妊治療を行う機会がふえる

こととなり、妊娠や出産をする人がふえ、人口の自然増につながる有効な施策の一つであると考え

ているものでございます。 
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○議長（小坂直親君） 

 今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇） 

 そうですね、子供が欲しいと思っている人に子供を産んでいただけるように助成をするというこ

とで、当たり前の話かもしれないですけれども、自然増にストレートにつながる有効な施策ではな

いかなと。例えばなんですけれども、この不妊治療の助成に関して亀山市がほかの市町、周りの市

町と比べて、例えば有利であると、これだけ金額的に有利なのであれば、亀山市に移住してみよう

かな、移ってみようかなあというような可能性も考えられなくはないと思うんですけれども、社会

増につながる要素というほうでは、この不妊治療助成はいかがでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 この社会増につながる要素ということでございますと、県内いろんな制度を見比べてみる中でご

ざいますけれども、助成の申請を行う際に夫婦合算の前年度所得の制限があったり、また助成年数

等の条件の違いがございました。それぞれのお考えの中で助成制度があるわけでございますけれど

も、本市の現行制度によりまして社会増の要因の一つになるとは考えるところでございますが、直

接的にこの制度によりまして社会増につながったことの実績を立証するということは推測されない

ところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇） 

 そうですね、例えば引っ越しだったり、家を建てる、家を見つけるという金額なんかを考えたと

きに、コストという面では亀山に移住をしてくるというところまでにはつり合わないわけなんです

けれども、ただ、亀山で暮らそうと思っている方たちが亀山でちょっと子供を育ててみようかなあ

と思える一助にはなるのかなというところですね。先ほど答弁いただいた認識で私も一致しており

ます。 

 では、３番目の項目なんですけれども、この不妊治療助成制度、県内他市町の制度との違いにつ

いてなんですけれども、まず亀山市の特徴をお伺いいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 当市の特徴といたしまして、当市は平成１７年度から不妊治療費助成事業を行ってきておりまし

て、四日市市、鈴鹿市に次いで県下３番目という早い時期からの取り組みでございます。現在、市

の単独の助成を行っておりますのは、その中で県内２９市町中１６市町に及んでいるところでもご

ざいます。 

 また、昨今でございますけれども、不妊治療を受けられるご家庭において、いろいろなご事情が

ございまして、単身赴任等で同じ世帯でないご夫婦もふえておるところでもございます。従来、ご

夫婦ともに当市の住民であることを条件に助成の対象としておりましたが、制度の見直しを行いま
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して、不妊治療を受けた方が市民であれば、助成を受けていただけるようにもいたしました。また、

本市における助成制度につきましては、多くの市町は助成を受けられる年数が５年間などの制限を

設けられておりますけれども、本市におきましては治療に係る年数に着目し、平成２２年度に助成

が受けられる年数の制限をなくし、また助成制度を利用していただきやすくしたことが大きな特徴

でございます。 

 具体的に申し上げますと、例えば３１歳の方が毎年不妊治療を受けられたことを例にとりますと、

助成年数が５年に定められている他の市町におきましては３１歳から３５歳までの５年間で助成が

終了いたします。一方、助成年数の制限のない本市におきましては、治療開始時の妻の年齢が４３

歳未満までは助成年限に制限がないというものでございまして、このような全体を通して制度の中

で子育てがしやすいまちの一つとなるよう努めているところでもございます。 

○議長（小坂直親君） 

 今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇） 

 亀山市の特徴を上げていただきましたが、それでは県内他市町の状況なんですけれども、いろい

ろ情報を持っていると思うんですけれども、県内他市町で亀山市より有利な助成の内容になってい

るという自治体はあるんでしょうか、条件についてお伺いいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 他市の状況を少し調べてまいりましたが、助成金の申請に当たりましては、県内所得制限を設け

ていらっしゃらない市が２市ございました。これは、伊勢市と鳥羽市でございましたが、いずれの

市も、逆に年数や年齢制限であったり、回数の制限が設けておられますので、一概に所得制限がな

いだけで特に有利だとは解釈できない部分もございました。 

 また一方、本市でございますけれども、夫婦合算の前年度所得が７３０万円未満という条件を設

けておりますが、先ほどご説明しましたように、助成年数を設けていないことから助成を受けてい

ただく可能性がふえるというものでございます。 

 県内で見てみますと、先ほど申し上げましたようなことも鑑みますが、助成金の申請をされるご

夫婦の所得状況によっては夫婦合算の前年度所得が７３０万未満か、それ以上かで申請できるかど

うかの差はございますが、助成年数を合わせて考えますと、どの自治体が有利・不利という大差は

ない状況でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇） 

 私のほうも調べさせていただきまして、県内市町では、この助成の制度については余り差がつい

ていないという状況です。だから、亀山市が少し制度として抜け出すことができれば、有効な施策

につながるんじゃないのかなというような趣旨で質問をさせていただいています。 

 今、上げていただいた中で所得制限、夫婦合算で７３０万円未満という制限があるんですけれど

も、その所得制限というのを伊勢市と鳥羽市は取っ払っていると。これは、計算式がありまして、
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一概に総支給とか手取りという額とはちょっと違うところになってくるんですけれども、そのあた

りの内容についてはもう少し後で触れていきたいと思います。 

 ４番目、助成を申請するフローについてということなんですが、過去３年間の申請件数など実績

はいかがでしょうか。あと、ふえ方というか、そういった傾向について言っていただけるのであれ

ば、それもあわせてお願いいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 申請件数の実績でございますが、平成２８年度は６７件、平成２９年度は８０件、平成３０年度

は６６件でございました。少し差があるようでございますけれども、予算ベースではほぼ同額を保

つ中で助成をしております。ちなみに平成３０年度６６件ございました中で、妊娠をされました方

が３５人見えまして、そのうち出産は３２名という実績数値でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇） 

 それでは、この助成の内容についてなんですけれども、実際係った費用に対して補助をする、助

成をするという内容になると思うんですが、このもらえる助成額は実際に見合っている額なんでし

ょうか、お伺いいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 不妊治療費について見合った補助額なのかというご質問でございますけれども、こちらの治療費

につきましては、体外受精や顕微授精の特定不妊治療費を例にとってみますと、治療の段階や区分

によって差がありますので、１回の治療で３０万円から５０万円程度かかるものから、１０万円か

ら１５万円程度かかるものがございます。実際の治療に対しての助成金額につきましては、特定不

妊治療の通算６回までは、まず県の特定不妊治療費助成金が受けられ、これとともに市の不妊治療

費助成金が受けられることになります。よって、不妊治療費に対する県及び市の助成金の割合は約

８割と高いものになってございます。一方、特定不妊治療を受けられる方で、県の助成金の回数を

上限まで申請した場合におきましては、市の助成金のみとなりますので、不妊治療費に対する助成

金の割合が下がっている状況でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇） 

 それでは、この市のほうで設定している予算に対して、実績というのはどんなもんですかね。知

りたいのは、予算が足りなくなったことというのはないんでしょうか。あと、社会情勢的に不妊治

療に対する理解、情報というのはどんどん深まっていったり広まっていっていると思うんですけれ

ども、２８年から３０年までの数字ってほぼ横ばいということなんですけれども、この情報は広ま

って理解は深まっているのに数字が上がってこないということは、今の制度に合わない、つまり制
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限にかかってしまって、利用できず漏れている人がいるんじゃないかというふうに推測するんです

けれども、そのあたりの見解はいかがでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 不妊・不育症治療費の助成金の予算額は、先ほど申し上げましたように、例年６００万円に対し

まして、その執行率は平成２８年度で７５.２％、平成２９年度で９６.２％、平成３０年度で８３.

５％でございました。 

 これらの状況の中で、議員申されましたように、社会制度の中で漏れている人はいないのかとい

うことでございますけれども、やはり制度の周知というのは非常にデリケートな問題も秘めており

ますので、より丁寧な、例えば保健師からのアプローチであったりというような考えの中、また逆

にその情報を知られたくないという、個人情報の所感を持たれる方もいらっしゃるように伺ったこ

とがございます。よって、周知の徹底を図る中においても、その補助に対する申請の選択権は、あ

る意味、保護者の方々がご判断いただけるものと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇） 

 これは、申請を出してもらって、何かの制限にかかっていて助成できなかったということはある

んでしょうか。それから、制限には、私もこの制度に関しては３つ壁があると思っていまして、年

齢制限、妻の年齢が４３歳未満というところと、回数制限、つまり助成をぎりぎりいっぱいまで受

けてしまった。それから、さっき出てきた所得制限というポイントだと思うんですけれども、この

３つのポイントに当たって、かかりそうで助成って難しいですかというような問い合わせでも受け

てはないんでしょうか、そのあたりお伺いいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 先ほど議員申されましたように、３点のご質問の中で特に多うございますのは、所得制限に関す

るお問い合わせがございます。例えば、所得とは手取りの収入のことであるとか、例えば源泉徴収

票のどの部分で見ればいいのかというようなご質問をいただく場合がございます。その際は、丁寧

な説明の中で相談者とお話をさせていただいておるわけですけれども、課税証明をいただく中で、

その証明書と我々が持ち合わせております所得計算表を見合わせる中で、ご夫婦の所得金額を算出

させていただいており、ご理解を賜っているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇） 

 答弁あったんですけれども、これは非常に制限にかかって助成が受けられてないんだという人の

状況把握というのは、難しい問題になってくるんかなと思います。まずは、やっぱり個人情報だっ

たり、非常にデリケートな話なので、そもそも気軽に相談が行きづらいということだったり、ある
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いは奥さんの年齢が４３歳未満、つまり大ざっぱに言うと、この制度に目がけてくる人というのは

ばりばり働いていて、働き盛りの若い世代がこの制度を調べてアプローチをしてくるわけなんです

けれども、そこにある要綱だったり、説明を見た時点で、ああこんなもんかというので理解をして、

申請をしなかったと。だから、さっきちょっと答弁漏れていたんですけれども、申請をして助成が

できなかったという事例はなかったというふうに聞いてはいるんですけれども、対象者がある意味、

働き盛りで制度に関して自主的に調べたりしている関係で、その制限にひっかかっているというニ

ーズの把握がしづらいのが問題になってくるのかなと思います。まず、本当にこの亀山市の助成で

足りているのかということに関してのニーズ把握というのを、ぜひまずはお願いしたいなと思いま

す。 

 平成２９年の３月定例会で森 美和子議員からも代表質問の中で、４３歳未満という年齢制限で

制限に当たってしまって、助成が受けられないというような相談があったそうです。だから、年齢

制限に関しても、やっぱり見えない、問い合わせという形では来ていないかもしれないんですけれ

ども、ハードルが、それは外すか、変えるか変えないかは別にして、ここの制限にもかかっている

人というのはいると思うんです。どうしたら把握ができるのかと私も考えたんですけれども、この

助成に関して、間に入ってもらっている医院だったり病院があると思うんですね。亀山の市民の方

がかかっている病院とか行っている病院って、全部調べても数は知れていると思うんですけれども、

その中でも亀山市民がかかっている病院って絞り込みが可能だと思うんですが、そういった病院の

ほうから、こんなことで困っているよというようなヒアリングなど、ニーズ把握というのはできな

いんでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 当該制度の場合、市民周知を含めまして全体的なことを申し上げますと、市の広報やホームペー

ジに掲載するとともに、年度初めには近隣の主な医療機関を尋ねまして、市の制度の説明に伺って

いるところでございます。 

 それから、ニーズ把握の点では、今後、先ほどご答弁させていただきましたが、非常にデリケー

トな問題であることと、我々のその不妊治療に対する施策の展開、両方を考え合わせる中で、より

丁寧な説明を市民に向けてやっていく検討を重ねたいと思っております。 

○議長（小坂直親君） 

 今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇） 

 繰り返しになるかもしれないんですけれども、子供が欲しいと思っている、亀山市で子供が欲し

いと思っているけれども、できない、何とかしたいと思ってくれている世帯層というのを逃してい

る可能性はないのかということで、今回の質問をさせていただきました。ぜひそういった状況の把

握をお願いしたいと思います。 

 ５番目の項目の対応する職員体制についてということなんですが、さっきの答弁の中で、保健師

のほうからということなんですけれども、答弁があったんですけれども、この不妊治療助成に関す

る業務、ほぼ保健師さんが担当してもらっているような状況なんですけれども、この助成に関する
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業務は本当に保健師さんが対応すべき業務なんでしょうか。本来、保健師さんというのはどういう

仕事をする方なんですというのも含めて答弁をお願いします。 

○議長（小坂直親君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 まず、保健師の職責というか、仕事の関係のご答弁を申し上げます。 

 健康づくりであったり、健康増進、母子保健等に関しまして、事務をとらせていただく中で、健

診、教室、相談、訪問を主な業務として担当してございます。議員ご承知のように専門的な知識を

要するものでございまして、その職責を全うする中で市民の健康に寄与できるよう努めていること

になってございます。 

 そういった中で、この不妊治療の助成事業の主な事務の中で、主に相談内容ということでござい

ますので、来庁していただいた方に対しまして申請の方法や時期についてご説明しつつ、相談をさ

せていただくことになります。 

 それから、その内容というのは、やはり冒頭申し上げましたように、専門的な知識を持った保健

師対応がベストだと考えておりますので、その保健師が丁寧に対応することによりまして、出産・

育児の不安を解消するようなことも含めまして、つながっていくものと考えているところでござい

ます。 

○議長（小坂直親君） 

 今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇） 

 助成に関する事務処理だけではなくて、最初の問い合わせのところからのフォローですね、出産

だったり子育てに関することなので、専門的な保健師さんが対応してもらっているんだというふう

な答弁だと認識いたしましたが、この５番目の項目については、別に今回たまたま取り上げただけ

でして、ほかにもこれは本当に、相談業務には当たると思うんですけれども、外に出かけていろん

な市民だったり団体さんとコミュニケーションをとってもらうということが期待されている資格な

わけなんですよね。そのほかさまざま業務が、実際問題回ってしまっていると思うんですけれども、

本当にこれは保健師さんじゃないとできない事務処理なのか、それともほかにも対応できることな

のか、もう一回、事務処理のほうについても部内で検討のほうをいただきたいなあと思います。 

 これで時間のほういっぱいになりましたので、私の一般質問を終わらせていただきます。ありが

とうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 ４番 今岡翔平議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 １時４７分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 １時５７分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 次に、９番 福沢美由紀議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 日本共産党の福沢美由紀です。 

 一般質問をさせていただきます。 

 まず、１点目です。幼児教育・保育の無償化についてお伺いをしたいと思います。 

 その前に、私、ことしの１１月１６日から１７日に第３４回全国保育所給食セミナーというとこ

ろに参加しました。皇學館大学で行われました。給食は保育の真ん中、食べることは生きること、

食べることで人間関係をも構築していくと、保育所のさまざまな職種の方々と保護者も参加して、

学び交流しました。私は、遠い北海道で来年はあるんですけれども、この近いところにあるから、

ぜひとも亀山の関係者も行ってほしいと担当課にもお電話をさせていただきましたが、参加してい

ただいたかどうかわかりませんが、こういうところに参加して、ぜひとも保育の質を上げてほしい

なと思っております。 

 この内容としましては、乳幼児の成長に応じてどのように摂食機能、食べるとかかむとか、唾液

とまぜるとか、そういうことの発達を丁寧に学んだり、どういう支援をするのかとか、今ふえてい

るアレルギーや、また障がいある子供たちがどのようにしたらいいかということを真剣にノートを

とりながら講義を聞いておられた、本当に保育園の先生たちの姿に感動いたしました。 

 三重県の給食セミナーをするために、実行委員会が給食に関するアンケートを実施されたんです

けれども、この報告は４２０園県内に実施して２２０園から回答があったそうです。驚いたのは、

この回答があった中で、食育の観点で自分ところの園で野菜などを栽培して、クッキングや給食に

取り入れているという園が回答園の９０％あったということです。会場が、本当に全国からいらっ

しゃっていたのでどよめいておりました。また、回答された調理員や栄養士さんたちの白紙のとこ

ろに書くコメントが、やはり他園の対応を知りたい、情報が欲しい、安全な食材を選びたいけど高

い、もっとよい給食をつくりたいという書き込みがびっしりあったということでした。 

 このような保育所の給食を幼児教育・保育の無償化に伴って、給食費を実費徴収するという暴挙

に出た国のやり方に、私は本当にこのとき憤りを覚えました。実費徴収で給食をするということは、

その徴収のありようで、滞納ぐあいによってその給食の質の低下もあり得るということになります。

どの子にもひとしく豊かな保育をという観点で、今回の質問は通告にも書きましたとおり、この給

食費の実費徴収をすべきではない、公が責任を持つべきとの立場で質問をさせていただきます。 

 幼児教育・保育の無償化が始まったとはいえ、もとよりシングルの方や非課税の方やら、あるい

は所得に応じて無償も含めて保育料は考慮されてきました。かえって、今回の無償化によって実費

徴収が始まって、今まで支払ってきた保育料より高くなる、いわゆる逆転現象が起こるのではない

かと心配の質問を私もしましたが、亀山では決してそのようなことは起こらないようにするという

ご答弁でした。 

 今回、１０月が過ぎて、副食費の実費について、保育料と言わせてもらいますけれども、わかり

やすいので、負担額に準じたような免除規定をつくられたんだと推察しますが、実際どうであった

のかをお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 ９番 福沢美由紀議員の質問に対する答弁を求めます。 
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 豊田健康福祉部参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇） 

 この１０月からスタートしております幼児教育・保育の無償化によりまして、これまで利用者負

担額に含む形で徴収しておりました３歳以上の主に保育所を利用いたします２号認定児の給食費の

うち、副食費については実費徴収に変更となっております。 

 これまでの利用者負担額と現在の副食費については、それぞれ免除等の減額制度がございまして、

基本的には大きな枠組みとしては同様の制度となっておりますものの、一部で違いがございます。

その違いといたしましては、まず利用者負担額の制度におきましては兄弟カウントの関係なんです

が、同時に在園する兄弟、または市民税の所得割額が５万７,７００円未満、年収で３６０万未満

相当の世帯は、在園状況にかかわらず、兄弟全てのうち第２子を半額、第３子以降を無料とする制

度となっております。 

 一方、今回の副食費の免除対象につきましては、兄弟数のカウント方法は同じでございますが、

第２子の半額制度がございません。ここが１点違うところでございます。しかしながら、所得割額

５万７,７００円未満の世帯につきましては、全ての児童が免除対象となりました。これによりま

して、所得割額５万７,７００円未満の世帯の第２子については無償となりますために負担増は発

生いたしません。また、逆に所得割額５万７,７００円以上の世帯の第２子につきましては半額免

除の制度はなくなりますが、この場合であっても従来の利用者負担額が半額で９,０００円以上の

ご負担をいただいておりましたことから、今回、副食費４,５００円を負担いただくことになりま

しても、実質的な負担は大きく減るということになります。 

 以上のようなことから、実際の費用負担が増加することがないように制度設計がなされていると

いったところが現状でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 はい、よくわかりました。 

 それでは、免除によって少し安くなったわという方やら、物すごく安くなったわという方やらい

ろいろやと思うんです。それがどういうぐあいであったかということについて、ちょっと具体的に

お伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇） 

 免除によります実際の影響額でございますが、この無償化によります実質的な影響額の状況とい

たしまして、副食費の負担方法が変更となりました公立の保育所及び認定こども園の２号認定児の

９月の利用者負担額と、無償化が始まりました１０月の副食費の金額で比較をさせていただきたい

と思います。 

 全体として４７５人の対象者のうち、ご家庭の事情で世帯の所得状況に変化が生じて増額になり

ました１名を除く４７４人全員が負担なし、もしくは負担減となっております。少し細かく内訳と

して金額に応じて説明をさせていただきますと、無償化の実施前後ともに負担のない児童が６８人
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で、残る４０６人については減額となっております。減額となった方につきましては、最大で２万

４,９００円の減額となった方々を含む２２１人が２万円以上の減額となっております。そのほか

１万円以上の減額が１００人、５,０００円以上が７３人、５,０００円未満が１２人となっており

ます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 細かい数字は今すぐに復唱するわけにはいかないんですけれども、要はやっぱり所得の高い目の

人がたくさん助かるということが言われていたんですけれども、今回の無償化。やっぱり所得の低

い人よりも所得の高い人を助ける制度ではないかということを言われていたんですけれども、ある

一定たくさん払っていた方がたくさん安くなったなあという、数が多かったのかなと私は聞かせて

いただきました。 

 今の現状をお聞きしたところなんですけれども、県内の市町でこの給食費の免除をされた市町が

あると思いますが、その状況をお聞かせください。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇） 

 県内市町の給食費免除の実施状況といたしましては、副食費の無償化を行っている市町は県下南

部地方を中心に熊野市、志摩市の２市と大紀町、南伊勢町、美浜町、紀北町の４町となっておりま

す。このうち志摩市、それから大紀町、南伊勢町、紀北町の１市３町につきましては、主食費を含

めた給食費の無償化を実施しておるというふうに伺っております。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 いろんな状況の中で、この給食費を免除することができた市町があるということを今お聞きしま

した。私、９月議会のときにも、この無償化が始まることによって、今まで国基準の公定価格で、

余りにも高いので、それをそのまま保護者に保育料として払ってもらうわけにいかないので、どう

でしょうか、６割程度保護者に払っていただいて、あとの４割足らんところは市が実際に埋めてき

たということをご答弁いただいたと思います。その実際の埋めてきた差額、でもこれからは給食費

のことがあるので、満額とは言いませんけれども、保護者のほうからはいただかなくなりますけれ

ども、国からはその公定価格満額が入るという実情が出てきます。それと、今までは公立の園につ

いては、安い保育料でやってこられたけれども、私立の園については国の公定価格で支払ってきた

という経緯があります。それが、やっぱりこの無償化によって変わってきますので、それについて

もやはり支払い分としては、亀山市として、はっきり言ってお金が浮いてくるという部分があるの

ではないですかということをお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇） 
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 議員申されますように、保育所等の利用者負担につきましては、実際に徴収いたします市の基準

による額と私立園の給付費の根拠となります国が定める公定価格上で用います国基準の額がござい

まして、その差額につきましては国基準によります給付費の支給において、市が単独して負担して

おるといった面がございます。この差額につきましては、全てを市で負担というわけではございま

せんが、給付費を支払う上においては一定負担をしておりまして、今回の無償化によります国と地

方との財源負担の変化から、市の負担が軽減される側面も確かにございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 軽減される額について、わかる範囲でお聞かせ願いたいと思います。私立の園のことで結構です。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇） 

 軽減される額と申しましょうか、国基準の金額と市で定めておる基準の額とのそれぞれ階層ごと

で定めておりまして、この金額の差で答弁させていただきたいと思います。 

 １号、２号、３号の認定児全て合わせますと、平成３０年度の実績による比較でございますが、

単純比較で申しますと、差額は年間で約１億８,０００万程度で、国基準に対する負担比率として

は約６０％、議員申されたとおり６０％程度となっております。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 私は亀山市の場合、今、額面をお聞きしましたし、今までと違うお金がやっぱり出てくるという

ことも踏まえて、幼稚園と保育園で給食の仕方が違うんですけれども、やはりこの幼児教育・保育

の無償化の中でできるところの給食費については、公で負担すべきだと考えます。これを市でやる

べきだと、１００％そうだという意味ではないんですけれども、国がやるべきだと思っていますけ

れども、こうやってほかの市町ではその分、市町でやっているところもあるので、亀山市でもその

方向でやるべきではないか、今まで中学校の給食でも、ずうっと亀中、中部中ないときでも同じよ

うに関中の給食についての税の負担は、いろんなことの負担はしてきましたし、何もかも１００％

公平というわけにはどこもいかないんだと思います。 

 幼稚園で給食をしていないところ、そして保育園で給食しているところ、幼稚園でも給食がある

ところ、いろいろありますけれども、給食費を徴収するということについてはやめて、公で責任を

持つという考えはないのかを市長にお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 この新しい制度が入りまして、さまざまな変化が生じております。亀山市といたしましては、こ

の国の制度自体には随分、全国市長会や市の立場からも、今後も多分あろうかと思いますが、申し

上げるべきことは申し上げてまいりました。最終的にはこのような決着となりましたけれども、こ
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れがスタートいたしました。 

 亀山市としては、今、給食費を全額公でということでありますが、子育て支援全体をどのように

今後も持続的に考えていくべきなのか、そういう視点からトータルの中で考えていく必要があろう

かと思っておりますので、給食費だけ、現時点でそれをどうこうということは、当然国が責任を持

つべきだというふうに思っておりますけれども、現時点でそのような考え方を持たせていただいて

おります。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 人生のスタートの大事な給食について、ほかのことと一緒になって考えずに、ぜひ丁寧に考えて

いただきたいなと思います。 

 次の質問に移りたいと思います。 

 加齢性難聴に係る補聴器購入に対する公的助成について取り上げました。 

 私が今、顧問をしております亀山市の社会保障推進協議会というところで、皆さんから要望の声

が上がって、この補聴器が本当にとても高くて、使いたいけど大変なんだと、そういう助成をして

いるところがあると聞くが、亀山市でもしてもらえないだろうかという要望があって、要望をさせ

ていただいたんですが、そのお答えとして、障害者総合支援法に基づく補助制度があるので、それ

を利用してくださいというお答えでした。 

 今現在の亀山市における補聴器の補助制度、どのようになっているかをまずお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（小坂直親君） 

 井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 補聴器に対する補助制度でございますが、身体障害者手帳の聴覚障がいに該当する方などが補聴

器の購入や修理を行う場合に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、先

ほど議員おっしゃいました障害者総合支援法でございます。こちらの第７６条に基づく補装具費の

支給制度がございます。この支給申請に当たりましては、聴力検査の結果及び補聴器の必要性、効

果について記載された医師による医学的意見書を市が確認の上、補装具費の支給決定を行ってまい

ります。ただし、聴覚障害２級、３級の方は、使用される重度難聴用補聴器は三重県障害者相談支

援センターが判定を行った後に、市が支給することとなっている補助制度でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 要は、障がいという程度になって初めて係ってくる補助制度であるということなんだろうなとお

聞きしておりました。 

 私がきょう、社保協でも要望しましたし、今回上げておりますのは、そういう障がいという程度

の重度の難聴ではなく、そこに至るまでの年をとったら耳が聞こえにくいという状況の難聴につい

ての質問でございます。 
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 今は時代としても、高齢者の社会参加であるとか、定年延長であるとか、再雇用であるとか言わ

れておりますので、高齢者が輝くためにも、ちょっと聞こえにくいという状況を早く手だてをする

ことが必要なのではないか、高齢者にとって補聴器というのは必需品になってくるんではないかな

と、そういう時代になってきたのではないかなと思うんです。 

 また、厚労省の介護予防マニュアルでも、高齢者の引きこもりの要因の一つに聴力の低下を上げ

ておられますし、鬱や認知症の原因にもなるということも言われています。本当にこの軽度、中度

の方に対しては何もないのか、こういう難聴についてどう捉えておられるのかをお伺いしたいと思

います。 

○議長（小坂直親君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 先ほど議員るるおっしゃいましたように、加齢性難聴は、加齢によって起こる難聴でございまし

て、年齢以外に特別な原因がなく、誰でも発症する可能性があり、７５歳以上の約半数は難聴で悩

んでいらっしゃると言われてございます。難聴になることで、ご家族や友人とのコミュニケーショ

ンがうまくとれなくなったり、社会的に孤立し、鬱状態になる場合や、先ほどご紹介いただきまし

た認知症の発症リスクということが大きくなるなど、影響があるものと認識しているところでござ

います。 

 加齢性難聴等で聴覚の機能が低下いたしまして、日常生活に支障がある場合は、今ご案内させて

いただいておりますのは専門医等に相談されまして、ひどい場合には身体障害者の手帳の取得のあ

っせんをしたり、幅広い対応をさせていただいているところでございます。 

 議員、今回のご質問で着目されているとおっしゃっていました、それに至らない中度、軽度の、

数値的に申し上げますと３０から６０デシベルの方々だと思うんですけれども、現在、こちらに関

しましてはそういったご意見があるのは踏まえておりますけれども、法的な補助制度はないもので

ございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 両方が７０デシベル以上になると重度ということだそうなんですけれども、ＷＨＯで何デシベル

以上は補聴器をつけなさいよと推奨されている値があると思うんですけど、それをお聞かせくださ

い。 

○議長（小坂直親君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 数値的なことを申し上げますと、ある資料を見ますと、日本で７０デシベル以上が身体障害者手

帳、先ほど答弁させていただきましたが、現在のところ約３６万人の方がいらっしゃるということ

でございます。 

 それから、ＷＨＯ、世界保健機関でございますけれども、こちらに関しましては、補聴器の装着

を推奨されているというレベルでございますけれども、この数値が下がりまして４１デシベル以上
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となってございまして、この数値を日本に置きかえますと約６００万人の方が該当するのではない

かと言われてございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 ＷＨＯは４１以上でつけなさいと、日本の場合は７０を超えないと補助が出ないという状況を示

しているように、やはり補聴器の装着率というんですかね、所有率が欧米の半分以下の割合だとい

うことなんですね。全体の難聴の方の本当に少ない割合でしか、日本は１４.４％と聞いています

けれども、少ししかつけていない。 

 なぜ日本がそんなに少ないのかというと、やっぱりそれは補聴器が高いというのが大きな原因だ

とは思います。私もちょっと数日前にチラシを見ましたら、何か五十何万とか、すごいなあと思っ

て、数万のものもあるんですね、四、五万のもあるみたいですけれども、５９万とか、充電式とか

すごい高いのも出ていましたし、それで１回買ってつけたらオーケーじゃなくて、やっぱり何回も

何回も通って合わせないといけないらしくて、交通手段とかそういうこともあるんだと思います。 

 そして、もう一つの理由が、やっぱり先ほどのきちんとＷＨＯで言っているところに反応してい

ない日本の厚労省ということもあるんでしょうし、私たちもちゃんとこれから認識していかなくち

ゃいけないと思うんですけれども、なぜＷＨＯがそんなに早いうちからつけなさいと言っているの

かということを調べましたら、どうも本当に聞こえにくくなってから補聴器をつけるよりも、早目

につけると、音というのは、高さや質や幅やいろんなものを聞いているわけで、それが段々聞こえ

るものが少なくなってくるそうなんですね。聞こえる幅や質がとれるものが少なくなってしまって

から補聴器をつけるよりも、最初のちょっと聞こえやんわというときから補聴器をつけていたほう

が、後々まで生活の質としていい音が聞ける、言葉がわかればいいというんじゃなくて、音楽も聞

ける、そういう質の高い生活ができるということなんですね。 

 こういうことも踏まえまして、やはり早くからこういう補聴器をということについて、この亀山

市も、やっぱり健康福祉については先進市であるという思いを持ってみえると思いますんで、ぜひ

とも早くからやっていただきたいなあ、考えていただきたいなあと、国もまだやっていないし、全

国を見てもなかなか進んでない状況なんですけれども、考えていただきたいなあと思うんですけれ

ども、もう一つ例を挙げさせていただくんですけれども、補聴器をつけた人がもっと早くつけたら

よかったという人がたくさんいらっしゃって、もし早くつけていたら何が得られましたかという質

問に対して、まず言われたのが、より快適な社会生活だと、２番目に言われたのが、より安定した

精神状態と言われていたと聞きます。 

 本当にそういう意味で、高齢者にとって早いうちから補聴器をつけるということが、本当に必要

になってきているんじゃないかなと考えるんですけれども、改めてこれを考えていくというお考え

はないでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 議員からるる必要性について説いていただいたわけでございますけれども、そういった中で加齢
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性難聴につきまして考え方として持たせていただいておりますのは、できるだけ早期に補聴器を使

用することで聞こえを改善し、高齢になっても、先ほど申されました社会生活等に意欲を持ったり、

生活の質を落とさず心身ともに健やかに過ごすことができ、またコミュニケーションがとれること

で認知症の予防や健康寿命の延伸にもつながるものと認識をさせていただいているところでもござ

います。 

 なお、補装具の支給対象にならない方に対して補聴器の法的な助成につきましては、現在、調査

もしましたが、２０ほどあるぐらいで、それぞれの個々の内容もいろいろと勉強させていただいて

おります。今後におきまして、こういった先進地の事例も踏まえまして、国や県の動向を注視して

まいりつつ考えてまいりたいと思っているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 兵庫県の県議会からは、全会一致でもうこういう補助をしてほしいということで、国に対して意

見書が上がったと聞きます。本当に頑張って研究をしていただきたいと思います。２０の自治体、

実施していますし、つい最近、愛知県の設楽町でもやることを決めたと伺いました。東京都で結構

たくさんやられているんですけれども、江東区では現物支給で、四、五万の安いものなんですけれ

ども、２種類の補聴器を現物４００個ぐらいの予算化をしていて、毎年３８０個ぐらいの支給実績

があるということで、そういうところから本当に必要になってきて、高いものも購入していかなく

ちゃいけないんだろうけれども、早くから取り組むということで喜ばれているし、この合わせると

いうことに対しても、お医者さんに行ったりすることについても公費で見てもらっているというこ

とでした。また、本当に所得制限があったり、デシベルの制限があったり、いろいろですけれども、

ぜひとも研究いただいて、亀山の高齢者が元気に生き生きと暮らしていけるようにやっていただき

たいなと思います。 

 次の質問に移ります。 

 学校給食で提供されているパンの安全性についてです。 

 私、この質問については、２０１２年、平成２４年の３月にも１回させていただきました。その

ときは、その質問をした１０年前ぐらいに学校給食のパンからマラチオンという農薬が検出された

というニュースがあって、全国でやっぱり国産の小麦をという運動が起こりかけたときでした。 

 そのときのご答弁としては、平成２０年度まではこのニシノカオリという国産小麦を２０％使っ

ていて、アメリカ・カナダ産８０％やったと。２１年度からはニシノカオリを３０％にふやしたん

だと。２３年度からは県内の米粉が半分入っているパンも別途つくって、適宜それも入れているん

だというようなことのご答弁でした。 

 今回、私これを質問に上げさせてもらいましたのは、マラチオンではなくて、グリホサートとい

う有名なラウンドアップという除草剤の主成分ですけれども、これが検出された。農民連という農

協団体が検査をしたところ、学校給食のパンからも検出された、スーパーなどで売っている一般の

食パンやパスタや乾麺からも検出されたというニュースがあったからです。 

 この亀山市の子供たちが食べているパン、流通ルートやこの小麦の比率、また回数などについて

お伺いしたいと思います。 
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○議長（小坂直親君） 

 草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 本市では、公益財団法人三重県学校給食会を通じて、学校給食用のパンを購入しております。県

学校給食会では、文部科学省が示す基準に基づき、子供たちの栄養面に配慮した三重県独自の規

格・配合を製造業者に提示し、その基準により製造されたパンが各学校へ届けられております。 

 なお、学校給食におけるパンの提供回数でございますが、週当たり米飯、ご飯が４日、パンが１

日としておりまして、年間の給食日数１８２日のうち３７日をパンの提供としているところでござ

います。 

 あと国産小麦と輸入小麦の比率、割合でございますが、平成２０年度までは国産小麦が２０％、

輸入小麦が８０％でございましたが、２１年度からは国産小麦の割合を３０％にふやし、輸入小麦

を７０％として、現在も同様の比率でございます。 

 なお、この使用する小麦につきましては、県学校給食会の品質規格に適合したものであり、毎月、

一般財団法人日本穀物検査協会において品質・品位の検定を実施いたしております。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 学校給食会というのは変わりませんけれども、その錦の御旗のように言われます基準というやつ

ですけれども、やはりこの基準にグリホサートが入っているかどうかという基準はないんだと思い

ますね。きちんと検査をされていないと思います。また、もしあったとしても、国はこの農薬会社

の求めに応じて基準を緩めております。たしか小麦で６倍か５倍、ソバは１５０倍ぐらいに。要す

るに今までやったらひっかかっておったんが、基準を緩めたんで、到底ひっかからないという状況

になっていると思います。 

 小麦のままだと、また農水省で検査もされましょうが、粉になっていたり、製品になっていたら

されないと思いますし、本当に子供たちの口に入るものが一体どういう小麦でどんな基準でどこを

クリアして、安全なのかどうかということは真剣に調べるべきだと思いますね。グリホサートとい

うのが、調べたところ、国産小麦からは全然検出されなかった。外国産の小麦からだけ検出された

というのが、今回の調査のはっきりしたことです。 

 世界で一番売れている除草剤ですね、グリホサート。これは、世界では保護者主体の市民団体な

どが調査して母乳や尿からも検出が報告されたり、日本でもこの間、国会議員が毛髪を検査して、

数十人でしたけれども、７割から検出されたという報告がありましたし、日本がもともと外国に頼

っていますので、小麦については。８割を米国・カナダから輸入しています、年間５００万から６

００万トン、それで民間でも貿易がされています。２０１８年の検査では、カナダ産の１００％か

ら、米国産の９８％からこの農薬、グリホサートが検出されています。 

 昔よく言われたポストハーベストという、収穫してからまく農薬ではなくて、プレハーベストと

いって、収穫前にまだ生きているときにまくそうです。日本では、小麦に対するこのプレハーベス

トというのは認められておりません。日本で認められているのは大豆だけだそうです。 

 これについて、２０１５年にＷＨＯ、先ほども出ましたけれども、世界保健機構内の国際がん研
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究機関が５段階評価で２番目に高い、恐らく人に発がん性があると区分して発表しました。善玉菌

が減って、腸内環境を荒らすとか、ミツバチの生態に影響を与えるとか言われています。最近では、

２０１９年７月３１日、国際婦人科連合が胎盤を通って胎児に蓄積して、長期的な後遺症を起こす

可能性があるとして、世界規模での使用禁止を勧告いたしました。アメリカでは、大変な数の訴訟

が起こっております。こういうものが、もしかしたら子供たちの口に入るかもしれないという状況

に今なっているという緊張感を持って、このことに当たっていただきたいんですけれども、まずは

この農薬検出検査の必要性についてと、このグリホサートというものに対する認識についてをお伺

いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 グリホサートとは、アミノ酸系除草剤の一種で、１９７０年にアメリカの農業科学会社が開発し

たものでございます。先ほどございましたが、グリホサートは、平成２７年にＷＨＯのがん専門機

関であるＩＡＲＣ、国際がん研究機関が毒性・発がん性の懸念がある物質と分類をいたしました。 

 また、農林水産省では、食用小麦の輸入時検査によって輸入小麦からのグリホサート検出結果を

公表しておりますが、グリホサートを含む農薬について、平成２８年に食品安全委員会による安全

性評価が、農薬としての使用方法を遵守して使用する限りにおいて発がん性は認められなかったと

しており、直ちにグリホサートの評価や登録の見直しを行う必要はないものの、引き続き農薬の安

全性に関する情報収集に努めるとの農林水産省の見解を示しております。 

 このような中で、安全・安心を基本とする学校給食におきましては、グリホサートに関する動向

を注視していくべきものと認識をいたしております。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 注視するだけじゃなくて、全部国産小麦だったら問題ないんですけれども、まだカナダ産・アメ

リカ産の小麦を７０％使っているんですから、私、数年前に質問したときから変わってないわけで

すから、それについて残留を、この検査については自治体に任されていると国会で答弁されていた

んですね。だから、自治体として責任を持ってされるべきでないか、亀山だけじゃないんで、それ

は他市にも呼びかけて、三重県の子供を守るためということを真剣にみんなで考えるということも

含めてお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 農薬の検査の必要性ということで、先日、三重県の学校給食会に対しまして、農薬検査について

お問い合わせをさせていただきました。そのときの回答が、グリホサートは除草剤であり、作物に

直接使用するものでないことから、残留農薬検査の項目に現在のところは含めていない。しかしな

がら、安全・安心な食の提供の観点から検査項目にグリホサートを加えることを今後検討するとの

回答でございました。 
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 本市といたしましては、学校給食のパンの調達先である県学校給食会に対しまして、グリホサー

トを検査項目に追加するよう、今後も強く働きかけてまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 その学校給食会の認識が、私本当に疑問なんですけれども、直接作物にかけるもんではないんで

す。普通は除草剤だから草にかけるもんなんですけれども、なぜそれを作物にかけるのかというと、

私も自分が農家ではないからわかりませんけれども、大豆の畑なんかをよく見ますよね、道を走っ

ておったら。からからになって収穫がしやすいそうなんですよ、葉も枯れて、草も枯れて、全体的

にからっと乾きやすくて、収穫がしやすいそうなんです。そういう意味でプレハーベストとして小

麦にも使われていると、外国ではということなんですね。それはもう問題になって久しいので、そ

んなはずはないと言っていること自体がどうかと思うんですけれども、ぜひともそれは他市にも働

きかけて、早く言っていただきたい、検査をしていただきたいですし、農民連にみんなでカンパを

募って、そういうことが検査できる機械を買って、今、検査依頼がすごくふえていると聞きます。

ぜひともやっていただきたいですし、国産小麦１００％にすれば問題はないわけです。 

 私が前に質問したときは、国産小麦が４０％を超えると膨らみにくいから難しいんだと言ってお

られました。でも、本当に今、私まちを歩いていて歯医者さんとパン屋さんはよくふえているなと

思うんですけれども、小さいパン屋さんでも国産小麦でつくっておられる方、たくさん今ふえてい

ますよ。おいしいパンを焼いておられます。それが給食ほどの量になってどうなのかわかりません

けれども、全国でも国産小麦１００％で焼いているところがあると思います。もしおわかりでした

ら、それは言っていただきたいですし、これから三重県が国産小麦で子供たちにパンを提供すると

いうことに向かっていくお考えがないのかお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 学校給食におけるパンの調達につきましては、安定した品質と価格で継続的に購入できるという

利点から、今後も学校給食会から購入してまいりたいと考えております。 

 このような中で学校給食会でパンの材料となる国産小麦は、地産地消の取り組みのため県内産を

使用しておりますが、近年、学校給食用のパン製造に適する品質の作付面積が減少傾向にありまし

て、現状の３０％を維持することも困難な状況にあるというようなこともお聞きしております。国

産小麦１００％を使用したパンを提供することは難しいとの見解をいただいていますけれども、他

県におきまして、議員今言われました国産小麦１００％を導入している県がございます。例としま

しては、北海道、青森県、岩手県、山口県、静岡県、千葉県といった状況は把握しておりますが、

小麦の需給に関しまして約８割、８５％程度を輸入小麦に頼っている日本の状況の中で、学校給食

用のパンに優先的に国産小麦を使用していくということは非常に難しいというような、それは一定

ございますが、他県でも利用しているところもございますので、まずは学校給食会を初め、関係市

町との情報交換を持ちたいと考えております。 

○議長（小坂直親君） 
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 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 学校給食会というところが、この農薬の危険性も余り感じていないような状況で何をしていただ

けるのか疑問なんですけれども、例えば小麦も、外から皮からだんだん中に行くごとに値段が違う

と思うんですよ。真ん中が一番高い、お米でもそうですよね、お酒つくるときに、外を削って、真

ん中、大事なところを使いますけれども、入札でもし学校給食会がやっておられるとしたら、外の

一番農薬がかかっていそうなところが入る可能性があるんですけれども、入札という方法が学校給

食会でやっておられるかどうかは、ちょっとこれは通告していませんでしたけれども、わかってい

たら教えてください。 

○議長（小坂直親君） 

 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 これは、現在入札という方法はとっておりません。学校給食会とパンの製造業者の団体というか、

連合会との契約の中で、亀山市はどこからパンの製造業者から配達されるというようなことが決ま

ってくるような形でございます。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 輸入に８０％頼っているから、子供たちの給食にパンを１００％国産は難しいとおっしゃいまし

たけど、それならパンの数を減らしてでも、私は１００％のものを子供たちに提供するべきだと思

いますし、アレルギーという面でいいましても、昔は三大アレルギーというたら、牛乳と卵と大豆

やったんですけど、今は牛乳と卵と小麦粉なんですね、変わってきた。この転換点が、やっぱり輸

入の自由化なんです。 

 子供を育てるときに、おっぱいをやるときに、おっぱいというのは血ですから、食べたものがそ

んなに影響しないと昔は常識で言われていたんですけれども、ここ最近はその成分がダイレクトに

出てくる方が６割ほどおられると言ったかな、ふえてきたと。それもやっぱりこの輸入の問題とい

うのが大きいんじゃないかと言われています。本当に後からでは何ともしようがないということが

ありますんで、子の安全、命、食べることに対して、ましてや給食という教育であることに対して

は、一歩も引かずに子供たちの安全を守っていただきたい。その決意だけを教育長に１点お伺いし

たいです。 

○議長（小坂直親君） 

 時間です。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 また後で聞かせてください。 

○議長（小坂直親君） 

 ９番 福沢美由紀議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 ２時４７分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 ２時５７分 再開） 
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○議長（小坂直親君）

休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、１５番 前田 稔議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

スクラムの前田でございます。

通告に従い順次質問をさせていただきます。答弁のほどよろしくお願いいたします。 

亀山駅周辺整備事業についてということで質問させていただきます。 

きのうからいろいろとほかの議員の方もこの事業について質問をされていましたけれども、重複

するところもありますけれども、再度また確認をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願

いをいたします。 

 まず初めに、当初に一度質問させていただいたんですけれども、その後、いろんな変更点等あり

ましたので、その辺からまず聞きたいなと思うんですけれども、市街地再開発事業について現在事

業計画の変更が行われているが、変更となった部分と変更理由をお聞きしたいと思います。施設建

設敷地内の街区の変更についての答弁をお願いします。 

○議長（小坂直親君）

１５番 前田 稔議員の質問に対する答弁を求めます。 

亀渕産業建設部次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇）

 亀山駅周辺２ブロック地区第一種市街地再開発事業の事業計画の変更につきましては、権利者の

権利変換及び転出の意向や事業収支の確保のため、組合において実施されるものでございます。 

 そのうち街区変更につきましては、施設建築物の計画見直しにより、まとまりがあり、利便性の

高い施設建築物とするため変更をするものでございます。 

 具体的には、住宅及び店舗の用途として個別の商業施設を計画しておりました街区２につきまし

て、街区１と一体的に利用することで住宅等と一体となった配置計画に変更しております。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

それでは、施設の建築物の配置計画の変更はどのような内容かお聞きします。 

○議長（小坂直親君）

亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇）

 施設建築物の配置計画の変更につきましては、権利変換を希望される権利者との協議に伴いまし

て商業床の規模がおおむね整理されてきたことや、公益施設である図書館の整備計画の整理により

まして、公共施設及び商業施設が導入される旨につきまして、施設をコンパクトにするとともに商

業施設の一部を公益施設に変更するものであります。 

 また、この住宅棟東側に位置いたします商業施設につきましては、利便性の向上を図るため、住

宅棟に隣接するよう配置計画を変更するとともに、施設建築物の配置変更により、住宅用駐車場の

配置を変更いたしまして、一部機械式としておりましたものを全て平面駐車場に変更いたしまして、
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居住者の利便性の向上と管理コストの低減を図ったものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 商業施設を一部公益施設に変更したものということで、コンパクトになったと、それから商業施

設にて利便性の向上等を図るため、住宅棟に隣接する配置計画を変更するとともに、施設建設部分

の配置の変更により、住宅用駐車場の位置を変更して、一部機械式としていたものを平面の駐車場

にしたということですね。 

 この中で商業施設なんですけれども、１階と２階と商業施設があるんですけれども、これは１階

に１店舗、２階に１店舗ということなのか、あるいはその１店舗の中に複合的に商業施設が入れる

のかどうか、そこら辺をちょっと確認したいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 現在、先ほども申し上げましたが、施設建築物、図書館の隣接でございますけれども、１階、２

階に店舗がございます。また住宅棟の東側にも平家建ての１階の店舗がございます。この３店舗を

今現在計画しておりまして、この３店舗につきましては、その業種によりまして部分的に分割、併

合もあり得るかというところもございますので、基本的には今現在、権利床ということで、地権者

の方がこの権利を持たれるという状況で進んでおりまして、これにつきましてその店舗の状況によ

っては分割、要は施設棟の１階の部分を２分割にするとか、そういうことも可能ではないかなとい

うふうには考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 ３店舗は最低あるということで、あと複合的にその店舗を分けることもできるということで確認

をさせていただきました。 

 それでは、施設建築物の規模の変更なんですけれども、これはどのような内容なのかお答えをく

ださい。 

○議長（小坂直親君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 施設建築物の規模の変更につきましては、住宅への権利変換を希望される権利者の把握や、事業

収支の確保等に伴いまして、住宅棟を地上１４階建てから地上１５階建てに変更したものでござい

まして、住宅戸数が約５０戸から約６０戸に変更されるものでございます。 

 また、先ほど申しましたけれども、商業床につきましては権利変換を希望される権利者との協議

に伴いまして、商業施設について公益施設に隣接する商業施設を、先ほど言いましたように地上１

階から地上２階に変更いたしまして２店舗と。住宅棟に隣接いたします商業施設につきましては、

地上３階建てと当初しておりましたけれども、これを１階建てに変更したものでございます。 
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○議長（小坂直親君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 １４階から１５階建てに変更したということなんですけれども、これは住宅の戸数がふえたわけ

なんですけれども、その分予算もふえることになるんですが、以前もその質問をしたときに、この

住居施設が全部確実に埋まるのかどうかという、この担保がとれるのかという話をちょっとさせて

いただいたんですけれども、これがまたふえることによって、それだけ入居者をふやさなければな

らないんですけれども、それだけの需要があるのか。また、そのときのコンサルが責任をとるとい

うような話があったんですけれども、それは変わりなく現在もその会社が持つのかどうかを確認し

ておきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 今現在の住宅の戸数でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、５２戸からワンスパ

ン、１５階建てに変えることによりまして５６戸と今現在は計画しております。この住宅棟の住居

スペースにつきましては、基本的には権利者の住みかえのための権利床ということで、一部は権利

床に、今の地権者の方、権利者の方が持たれると。あと残りについて、それを今回参加組合員とな

りました株式会社マリモ、マンション会社でございますけれども、こちらがあとの残った分を購入

するというところでございます。その中で、マリモにつきましては、やはり商業上の戸数ベースと

いうものがございまして、お聞きしておる中では４０戸が基本だと、最低ラインだということでお

聞きしておりまして、その４０戸を確保するためにも、今回そういう部分でふえていったのかなと

いうふうなことは私どもとしては考えておるところでございます。 

 その４０戸以上の部分をディベロッパーのマリモが販売できるのかというご質問でございますけ

れども、これにつきましては、以前から私どもは答弁で申し上げましたとおり、マリモについては

十分販売が可能であるというご返事をいただいております。また、参加組合員になるというところ

でございまして、その中で協定書を結んでおりますので、その分について全て買い上げていただけ

るというところで、もうその処分については決定しておるというところでございまして、そういう

中で亀山で、今お尋ねの販売的にどうなんだというところでございますけれども、これにつきまし

ては、ちょっとマリモの言葉をおかりしますと、まずは亀山でも十分売っていけるということで、

一つは再開発事業ということで、国のお墨つきのついたこの事業、非常に信頼性が高いという部分、

また図書館が併設されるというところで、非常に本とかそういうものについては、お好きな方につ

いては本当にそういう部分で余暇を楽しめる部分も十分あるというところでございまして、また当

然駅前の立地といいますか、駅から本当に１分程度でこの場面につきますので、こういうところか

ら非常に販売的にはいけるというふうなお話を組合のほうにされておるということで、私どもとし

てはお聞きしております。 

○議長（小坂直親君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 
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 大体商売とかそういうものは、いい話を持ってくるんですよ。４０戸でも採算が合うというよう

な、そんな話なんですけれど、当然利益を生まなければならないから、それ以上のものになってく

ると思うんですよね。だから、本当にいいようにだまされているような、だまされているというの

はちょっと語弊があるかわかりませんけれども、大体いいように言って、そういうものをちょっと

でも高く大きなものに、利益をふやすために言うてくるんじゃないかなあと私は思うんですよね。

やっぱり足元をもう見られるかなあと思うんですけれども、ちょっと危険な部分はあるのかなあと

思います。４０戸でもいいんやったら、まあ５０戸でも大丈夫かなと思うんですけど、それから６

０戸になったということは、やっぱりそれだけの採算を合わすためには６０戸にしなければならな

いという何らかの事情があるんじゃないかなあというふうに思うんですけれども、ただそれが本当

に、マリモが間違いなく約束どおり住居を埋めてくれるかどうかということは、何かそれは契約書

か何かにうたってあるんですか。口約束だけなのかどうなのか、ちょっと確認をしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 先ほども申しましたけれども、５６戸のうちの権利床については当然権利者の方が持たれるとい

うことで、残りについては全ての戸数をマリモさんが買い上げる形になりますので、この処分につ

いてはマリモさんが全責任を持つというところでございます。 

 それについてはどこかに記入があるのかということでございますけれども、当然参加組合になる

場合の協定書等も結んでございますので、これに伴って、それに従ってマリモが完成時にはそれを

購入して販売していくというふうなことで進んでおるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 そうしましたら、今度、資金計画についてですけれども、これによってどのような資金になって

くるのか、その辺の変更内容とあわせてお答えをいただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 資金計画の変更につきましては、先ほどご答弁申し上げました施設建築物の変更に伴う事業費の

増加や、事業実施に伴います事業費の精査等に伴うものでございます。 

 まず、支出金につきましては、住宅を１５階に変更したことによりまして、施設建築物等の工事

費が２億２,４００万円の増額、測量費等の費用について費用を精査したところによりまして、測

量試験費が５,２００万円の増額、建物等の補償費について補償費の算出によりまして補償費等が

２,１００万円の増額、権利変換計画作成費等について費用を精査いたしましたところ５,６００万

円の増額、事務費及び借入金利息につきまして費用を精査したことによりまして７,４００万円の

増額としております。 

 次に、収入金につきましては、住宅を１５階に変更したことや、当初補助対象外といたしており

ました地下駐車場について、国等との協議に伴いまして補助対象としたことにより、市街地再開発
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事業補助金が１億１,９００万円の増額、公共施設管理者負担金につきましては、補償費等につい

て当初市街地再開発事業補助金として計上いたしたものを公共施設管理者負担金対象に変更したこ

とによりまして、３億５,１００万円の増額、保留床処分金については、住宅権利床価格を見直し

たことによりまして、保留床処分金が４,３００万円の減額となっております。 

 なお、支出金及び収入金ともに、当初事業計画より４億２,７００万円の増額となっております。 

○議長（小坂直親君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 当初５４億円だったんですね。今回、７１億円という予算になったわけなんですけれども、この

増額していることについて、先ほど１４階建てから１５階建てになってふえたということですよね。

この事業費の増額によって、市の負担金というのはどのぐらい増加しているのかお聞きしたいと思

います。 

○議長（小坂直親君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 先ほど申しました変更につきましては、当初の５４億円からの変更ではございませんで、６６億

からの変更でございまして、これは第１回の事業計画における金額でございます。今回、今、議員

ご指摘の当初の５４億円からの７１億円にふえたのはなぜかということでございますけれども、こ

の事業費の変更はどういうことかといいますと、市街地再開発事業に伴います事業費につきまして

は、当初は施設建築物の計画を地上１１階建てといたしておりまして、公益施設や商業施設が入る

棟を地上４階、住宅が入る棟を地上１階から６階までを立体駐車場、地上７階から１１階、２０戸

の住居として、事業費を５４億円といたしたところでございました。その後、基本設計及び実設計

を行うとともに、権利変換の意向把握等に努めたことで、施設建築物の計画を地下１階、地上１５

階に変更したものでございまして、公共施設や商業施設が入る棟を地下１階、地上４階、住宅が入

る棟を地上１５階として、５６戸でございますけれども、住居に変更しており、事業費について７

１億円に変更したものでございます。 

 今お尋ねのその比較につきましては、市の負担分というか一般財源等でございますけれども、市

街地再開発事業におけます市の負担分につきましては、平成２９年の３月議会に５４億円、要は予

算決算委員会におきまして、５４億円の事業費に対する一般財源を４億６,０００万円というふう

に示しておりました。 

 また、事業計画の変更による今回の事業費７１億円におけます一般財源は、合併特例債等の起債

の活用によりまして約３億７,０００万円と試算しており、市負担である一般財源の支出は抑えら

れたものというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 資金が増額になったけれども、市負担分は大きな増額はないということですね。幾らかはあると

いうことですけれども、１億以下というふうに考えてよろしいでしょうか。負担金がどのくらいあ
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るのか。 

○議長（小坂直親君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 済みません。ちょっともう一度申し上げますけれども、今回、平成２９年の３月当初お示しさせ

ていただきました５４億円の事業に対する一般財源は約４億６,０００万円でございます。今回、

事業変更等を行いまして、事業費を７１億円におけます一般財源負担につきましては３億７,００

０万円ということで、１億弱抑えられていると、要は少なくなっておるというところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 それでは、きのう問題になっていました権利変換の現在の状況についてお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 権利変換計画認可に向けましては、都市再開発法第６８条に作成が規定される権利者ごとの土地

物件調書に同意をいただくとともに、従前資産の評価額を各権利者にお示しいたしまして、権利変

換または転出の意向を確認している状況でございます。 

 また、建物や営業に対する調査につきましては、１名を除き調査は実施済みとなっている状況で

ございます。 

○議長（小坂直親君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 １名を除き調査は実施済みであるということなんですけれども、きのうも質問がありましたけれ

ども、本来は１２月中に全て行いたいということでしたけれども、そこまで進んでいないというこ

とで、今年度中にはそれを終えないと令和３年度内の建設は難しいというような話だったかと思う

んですね。３月までに権利変換がうまくいくようにできるのかどうか、再度確認をしたいと思いま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 本年度中の権利変換計画の認可がどうなんだというところで、得られない場合はどうなんだとい

うことでございますけれども、平成３０年度から繰越予算に計上しております建物等の補償費や用

地費の大部分が執行できない状況となりまして、予算の返還や事故繰越等の処置が必要となってく

るものと考えております。事業の執行に一定の影響が出るものというふうに考えております。 

 なお、このようなこととならないように、現時点では早期の権利変換計画、認可に向けて権利者

の合意に向けた取り組みを組合とともに進めていくとともに、最大限の支援を行ってまいりたいと

いうふうに考えております。 
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○議長（小坂直親君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 それでもその合意が得られない場合、都市再開発法に基づく行政代執行というのがあるんですけ

れども、ここの点についてはどのようにお考えですか。最終的にはやむを得ず行政代執行するのか

どうか。 

○議長（小坂直親君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 合意が得られない権利者への対応につきましては、まずは組合員及びコンサルタントとともにご

同意がいただけるよう、より丁寧な説明や協議を行いまして、進めていくことが必要であるという

ふうに考えております。 

 一方で、建物等の調査に対しまして、立ち入りを拒否される権利者に対しましては、都市再開発

法第６０条におきまして、事業計画認可を受けた事業の推進のために土地等への立ち入りの許可を

受けた者は、他人の土地や占有する土地に立ち入って調査を行うことができるとされております。 

 また、土地物件調書への署名、押印については、都市再開発法６８条第２項により準用する土地

収用法第３６条の規定によりまして、署名、押印を拒んだ者があるときは、市長の立ち合い及び署

名、押印させることができるとされております。 

 また、土地及び物件の引き渡し、または物件を移転いただけない権利者に対しましては、都市再

開発法第９８条におきまして、施行者の請求により行政代執行の定めるところに従い、代執行がで

きるというふうにされております。 

 なお、これらの都市再開発法においてご同意いただけない権利者に対する対応方法は示されてお

りますが、これらの方法の活用の有無については組合員の判断が必要であるものでありますことか

ら、現時点では合意に向けた取り組みを進めていくことが最善であり、重要であるというふうに考

えております。 

○議長（小坂直親君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 この点につきまして、市長にもちょっとお伺いしておきたいんですけど、この代執行をしなけれ

ばならないような事態にはならないようには考えてみえるとは思うんですけれども、最終的にどう

してもという場合は、市長の考えでこの代執行を行うということかどうかということを確認させて

いただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 今日に至りますまでに、さまざまな権利者の皆さんのコンセンサスや同意に向けた努力を重ねて

まいりました。それは非常に重要でありますし、丁寧に慎重にということで今日に至っております。

随分ずれてきておりますのも、そういう背景もあったというふうに思っておりますが、今次長のほ



－２４５－ 

うからもご答弁させていただきました。今後におきましても、法に基づくさまざまな仕組みは当然

ございますし、組合員からの申し出によって市長がその判断をするということも当然仕組みとして

あるわけでありますけれども、私どもとしては、この権利者の皆さんのご同意がいただけますよう

に、組合員の皆さん、あるいは関係者、今努力を重ねておりますので、ともにその同意に向けた最

善を尽くしていくということが極めて重要というふうに認識をいたしておるところであります。 

○議長（小坂直親君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 円満な解決になるように努力をしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

 それでは、次の質問ですけれども、病院のほうから先にいきたいと思います。 

 医療センターについてですけれども、病院事業に地方公営企業法を全部適用してどのように変わ

ったのか、その効果についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 古田地域医療部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 平成２８年の４月に地方公営企業法を全部適用し、病院事業管理者を設置いたしました。 

 まず、全部適用して大きく変わった点といたしましては、病院職員の経営に対する意識が非常に

大きく変わったというふうに考えております。医療センターの経営基盤の確立を目指す姿勢を全部

適用することにより、まず市が示しました。そのことにより、病院事業管理者が経営に対する方向

性を具体的に職員に示すことにより、職員の経営に対する意識の向上が図られたと考えております。

その結果、さまざまな角度から経営改善につながる事項を検討する場をみずから積極的に関係職員

が設け、その中でプラン化し、実行に結びつける体制づくりにつながったと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 今、職員の意識が変わったということで、いいほうに変わったということなんだろうと思います

けれども、本来、地方公営企業法の一部適用から全部適用に変わる場合は、１つは経営責任という

のがありますね。これは全部適用の場合は事業管理者が全責任を負うということになっています。

それから組織体制についても、一部適用のときは市長でありましたけれども、そこの権限は事業管

理者が負うということになっております。それから、職員の採用に関する権限、これも事業管理者

に求められております。また、職員の給与についても経営状況の判断でいろいろとその状況に応じ

て給与を変えることもできるということになっておるんですけれども、今、その職員の意識だけの

話なんですけれども、こういった部分については何か改善はなかったのかどうかお聞きをしたいと

思います。 

○議長（小坂直親君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 議員おっしゃるとおり、まずは経営責任につきましては一部適用のとき、全適前ですけれども、
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病院の経営の責任は市長にございました。全部適用してからは病院事業管理者が経営の責任を負っ

ております。また、組織につきましてもおっしゃっていただいたとおり、市長が定めるものから病

院事業管理者が全て組織体制については定めることとなっております。 

 先ほど言うていただきましたように、職員の任免につきましても病院事業管理者が行います。で

すので、例えば医療職の看護師でありましたり、技師でありましたり、退職等による不足が生じた

場合につきましては、病院事業管理者の責任により採用ということも可能になりますので、その点

につきましては迅速かつ柔軟に対応ができるようになったと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 最初の答弁では余り変わったという雰囲気がなかったんですけど、先ほど一応聞かせていただい

て少しは変わっていったのかなというふうに思いますけれども、この一部適用が全部適用になって、

今後もその方法で進んでいくのかどうか確認をしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 全部適用になった平成２８年４月に、医療センターアクションプランというものをつくらせてい

ただきました。２９年からそのアクションプランにより、例えば地域包括ケア病床を初めて設置し

たり、平成３０年４月には訪問看護ステーションをつくったりということで、経営改善に向けて取

り組みを進めてまいりました。その結果ですけれども、少しずつではありますが、経営も上向きに

変わっておりますので、この経営体制を続けてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 いろんな政策を考えていただいて、また赤字を少しでも減らしていただければというふうに思い

ますのでよろしくお願いします。 

 それでは、最後の質問ですけれども、亀山市鈴鹿川等源流域の自然環境と歴史的資源を守り継ぐ

条例制定後の状況についてお聞きをしたいと思います。 

 その条例の具体的な事業は余りないんですけれども、内容についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間生活文化部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 今年度行ってきた事業を申し上げます。 

 本年施行しました亀山市鈴鹿川等源流域の自然環境と歴史的資源を守り継ぐ条例の目的に沿って

取り組みを進めておるところでございますが、まずは市内事業所や学識経験者、まちづくり協議会

等の産学民官で組織しております鈴鹿川等源流の森林づくり協議会では、加太、坂下、野登の各地

域でそれぞれのまちづくり協議会さんや会員事業所さんにもご協力いただきながら、イベントなど

の活動を行っているところでございます。 
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 一方、森林の関係でございますが、民間で味の素ＡＧＦ株式会社のブレンディの森や、本田技研

工業株式会社のホンダの森など、源流域においての企業による森林保全活動をも引き続き活発に進

められております。 

 また、鈴鹿川の最上流域の坂下地域におきましては、今年度から森林経営管理法に基づく森林保

全に向けた調査等を進めておりますが、今後より積極的な事業推進を図るため、効果的に森林資源

を把握する必要がございますので、先月開催されました知事と市長の一対一対談におきまして、県

が行う森林の航空レーザー測量の実施エリアとして、本市を採択いただくよう強く要望したところ

でございます。 

 そのほかにも、亀山７座トレイル整備活用推進事業における登山道の整備、補修や登山イベント

の実施、そしてかめやま人キャンパスにおけるまちの歴史人養成講座と、森と水の守り人養成講座

の開講、天然記念物ネコギギの保護・増殖活動など、源流域の自然環境等の保全活用に関するさま

ざまな取り組みを進めているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 ブレンディの森とか、それはもうこの条例のできる前からやられていることなんですよね。だか

ら、この条例ができて、ブレンディの森とかそういうものができたというわけではないんですけれ

ども、源流域に行ったりとか、いろんなイベントというのはどういうイベントをされるんですか。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 例えば、産学民官が連携・協力して取り組んでおります鈴鹿川等源流の森林づくり協議会の活動

といたしまして、ことしはこれまでに加太地区と坂下地区でイベントを開催してまいりました。加

太地区では、地元のまちづくり協議会さんのたくさんの皆さんのご協力をいただきながらそうめん

を振る舞っていただいたりして、山の日のイベントの際にそういう地元の方の協力をいただきなが

ら、地域の皆さんと参加者が温かい雰囲気で交流することができたところでございます。 

 また、坂下地区のイベントでは、正調鈴鹿馬子唄保存会の方からお話を伺ったり、参加者が鈴鹿

峠の歴史を感じながら峠道の清掃を体験していただいたことによりまして、参加者皆さんが自然と

歴史の大切さを肌で感じるようなイベントができたと思っております。 

○議長（小坂直親君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 今の話を聞いていますと、もう既に事業のようなものが進んでいるような説明でしたけれども、

実際は来年の４月から動き出すという、そういう事業ではないんですか。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 条例が施行されましたのがことしですので、ことしの事業から動き出しておるということでござ
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います。ただ、その予算化につきましては、今年度についてはちょっと間に合わないところはござ

いましたので、来年度からの本格的な動き出しとなるところではございます。 

○議長（小坂直親君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 どういう形になるのかちょっとわかりませんけれども、水というのは大事なものなんで、貴重な

資源ですので、山も大切にしていかなければならないし、私たちは山の中に住んでいますもんで、

すごく気にはなっていますし、最近は水害とか大きな災害になってくるので、そういった中で森林

を伐採することによって土砂が崩れてきたりとか、そういったことがありますので、環境整備につ

ながっていくと思いますので、そういったことをしっかりと保全していただきたいなあというふう

に思います。 

 私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 １５番 前田 稔議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午後 ３時３８分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 ３時４７分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、８番 豊田恵理議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 それでは、通告に従い質問いたします。 

 今回は大きく３つの質問を上げておりますが、まず１つ目の児童虐待についてです。 

 昨今、児童虐待に関する報道が後を絶たず、亀山市でもことしに入って児童虐待に関する質問も

多数行われておりますが、現在の亀山市の状況について改めて聞きたいと思います。 

 その前にまず、亀山市における児童虐待の相談窓口はどこにあるのかを教えてください。 

○議長（小坂直親君） 

 ８番 豊田恵理議員の質問に対する答弁を求めます。 

 伊藤健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 本市の児童虐待に関する相談窓口は、健康福祉部子ども未来課子ども支援グループが担っており

ます。また、児童相談所全国共通ダイヤル「１８９（イチハヤク）」がございまして、先日１２月

３日から通話料が無料化されました。３桁の番号をダイヤルしていただきますと、亀山市を管轄す

る三重県鈴鹿児童相談所にもつながりますので、ご活用いただければと考えているところでござい

ます。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 
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○８番（豊田恵理君登壇） 

 新しい情報も今回いただいたということで、１２月３日からですかね、そういった情報もいただ

きました。 

 先ほどの答弁にもございましたように、窓口としては子ども未来課の子ども支援グループとなっ

ております。窓口といいましても、その窓口に至るまでのルート、手段や方法は多数ございますが、

どのような手段があるのか、またその傾向などがわかりましたら教えてください。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 虐待に関する相談や通告をいただく手段といたしましては、来所や電話を基本としております。

直接面談したり、声を聞いたりすることを大切にしておりますので、メールにつきましては積極的

な周知はいたしていないところでございます。 

 その傾向でございますが、平成３０年度に受けました虐待に関する相談１６３件のうち、来所相

談３４件、電話相談１１２件、学校や園等を訪問した際に聞き取ったものが１４件、他市からの情

報が３件、メールでの相談はゼロ件となっているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 ごめんなさい、最後のゼロ件がちょっと何であったか聞き取れなかったので後で教えていただき

たいのと、現状について質問しますが、現時点でわかっている児童虐待に関する相談件数、３０年

度は１６３件の相談ということですが、その相談件数と、それにより保護に至った件数についてを

教えてください。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 相談の件数と一時保護になった件数ということでございますが、市ではゼロ歳から１８歳までの

お子さんの相談を受けておりますが、そのうち虐待に関する相談件数につきましては、平成２８年

度４２件、平成２９年度６３件、平成３０年度１６３件となっており、３年間で約４倍となってお

ります。そのうち、児童相談所が一時保護を行った延べ人数は、平成２８年度１３人、平成２９年

度１０人、平成３０年度２０人と推移しており、こちらも増加傾向となっております。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 先ほど保護に至った件数、それから相談があった件数と、どちらも上げていただきました。増加

傾向ということで、その相談のほうなんですけれども、この相談についての通告者というのはどの

ような場合が多いのかについてお答えください。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤次長。 
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○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 通告者は誰かというところなんですけれども、平成３０年度の虐待に関する相談の対応状況を見

ますと、他市からの転入や警察からの情報を児童相談所が受けまして、そこを経由してうちが受け

るというものが一番多く、次に、学校や家族からの通告を含む相談が多い状況となっておりまして、

これらが大半を占めております。このほかには、警察から直接通告を受ける場合や、医療機関、教

育委員会、保育所や母子保健担当部署といった健康福祉部内からの情報、あるいは児童本人からの

相談などがございます。 

 先ほど、ゼロ件、聞きづらくてごめんなさい。これ、メール相談がゼロ件だったということです。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 次の項目で傾向についてというふうに書かせていただきました。相談件数についてふえていると

いうことで、保護に至った件数もふえつつあるということですが、その理由についてですが、現場

としてはどのように捉えているのか、何か原因があるのか、捉え方というかそれを教えていただき

たいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 相談の傾向なんですけれども、やはり先ほどお話ししましたように、全国的な虐待件数増加に比

例して本市に寄せられる相談件数も増加しているという実態の中で、その理由といたしまして、昨

今の痛ましい虐待事案が報道されることにより、市民の方々の虐待に対する関心が高まっているこ

と、またこうした背景のもと、気にかかる子供の情報を園や学校からだけでなく、地域の方からい

ただくケースがふえたこと、さらには子供の前で親が配偶者に暴力をふるう面前ＤＶを警察が心理

的虐待と位置づけ、通告する例がふえていることが背景にあると考えております。 

 また、本市では、相談体制として専門職スタッフを配置し、子供の総合相談窓口として一元化し

た専門部門、子ども未来課子ども支援グループを備えております。このように充実した体制として

いることが、相談や情報の提供のしやすさにつながっているものと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 この項目の最後として、次に児童虐待、これは大きく４つの類型がございまして、心理的虐待、

身体的虐待、そして性的虐待、ネグレクトといったものございますけれども、これらの傾向につい

てはどういったものなのか、これについてお答えください。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 先ほど議員ご説明いただきましたように、虐待の内容といたしましては、児童虐待の防止等に関

する法律におきまして４つの定義がなされております。具体的には、１つ目、殴る蹴るといった身
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体的虐待、２つ目として、子供への性的行為やそういった行為を見せるといった性的虐待、３つ目

として、食事を与えない、ひどく不潔にする、重い病気になっても病院に連れていかないといった

ネグレクト、４つ目として、言葉によるおどし、無視、子供の前で家族に対して暴力をふるうとい

った心理的虐待に分類されておりまして、本市におきまして平成３０年度に受け付けた虐待に関す

る相談１６３件のうち、身体的虐待２７件、性的虐待ゼロ件、ネグレクト９１件、心理的虐待４５

件となっており、ネグレクトの割合が高い傾向となっております。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 それでは、次の項目に移らせていただきます。 

 ところで私、現在放課後児童クラブの支援員をしておりますけれども、十数年前にはまだ世間か

ら余りご理解得られてなかった、言いがたかった放課後児童クラブというのも、今では当然に必要

な施設として認められているというか、多くの方々に利用されています。本議会でも、新設される

クラブ関係の予算が計上されておりますが、放課後児童クラブの存在意義が大きくなっている証拠

でもあると思っております。 

 そして、クラブを利用する子供たちは、学校で過ごす時間よりもはるかに長い時間を放課後児童

クラブで過ごしているという統計が出ているように、そこで働く放課後児童支援員は、子供たちだ

けでなく、その保護者に対しても身近な存在であるということから、子供の豊かな育ちにかかわり

支援することだけでなく、児童虐待の早期発見・早期対応においても重要な役割を持つ存在とされ

ております。クラブ内で虐待を疑うような事案を発見したときは通告する義務がありますが、そこ

でお尋ねをしたいと思います。具体的にどのような行為が虐待に当たるのか、その判断について教

えてください。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 虐待かどうかの判断は難しいところもございますが、厚生労働省によりますと、お子さんの様子

や状況として、１つにいつも子供の泣き叫ぶ声や保護者のどなり声がする、１つに不自然な傷や打

撲跡がある、１つに衣類や体がいつも汚れている、１つに落ちつきがなく乱暴である、１つに表情

が乏しい、活気がない、１つに夜遅くまで１人で家の外にいるといったことをサインとして受け取

っていただければと思うところです。 

 一方、保護者の様子としましては、１つに地域などと交流が少なく孤立している、１つに小さい

子供を家に置いたまま外出している、１つに子育てに関して拒否的、無関心である、１つに強い不

安や悩みを抱えている、１つに子供のけがについて不自然な説明をするといったことが具体的な例

として挙げられております。 

 また、虐待かどうか判断ができない場合でも、心配な様子や気になることがありましたら、市子

ども未来課子ども支援グループや鈴鹿児童相談所などの関係機関にご連絡をいただくことで虐待の

未然防止にもつながると考えております。その際には、匿名でも可能ですし、調査の結果、虐待で

はなかったとしても責任を問われることはございませんので、ちゅうちょなくご連絡いただけたら
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と考えているところです。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 最近では、虐待に当たるとされる範囲も拡大されておりまして、わかりにくいもの、また判断が

難しい事案も確かに上げられております。先ほど上げられたような事例を見つけた場合には通告す

る義務が法的にあるわけですけれども、一方でより重要な役割は、虐待に関する専門知識を持つ専

門家や組織につなぐということだそうです。虐待の問題はとてもデリケートなので、大事なことは

専門家につないで適切な処理を受けられるようにすることだとされております。 

 先ほど、亀山市の窓口が子ども支援グループだとお聞きをしましたが、この子ども支援グループ

の対応範囲というのはどこまでだということでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 亀山市の職務ということでお答えさせていただきます。 

 まず、日々さまざまな相談を受ける中で、常に丁寧で適切な対応を行うことで、虐待事案にエス

カレートすることを未然に防ぐことが市としての一番の職務と考えているところでございます。ま

た、一たび虐待ということで虐待の通告があった際、一時保護とか措置とかいう最終判断は県の機

関であり、保護や措置の権限を持つ児童相談所の役割になります。市としましては、そこに至るま

での情報収集や状況把握、関係機関との調整といった役割を担っておりまして、その中で必要に応

じて亀山警察署とも連携した対応を行っているところです。 

 このほか、児童相談所や警察とのかかわりがなくなった後も、身近な行政機関として各家庭を見

守っていくことも重要な市の役割と考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 次の項目に移ります。 

 各種機関との連携体制についてなんですけれども、先ほど申し上げましたように、虐待を見つけ

たときには適切な専門機関につなげることが大事という中で、虐待に関する専門的組織としてはど

のような機関があるのか。先ほど児童相談所、警察等出てございましたが、ほかにもあるのでした

ら教えていただきたいのと、またそれぞれがどのような役割を担っているのか、その職務内容はど

のようなものなのかをお答えください。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 どういった機関があるかということなんですが、市では児童福祉法を根拠とする亀山市要保護児

童等ＤＶ対策地域協議会を組織し、児童虐待における関係機関とも連携することで、個々のケース

に応じた対応を行っております。その協議会、同協議会では、先ほど来出ております児童相談所や
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警察のほか、弁護士会、医療、教育、主任児童委員等地域関係者、子育て支援等の各分野の関係機

関で構成されておりまして、日々の虐待対応においてはそのケースに関係する機関が連携をとりな

がら対応を図っているわけなんですけれども、具体的にその役割もということでしたので、虐待事

案は一つの機関だけでは決して解決できないため、さまざまな機関が情報を共有し、役割分担によ

る援助を必要としております。 

 こうした中、関係機関の具体的な役割ですけど、それぞれ個別の事案によって本当にさまざまな

内容がありまして、その中身、内容や対応の段階、初期段階であるとか、そういう段階によっても

役割を担う機関そのものも違いますし、その度合いもそれぞれ違ってきます。例えば、保護や措置

となりますと児童相談所が大きくかかわりますし、見守りの段階では、児童が所属する園や学校、

地域の民生児童委員さん等の役割が大きくなります。法律相談が必要な場合もあれば、医療とのか

かわりが重要となるケースもございます。また、その支援の一つに家庭訪問というものがよくある

んですけど、これ一つにしましても、子ども支援グループ職員だけが訪問する場合もあれば、母子

保健にかかわる保健師が加わる場合、あるいは児童相談所が単独で訪問する場合、市と児童相談所、

二者が動く場合、あるいは市と児童相談所と警察署、ともに三者で対応する場合等、その時々で対

応が変わってきます。 

 いずれにしましても、子ども支援グループが核となりまして、関係機関との連携とか調整を図り

ながら、支援方針の共通理解や各機関の役割を明確にしながら適切な対応に努めているところでご

ざいます。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 なかなか本当に難しいなあというのが実感です。確かにさまざまなケースがありますし、段階で

あったり度合いであったり、それによって本当に考えて考えて一番いい対策をとっていくというの

がお仕事だと思います。 

 それでは次なんですけれども、この虐待がわかった後の保護に至った子供についてのその後のケ

アということで、先ほどのお話にもございましたけれども、その後の見守りということをされてい

るということで、亀山市のほうでされているということですが、そういった見守りについて、少し

わかりやすくといいますか、大体どういうことなのかということについてお聞きをしたいと思いま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 少し先ほどの話と重なってくるようなところもあるかもわかりませんが、虐待を受けた子供のケ

アということで、児童相談所が一時保護をしたお子さんに関しましては、保護中にしっかりカウン

セリングなどの対応を施設のほうでしていただいております。一時保護が解除となった際や、保護

には至らなかったケースは、学校、園を中心にその児童の家庭で生活する様子を見守っていくこと

になります。その場合、児童相談所とも連携しながら家庭訪問や面談を重ね、お子さんだけでなく

保護者も含め家庭全体のケアを心がけているところであります。ケースによりましては、医療につ
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ないだり、学校のスクールカウンセラーや養護教諭、スクールソーシャルワーカーなどの学校関係

者との連携や、主任児童委員といった地域関係者のご協力もいただきながら対応を行っているとこ

ろであります。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 最後にお聞きをさせてください。 

 亀山市では、来年度から西町のほうに地域小規模児童養護施設が開所されるということをお聞き

しております。これはどのような施設なのかを教えてください。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 来年４月、市内西町に開所予定の社会福祉法人が運営する地域小規模児童養護施設につきまして

は、現在建築工事が進められているところでありまして、この施設は児童相談所が施設措置を決定

した児童が入所するもので、入所理由は災害や事故、親の離婚や病気、また虐待などの不適切な養

育を受けているなどさまざまな事情によるものでございます。より家庭的な環境ときめ細かいケア

を行える６人以下の小規模な施設として運営されるものです。また、この施設とあわせて、敷地内

に子育て短期入所支援事業の受け付け機能を備えていただくことで、市外の施設まで保護者に送迎

していただく必要がなくなるなど利便性向上が図られ、虐待の未然防止にもつながるものと考えて

おります。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、次に移りたいと思います。 

 亀山市の災害対策本部と災害体制についてということで、ことしも各地で多くの自然災害が起き

まして、今議会でも災害関係の質問が多く、特に今回、避難所についての質問が多くございました

が、私は特に災害時職務体制を中心に、災害対策本部、そして職員体制について質問をさせていた

だきます。 

 それでは最初に、災害対策本部の設置基準、そして構成組織、場所と教えてください。 

○議長（小坂直親君） 

 服部危機管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 災害対策本部の設置基準につきましては、亀山市地域防災計画に基づき、暴風、大雨、洪水、そ

の他気象警報が発表された場合、または市内に震度５弱の地震が発生した場合に設置することとし

ております。また、その基準に至らない場合におきましても、地震や異常な自然現象により災害が

発生し、必要と判断した場合は災害対策本部を設置することとしております。 

 なお、災害対策本部の構成組織につきましては、亀山市災害対策本部条例に定めるところでござ
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いまして、地域防災計画にも定めております。本部長を市長として、副本部長を副市長、地域医療

統括官、消防長の３人でございます。建設対策部、市民環境対策部などの６つの対策部を危険箇所

を警戒していただく亀山市消防団本部で構成しております。また、本部はこの庁舎でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 私たち議員にも分厚い地域防災計画が配付されておりますし、またホームページでも見ることが

可能になっておりますね。この計画、大きく地震災害対策、そして風水害等対策に分かれておりま

すが、どちらの場合も先ほどの答弁ございましたように、一定の基準に至った場合に災害対策本部

が設置され、その規模により対応すべき市職員が出動することになっていると思います。 

 では次に、災害対策本部では主にどのような仕事が行われているのかについてお答えください。 

○議長（小坂直親君） 

 服部危機管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 亀山市災害対策本部につきましては、災害対策基本法第２３条の２第１項に基づき設置するもの

であり、その事務につきましては、同条第４項に、当該市町村の地域にかかわる災害に関する情報

を収集すること、当該市町村の地域にかかわる災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施す

るための方針を作成し、並びに当該方針に沿って災害予防及び災害応急対策を実施することと定義

づけがなされておるところでございます。 

 具体的な業務としましては、地域防災計画のとおりでございますが、有事の際には早目早目の対

応を図るべく、災害対策本部員の会議において、災害応急対策の方針、被害状況の分析及び対応策、

警戒区域の設定、避難情報の発表など、災害対策の各対策部からの意見により意思形成を図り、対

応いたしております。市民の安全・安心を第一に考え、防災・減災に取り組んでいるところでござ

います。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 それでは、次の項目に移らせていただきまして、次に市役所が被災した場合について聞きたいん

ですが、その前にも、今までに災害対策本部のあるこの亀山市庁舎が被災したことというのはある

のか、まずこれについてお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 服部危機管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 私の知る限りではございません。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 経験がないということで、市役所が被災した場合についてお聞きをしていきます。 
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 最初に、市役所が被災した場合の災害対策本部設置の代替地がどこなのかについてお聞きします。 

○議長（小坂直親君） 

 服部危機管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 災害対策本部設置に係る代替施設につきましては、亀山市地域防災計画に基づき、亀山市消防本

部庁舎と定めているところです。本庁舎施設と同様に建物の耐震性を有し、災害対策本部設置にか

かわる主な資機材、非常用発電設備、情報通信設備等を有している施設でございます。庁舎以外と

いうことですので、亀山市消防本部庁舎の防災センターでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 それでは、災害対策本部をほかのところで設置したことが、今までにこの市役所が被災をしたこ

とがないということで、実際に消防本部を対策本部とした場合でも変わりなく緊急体制がとれるも

のなのか、消防本部での訓練というのは今までに全庁規模で行われたことというのはあるのかどう

かについてお聞きします。 

○議長（小坂直親君） 

 服部危機管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 まず初めに、庁舎以外の場所でも体制はとれるのかというご質問ですが、災害発生時の対応につ

きましては、まず国・県など関係機関との円滑な情報共有が重要であります。そのような中で、三

重県防災情報システムを使用した避難情報の発令状況、避難所の開設状況、避難者数、被害状況な

どの情報共有を行い、三重県及び県内関係機関が一堂に情報共有を図ることとしております。 

 先ほどもご答弁させていただきましたとおり、亀山市消防本部庁舎は情報通信設備が備わってお

り、また停電対策としての非常用発電設備、その他資機材等を有していることから、庁舎以外の場

所でも体制は図れるものでございます。 

 代替地での訓練は行われているのかということでございますが、災害対策本部に関する訓練とい

たしましてはさまざまではございますが、その一つとして、三重県防災情報システムを使用した各

対策部の情報連携訓練を行っているところでございます。この訓練は市庁舎に限らず、消防庁舎、

あいあい、関支所等主要な公共施設との情報連携につきまして確認しており、消防庁舎の代替施設

としての機能も確認できたところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 では、その次の質問に移りますが、３番目の被災が長期化した場合について。 

 まず最初に、市職員の災害時の体制についてお聞きをします。 

○議長（小坂直親君） 

 服部危機管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 
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 職員の非常配備体制につきましては、亀山市地域防災計画に基づき、配備基準、準備体制、警戒

体制、非常体制の配備で人員を定めているところでございます。この人員につきましては、災害状

況等により増減を行いながら各対策部で災害対応を行うこととしております。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 この庁舎自体が被災をしていないということで、恐らくないんでしょうけれども、今まで被災と

いうのが長期化したことというのはあるのか、また長期化した場合の職員体制については考えられ

ているのかについてお聞きします。 

○議長（小坂直親君） 

 服部危機管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 長期化したことはあるのかということで、非常体制を図ったことはございます。まず準備体制の

ときには７名以上配置させていただきまして、警戒体制の折には一時配備というんですけど、５４

名以上の配備になります。非常体制になりますと１００名以上ということで、ほとんど非常体制に

なりますと全職員が配備につくこととなります。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 長期化するぐらいとなると、かなり大きな災害ということで、当然そのときの状況とか災害規模

に応じて、現場というのは不測の事態に臨機応変に対応していかなければならないわけですが、こ

ういった場合というのは恐らくもう自力では到底処理が困難になると思いますので、他市、他県か

らの支援が必要になってきますが、こういった市外からの応援部隊、応援組織との連携体制という

のはどのようになっているのかについてお聞きをいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 服部危機管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 繰り返しとなるところもございますが、大規模災害発生時に職員等の人員、またさまざまな物資

が不足する場合におきましては、被災市区町村応援職員確保システムや、災害時相互応援協定等に

より、他市、他県への支援要請を行うこととしております。 

 その連携体制につきましては、地域防災計画の中で応援要請の手法、応援受け入れの手法等を定

めているところではございますが、やはり基本的には受援体制の詳細なシステム構築が最重要とな

ります。そのようなことから、災害発生後、迅速かつ的確に応急対策活動を実施するとともに、

国・県・他市町などの応援を円滑に受け入れることを目的として、来年度までの２カ年をかけ、広

域受援計画を作成中でございます。 

 策定内容といたしましては、応援職員の受け入れに関する計画、食料や生活用品などの支援物資

の受け入れに関する計画も含めており、限られた人的・物的支援を最大限有効活用し、効果的な被

災者支援につなげたいと考えているところでございます。 
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○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 連携体制につきましては、今現在計画中ということで了解いたしました。 

 次の項目に移りたいと思います。 

 先日、気象庁のほうに行きまして、防災気象情報についてというテーマで台風、大雨、地震、火

山等のさまざまな自然災害に関する取り組みというものを視察させていただきました。地震予知は

現在でもなかなか難しい状況ですが、台風、そして大雨、この予測は随分精度が上がっていて、雨

量データから各地の都市化率、傾斜、地質等も考慮して災害発生の危険度を算出し、過去に発生し

た災害実績との統計的比較をもとに基準を設定して災害発生を予測しているそうです。これも必ず

雨量が多い場所で災害が発生しているわけではないため、それぞれの場所に応じて必要な防災気象

情報を活用することが重要になっていると聞きました。 

 そんな中で、興味深かった取り組みが、地方気象台の地域防災支援、あなたのまちの予報官とい

うのがございました。今までは地方の気象台のほうはさまざまな気象情報を一方的に市町村に送り、

県が窓口であることが多かったそうなんですけれども、やはり顔が見える距離で、自分たちも地域

の一員として地域に根差した関係をつくっていこうという取り組みだそうです。また、災害に備え

るだけでなく、災害後も専門家としての知見を直接に地域に伝え、災害時を振り返ることで来年度

の取り組みに備えることが大事だということで、現在、気象台の職員が地域に飛び込んで地域の一

員として災害時にともに働くというアプローチを行おうとしているそうです。 

 そのような取り組みを聞きまして、このたび想定できる災害対応についてという項目を最後に入

れさせていただきましたので、市長にお聞きをいたします。 

 このような取り組み、亀山市でも既に行われているのならどういう状況なのか、また、まだであ

るなら今後どのように亀山市としても対応していこうと思うのか、お聞きをします。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 気象台を中心とします、いわゆる私どもにとりましたらカウンターパートとの連携と、情報の共

有やら応援体制というのは極めて重要だというふうに思っておりますし、今議員にご指摘をいただ

きました、とりわけ気象台の情報の分析とかその提供につきましては、随分進化をしてまいりまし

て、そういう意味ではレーダーの精度、あるいはそこから読み込む予測、分析、そして対応につき

まして、亀山市の危機管理担当部門とは常時連携がとれておるところであります。 

 また、地方気象台のトップであります気象台長とは、今までなかったんですが、ちょうど昨年の

今の台長ご就任以降、各市町村長とのいわゆるホットラインの構築ということで、これがなされて

おります。非常に緊急度を要する状況の変化とか、こういうことが生じました折には、直接この情

報提供がなされることもございましたし、今後もあろうかというふうに思っております。 

 いずれにいたしましても、気象庁、三重県とか事前に気象情報が得られるということは、極めて

その対策をある程度準備して備えるということができますので、亀山市におきましては事前対策の

抜けとか漏れとか落ちがないかなど、いわゆる時系列的にチェックすることによりまして、被害の
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最小化へつなげることを目的とした亀山市版のタイムラインを作成中でございますので、来年度か

らの本格運用に向けて準備をしてまいりたいというふうに考えております。 

 あわせて、今の気象台のみならず、国土交通省、これは中部地方整備局長並びに三重河川国道事

務所長並びに三重県知事、あるいは亀山警察署等々、いわゆるカウンターパートの機関との、自衛

隊もそうでありますが、平時からの連携、信頼、この仕組みを構築していくことがやっぱり大事だ

というふうに認識しておりますので、今後もしっかり対応してまいりたいというふうに考えており

ます。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 気象庁の職員さんにそういうお話を伺ったときに、実際にどんなものかなあというふうに私も思

いましたので、直接今市長にお聞きをさせていただきました。気象台の支援メニューですね、地域

防災支援というもののメニューの中に、平時とか緊急時、災害後、そういったいろんなときにこう

いうものがあるよというメニューがございますけれども、防災計画、それから避難勧告マニュアル

への助言もできるし、また現在亀山市が作成中というタイムライン作成、これも助言も含まれてお

ります。ぜひ今後このような機会がございましたら活用していただく、またこちらから出向いてで

も連携体制を強化していただきたいと思います。 

 次に移ります。 

 最後に、亀山市のコンパクトシティーの考え方について。 

 １番、居住誘導区域についてとありますけれども、人口減少、高齢化に伴い多くの自治体が国の

方針に基づきながら、利便性の高いコンパクトシティー化を目指すために立地適正化計画を策定し、

居住誘導区域を定めておりまして、亀山市も同様な動きを進めているのですが、まずこの亀山市の

居住誘導区域の選定理由について教えていただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 草川産業建設部参事。 

○産業建設部参事（草川保重君登壇） 

 居住誘導区域につきましては、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持す

ることにより、日常生活サービス機能や公共交通が持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区

域として設定をしております。 

 居住誘導区域の選定につきましては、都市づくりの課題である都市拠点の衰退がこのまま進むと

公共交通や商業施設の衰退など、市民全体に対する日常サービスの利便性が低下するとともに、自

動車に依存した都市構造の進行により、高齢者等の交通弱者にとって暮らしにくい土地となること

から、都市マスタープランにおける中心的市街地及び副次的市街地であるＪＲ亀山駅、関駅、井田

川駅を中心とした区域を設定しております。 

 具体的な居住誘導区域の範囲につきましては、商業施設や文化施設等からの徒歩圏、鉄道駅周辺

市街地、既成市街地の立地状況等を踏まえまして設定をしているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 
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○８番（豊田恵理君登壇） 

 ２つ目の質問に移りますが、この９月議会でも、森 美和子議員が質問されておりましたけれど

も、立地適正化計画を策定しました２６９市町の９割超の自治体に、その一部に浸水が想定される

区域が含まれているということが国交省の調査でわかっております。亀山市はどうなのかという質

問に対し、市の答弁は、現在、亀山市は浸水想定区域内に商業施設、文化施設及び公共公益施設な

どが集積するなど、既成市街地が形成されており、災害リスクのない場所への市街地の移転は多大

な投資が必要となることから、鈴鹿川などの河川が破堤し、氾濫した場合の洪水浸水想定区域を含

んでいるが、災害対策重要地区としてその位置を明確にし、必要な防災対策を講じる方針としてい

るというような答弁でした。 

 では伺いますが、この災害対策重要地区としての防災対策というのは具体的にどういうものなの

かを教えていただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 草川参事。 

○産業建設部参事（草川保重君登壇） 

 災害対策重要地区としての対策というところでございますけれども、まずは洪水ハザードマップ

などを活用した情報提供や、防災意識の向上と知識の普及を図るとともに、河川堤防補強などのハ

ード対策につきまして関係機関に働きかけを行うと、それに伴って早期に整備の促進や、そのほか

といたしまして遊水機能を持った施設整備など、地域の実情に合った安全対策を検討することとし

ております。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 先ほどの答弁、お話を聞いていると、これからという感じかなというふうに思いました。 

 次の項目に、ちょっと時間もないので移らせていただきますが、都市機能誘導区域についてお聞

きするんですけれども、この区域は居住誘導区域内に位置するものであって、ここには主に都市機

能、例えば病院であったりスーパーであったり、住民生活に欠かせない施設、また学校や幼稚園、

図書館などみんなが利用する公共施設など、そういったものを誘導するための区域と思いますが、

ここもまた一部浸水想定区域を含んでいるところがございます。 

 現在、計画策定が進められています新庁舎、これは防災拠点となるはずですが、新庁舎について

も浸水想定区域にできる可能性があるのかどうかについて教えていただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 落合総合政策部次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 新庁舎建設基本構想におきまして、庁舎の候補地の条件として５つ条件を上げております。その

うちの一つ、災害等への安心・安全の確保の中で、防災の拠点施設として地震、風水害、土砂災害

等の影響を受けにくい位置、またはその対策が十分とれる位置であることと定めております。浸水

想定区域は、河川の氾濫により住宅などへの浸水が想定される区域として水防法の規定に基づき設

定されております。庁舎が浸水してしまうということは、防災の拠点施設としての機能が果たせな
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いことになるかもしれないということから、原則としまして浸水想定区域は避けるものであると考

えておりますが、今後において、その点については十分に留意して検討してまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 最後の質問になります。 

 コンパクトシティーの考え方についてですが、これは何度かお聞きしている質問ではございます

けれども、このように甚大な自然災害が頻発している現在、都市計画についても今後のまちづくり

の考え方についても、ある意味大きな分岐点的な位置にあるのではないかと私は思っています。 

 今現在の亀山市長が考えるコンパクトシティーについてお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 亀山市は、各地域の特徴を生かす中で自然環境や歴史文化と一体となった都市の姿が歴史の中で

形づけられてまいりました。近年、一部の人口増加の傾向が北東部地域に集中し、都市の中心的な

役割を担う中心市街地では人口減少や商店の減少等が進んでおる傾向にございます。 

 本年の３月に策定いたしました都市マスタープランにおいては、そうした資産を継承しつつ、現

在の適正な規模を維持する中、拠点と居住及びネットワークの適正な構造を形成し、同時に活力と

安全に配慮することによって暮らしやすく持続的に発展し続けられる「健都」を都市づくりの理念

といたしております。 

 そこで、コンパクトシティーの考え方でありますが、現在、本市が抱える都市の空洞化や少子・

高齢化、都市の活力低下等の課題を克服し、都市基盤や生活サービス機能等が整っている既成市街

地への都市機能及び居住の誘導等により、効率的・効果的な投資を行うことで都市力を向上させる

ことが重要だと考えております。 

 中心市街地の空洞化がこのまま進むことによって、市民全体への日常サービスの利便性低下や高

齢者等の交通弱者にとって暮らしにくい都市となって、同時に都市の価値や魅力の低下につながっ

てまいります。このようなことから、市内に３つの誘導区域を設定し、この拠点間の連携を含めま

していわゆるコンパクト・プラス・ネットワークなまちづくりを目指すことといたしております。 

 また、この居住誘導区域外の周辺に広がります本市の既存集落地におきましても、現在の居住地

のコニュニティの維持や再生を通じまして、豊かな自然環境、文化の継承と暮らしやすさ、安全を

確保すること、そしてコミュニティバスの再編でありますとか、オンデマンドタクシー等の地域公

共交通ネットワークによりまして、これらの拠点と周辺の既存集落地をしっかりネットワークさせ

るという中でコンパクトシティーをつくり出していこうという考え方に立っておるところでありま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 
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 大変難しい問題ではあると思うんですけれども、今回は防災を特に中心にまちづくりについても

考えていただきたいということで質問させていただきました。ありがとうございます。 

○議長（小坂直親君） 

 ８番 豊田恵理議員の質問は終わりました。 

 以上で、本日に予定しておりました通告による議員の質問は終了しました。 

 これより一般質問に対する関連質問ですが、通告はありませんので関連質問は終わります。 

 以上で、日程第１に掲げる市政に関する一般質問を終結します。 

 次に、お諮りします。 

 あす１２日から１９日までの８日間は、各常任委員会における付託議案の審査のため休会したい

と思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 あす１２日から１９日までの８日間は休会することに決定しました。 

 続いてお諮りします。 

 本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 休会明けの２０日は午前１０時から会議を開き、付託議案の審議を行います。 

 本日はこれにて散会をいたします。ご苦労さまでございました。 

（午後 ４時４３分 散会） 

 



 

 

 

 

令和元年１２月２０日 

 

 

 

 

 

 

亀 山 市 議 会 定 例 会 会 議 録 （ 第 ５ 号 ） 
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●議事日程（第５号） 

 令和元年１２月２０日（金）午前１０時 開議 

第  １ 議案第 ８７号 亀山市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

第  ２ 議案第 ８８号 亀山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について 

第  ３ 議案第 ８９号 亀山市職員給与条例の一部改正について 

第  ４ 議案第 ９０号 亀山市国民健康保険税条例の一部改正について 

第  ５ 議案第 ９１号 亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

第  ６ 議案第 ９２号 令和元年度亀山市一般会計補正予算（第４号）について 

第  ７ 議案第 ９３号 令和元年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

第  ８ 議案第 ９４号 令和元年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

第  ９ 議案第 ９５号 令和元年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

第 １０ 議案第 ９６号 指定管理者の指定について 

第 １１ 議案第 ９７号 指定管理者の指定について 

第 １２ 議案第 ９８号 指定管理者の指定について 

第 １３ 議案第 ９９号 指定管理者の指定について 

第 １４ 議案第１００号 指定管理者の指定について 

第 １５ 議案第１０１号 指定管理者の指定について 

第 １６ 議案第１０２号 指定管理者の指定について 

第 １７ 議案第１０３号 指定管理者の指定について 

第 １８ 議案第１０４号 指定管理者の指定について 

第 １９ 議案第１０５号 指定管理者の指定について 

第 ２０ 議案第１０６号 指定管理者の指定について 

第 ２１ 議案第１０７号 指定管理者の指定について 

第 ２２ 議案第１０８号 指定管理者の指定について 

第 ２３ 議案第１０９号 指定管理者の指定について 

第 ２４ 議案第１１０号 指定管理者の指定について 

第 ２５ 議案第１１１号 指定管理者の指定について 

第 ２６ 議案第１１２号 指定管理者の指定について 

第 ２７ 議案第１１３号 指定管理者の指定について 

第 ２８ 議案第１１４号 指定管理者の指定について 

第 ２９ 議案第１１５号 指定管理者の指定について 

第 ３０ 議案第１１６号 指定管理者の指定について 

第 ３１ 議案第１１７号 工事請負契約の変更について 

第 ３２ 議案第１１８号 市道路線の認定について 

第 ３３ 議案第１２０号 亀山市固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 
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第 ３４ 議案第１２１号 亀山市固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

第 ３５ 議案第１２２号 亀山市固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

第 ３６ 議案第１２３号 亀山市農業委員会委員の任命について 

第 ３７ 議案第１２４号 亀山市農業委員会委員の任命について 

第 ３８ 議案第１２５号 亀山市農業委員会委員の任命について 

第 ３９ 議案第１２６号 亀山市農業委員会委員の任命について 

第 ４０ 議案第１２７号 亀山市農業委員会委員の任命について 

第 ４１ 議案第１２８号 亀山市農業委員会委員の任命について 

第 ４２ 議案第１２９号 亀山市農業委員会委員の任命について 

第 ４３ 議案第１３０号 亀山市農業委員会委員の任命について 

第 ４４ 議案第１３１号 亀山市農業委員会委員の任命について 

第 ４５ 議案第１３２号 亀山市農業委員会委員の任命について 

第 ４６ 閉会中の継続調査について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（１８名） 

   １番     草 川 卓 也 君       ２番     中 島 雅 代 君 

   ３番     森   英 之 君       ４番     今 岡 翔 平 君 

   ５番     新   秀 隆 君       ６番     尾 崎 邦 洋 君 

   ７番     中 﨑 孝 彦 君       ８番     豊 田 恵 理 君 

   ９番     福 沢 美由紀 君      １０番     森   美和子 君 

  １１番     鈴 木 達 夫 君      １２番     岡 本 公 秀 君 

  １３番     伊 藤 彦太郎 君      １４番     前 田 耕 一 君 

  １５番     前 田   稔 君      １６番     服 部 孝 規 君 

  １７番     小 坂 直 親 君      １８番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  西 口 昌 利 君 

総 合 政 策 部 長  山 本 伸 治 君    生 活 文 化 部 長  佐久間 利 夫 君 

健 康 福 祉 部 長  井 分 信 次 君    産 業 建 設 部 長  大 澤 哲 也 君 

上 下 水 道 部 長  宮 﨑 哲 二 君    危 機 管 理 監  服 部 政 徳 君 

                       生活文化部次長兼 
総合政策部次長  落 合   浩 君              青 木 正 彦 君 
                       関 支 所 長 
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健康福祉部次長  伊 藤 早 苗 君    産業建設部次長  亀 渕 輝 男 君 

生活文化部参事  深 水 隆 司 君    生活文化部参事  谷 口 広 幸 君 

健康福祉部参事  豊 田 達 也 君    産業建設部参事  久 野 友 彦 君 

産業建設部参事  草 川 保 重 君    会 計 管 理 者  渡 邉 知 子 君 

消 防 長  平 松 敏 幸 君    消 防 部 長  豊 田 邦 敏 君 

消 防 署 長  原   博 幸 君    地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君 

地 域 医 療 部 長  古 田 秀 樹 君    教 育 長  服 部   裕 君 

教 育 部 長  草 川 吉 次 君    教育委員会事務局参事  亀 山   隆 君 

監 査 委 員  渡 部   満 君    監査委員事務局長  木 﨑 保 光 君 

選挙管理委員会 
          松 村   大 君 
事 務 局 長 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員 

事 務 局 長  草 川 博 昭      議 事 調 査 課 長  渡 邉 靖 文 

書 記  水 越 いづみ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（小坂直親君） 

 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第５号により取り進めます。 

 それでは、去る９日の本会議におきまして、所管の各常任委員会にその審査を付託しました日程

第１、議案第８７号から日程第３２、議案第１１８号までの３２件を一括議題とします。 

 各常任委員会委員長から、委員会における審査の経過と結果について報告を求めます。 

 

 

 

総務委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。 

 

記 

 議案第８７号 亀山市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について        原案可決 

 議案第８８号 亀山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について  原案可決 

 議案第８９号 亀山市職員給与条例の一部改正について               原案可決 
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 令和元年１２月１７日 

 

                         総務委員会委員長 尾 崎 邦 洋     

 

亀山市議会議長 小 坂 直 親 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

教育民生委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。 

 

記 

 議案第 ９０号 亀山市国民健康保険税条例の一部改正について           原案可決 

 議案第 ９１号 亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について      原案可決 

 議案第 ９６号 指定管理者の指定について                    原案可決 

 議案第 ９７号 指定管理者の指定について                    原案可決 

 議案第 ９８号 指定管理者の指定について                    原案可決 

 議案第 ９９号 指定管理者の指定について                    原案可決 

 議案第１００号 指定管理者の指定について                    原案可決 

 議案第１０１号 指定管理者の指定について                    原案可決 

 議案第１０２号 指定管理者の指定について                    原案可決 

 議案第１０３号 指定管理者の指定について                    原案可決 

 議案第１０４号 指定管理者の指定について                    原案可決 

 議案第１０５号 指定管理者の指定について                    原案可決 

 議案第１０６号 指定管理者の指定について                    原案可決 

 議案第１０７号 指定管理者の指定について                    原案可決 

 議案第１０８号 指定管理者の指定について                    原案可決 

 議案第１０９号 指定管理者の指定について                    原案可決 

 議案第１１０号 指定管理者の指定について                    原案可決 

 議案第１１１号 指定管理者の指定について                    原案可決 

 議案第１１２号 指定管理者の指定について                    原案可決 

 議案第１１３号 指定管理者の指定について                    原案可決 

 議案第１１４号 指定管理者の指定について                    原案可決 

 議案第１１５号 指定管理者の指定について                    原案可決 

 議案第１１６号 指定管理者の指定について                    原案可決 

 議案第１１７号 工事請負契約の変更について                   原案可決 
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令和元年１２月１６日 

教育民生委員会委員長 今 岡 翔 平

亀山市議会議長 小 坂 直 親 様 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

産業建設委員会審査報告書 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。 

記 

議案第１１８号 市道路線の認定について   原案可決 

令和元年１２月１３日 

  産業建設委員会委員長 岡 本 公 秀

亀山市議会議長 小 坂 直 親 様 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

予算決算委員会審査報告書 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。 

記 

議案第９２号 令和元年度亀山市一般会計補正予算（第４号）について  原案可決 

議案第９３号 令和元年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につい 

て 原案可決 

議案第９４号 令和元年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）につい 

て 原案可決 

議案第９５号 令和元年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につい 

て 原案可決 
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令和元年１２月１９日 

予算決算委員会委員長 中 﨑 孝 彦 

亀山市議会議長 小 坂 直 親 様 

○議長（小坂直親君）

初めに、尾崎邦洋総務委員会委員長。 

○６番（尾崎邦洋君登壇）

ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 去る９日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、１７日に委員会を開

催いたしました。 

まず担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。 

初めに、議案第８７号亀山市固定資産評価審査委員会条例の一部改正については、行政手続等に

おける情報通信の技術の利用に関する法律が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。 

 審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しまし

た。 

 次に、議案第８８号亀山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正については、令

和元年８月７日の人事院勧告に鑑みた国の一般職の任期付職員の給与改定の取り扱いに準じ、市の

一般職の任期付職員の給与を改定するため、所要の改正を行うものです。 

 審査の過程では、この改正による人件費への影響に関する質疑があり、これについては、現在、

市に特定任期付職員はいないため、特に予算への影響はないとの答弁でありました。 

以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第８９号亀山市職員給与条例の一部改正については、令和元年８月７日の人事院勧告

に鑑みた国の一般職に属する職員の給与改定の取り扱いに準じ、市の一般職に属する職員の給与を

改定するため、所要の改正を行うものです。 

審査の過程では、現在、住居手当を支給している職員の中で、支給額が１万６,０００円以下の

職員は何名いるのかと質疑があり、これについては１名であるとの答弁でありました。 

 次に、住居手当の支給額の計算式に関する質疑があり、これについては、改正後は家賃が２万７,

０００円以下の場合は家賃から１万６,０００円を引いた額が支給額となり、家賃が２万７,０００

円を超える場合は家賃から２万７,０００円を引いた額の２分の１に１万１,０００円を足した額が

支給額となるとの答弁でありました。 

 次に、住居手当の額が月額２,０００円を超える減額となる職員に対する経過措置に関する質疑

があり、これについては、負担軽減のために一定の期間の経過措置を設けたが、今回の改正におい

て２,０００円を超えて減額となる職員はいないとの答弁でありました。 
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 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 

 以上、総務委員会の審査報告といたします。 

○議長（小坂直親君） 

 次に、今岡翔平教育民生委員会委員長。 

○４番（今岡翔平君登壇） 

 ただいまから、教育民生委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 去る９日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、１６日に委員会を開

催いたしました。 

 まず担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。 

 初めに、議案第９０号亀山市国民健康保険税条例の一部改正については、地方税法施行令が改正

され、平成３１年４月１日から国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額が引き上げられたため、

所要の改正を行うものです。 

 審査の過程では、今回の政令改正の理由に関する質疑があり、これについては、特に詳細な理由

は示されていないが、国民健康保険料の賦課限度額が引き上げられたことに伴い、国民健康保険税

も改正するものである。 

 課税限度には、受益と負担の関係で、被保険者の納付意欲に与える影響などを考慮して、一定の

上限が設けられており、上限を引き上げると高所得者により多くの負担を求めることとなる反面、

保険税率改正の際は、中間所得層に配慮した税率の設定が可能となるとの答弁でありました。 

 次に、討論では、国民健康保険税の根本的な問題は、国が国庫負担を減らしたことで高過ぎて払

えない保険税となっていること、また所得に対する負担割合がほかの医療保険と比べて高過ぎるこ

とであり、課税限度額を引き上げることで解決するものではないとの理由から反対討論がありまし

た。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第９１号亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正については、地域包括ケア

病床は稼働率が高く、今後もますます需要が増加していくことが見込まれることから、地域包括ケ

ア病床を８床増床するなど、合計病床数に変更が生じるため所要の改正を行うものです。 

 審査の過程では、以前にナースステーション前の病室は、看護師の目が行き届かないといけない

方用の部屋であり、地域包括ケア病床にはできないとの答弁があったが可能なのかとの質疑があり、

これについては、看護部と相談して対応するもので、また廊下幅も向かい側が病室ではないため、

地域包括ケア病床にすることは可能であるとの答弁でありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第９６号から議案第１１５号までの指定管理者の指定については、指定管理者に公の

施設である地区コミュニティセンター１９施設、鈴鹿馬子唄会館及び亀山市関町北部ふれあい交流

センターの管理を行わせるため、その指定について議会の議決を求めるものです。 

 審査の過程では、非公募で指定管理にする必要があるのかとの質疑があり、これについては、地

区コミュニティセンターは地域まちづくり協議会の活動拠点として、活動と一体的に利用できるた

め、指定管理者制度を導入しているとの答弁でありました。 

 次に、指定管理にする理由について質疑があり、これについては、非公募ということで、指定の
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時点では競争性は働かないが、指定後は各地区２１施設で指定管理による自主性により、それぞれ

の間で自然と責任感や競争意識のようなものが働き、結果としてよい方向に作用していくと考えて

いるとの答弁でありました。 

 次に、指定管理ではなく、業務委託でよいのではないかとの質疑があり、これについては、指定

管理は自主性、裁量権があるので、その辺を重視して指定管理としているとの答弁でありました。 

 次に、討論では、これらの施設は指定管理者制度になじまないため、指定管理者制度の見直しを

行うべきであるとの理由から反対討論がありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第１１６号指定管理者の指定については、指定管理者に公の施設である亀山南小学校

区放課後児童クラブの管理を行わせるため、その指定について議会の議決を求めるものです。 

 審査の過程では、放課後児童クラブは運営委員会に任せる方向なのかとの質疑があり、これにつ

いては、この校区にはスマイル運営委員会以外に放課後児童クラブを運営できる団体はないとの答

弁でありました。 

 次に、討論では、この施設は指定管理者制度になじまないため、指定管理者制度の見直しを行う

べきであるとの理由から反対討論がありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第１１７号工事請負契約の変更については、西野公園野球場整備改修工事について、

令和元年１１月１３日付で契約の変更について仮契約したため、議会の議決を求めるものです。 

 審査の過程では、変更部分について、発注前に精査ができなかったのかとの質疑があり、これに

ついては、土砂の処分地は入札で業者が決定してから確定するものである。また、排水施工関係の

増額も工事を施工して判明したものであるとの答弁でありました。 

 次に、土砂の運搬距離が少し変わっただけで１７０万円余りの増額になるはなぜかとの質疑があ

り、これについては、運搬距離の変更により設計単価が変わったためである。三重県の県土整備部

の単価表で、運搬距離９.５キロ以下は立米当たり１,４４０円、１５.５キロ以下は立米当たり２,

０２５円という設定になっているとの答弁でありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 

 以上、教育民生委員会の審査報告といたします。 

○議長（小坂直親君） 

 次に、岡本公秀産業建設委員会委員長。 

○１２番（岡本公秀君登壇） 

 ただいまから、産業建設委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 去る９日に本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、１３日に委員会を開

催いたしました。 

 まず担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。 

 議案第１１８号市道路線の認定については、開発行為により設置された新規路線である川合４３

号線の市道路線の認定について、議会の議決を求めるものです。 

 審査の前に現地確認を行い、審査の過程では、市道路線の認定基準に関する質疑があり、これに

ついては、都市計画法等の道路に関する基準を踏まえた亀山市道路認定及び廃止に関する規定に基
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づいて行っているとの答弁でありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定いたしまし

た。 

 以上、産業建設委員会の審査報告といたします。 

○議長（小坂直親君） 

 次に、中﨑孝彦予算決算委員会委員長。 

○７番（中﨑孝彦君登壇） 

 ただいまから、予算決算委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 去る９日の本会議で当委員会に付託のありました議案第９２号令和元年度亀山市一般会計補正予

算（第４号）について、議案第９３号令和元年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）について、議案第９４号令和元年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて及び議案第９５号令和元年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について

の令和元年度各会計補正予算の４議案については、同日、当委員会を開き、分科会を設置して、各

分科会で審査することを決定し、１３日に産業建設分科会、１６日に教育民生分科会、１７日に総

務分科会を開催し、それぞれ審査を行いました。 

 そして、１９日に市長・副市長初め、関係部長の出席を得て、当委員会を開催し、各分科会の会

長から審査の経過について報告を受けました。 

 各分科会会長報告に対する質疑及び討論はなく、採決の結果、議案第９２号から議案第９５号ま

での令和元年度各会計補正予算の４議案については、いずれも全会一致で、原案のとおり可決する

ことに決定しました。 

 以上、予算決算委員会の審査報告といたします。 

○議長（小坂直親君） 

 各常任委員会委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ないようですので、各委員長の報告に対する質疑を終結します。 

 次に、議案第８７号から議案第１１８号までの３２件について討論を行います。 

 通告に従い、発言を許します。 

 ９番 福沢美由紀議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 日本共産党を代表して、議案第９０号亀山市国民健康保険税条例の一部改正について、及び議案

第９６号から第１１６号までの指定管理者の指定についての２２議案に反対の立場で討論します。 

 まず、議案第９０号亀山市国民健康保険税条例の一部改正です。 

 この改正は国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額を５８万円から６１万円に引き上げるもの

です。これにより、国民健康保険税の課税額の限度額は、現行の９３万円から９６万円になります。

言うまでもなく、国民健康保険税は高くて払えないという実態があり、その大もとの原因は国が負
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担すべき国庫負担を減らし続けてきたことにあり、この解決には全国知事会などが求める公費の投

入が欠かせないことは、市も議会も一致しているところです。 

 このような中で、所得の高い世帯の負担をふやすやり方、課税限度額の引き上げが続いてきまし

た。これは国保財政が抱える根本的な解決にはならない上、所得の高い世帯といえども、所得に対

する保険税の負担割合が大きく、負担が重いことに変わりはありません。 

 よって、国保財政の根本的な解決とはならないこの議案には反対するものです。 

 次に、指定管理者の指定です。 

 今回は、２１の地区コミュニティセンターなどの施設をまちづくり協議会に指定管理をさせる議

案と、新たに公設でスタートする亀山南小学校区の放課後児童クラブの施設を亀山南小学校区学童

保育所スマイル運営委員会に指定管理をさせる議案です。 

 私たちはまちづくり協議会や亀山南小学校区学童保育所スマイル運営委員会が、施設を管理運営

することに対して、全く異論はありません。問題は、指定管理者制度で行うことです。指定管理者

制度は、公の施設を使い、民間の力を活用し住民サービスの向上を図ること、競争させることによ

ってコストダウンを図ることなどを目的に導入されたものです。ところが、今回の議案は、競争性

のない非公募で収益性のない施設で指定管理をしようとするものです。市の答弁でも、まちづくり

協議会や運営委員会以外の団体などに管理運営を任せる考えはなく、将来にわたってこの団体に任

せるとしています。 

 重ねて申し上げますが、指定管理者制度のメリットの一つは、複数の企業、団体が競争すること

でサービスの向上が図られることにあります。最初から競争を想定していないのであれば、指定管

理する必要はありません。市の直営とし、これらの団体に業務委託すれば済むのです。これらの団

体は業務委託であっても、地域の人や利用者の声を聞いて、サービスの向上を目指すことができる

団体なのです。一定の年限を区切り、次の指定管理がどうなるのかという不安を与える必要はあり

ません。指定管理者制度を定めた地方自治法第２４４条の２第３項には「公の施設の設置の目的を

効果的に達成するために必要があると認められるときは」とただし書きがされ、公の施設の管理は

その設置主体たる地方公共団体が直接これに当たるのが原則とされています。つまり、地方自治法

は、住民の利用を、より有効、適切に行うことができる場合に限って団体に委ねることを許容する

という限定的な立場に立っているのです。 

 以上のとおり、今回提案された施設は指定管理者制度になじまないものであり、直営で業務委託

すべきものです。 

 また、２０１７年に議会の総務委員会が提言した指定管理者制度の見直しもされていない中で提

案されています。 

 以上のとおり、問題の多いこの議案には反対します。 

 議員各位のご賛同を求め、討論といたします。 

○議長（小坂直親君） 

 ９番 福沢美由紀議員の討論は終わりました。 

 以上で、通告による討論を終結し、議案第８７号から議案第１１８号までの３２件について、起

立により採決を行います。 

 採決に先立って、この際お諮りします。 
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 起立採決の際、着席している場合は、その議案に対して反対とみなすこととしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 起立採決により、着席している場合は反対とみなすこととします。 

 それではまず、討論のありました議案第９０号亀山市国民健康保険税条例の一部改正について、

起立により採決を行います。 

 本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 ご着席願います。 

 起立多数であります。 

 したがって、議案第９０号亀山市国民健康保険税条例の一部改正については、原案のとおり可決

することに決定しました。 

 次に、同じく討論のありました各地区の地域まちづくり協議会をそれぞれ指定管理者とする議案

第９６号から議案第１１５号までの指定管理者の指定についての２０件について、一括して起立に

より採決を行います。 

 本各案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。 

 本各案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 ご着席願います。 

 起立多数であります。 

 したがって、議案第９６号から議案第１１５号までの指定管理者の指定についての２０件は、い

ずれも原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、同じく討論のありました亀山南小学校区学童保育所スマイル運営委員会を指定管理者とす

る議案第１１６号指定管理者の指定について、起立により採決を行います。 

 本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 ご着席願います。 

 起立多数であります。 

 したがって、議案第１１６号指定管理者の指定については、原案のとおり決定することにしまし

た。 

 次に、討論のありました議案以外の議案第８７号から議案第８９号まで、議案第９１号から議案
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第９５号まで、議案第１１７号及び議案第１１８号の１０件について、一括して起立により採決を

行います。 

 本各案についての各委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。 

 本各案を各委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、 

 議案第８７号 亀山市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

 議案第８８号 亀山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について 

 議案第８９号 亀山市職員給与条例の一部改正について 

 議案第９１号 亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 議案第９２号 令和元年度亀山市一般会計補正予算（第４号）について 

 議案第９３号 令和元年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）について 

 議案第９４号 令和元年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）について 

 議案第９５号 令和元年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について 

 議案第１１７号 工事請負契約の変更について 

 議案第１１８号 市道路線の認定について 

は、いずれも原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、日程第３３、議案第１２０号から日程第４５、議案第１３２号までの１３件を一括議題と

します。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 それでは、ただいま上程いただきました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げたいと存

じます。 

 まず、議案第１２０号亀山市固定資産評価審査委員会委員の選任同意についてでございますが、

亀山市固定資産評価審査委員会委員の中野久生氏は、令和２年２月２１日をもって任期満了となり

ますので、引き続き同委員として選任いたしたく、地方税法第４２３条第３項の規定により議会の

同意を求めるものでございます。なお、任期は令和２年２月２２日から３年間でございます。 

 次に、議案第１２１号亀山市固定資産評価審査委員会委員の選任同意についてでございますが、

亀山市固定資産評価審査委員会委員の水野成樹氏は、令和２年２月２１日をもって任期満了となり

ますので、引き続き同委員として選任いたしたく、地方税法第４２３条第３項の規定により議会の

同意を求めるものでございます。なお、任期は令和２年２月２２日から３年間でございます。 

 次に、議案第１２２号亀山市固定資産評価審査委員会委員の選任同意についてでございますが、

亀山市固定資産評価審査委員会委員の櫻井紀久氏は、令和２年２月２１日をもって任期満了となり

ますので、引き続き同委員として選任いたしたく、地方税法第４２３条第３項の規定により議会の
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同意を求めるものでございます。なお、任期は令和２年２月２２日から３年間でございます。 

 次に、議案第１２３号亀山市農業委員会委員の任命についてでございますが、亀山市農業委員会

委員は、令和２年３月１０日をもって任期満了となりますので、引き続き同委員として天野輝美子

氏を任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を求めるも

のでございます。なお、任期は令和２年３月１１日から３年間でございます。 

 次に、議案第１２４号亀山市農業委員会委員の任命についてでございますが、亀山市農業委員会

委員は、令和２年３月１０日をもって任期満了となりますので、新たに同委員として亀山市能褒野

町４３番地３にお住まいの内田美由紀氏を任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１

項の規定により議会の同意を求めるものでございます。なお、任期は令和２年３月１１日から３年

間でございます。 

 次に、議案第１２５号亀山市農業委員会委員の任命についてでございますが、亀山市農業委員会

委員は、令和２年３月１０日をもって任期満了となりますので、引き続き同委員として小林和夫氏

を任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を求めるもの

でございます。なお、任期は令和２年３月１１日から３年間でございます。 

 次に、議案第１２６号亀山市農業委員会委員の任命についてでございますが、亀山市農業委員会

委員は、令和２年３月１０日をもって任期満了となりますので、引き続き同委員として駒田六平氏

を任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を求めるもの

でございます。なお、任期は令和２年３月１１日から３年間でございます。 

 次に、議案第１２７号亀山市農業委員会委員の任命についてでございますが、亀山市農業委員会

委員は、令和２年３月１０日をもって任期満了となりますので、引き続き同委員として坂森正博氏

を任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を求めるもの

でございます。なお、任期は令和２年３月１１日から３年間でございます。 

 次に、議案第１２８号亀山市農業委員会委員の任命についてでございますが、亀山市農業委員会

委員は、令和２年３月１０日をもって任期満了となりますので、引き続き同委員として伊達亀嘉氏

を任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を求めるもの

でございます。なお、任期は令和２年３月１１日から３年間でございます。 

 次に、議案第１２９号亀山市農業委員会委員の任命についてでございますが、亀山市農業委員会

委員は、令和２年３月１０日をもって任期満了となりますので、引き続き同委員として中浦豊子氏

を任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を求めるもの

でございます。なお、任期は令和２年３月１１日から３年間でございます。 

 次に、議案第１３０号亀山市農業委員会委員の任命についてでございますが、亀山市農業委員会

委員は、令和２年３月１０日をもって任期満了となりますので、引き続き同委員として野村幸生氏

を任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を求めるもの

でございます。なお、任期は令和２年３月１１日から３年間でございます。 

 次に、議案第１３１号亀山市農業委員会委員の任命についてでございますが、亀山市農業委員会

委員は、令和２年３月１０日をもって任期満了となりますので、引き続き同委員として早川三雄氏

を任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を求めるもの

でございます。なお、任期は令和２年３月１１日から３年間でございます。 
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 次に、議案第１３２号亀山市農業委員会委員の任命についてでございますが、亀山市農業委員会

委員は、令和２年３月１０日をもって任期満了となりますので、新たに同委員として亀山市下庄町

１１９５番地にお住いの松尾浩二氏を任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の

規定により議会の同意を求めるものでございます。なお、任期は令和２年３月１１日から３年間で

ございます。 

 以上、簡単ではございますが、議会にご提案申し上げております議案の説明といたします。 

 追加の提案となりましたが、何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（小坂直親君） 

 市長の提案理由の説明は終わりました。 

 これより、議案第１２０号から議案第１３２号までの１３件について質疑を行いますが、通告は

ありませんので、質疑を終結します。 

 続いてお諮りします。 

 ただいま議題となっております議案第１２０号から議案第１３２号までの１３件については、会

議規則第３６条第３項の規定により、常任委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 議案第１２０号から議案第１３２号までの１３件については、常任委員会の付託を省略すること

に決定しました。 

 次に、議案第１２０号から議案第１３２号までの１３件について、討論を行いますが、通告はあ

りませんので討論を終結し、議案第１２０号から議案第１３２号までの１３件について、起立によ

り採決を行います。 

 まず、議案第１２０号亀山市固定資産評価審査委員会委員の選任同意について、起立により採決

を行います。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、議案第１２０号亀山市固定資産評価審査委員会委員の選任同意については、原案の

とおり同意することに決定しました。 

 次に、議案第１２１号亀山市固定資産評価審査委員会委員の選任同意について、起立により採決

を行います。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 ご着席願います。 
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 起立全員であります。 

 したがって、議案第１２１号亀山市固定資産評価審査委員会委員の選任同意については、原案の

とおり同意することに決定しました。 

 次に、議案第１２２号亀山市固定資産評価審査委員会委員の選任同意について、起立により採決

を行います。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、議案第１２２号亀山市固定資産評価審査委員会委員の選任同意については、原案の

とおり同意することに決定しました。 

 次に、議案第１２３号亀山市農業委員会委員の任命について、起立により採決を行います。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、議案第１２３号亀山市農業委員会委員の任命については、原案のとおり同意するこ

とに決定しました。 

 次に、議案第１２４号亀山市農業委員会委員の任命について、起立により採決を行います。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、議案第１２４号亀山市農業委員会委員の任命については、原案のとおり同意するこ

とに決定しました。 

 次に、議案第１２５号亀山市農業委員会委員の任命について、起立により採決を行います。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、議案第１２５号亀山市農業委員会委員の任命については、原案のとおり同意するこ

とに決定しました。 

 次に、議案第１２６号亀山市農業委員会委員の任命について、起立により採決を行います。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 



－２７８－ 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、議案第１２６号亀山市農業委員会委員の任命については、原案のとおり同意するこ

とに決定しました。 

 次に、議案第１２７号亀山市農業委員会委員の任命について、起立により採決を行います。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、議案第１２７号亀山市農業委員会委員の任命については、原案のとおり同意するこ

とに決定しました。 

 次に、議案第１２８号亀山市農業委員会委員の任命について、起立により採決を行います。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、議案第１２８号亀山市農業委員会委員の任命については、原案のとおり同意するこ

とに決定しました。 

 次に、議案第１２９号亀山市農業委員会委員の任命について、起立により採決を行います。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、議案第１２９号亀山市農業委員会委員の任命については、原案のとおり同意するこ

とに決定しました。 

 次に、議案第１３０号亀山市農業委員会委員の任命について、起立により採決を行います。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 ご着席願います。 

 起立多数であります。 

 したがって、議案第１３０号亀山市農業委員会委員の任命については、原案のとおり同意するこ

とに決定しました。 



－２７９－ 

 次に、議案第１３１号亀山市農業委員会委員の任命について、起立により採決を行います。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、議案第１３１号亀山市農業委員会委員の任命については、原案のとおり同意するこ

とに決定しました。 

 次に、議案第１３２号亀山市農業委員会委員の任命について、起立により採決を行います。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、議案第１３２号亀山市農業委員会委員の任命については、原案のとおり同意するこ

とに決定しました。 

 次に、日程第４６、閉会中の継続調査についてを議題とします。 

 総務委員会、教育民生委員会、産業建設委員会の各委員長から、各委員会における所管事務調査

について会議規則第１０５条の規定に基づき、お手元に配付しました申し出書のとおり閉会中の継

続審査の申し出がありました。 

 

 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

 本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定した

ので、亀山市議会会議規則第１０５条の規定により申し出ます。 

 

記 

１．事 件   「火災の被害拡大防止」について 

 

２．理 由   火災の被害拡大を防止するため、現在の対策を初め、消火活動や消火訓練のあり

方、消防団の環境整備について調査・研究を行う。 

 

３．期 間   令和元年１２月２１日～令和２年９月３０日 

 

 令和元年１２月１９日 

 



－２８０－ 

                        総務委員会委員長 尾 崎 邦 洋     

 

亀山市議会議長 小 坂 直 親 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

 本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定した

ので、亀山市議会会議規則第１０５条の規定により申し出ます。 

 

記 

１．事 件   「亀山市医療センターの可能性」について 

 

２．理 由   地域医療の充実に向け、『亀山市立医療センターアクションプラン』による取り

組み状況について検証を行うとともに、医療センターの新たな可能性について調

査・研究を行う。 

 

３．期 間   令和元年１２月２１日～令和２年９月３０日 

 

 令和元年１２月１９日 

 

                      教育民生委員会委員長 今 岡 翔 平     

 

亀山市議会議長 小 坂 直 親 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

 本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定した

ので、亀山市議会会議規則第１０５条の規定により申し出ます。 

 

記 

１．事 件   「これからの道路管理」について 

 

２．理 由   市道の道路管理の課題と新たな管理手法等について調査・研究を行う。 

 



－２８１－ 

３．期 間   令和元年１２月２１日～令和２年９月３０日 

 

 令和元年１２月１９日 

 

                      産業建設委員会委員長 岡 本 公 秀     

 

亀山市議会議長 小 坂 直 親 様 

 

 

 

○議長（小坂直親君） 

 お諮りします。 

 各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査することに決定しました。 

 以上で今期定例会の議事を全て議了しました。 

 議事を閉じ閉会したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 令和元年１２月亀山市議会定例会はこれをもって閉会します。 

（午前１０時４３分 閉会） 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

令和元年１２月２０日 

 

             議  長      小 坂 直 親 

 

 

             ６  番      尾 崎 邦 洋 

 

 

             １４ 番      前 田 耕 一 
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